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◆ まえがき ◆ 

 

● この資料集は、共生型介護保険サービス・共生型障害福祉サービスをこれ

から開始する又は実施している事業所の皆様や、自治体の共生型サービス

担当者にむけて、それぞれのサービスの報酬体系・人員配置基準・運営基

準等各種関連規定をすべて網羅し、お示しするものです。 

● はじめに指定申請に係る基準を掲載し、その後サービスごとに、介護報酬

（障害報酬）、人員配置基準、運営基準につき、概要・詳細規定の順で掲載

しています。状況に応じて必要な部分をご覧いただければと幸いです。  
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Ⅰ 共生型介護保険サービス 

（１）サービス共通事項 

＜指定申請に関して＞ 

○ 共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けて

いる事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、「居宅サー

ビスの指定の特例」です。このため、指定申請にあたっては、従前どおり「訪問介護」、「通

所介護」、「地域密着型通所介護」、「短期入所生活介護」、「介護予防短期入所生

活介護」として申請することとなります。 

○ 指定申請の際に必要な書類の一部は、障害福祉サービスの指定を受けた際に提出した

ものをもって省略することができます。 

○ 指定申請にあたっては、まずは日頃提供している介護保険サービス（障害福祉サービ

ス）の担当課に相談し、共生型サービスの担当課を確認しましょう。なお、各都道府県・

指定都市・中核市の共生型担当部署はポイント集の巻末の一覧のとおりですので、参考

にしてください。 

＜介護報酬・人員配置基準・運営基準に関して＞ 

○ 障害福祉サービス事業者が共生型介護サービスを行う場合、以下のとおりとなります。 

 詳細はサービスごとに（２）以降で記載しています。 

 ・共生型介護サービスに係る費用は介護報酬として請求します。 

 ・共生型介護サービス提供に係る人員配置は、障害福祉サービスと一体のものとして行い

ます。 

 ・共生型介護サービス提供に係る運営基準は、介護保険サービス並びで設定されていま

す。 
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共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化 

 

○ 障害福祉と介護保険で相互に共通又は類似する項目については、指定の更新の際に申請書の記載又は書類の提出の省略が可能な事項を基本としつつ、以下の

とおり省略又は簡素化できることとする。 

 

（１）訪問介護（介護保険法施行規則第 114条第２項による省略） 

介護保険法施行規則 

（第 114条） 

訪問介護 

障害者総合支援法施行規則 

（第 34条の７） 

居宅介護・重度訪問介護 

省略可否 

一 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部とし

て使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。）の名称及び

所在地 

一 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部とし

て使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。）の名称及び

所在地 

× 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏

名、生年月日、住所及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏

名、生年月日、住所及び職名 
× 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 × 

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 ○ 

五 事業所の平面図 五 事業所の平面図 ○ 

五の二 利用者の推定数 - - 

六 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所

及び経歴 

六 事業所の管理者及びサービス提供責任者（中略）の氏名、生年月

日、住所及び経歴 
○ 

七 運営規程 七 運営規程 × 

八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概

要 
○ 

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 × 

十 当該申請に係る事業に係る資産の状況 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況 ○ 

十一 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する

事項 

 

十一 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項 

× 
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介護保険法施行規則 

（第 114条） 

訪問介護 

障害者総合支援法施行規則 

（第 34条の７） 

居宅介護・重度訪問介護 

省略可否 

十二 法第七十条第二項各号（中略）に該当しないことを誓約する書面

（以下略） 

十二 法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面（以下

略） 
× 

十三 役員の氏名、生年月日及び住所 十三 役員の氏名、生年月日及び住所 × 

十四 その他指定に関し必要と認める事項 十四 その他指定に関し必要と認める事項 × 

 

（２）通所介護（介護保険法施行規則第 119条第２項による省略・簡素化） 

※地域密着型通所介護も同様（介護保険法施行規則第 131条の３の２第３項による省略・簡素化） 

介護保険法施行規則 

（第 119条） 

通所介護 

児童福祉法施行規則 障害者総合支援法施行規則 

省略可否 （第 18条の 27） 

児童発達支援 

（第 18条の 29） 

放課後等デイサービ

ス 

（第 34条の９） 

生活介護 

（第 34条の 14第４

項） 

自立訓練（機能訓練） 

（第 34条の 14第５

項） 

自立訓練（生活訓練） 

一 事業所（当該事業所の所

在地以外の場所に当該申

請に係る事業の一部を行う

施設を有するときは、当該

施設を含む。）の名称及び

所在地 

一 事業所（当該事

業所の所在地以

外の場所に当該

事業所の一部とし

て使用される事務

所を有するとき

は、当該事務所を

含む。）の名称及

び所在地 

一 事業所（当該事

業所の所在地以

外の場所に当該

事業所の一部とし

て使用される事務

所を有するとき

は、当該事務所を

含む。）の名称及

び所在地 

一 事業所の名称及

び所在地 

 

一 事業所の名称及

び所在地 

 

一 事業所の名称及

び所在地 

 

× 

二 申請者の名称及び主たる

事務所の所在地並びにそ

の代表者の氏名、生年月

日、住所及び職名 

二 申請者の名称及

び主たる事務所の

所在地並びにそ

の代表者の氏名、

生年月日、住所及

び職名 

二 申請者の名称及

び主たる事務所

の所在地並びに

その代表者の氏

名、生年月日、住

所及び職名 

二 申請者の名称及

び主たる事務所の

所在地並びにそ

の代表者の氏名、

生年月日、住所及

び職名 

二 申請者の名称及

び主たる事務所

の所在地並びに

その代表者の氏

名、生年月日、住

所及び職名 

二 申請者の名称及

び主たる事務所の

所在地並びにそ

の代表者の氏名、

生年月日、住所及

び職名 

× 
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介護保険法施行規則 

（第 119条） 

通所介護 

児童福祉法施行規則 障害者総合支援法施行規則 

省略可否 （第 18条の 27） 

児童発達支援 

（第 18条の 29） 

放課後等デイサービ

ス 

（第 34条の９） 

生活介護 

（第 34条の 14第４

項） 

自立訓練（機能訓練） 

（第 34条の 14第５

項） 

自立訓練（生活訓練） 

三 当該申請に係る事業の開

始の予定年月日 

三 当該申請に係る

事業の開始の予

定年月日 

三 当該申請に係る

事業の開始の予

定年月日 

三 当該申請に係る

事業の開始の予

定年月日 

三 当該申請に係る

事業の開始の予

定年月日 

三 当該申請に係る

事業の開始の予

定年月日 

× 

四 申請者の定款、寄附行為

等及びその登記事項証明

書又は条例等 

四 申請者の定款、

寄附行為等及び

その登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の定款、

寄附行為等及び

その登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の定款、

寄附行為等及び

その登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の定款、

寄附行為等及び

その登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の定款、

寄附行為等及び

その登記事項証

明書又は条例等 

○ 

五 事業所（当該事業所の所

在地以外の場所に当該申

請に係る事業の一部を行う

施設を有するときは、当該

施設を含む。）の平面図（各

室の用途を明示するものと

する。）及び設備の概要 

五 事業所の平面図

（各室の用途を明

示するものとす

る。）及び設備の

概要 

 

五 事業所の平面図

（各室の用途を明

示するものとす

る。）及び設備の

概要 

 

五 事業所の平面図

（各室の用途を明

示するものとす

る。）及び設備の

概要 

五 事業所の平面図

（各室の用途を明

示するものとす

る。）及び設備の

概要 

五 事業所の平面図

（各室の用途を明

示するものとす

る。）及び設備の

概要 

○ 

－ 六 利用者の推定数 六 利用者の推定数 六 利用者の推定数 六 利用者の推定数 六 利用者の推定数 × 

六 事業所の管理者の氏名、

生年月日、住所及び経歴 

 

七 事業所の管理者

及び児童発達支

援管理責任者（中

略）の氏名、生年

月日、住所及び経

歴 

七 事業所の管理者

及び児童発達支

援管理責任者の

氏名、生年月日、

住所及び経歴 

七 事業所の管理者

及びサービス管理

責任者の氏名、生

年月日、住所及び

経歴 

七 事業所の管理者

及びサービス管理

責任者の氏名、生

年月日、住所及び

経歴 

七 事業所の管理者

及びサービス管理

責任者の氏名、生

年月日、住所及び

経歴 

○ 

七 運営規程 八 運営規程 八 運営規程 八 運営規程 八 運営規程 八 運営規程 × 

八 利用者からの苦情を処理

するために講ずる措置の概

要 

九 障害児又はその

家族からの苦情を

解決するために講

ずる措置の概要 

九 障害児又はその

家族からの苦情を

解決するために講

ずる措置の概要 

九 利用者又はその

家族からの苦情を

解決するために講

ずる措置の概要 

九 利用者又はその

家族からの苦情を

解決するために講

ずる措置の概要 

九 利用者又はその

家族からの苦情を

解決するために講

ずる措置の概要 

○ 
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介護保険法施行規則 

（第 119条） 

通所介護 

児童福祉法施行規則 障害者総合支援法施行規則 

省略可否 （第 18条の 27） 

児童発達支援 

（第 18条の 29） 

放課後等デイサービ

ス 

（第 34条の９） 

生活介護 

（第 34条の 14第４

項） 

自立訓練（機能訓練） 

（第 34条の 14第５

項） 

自立訓練（生活訓練） 

九 当該申請に係る事業に係

る従業者の勤務の体制及

び勤務形態 

十 当該申請に係る

事業に係る従業

者の勤務の体制

及び勤務形態 

十 当該申請に係る

事業に係る従業

者の勤務の体制

及び勤務形態 

十 当該申請に係る

事業に係る従業

者の勤務の体制

及び勤務形態 

十 当該申請に係る

事業に係る従業

者の勤務の体制

及び勤務形態 

十 当該申請に係る

事業に係る従業

者の勤務の体制

及び勤務形態 

× 

十 当該申請に係る事業に係

る資産の状況 

十一 当該申請に係

る事業に係る資産

の状況 

十一 当該申請に係

る事業に係る資産

の状況 

十一 当該申請に係

る事業に係る資産

の状況 

十一 当該申請に係

る事業に係る資産

の状況 

十一 当該申請に係

る事業に係る資産

の状況 

○ 

- - - 十二 指定障害福祉

サービス基準第九

十一条の協力医

療機関の名称及

び診療科名並び

に当該協力医療

機関との契約の内

容 

十二 指定障害福祉

サービス基準第

九十一条の協力

医療機関の名称

及び診療科名並

びに当該協力医

療機関との契約

の内容 

十二 指定障害福祉

サービス基準第九

十一条の協力医

療機関の名称及

び診療科名並び

に当該協力医療

機関との契約の内

容 

× 

十一 当該申請に係る事業に

係る居宅介護サービス費の

請求に関する事項 

十二 当該申請に係

る事業に係る障害

児通所給付費の

請求に関する事項 

十二 当該申請に係

る事業に係る障害

児通所給付費の

請求に関する事

項 

十三 当該申請に係

る事業に係る介護

給付費の請求に

関する事項 

十三 当該申請に係

る事業に係る訓練

等給付費の請求

に関する事項 

十三 当該申請に係

る事業に係る訓練

等給付費の請求

に関する事項 

× 

十二 誓約書 十三 法第二十一条

の五の十五第二

項各号に該当しな

いことを誓約する

書面（以下略） 

 

十三 誓約書 十四 誓約書 十四 誓約書 十四 誓約書 

× 
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介護保険法施行規則 

（第 119条） 

通所介護 

児童福祉法施行規則 障害者総合支援法施行規則 

省略可否 （第 18条の 27） 

児童発達支援 

（第 18条の 29） 

放課後等デイサービ

ス 

（第 34条の９） 

生活介護 

（第 34条の 14第４

項） 

自立訓練（機能訓練） 

（第 34条の 14第５

項） 

自立訓練（生活訓練） 

十三 役員の氏名、生年月日

及び住所 

十四 役員の氏名、

生年月日及び住

所 

十四 役員の氏名、

生年月日及び住

所 

十五 役員の氏名、

生年月日及び住

所 

十五 役員の氏名、

生年月日及び住

所 

十五 役員の氏名、

生年月日及び住

所 

× 

十四 その他指定に関し必要

と認める事項 

十五 その他指定に

関し必要と認める

事項 

十五 その他指定に

関し必要と認める

事項 

十六 その他指定に

関し必要と認める

事項 

十六 その他指定に

関し必要と認める

事項 

十六 その他指定に

関し必要と認める

事項 

× 

 

（３）短期入所生活介護（介護保険法施行規則第 121条第３項による省略） 

※介護予防短期入所生活介護も同様（介護保険法施行規則第 140条の 10第３項による省略） 

介護保険法施行規則 

（第 121条） 

短期入所生活介護 

障害者総合支援法施行規則 

（第 34条の 11） 

短期入所 

省略可否 

一 事業所の名称及び所在地 一 事業所の名称及び所在地 × 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏

名、生年月日、住所及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏

名、生年月日、住所及び職名 
× 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 × 

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 ○ 

五 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第

二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又

は同条第四項に規定する併設事業所（次号において「併設事業所」と

いう。）において行う場合にあっては、その旨 

五 事業所の種別（指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規

定する併設事業所（次号及び第七号において「併設事業所」という。）

又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。） 
× 

六 建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所に

おいて行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条

第三項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百

四十条の四第三項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面

六 建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所に

おいて行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第百十七条

第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。）（各室の用途を

明示するものとする。）並びに設備の概要 

○ 
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介護保険法施行規則 

（第 121条） 

短期入所生活介護 

障害者総合支援法施行規則 

（第 34条の 11） 

短期入所 

省略可否 

図を含む。）（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

七 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第

二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは

当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホー

ム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の

利用者の推定数 

七 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推

定数、指定障害福祉サービス基準第百十五条第二項の規定の適用

を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員 × 

八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 ○ 

九 運営規程 九 運営規程 × 

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概

要 
○ 

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 × 

十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況 十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況 ○ 

十三 指定居宅サービス等基準第百三十六条（指定居宅サービス等基

準第百四十条の十三において準用する場合を含む。）の協力医療機

関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 

十三 指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定

障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療

科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 

○ 

十四 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する

事項 

十四 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項 
× 

十五 誓約書 十五 誓約書 × 

十六 役員の氏名、生年月日及び住所 十六 役員の氏名、生年月日及び住所 × 

十七 その他指定に関し必要と認める事項 十七 その他指定に関し必要と認める事項 × 
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平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.１） 

（平成 30 年３月 23 日）より 
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平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４） 

（平成 30年５月 29日）より 
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2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）  

（令和２年３月 30日）より 
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）  

（令和３年３月 26日） より 

 

  

（【別添】p2～7「共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化」） 
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（２）共生型訪問介護 

① 基本方針 

○ 共生型訪問介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

訪問介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、

食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜居宅基準＞ 

(基本方針) 

第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要

介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般に

わたる援助を行うものでなければならない。 

 

② 介護報酬 

○ 以下に掲げる指定障害福祉サービス事業者が共生型訪問介護を行った場合は、介護

保険の訪問介護における基本報酬に以下の割合を乗じた単位数にて、介護報酬を請求

することができます。 

・指定居宅介護事業者が実施する場合 

 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、 

居宅介護職員初任者研修課程修了者等により行われる場合：100 分の 100 

障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合：100 分の 70 

重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合：100 分の 93 

・指定重度訪問介護事業者が実施する場合：100 分の 93 

 ※ ２人の訪問介護員等による場合、夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合、特定

事業所加算を算定している場合にあっては、基本報酬にそれぞれの場合における単位

数を加えた後の単位数 

 

○ この他、介護保険の訪問介護に設けられている加算についても、要件を満たした場合算

定することができます。 
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関連規定 

＜居宅報酬告示（基本報酬）＞ 

１注９ 共生型居宅サービス(指定居宅サービス基準第 2 条第 7 号に規定する共生型居宅サ

ービスをいう。以下同じ。)の事業を行う指定居宅介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第

5 条第 1 項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下この注に

おいて「共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、居宅介護従業者

基準第 1 条第 4 号、第 9 号、第 14 号又は第 19 号から第 22 号までに規定する者が共生型

訪問介護(指定居宅サービス基準第 39 条の 2 に規定する共生型訪問介護をいう。以下この注

において同じ。)を行った場合は、1 回につき所定単位数の 100 分の 70 に相当する単位数を算

定し、共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者基準第 1 条

第 5 号、第 10 号又は第 15 号に規定する者が共生型訪問介護を行った場合は、1 回につき

所定単位数の 100 分の 93 に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う重

度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において共

生型訪問介護を行った場合は、1 回につき所定単位数の 100 分の 93 に相当する単位数を算

定する。 

 

＜居宅（訪問通所）報酬留意事項通知＞ 

第２の２ 訪問介護費 

 (13) 共生型訪問介護の所定単位数等の取扱い 

① 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する 

場合 

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者

研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員１級課程又は旧２級課

程修了者及び居宅介護職員初任者研修課程修了者（相当する研修課程修了者を

含む。）が訪問介護を提供する場合は、所定単位数を算定すること。 

ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者（相当する研修課程修了者を含む。

なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 25

号）による改正前の介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 22 条

の 23 第１項に規定する３級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含む

ものとする。）、実務経験を有する者（平成 18 年３月 31 日において身体障害者居宅

介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験

を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明

書の交付を受けたものをいう。）及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、

全身性障害者外出介護従業者養成研修又は知的障害者外出介護従業者養成研修

課程修了者（これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課

程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の

交付を受けた者を含む。以下「旧外出介護研修修了者」という。）が訪問介護（旧外

出介護研修修了者については、通院・外出介助（通院等乗降介助を含む。）に限る。）
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を提供する場合は、所定単位数の 100 分の 70 に相当する単位数を算定すること。 

ハ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者（相当する研修課程修了者を含む。）

が訪問介護を提供する場合（早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確

保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限る。）は、所定単位数の 100 分の

93 に相当する単位数を算定すること。 

② 障害福祉制度の指定重度訪問介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供

する場合は、所定単位数の 100 分の 93 に相当する単位数を算定すること。 

③ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者及び重度訪問介護従業者養成研修課

程修了者等による共生型訪問介護の取扱い 

①イ以外の者については、65 歳に達した日の前日において、これらの研修課程修了者が

勤務する指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所において、指定居宅介護

又は指定重度訪問介護を利用していた高齢障害者に対してのみ、サービスを提供できること

とする。すなわち、新規の要介護高齢者へのサービス提供はできないこと。 

 

※ 共生型訪問介護にあっては、共生型訪問介護独自の加算はありません。 

算定構造表は、以下の URLの資料１に掲載されています。 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010 

 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定居宅介護事業者・指定重度訪問介護事業者が共生型訪問介護を実施する場合、指定居宅介護事業所又は重度訪問介護事業所の利

用者の数と共生型訪問介護事業所の利用者の数を合計し、その数に応じて、指定居宅介護事業所・指定重度訪問介護事業所として必要とされ

る数以上を配置する必要があります。 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜居宅基準＞ 

(共生型訪問介護の基準) 

第三十九条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型訪

問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第

五条第一項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この条及び第

百四十条の十四において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護

をいう。第一号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一

項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第一号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関

して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第五条第一項に規定する指定居宅介

護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を

行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定

居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第四条第一項に規

定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)

の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとし

た場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

二 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

＜居宅（予防）基準解釈通知＞ 

第 3 の１ 訪問介護 

４ 共生型訪問介護に関する基準 

共生型訪問介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令

第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。）第五条第一項に規定する指定居

宅介護事業者又は重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。）第五条第三項に規

定する重度訪問介護をいう。）に係る指定障害福祉サービス（同法第二十九条第二項に規定す

る指定障害福祉サービスをいう。）の事業を行う者が、要介護者に対して提供する指定訪問介護を

いうものであり、共生型訪問介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

(1) 従業者（ホームヘルパー）、サービス提供責任者の員数及び管理者（居宅基準第三十九

条の二第一号、第三十九条の三） 

 ① 従業者（ホームヘルパー） 

指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所（以下この４において「指定居宅介護事

業所等」という。）の従業者の員数が、共生型訪問介護を受ける利用者（要介護者）の数を含め

て当該指定居宅介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定居宅介護事業所等として必

要とされる数以上であること。 

 ② サービス提供責任者 

共生型訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、指定居宅介護事業所等におけ

る指定居宅介護又は指定重度訪問介護の利用者（障害者及び障害児）及び共生型訪問介護

の利用者（要介護者）の合計数が、四〇又はその端数を増すごとに一人以上とする。この場合にお

いて、サービス提供責任者の資格要件については、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者
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であれば、共生型訪問介護事業所のサービス提供責任者の資格要件を満たすものとする。 

なお、共生型訪問介護事業所のサービス提供責任者と指定居宅介護事業所等のサービス提供責

任者を兼務することは差し支えないこと。 

③ 管理者 

指定訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照されたいこと。なお、共生型訪

問介護事業所の管理者と指定居宅介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えないこと。 

(2) 設備に関する基準 

    指定居宅介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。 

(3) 指定訪問介護事業所その他の関係施設から、指定居宅介護事業所等が要介護高齢者の

支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。（居宅基準第三十九条の二第二

号） 

 

(準用) 

第三十九条の三 第四条、第五条(第一項を除く。)及び第六条並びに前節の規定は、共生型訪

問介護の事業について準用する。この場合において、第五条第二項中「利用者(」とあるのは「利用

者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービ

スの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若し

くは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。 

 

(4) 運営等に関する基準（居宅基準第三十九条の三） 

    居宅基準第三十九条の三の規定により、居宅基準第四条及び第二章第四節の規定は、共

生型訪問介護の事業について準用されるものであるため、第三の一の３を参照されたいこと。 

(5) その他の共生型サービスについて 

   高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 

・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度

の両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

・ 法令上、共生型サービスの対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステ

イ以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対

応型共同生活介護）について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けてい

るもの 

・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを

活用しているものについても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの

推進も図られることが望ましいこと。 

    なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・障害

児のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるかどうか判断することとなる。 

 

(訪問介護員等の員数) 

第五条  

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者

(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事

業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」

＜準用条文＞ 

第３の１ 訪問介護 

 １ 人員に関する基準 
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という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるも

のに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業

者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当

該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一

人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任

者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数に

よる。 

４ 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指

定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の

提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省

令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護

事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業

所をいう。)に従事することができる。 

５ 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提

供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サ

ービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所

に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上と

することができる。 

６ 指定訪問介護事業者が第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

第六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

(3) 管理者（居宅基準第六条） 

    指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務

に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき

は、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はな

いものである。 

   ① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合 

   ② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障が

ないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の
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管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業

の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合

や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務す

る場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて

限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支え

ない。） 

 

 ３ 運営に関する基準 

(1) 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について 

居宅基準第三条第四項は、指定居宅サービスの提供に当たっては、法第百十八条の二第一

項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進

することにより、提供するサービスの質の向上に努めなければならないこととしたものである。 

こ の 場 合 に お い て 、 「 科 学 的 介 護 情 報 シ ス テ ム （ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ： Long-term care 

Information system For Evidence）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を

活用することが望ましい（この点については、以下の他のサービス種類についても同様とする。）。 

   

(内容及び手続の説明及び同意) 

第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定

による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供す

ることができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみな

す。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法 

ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定す

る重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事

(2) 内容及び手続の説明及び同意 

   居宅基準第八条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供す

るため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介

護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体

制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施し

た評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要

な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等（当該指定訪問介護事業者が、他の

介護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成す

ることは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指

定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該

同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認する

ことが望ましいものである。 
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業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機

と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。 

５ 指定訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類

及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 第二項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文

書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込

者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 

(提供拒否の禁止) 

第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 

(3) 提供拒否の禁止 

   居宅基準第九条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければ

ならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否

することを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪問介護サービスの利

用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止するものである（ただし、「指定訪問

介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成十二年十一月十六日老振第七六号）の１

を除く。）。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用

申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外

である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合で

ある。 

 

(サービス提供困難時の対応) 

第十条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事

業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し

自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居

宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同

じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じな

(4) サービス提供困難時の対応 

   指定訪問介護事業者は、居宅基準第九条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切

な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合には、居宅基準第十条の規定により、

当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 
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ければならない。 

 

(受給資格等の確認) 

第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめ

るものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査

会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように

努めなければならない。 

(5) 受給資格等の確認 

   ① 居宅基準第十一条第一項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受ける

ことができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定

訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証

によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなけれ

ばならないこととしたものである。 

   ② 同条第二項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に

関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定

訪問介護事業者は、これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを規定し

たものである。 

 

(要介護認定の申請に係る援助) 

第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けてい

ない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行わ

れていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利

用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

 

(6) 要介護認定の申請に係る援助 

   ① 居宅基準第十二条第一項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力

が申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保険給付の対象となりうるこ

とを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認

した場合には、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならないこととしたものである。 

   ② 同条第二項は、要介護認定を継続し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新

認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から三〇日以内に行われることとされ

ていることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含

む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定

の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三〇

日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

 

(心身の状況等の把握) 

第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護

支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条

第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければな

らない。 
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 (居宅介護支援事業者等との連携) 

第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業

者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」とい

う。)との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 

第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保

険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号の

いずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居

宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を

法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情

報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

 

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 

第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに

規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提

供しなければならない。 

 

(7) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

   居宅基準第十五条は、施行規則第六十四条第一号イ又はロに該当する利用者は、指定訪

問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定訪問介護事業

者は、施行規則第六十四条第一号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指

定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業

者に関する情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければなら

ないこととしたものである。 

(居宅サービス計画等の変更の援助) 

第十七条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

(8) 居宅サービス計画等の変更の援助 

   居宅基準第十七条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該

指定訪問介護が居宅サービス計画（法第八条第二十一項に規定する居宅サービス計画をいう。

以下同じ。）に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が

居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必

要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が

必要となった場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同

意する場合を含む。）は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加す

る場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で

居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

 

(身分を証する書類の携行) 

第十八条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時

(9) 身分を証する書類の携行 

   居宅基準第十八条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問
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及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等に身分を明らかにする証書や名札

等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を

指導しなければならないこととしたものである。この証書等には、当該指定訪問介護事業所の名

称、当該訪問介護員等の氏名を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の

記載を行うことが望ましい。 

 

(サービスの提供の記録) 

第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提

供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した

書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、そ

の情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

(10) サービスの提供の記録 

   ① 居宅基準第十九条第一項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額

の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、指定

訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日、内容（例えば、身体介護、生

活援助、通院等のための乗車又は降車の介助の別）、保険給付の額その他必要な事項

を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないことと

したものである。 

   ② 同条第二項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用

者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等

を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その

情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。 

     また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法で

ある。 

     なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第三十九条第二項の規定

に基づき、二年間保存しなければならない。 

 

(利用料等の受領) 

第二十条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した

際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基

準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支

払を受けるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にそ

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との

間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払

を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけ

(11) 利用料等の受領 

   ① 居宅基準第二十条第一項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定訪問介護についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の一

割、二割又は三割（法第五十条若しくは第六十条又は第六十九条第五項の規定の適用

により保険給付の率が九割、八割又は七割でない場合については、それに応じた割合）の支

払を受けなければならないことを規定したものである。 

   ② 同条第二項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービス

でない指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代

理受領サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への

転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。 

     なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサー

ビスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

    イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保
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ればならない。 険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

    ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に

定められていること。 

    ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。 

   ③ 同条第三項は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に関して、前二項の利用

料のほかに、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定

訪問介護を行う場合の交通費（移動に要する実費）の支払を利用者から受けることができ

ることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による

費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

   ④ 同条第四項は、指定訪問介護事業者は、前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得な

ければならないこととしたものである。 

 

(保険給付の請求のための証明書の交付) 

第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る

利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

(12) 保険給付の請求のための証明書の交付 

    居宅基準第二十一条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、

指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料の支払を

受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求す

る上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければ

ならないこととしたものである。 

 

(指定訪問介護の基本取扱方針) 

第二十二条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

(指定訪問介護の具体的取扱方針) 

第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が

日常生活を営むのに必要な援助を行う。 

二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

三 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ

スの提供を行う。 

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、適切な相談及び助言を行う。 
 

(13) 指定訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 

    居宅基準第二十二条及び第二十三条にいう指定訪問介護の取扱方針について、特に留意

すべきことは、次のとおりである。 

   ① 提供された介護サービスについては、目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度

等について常に評価を行うとともに、訪問介護計画の修正を行うなど、その改善を図らなけれ

ばならないものであること。 

   ② 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供で

きるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであること。 
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(訪問介護計画の作成) 

第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この

条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定

訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画

を作成しなければならない。 

２ 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその

家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

５ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。 

 

(14) 訪問介護計画の作成 

   ① 居宅基準第二十四条第一項は、サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成しなけれ

ばならないこととしたものである。訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・

分析し、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント）、これに

基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等

が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、訪問

介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

   ② 同条第二項は、訪問介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこ

ととしたものである。 

     なお、訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問介護計

画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

   ③ 同条第三項は、訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作

成されなければならないものであり、その内容について説明を行った上で利用者の同意を得る

ことを義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとす

るものである。したがって、サービス提供責任者は、訪問介護計画の目標や内容等について

は、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価

についても説明を行うものとする。 

   ④ 同条第四項は、訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければなら

ないこととしたものである。 

     なお、訪問介護計画は、居宅基準第三十九条第二項の規定に基づき、二年間保存しな

ければならない。 

   ⑤ サービス提供責任者は、他の訪問介護員等の行うサービスが訪問介護計画に沿って実施

されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 

   ⑥ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第

三十八号）第十三条第十二号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置

付けた指定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けら

れている計画の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基

づきサービスを提供している指定訪問介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している

指定居宅介護支援事業者から訪問介護計画の提供の求めがあった際には、当該訪問介護

計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

(同居家族に対するサービス提供の禁止) 

第二十五条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する

訪問介護の提供をさせてはならない。 
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(利用者に関する市町村への通知) 

第二十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程

度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

(15) 利用者に関する市町村への通知 

    居宅基準第二十六条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故

意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるな

どした者については、市町村が、法第二十二条第一項に基づく既に支払った保険給付の徴収

又は法第六十四条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定訪問介護事業

者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事

由を列記したものである。 

 

(緊急時等の対応) 

第二十七条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

(16) 緊急時等の対応 

    居宅基準第二十七条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行っているときに利

用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応

方法に基づき速やかに主治の医師（以下「主治医」という。）への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならないこととしたものである。 

 

(管理者及びサービス提供責任者の責務) 

第二十八条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務

の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状

況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。 

三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。 

四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助

目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 

五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

(17) 管理者及びサービス提供責任者の責務 

    居宅基準第二十八条は、指定訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分

担について規定したものであり、管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に居

宅基準第二章第四節（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命令を、サービス提供

責任者は、指定訪問介護に関するサービス内容の管理について必要な業務等として、居宅基

準第二十八条第三項各号に具体的に列記する業務を行うものである。この場合、複数のサー

ビス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者間での業務

分担を行うことにより、指定訪問介護事業所として当該業務を適切に行うことができているとき

は、必ずしも一人のサービス提供責任者が当該業務の全てを行う必要はない。 

    また、同条第三項第二号の二において、サービス提供責任者は居宅介護支援事業者等に対

して、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況や口腔機能等の利用者の心

身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこととされているが、情報の提供は、

サービス担当者会議等を通じて行うことも差し支えない。必要な情報の内容については、 

    例えば、 

    ・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 

    ・薬の服用を拒絶している 

    ・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

    ・口臭や口腔内出血がある 

    ・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

    ・食事量や食事回数に変化がある 

    ・下痢や便秘が続いている 
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    ・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

    ・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 

   等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅介護支援事業者等に対し

て情報提供する内容は、サービス提供責任者が適切に判断することとする。なお、必要な情報

の提供については、あらかじめ、サービス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整してお

くことが望ましい。 

    なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サービスを提供するために重

要な役割を果たすことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況

や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の

修得及び能力の向上に努めなければならない。 

 

(18) サービス提供責任者による訪問介護員等に対する業務管理、研修、技術指導等 

    居宅基準第二十八条第三項第四号から第七号までにおいて、サービス提供責任者による訪

問介護員等に対する業務管理や研修、技術指導等が規定されているところである。 

    平成三十年度以降、生活援助中心型のみに従事することができる生活援助従事者研修修

了者が従事するようになることから、当該研修修了者を含む訪問介護員等であって、指定訪問

介護に従事したことがない者については、初回訪問時にサービス提供責任者が同行するなどの

ＯＪＴを通じて支援を行うこととする。また、緊急時の対応等についてもあらかじめ当該訪問介

護員等に指導しておくこととする。 

    さらに、生活援助従事者研修修了者である訪問介護員等が所属している指定訪問介護事

業所のサービス提供責任者は、当該訪問介護員等が生活援助中心型しか提供できないことを

踏まえ、利用者の状況を判断の上、適切な業務管理を行うこととする。具体的には、生活援助

中心型のみ利用している利用者に対する指定訪問介護に従事させることなどが考えられる。 

 

(運営規程) 

第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならな

い。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (19) 運営規程 

    居宅基準第二十九条は、指定訪問介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な

指定訪問介護の提供を確保するため、同条第一号から第八号までに掲げる事項を内容とする

規程を定めることを指定訪問介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意す

るものとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類につ

いて事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に

作成することも差し支えない（この点については他のサービス種類についても同様とする。）。 

   ① 従業員の職種、員数及び職務の内容（第二号） 

     従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定

めるに当たっては、居宅基準第五条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、

「○人以上」と記載することも差し支えない（居宅基準第八条に規定する重要事項を記した
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八 その他運営に関する重要事項 文書に記載する場合についても、同様とする。）（以下、他のサービス種類についても同趣

旨。）。 

   ② 指定訪問介護の内容（第四号） 

     「指定訪問介護の内容」とは、身体介護、生活援助、通院等のための乗車又は降車の介

助等のサービスの内容を指すものであること。 

   ③ 利用料その他の費用の額（第四号） 

     「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る利用料（一割負

担、二割負担又は三割負担）及び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料

を、「その他の費用の額」としては、居宅基準第二十条第三項により徴収が認められている交

通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること（以

下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

   ④ 通常の事業の実施地域（第五号） 

     通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事

業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサー

ビスが行われることを妨げるものではないものであること（以下、居宅基準第五十三条第五

号、第七十三条第五号、第八十二条第五号、第百条第六号、第百十七条第六号及び

第二百条第五号についても同趣旨。）。 

   ⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第七号） 

(31)の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研

修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の

対応方法等を指す内容であること（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

 

(介護等の総合的な提供) 

第二十九条の二 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排

せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に

総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。 

(20) 介護等の総合的な提供 

    居宅基準第二十九条の二は、居宅基準第四条の基本方針等を踏まえ、指定訪問介護の

事業運営に当たっては、多種多様な訪問介護サービスの提供を行うべき旨を明確化したもので

ある。指定訪問介護事業は、生活全般にわたる援助を行うものであることから、指定訪問介護

事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護（身体介護）又は調理、洗濯、掃除等の家事（生

活援助）を総合的に提供しなければならず（通院等のための乗車又は降車の介助を行う指

定訪問介護事業者についても、身体介護又は生活援助を総合的に提供しなければならな

い。）、また、指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定

のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等のための乗車

又は降車の介助に限定されたりしてはならないこととしたものである。また、サービス提供の実績か

ら特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業

者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、特定

のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。 
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    また、「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行

為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれ

ば、これに該当するものである。 

    さらに、通院等のための乗車又は降車の介助を行う訪問介護事業者について、都道府県知

事が法第七十条第一項に基づく指定を行うに当たっては、事業所の所在地の市町村に対して

意見を求めることとする（確認すべき事項等については別に定める。）。 

    なお、居宅基準第二十九条の二は、基準該当訪問介護事業者には適用されない。 

 

(勤務体制の確保等) 

第三十条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定

訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介

護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

(21) 勤務体制の確保等 

    居宅基準第三十条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保するため、職員

の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

   ① 指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等について

は、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提

供責任者である旨等を明確にすること。 

   ② 同条第二項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提

供するべきことを規定したものであるが、指定訪問介護事業所の訪問介護員等とは、雇用契

約、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）に規定する労働者派遣契約そ

の他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであ

ること。なお、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則（昭和六十

一年厚生省令第四十九号）第一条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業

として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者（同法に規定する

紹介予定派遣又は同法第四十条の二第一項第三号又は第四号に該当する場合を除

く。）であってはならないことに留意すること。 

   ③ 同条第三項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介護員等の質の向上を図

るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保

することとしたものであること。 

   ④ 同条第四項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和 47 年法律第 113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 

号）第 30 条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメン

トやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理

上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ず

べき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとす

る。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から
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受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因

する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省

告示第 615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因す

る問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告

示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりである

が、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び

職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓

発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口

をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務について

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令

和元年法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的

な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の

２第１項の規定により、中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員

の数が 300 人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間

は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じ

るよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例とし

て、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のため

の取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及

び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応

じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマ

ーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内

容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、

「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。

この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載してい

るので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 
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加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩

み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、

事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用

も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する

指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

(22) 業務継続計画の策定等 

① 居宅基準第三十条の二は、指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発生した場合に

あっても、利用者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護

員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーシ

ョン）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び

訓練の実施については、居宅基準第三十条の二に基づき事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が

発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施

にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令

和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６

年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。ま

た、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて

設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもの

ではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確

保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との

情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場

合の対策、必要品の備蓄等） 
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ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有す

るとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとす

る。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催する

とともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容につい

ても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動で

きるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した

場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染

症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と

一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

(衛生管理等) 

第三十一条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必

要な管理を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延し

ないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果に

ついて、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

ること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

(23) 衛生管理等 

   ① 居宅基準第三十一条第一項及び第二項は、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の

清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事業所の設備及び備品等の衛生

的な管理に努めるべきことを規定したものである。特に、指定訪問介護事業者は、訪問介護

員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨て

の手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

   ② 同条第三項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置について

は、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所

に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年

間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い

職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の

者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確に

するとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めて
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おくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむ

ね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必

要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事

業者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対

策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対

策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡

大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、

行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関

係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引

き」を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防

及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普

及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケ

アの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以

上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、

研修の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上

のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所

の実態に応じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の

対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要であ

る。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケア

の演習などを実施するものとする。 
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訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施する

ものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

(掲示) 

第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

 

(24) 掲示 

① 居宅基準第三十二条第一項は、指定訪問介護事業者は、運営規程の概要、訪問介護

員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の

実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の

開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定訪問介

護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必

要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者

又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 訪問介護員等の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する

趣旨であり、訪問介護員等の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第二項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又は

その家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定訪問介護事業所内に備え付けることで同条

第一項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

 

(秘密保持等) 

第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書に

より得ておかなければならない。 

 

 

(25) 秘密保持等 

   ① 居宅基準第三十三条第一項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業

者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

   ② 同条第二項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定訪問介護事業所の訪

問介護員等その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定訪問

介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者が、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例

えば違約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。 

   ③ 同条第三項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通

じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサ

ービスの担当者と共有するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により利用

者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス

提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

(広告) 

第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合において

 



36 

 

基準 解釈通知 

は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 
 

(不当な働きかけの禁止) 

第三十四条の二 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅

介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業

所をいう。第百三十八条第二項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法

第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービ

スを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。 

 

(26) 不当な働きかけの禁止 

   居宅基準第三十四条の二は、居宅介護支援事業者に対する利益供与に当たらない場合であ

っても、指定訪問介護事業者が、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、介護支援専門員又

は被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることなどの不当な働き

かけを行ってはならないこととしたものである。具体的には、例えば、指定訪問介護事業者と居宅介

護支援事業者が同一法人等である場合や同一の建物等に所在する場合において、当該利用者

の状況を勘案することなく、自らが提供する訪問介護サービスを居宅サービス計画に位置付けるよ

う働きかけるような場合が該当する。 

 

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 

第三十五条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に

対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供

与してはならない。 

 

(27) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

   居宅基準第三十五条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定訪問介護事

業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたもの

である。 

 

 (苦情処理) 

第三十六条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照

会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

４ 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規

定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調

査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改

(28) 苦情処理 

   ① 居宅基準第三十六条第一項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処

理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について

明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措

置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 

   ② 同条第二項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪問介護事業者が組織とし

て迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは

関係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものである。 

     また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報である

との認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきであ

る。 

     なお、居宅基準第三十九条第二項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、二年間保

存しなければならない。 

   ③ 同条第三項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている

国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者であ

る市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民

健康保険団体連合会と同様に、指定訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指

導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 
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善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

(地域との連携) 

第三十六条の二 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介

護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用

者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指

定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 

(29) 地域との連携 

   ① 居宅基準第三十六条の二第一項は、居宅基準第三条第二項の趣旨に基づき、介護サー

ビス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規

定したものである。 

    なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老

人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

   ② 同条第二項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定訪問介護事業所

が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定訪問介護を提供する場合、当該

高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われないよう、

第９条の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサ

ービス提供を行うよう努めなければならないことを定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、

地域の実情に応じて、都道府県が条例等を定める場合や、市町村等の意見を踏まえて指定の

際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当該集

合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を設けることは差し

支えないものである。この際、自立支援や重度化防止等につながるようなサービス提供がなされ

ているか等、サービスの質が担保されているかが重要であることに留意すること。 

 

(事故発生時の対応) 

第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生し

た場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

(30) 事故発生時の対応 

    居宅基準第三十七条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、事故発

生時の速やかな対応を規定したものである。指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪

問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係

る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、

当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたもので

ある。 

    また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

    なお、居宅基準第三十九条第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録は、二年間保存しなければならない。 

    このほか、以下の点に留意するものとする。 

   ① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、

あらかじめ指定訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

   ② 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保

険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

   ③ 指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対
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策を講じること。 

 

第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

(31) 虐待の防止 

居宅基準第三十七条の二は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待

は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼ

す可能性が極めて高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければ

ならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐

待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以

下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊

厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じる

ものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサ

ービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じ

て、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等

に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要

である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を

発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対す

る相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及び

その家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応

をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪問介護

事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査

等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再

発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年

間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第一号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は

その再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構

成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要で
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ある。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであること

が想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の

状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そ

こで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周

知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため

の方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関す

ること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第二号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込む

こととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第三号） 
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基準 解釈通知 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に

基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず

虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研

修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第四号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を

適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検

討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

(会計の区分) 

第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

 

(32) 会計の区分 

    居宅基準第三十八条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区

分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこ

ととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるもので

あること。 

 

(記録の整備) 

第三十九条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない 

一 訪問介護計画 

二 第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 

四 第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

(33) 記録の整備 

居宅基準第三十九条第二項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する記録を整

備し、２年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施

設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指

すものとする。 
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（３）共生型通所介護 

① 基本方針 

○ 共生型通所介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

通所介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維

持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的

負担の軽減を図るものでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜居宅基準＞ 

(基本方針) 

第九十二条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならな

い。 

 

② 介護報酬 

○ 以下に掲げる指定障害福祉サービス事業者が共生型通所介護を行った場合は、介護

保険の通所介護における基本報酬（※１）に以下の割合を乗じた単位数にて、介護報

酬を請求することができます。 

 ・指定生活介護事業者（※２）が実施する場合：100 分の 93 

 ・指定自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業者が実施する場合：100 分の 95 

 ・指定児童発達支援事業者（※３）が実施する場合：100 分の 90 

 ・指定放課後等デイサービス事業者（※３）が実施する場合：100 分の 90 

 ※１ 人員欠如・定員超過による減算等が適用される場合は、減算後の単位数 

 ※２ 主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く 

 ※３ 主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く 

○ また、生活相談員を１名以上配置し、地域に貢献する活動を行った場合には、共生型
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通所介護固有の加算である、生活相談員配置等加算（13 単位）を算定することがで

きます。 

○ この他、介護保険の通所介護に設けられている加算についても、要件を満たした場合に

算定することができます。 

 

関連規定 

＜居宅報酬告示（基本報酬）＞ 

６注５共生型居宅サービスの事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基

準第 78 条第 1 項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において

共生型通所介護(指定居宅サービス基準第 105 条の 2 に規定する共生型通所介護をいう。

以下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数の 100 分の 93 に相当する単位数を

算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉

サービス等基準第 156 条第 1 項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指

定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第 166 条第 1 項に規定する

指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護

を行った場合は、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービ

スの事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 15 号。以下この注において「指

定通所支援基準」という。)第 5 条第 1 項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主とし

て重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 7 条第 2 項に規定する重症

心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援

(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)

が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の 100 分の

90 に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス

事業者(指定通所支援基準第 66 条第 1 項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をい

い、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所

支援基準第 65 条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が

当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の 100 分の 90

に相当する単位数を算定する。 

 

＜居宅報酬告示（加算）＞ 

６注６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、注５を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1

日につき 13 単位を所定単位数に加算する。 

 

＜居宅（訪問通所）報酬留意事項通知（加算）＞ 

７(6) 生活相談員配置等加算について 
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① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型通所介護の提供日ごとに、

当該共生型通所介護を行う時間帯を通じて一名以上配置する必要があるが、共生型通所介

護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）

事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後

等デイサービス事業所（以下この(6)において「指定生活介護事業所等」という。）に配置してい

る従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はな

く、兼務しても差し支えない。 

 なお、例えば、一週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日のみ

加算の算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の

提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、

「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設

けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域

や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等においてのみ

算定することができるものであること。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLの資料１に掲載されています。 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010 

 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定生活介護事業者、指定自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業者、指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者が共

生型通所介護を実施する場合、指定生活介護事業所等の利用者の数と共生型通所介護事業所の利用者の数を合計し、その数に応じて、指定

生活介護事業所等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜居宅基準＞ 

(共生型通所介護の基準) 

第百五条の二 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型通

所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第七十八条

第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障

害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をい

う。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項

に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労

働省令第十五号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する

指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律

第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を

通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発

達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス

事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者を

いい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所

支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第一号において同じ。)を提

供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生

活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百

五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活

訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練

(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に

規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所

＜居宅（予防）基準解釈通知＞ 

第 3 の６ 通所介護 

４ 共生型通所介護に関する基準 

   共生型通所介護は、指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介

護事業者、指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練（機

能訓練）事業者、指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓

練（生活訓練）事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。）第五

条第一項に規定する指定児童発達支援事業者又は指定通所支援基準第六十六条第一項に規

定する指定放課後等デイサービス事業者が、要介護者に対して提供する指定通所介護をいうもの

であり、共生型通所介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

(1) 従業者の員数及び管理者（居宅基準第百五条の二第一号、居宅基準第百五条の三） 

  ① 従業者 

     指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓

練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この４

において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型通所介護を受ける利

用者（要介護者）の数を含めて当該指定生活介護事業所等の利用者の数とした場合に、当

該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

     この場合において、指定生活介護事業所の従業者については、前年度の利用者の平均障害

支援区分に基づき、必要数を配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型通所介

護を受ける利用者（要介護者）は障害支援区分五とみなして計算すること。 

  ② 管理者 

     指定通所介護の場合と同趣旨であるため、第三の六の１の⑷を参照されたい。なお、共生型

通所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務することは差し支えないこ
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支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号

において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が

提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護を

いう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指

定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第

百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課

後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護

等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生

活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

二 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所そ

の他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

と。 

(2) 設備に関する基準 

   指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。ただ

し、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備等に

ついて要介護者が使用するものに適したものとするよう配慮すること。 

   なお、当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時

に提供することを想定していることから、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区

切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

 

(3) 指定通所介護事業所その他の関係施設から、指定生活介護事業所等が要介護者の支援を

行う上で、必要な技術的支援を受けていること。（居宅基準第百五条の二第二号） 

 

(準用) 

第百五条の三 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七

条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条

の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び第九十五条第四項並びに前

節(第百五条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、

第八条第一項中「第二十九条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百条に規定する運

営規程をいう。第三十二条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所

介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十七条、第三十

条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員

等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第九十五条第四項中「前項ただし書の場合(指定

通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービ

スを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設

備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第九十八条

第二号、第九十九条第五項、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び

第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百四条の四第二項第

二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第三号

中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第四号中「次条におい

て準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。 

 

(4) 運営等に関する基準（居宅基準第百五条の三） 

   居宅基準第百五条の三の規定により、居宅基準第八条から第十七条まで、第十九条、第二十

一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五

条、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条、第九十四条及び

第九十五条第四項並びに第七章第四節（第百五条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事

業について準用されるものであるため、第三の一の３の(2)から(8)まで、(10)、(12)、(15)、

(16)、(24)、(25)、(27)、(28)及び(32)第三の二の３の(4)並びに第三の六の２の(5)及び３

の(1)から(12)までを参照されたいこと。 

この場合において、準用される居宅基準第百条第四号及び第百二条の規定について、共生型

通所介護の利用定員は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等において同時

にサービス提供を受けることができる利用者数の上限をいうものであること。つまり、介護給付の対象

となる利用者（要介護者）の数と障害給付の対象となる利用者（障害者及び障害児）の数との

合計数により、利用定員を定めること。例えば、利用定員が二〇人という場合、要介護者と障害者

及び障害児とを合わせて二〇人という意味であり、利用日によって、要介護者が一〇人、障害者及

び障害児が一〇人であっても、要介護者が五人、障害者及び障害児が一五人であっても、差し支

えないこと。 

(5) その他の共生型サービスについて 

   訪問介護と同様であるので、第三の一の４の(5)を参照されたいこと。 

(6) その他の留意事項 

   多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様な利用者が共に活動すること

で、リハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型サービスは、要

介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定している。 

  このため、同じ場所において、サービスを時間によって要介護者、障害者及び障害児に分けて提供
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する場合（例えば、午前中に要介護者に対して通所介護、午後の放課後の時間に障害児に対し

て放課後等デイサービスを提供する場合）は、共生型サービスとしては認められないものである。 

 

＜準用条文＞ 

 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規

定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承

諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)によ

り提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法 

ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定

する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法

(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪

問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方

法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書

を作成することができるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算

機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。 

５ 指定訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の

＜準用条文＞ 

第３の１の３ 

(2) 内容及び手続の説明及び同意 

   居宅基準第八条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供する

ため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事

業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提

供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価

機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事

項について、わかりやすい説明書やパンフレット等（当該指定訪問介護事業者が、他の介護保険に

関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成することは差し

支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護

の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意について

は、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましい

ものである。 
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種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 第二項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から

文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用

申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはなら

ない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限り

でない。 

 

(提供拒否の禁止) 

第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 

(3) 提供拒否の禁止 

   居宅基準第九条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければな

らないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否する

ことを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪問介護サービスの利用を希

望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止するものである（ただし、「指定訪問介護事業

所の事業運営の取扱等について」（平成十二年十一月十六日老振第七六号）の１を除く。）。

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じき

れない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その

他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合である。 

 

(サービス提供困難時の対応) 

第十条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該

事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に

対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に

係る居宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をい

う。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速

やかに講じなければならない。 

 

(4) サービス提供困難時の対応 

   指定訪問介護事業者は、居宅基準第九条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な

指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合には、居宅基準第十条の規定により、当

該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹

介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

(受給資格等の確認) 

第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示

する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確

かめるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審

査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供する

ように努めなければならない。 

(5) 受給資格等の確認 

  ① 居宅基準第十一条第一項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受けること

ができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介

護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被

保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないこととし

たものである。 

  ② 同条第二項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し

当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定訪問介
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護事業者は、これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを規定したものであ

る。 

 

(要介護認定の申請に係る援助) 

第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けて

いない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行

われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な

援助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該

利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助

を行わなければならない。 

 

(6) 要介護認定の申請に係る援助 

  ① 居宅基準第十二条第一項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が

申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏ま

え、指定訪問介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合に

は、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当

該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければな

らないこととしたものである。 

  ② 同条第二項は、要介護認定を継続し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定

を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から三〇日以内に行われることとされていること

を踏まえ、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用

者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、

遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三〇日前にはなされるよう、

必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

 

(心身の状況等の把握) 

第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介

護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第

十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努

めなければならない。 

 

 

(居宅介護支援事業者等との連携) 

第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」と

いう。)との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に

対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

 

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 

第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護

(7) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

   居宅基準第十五条は、施行規則第六十四条第一号イ又はロに該当する利用者は、指定訪問
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保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各

号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作

成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護

の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者

に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

 

介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定訪問介護事業者

は、施行規則第六十四条第一号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指定訪

問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関

する情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならないことと

したものである。 

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 

第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニ

に規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護

を提供しなければならない。 

 

 

(居宅サービス計画等の変更の援助) 

第十七条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当

該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

(8) 居宅サービス計画等の変更の援助 

   居宅基準第十七条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該指

定訪問介護が居宅サービス計画（法第八条第二十一項に規定する居宅サービス計画をいう。以

下同じ。）に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が居宅

サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要とな

り、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要とな

った場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合

を含む。）は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該

サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計

画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければならないこととしたものであ

る。 

 

(サービスの提供の記録) 

第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提

供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載

した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内

容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

(10) サービスの提供の記録 

  ① 居宅基準第十九条第一項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の残

額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、指定訪問介

護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日、内容（例えば、身体介護、生活援助、通

院等のための乗車又は降車の介助の別）、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅

サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないこととしたものである。 

  ② 同条第二項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の

心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図るた

め、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用

者に対して提供しなければならないこととしたものである。 

     また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法で
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ある。 

     なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第三十九条第二項の規定に

基づき、二年間保存しなければならない。 

 

(保険給付の請求のための証明書の交付) 

第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係

る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

(12) 保険給付の請求のための証明書の交付 

   居宅基準第二十一条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定

訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場

合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と

認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないこととした

ものである。 

 

(利用者に関する市町村への通知) 

第二十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程

度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

(15) 利用者に関する市町村への通知 

   居宅基準第二十六条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意

の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした

者については、市町村が、法第二十二条第一項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第

六十四条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定訪問介護事業者が、その利

用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したもの

である。 

 

(緊急時等の対応) 

第二十七条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

 

(16) 緊急時等の対応 

   居宅基準第二十七条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者

に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基

づき速やかに主治の医師（以下「主治医」という。）への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならないこととしたものである。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

 

第３の６の３ 

(6) 業務継続計画の策定等 

① 居宅基準第百五条の規定により指定通所介護の事業について準用される居宅基準第三

十条の二は、指定通所介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継

続して指定通所介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継

続計画に従い、通所介護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施し

なければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施につい

ては、居宅基準第百五条の規定により指定通所介護の事業について準用される居宅基準第三

十条の二に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むこ
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とが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにする

ことが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第３条において、３年間

の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介

護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定

される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定するこ

と。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有する

とともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催すると

ともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容について

も記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動でき

るよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場

合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の

業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体

的に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災

害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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(掲示) 

第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に

代えることができる。 

 

(24) 掲示 

① 居宅基準第三十二条第一項は、指定訪問介護事業者は、運営規程の概要、訪問介護員

等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施

状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状

況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定訪問介護事業所

の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 訪問介護員等の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣

旨であり、訪問介護員等の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第二項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はそ

の家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定訪問介護事業所内に備え付けることで同条第一

項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

 

(秘密保持等) 

第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合

は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文

書により得ておかなければならない。 

 

(25) 秘密保持等 

  ① 居宅基準第三十三条第一項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者

に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

  ② 同条第二項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定訪問介護事業所の訪問介

護員等その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定訪問介護事業者

は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者が、従業者でなくなった後におい

てもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての

定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。 

  ③ 同条第三項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて

利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの

担当者と共有するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家

族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利

用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

(広告) 

第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合において

は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

 

 

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 

第三十五条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に

(27) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

    居宅基準第三十五条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定訪問介護事
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対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサ

ービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたも

のである。 

 

(苦情処理) 

第三十六条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは

照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指

導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

４ 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健

康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項

に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号

の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合に

おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

(28) 苦情処理 

   ① 居宅基準第三十六条第一項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理

の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明ら

かにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 

   ② 同条第二項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪問介護事業者が組織として

迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関

係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものである。 

     また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると

の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

     なお、居宅基準第三十九条第二項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、二年間保存

しなければならない。 

   ③ 同条第三項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国

民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市

町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康

保険団体連合会と同様に、指定訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言

を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

 

第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果

について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

第３の６の３ 

(11) 虐待の防止 

居宅基準第百五条の規定により指定通所介護の事業について準用される居宅基準第三十七

条の二の規定については、訪問介護と同様であるので、第３の一の３の(31)を参照されたい。 
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(会計の区分) 

第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、

指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

(32) 会計の区分 

    居宅基準第三十八条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分

するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないことと

したものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものであるこ

と。 

 

第３の１の４ 

(5) その他の共生型サービスについて 

  高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 

  ・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の両

方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

  ・ 法令上、共生型サービスの対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ以

外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対応型共同

生活介護）について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの 

  ・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを活用

しているもの 

  についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが望

ましいこと。 

  なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・障害児のニ

ーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるかどうか判断することとなる。 

 

(管理者の責務) 

第五十二条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の

管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

第３の２の３ 

(4) 管理者の責務 

   居宅基準第五十二条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、指定訪問入浴介護

事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準

の第三章第四節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

(管理者) 

第九十四条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

 

 

第３の６の１ 

(4) 管理者（居宅基準第九十四条） 

   訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照されたい。 
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（設備及び備品等) 

第九十五条  

４ 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜

に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービ

スの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及

び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出るものとする。 

第３の６の２ 

(5) 指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供

する場合 

   指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に

指定通所介護以外のサービス（以下「宿泊サービス」という。）を提供する場合には、当該サービス

の内容を当該サービスの提供開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知

事、指定都市又は中核市の市長（以下「指定権者」という。）に届け出る必要があり、当該サービ

スの届出内容については、別紙様式によるものとする。また、指定通所介護事業者は宿泊サービスの

届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告し、都道府県は情報公表制度を活用し宿泊

サービスの内容を公表することとする。 

指定通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更の事由が生じ

てから一〇日以内に指定権者に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービスを休止又は廃止

する場合は、その休止又は廃止の日の一月前までに指定権者に届け出るよう努めることとする。 

 

(利用料等の受領) 

第九十六条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供

した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費

用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額

との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支

払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎

に要する費用 

二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの

提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費

用基準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められ

る費用 

４ 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

第３の６の３ 

(1) 利用料等の受領 

  ① 居宅基準第九十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、指定訪問介護に係る第二十

条第一項、第二項及び第四項の規定と同趣旨であるため、第三の一の３の(11)の①、②及び

④を参照されたい。 

  ② 同条第三項は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に関して、 

   イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送

迎に要する費用 

   ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの

提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス

費用基準額を超える費用 

   ハ 食事の提供に要する費用 

   ニ おむつ代 

   ホ 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるもの 

については、前二項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象と

なっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないことと

したものである。なお、ハの費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に

関する指針（平成十七年厚生労働省告示第四百十九号。以下「指針」という。）の定めるところによ

るものとし、ホの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。 
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利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。 

 

(指定通所介護の基本取扱方針) 

第九十七条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

 

(指定通所介護の具体的取扱方針) 

第九十八条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者

の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 

二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

三 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサー

ビスの提供を行う。 

四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、

機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第五

条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、そ

の特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 

 

(2) 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

   指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅基準第九十七条及び

第九十八条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 

  ① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計画に基づいて行われるもの

であるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではないこと。 

  ② 居宅基準第九十八条第二号で定める「サービスの提供方法等」とは、通所介護計画の目標

及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 

  ③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定通所介護を提供

することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 

  ④ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満た

す場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 

    イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。 

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

(通所介護計画の作成) 

第九十九条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の

内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況

及び目標の達成状況の記録を行う。 

 

(3) 通所介護計画の作成 

  ① 居宅基準第九十九条で定める通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に

関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わ

せるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計

画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

  ② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するも

のである。 

  ③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。 

    なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介護計画

が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

  ④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成され

なければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、指

定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上
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で利用者の同意を得なければならず、また、当該通所介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

    なお、交付した通所介護計画は、居宅基準第百四条の四第二項の規定に基づき、二年間保

存しなければならない。 

  ⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施

状況や評価についても説明を行うものとする。 

  ⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所介護事業者については、第三の一

の３の(14)の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」と

読み替える。 

 

(運営規程) 

第百条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておか

なければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定通所介護の利用定員 

五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待防止のための措置に関する事項 

十一 その他運営に関する重要事項 

 

(4) 運営規程 

   居宅基準第百条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定通

所介護の提供を確保するため、同条第一号から第十一号までに掲げる事項を内容とする規程を定

めることを指定通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

  ① 営業日及び営業時間（第三号） 

    指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 

    なお、八時間以上九時間未満の指定通所介護の前後に連続して延長サービスを行う指定通

所介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に

明記すること（居宅基準第百十七条第三号についても同趣旨）。 

    例えば、提供時間帯（九時間）の前に連続して一時間、後に連続して二時間、合計三時間

の延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、当該指定通所介護事業所の営業時間

は一二時間であるが、運営規程には、提供時間帯九時間、延長サービスを行う時間三時間とそ

れぞれ記載するものとすること（居宅基準第百十七条第三号の「営業日及び営業時間」につい

ても同趣旨）。 

  ② 指定通所介護の利用定員（第四号） 

    利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいうものであること（居宅基準第百十七条第四号の「指定通所リハ

ビリテーションの利用定員」についても同趣旨）。 

  ③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額（第五号） 

    「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すものであるこ

と（居宅基準第百十七条第五号の「指定通所リハビリテーションの内容」についても同趣旨）。 

  ④ サービス利用に当たっての留意事項（第七号） 

    利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利

用する際の注意事項等）を指すものであること（居宅基準第百十七条第七号についても同趣

旨）。 
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  ⑤ 非常災害対策（第九号） 

    (7)の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（居宅基準第百十七条第八号、第

百三十七条第八号、第百五十三条第六号及び第百八十九条第八号についても同趣旨）。 

 

(勤務体制の確保等) 

第百一条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指

定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業

者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさな

い業務については、この限りでない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者（看護師、准

看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格

を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

 

(5) 勤務体制の確保等 

   居宅基準第百一条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、職員の勤

務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

  ① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の

勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導

員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

  ② 同条第二項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者たる通所介護従業者によっ

て指定通所介護を提供するべきであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさな

い業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第三項の規定は、指定訪問入浴介護に係る居宅基準第五十三条の二第三項と基本

的に同趣旨であるため、第３の二の３の(6)③を参照されたいこと。 

④ 同条第四項の規定は、指定訪問介護に係る居宅基準第三十条第四項の規定とほぼ同趣旨

であるため、第３の①の３(21)④を参照されたいこと。 

(定員の遵守) 

第百二条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならな

い。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 

 

(非常災害対策) 

第百三条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。 

(7) 非常災害対策 

  ① 居宅基準第百三条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策

定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さな

ければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災

害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日

頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような

体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行

規則第三条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に

対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消

防法第八条の規定により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事業所にあってはその

者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定通所介護事業
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所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業

務を行わせるものとする。 

  ② 同条第二項は、指定通所介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に

当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、日

頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに

努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を

仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

(衛生管理等) 

第百四条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供

する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に

一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

(8) 衛生管理等 

  ① 居宅基準第百四条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛生管理等について規定した

ものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

  イ 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要

に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

  ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、そ

の発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づ

き、適切な措置を講じること。 

  ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

  ② 同条第二項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、

具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の

経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職

種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め

積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、

感染対策担当者を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所

の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期

等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との
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連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策

（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防

止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への

報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡

体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を

参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染

対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づ

いた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以

上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修

の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のため

の研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミ

ュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生

時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所

内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（地域との連携等） 

第百四条の二 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利

用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が

実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利

(9) 地域との連携等 

① 居宅基準第百四条の二第一項は、指定通所介護の事業が地域に開かれた事業として行わ

れるよう、指定通所介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行

う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

② 同条第二項は、居宅基準第三条第二項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣する

事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。な

お、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老
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用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対して

も指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 

人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

③ 同条第三項の規定は、指定訪問介護に係る居宅基準第三十六条の二第二項と基本的に

同趣旨であるため、第３の一の３の（29）②を参照されたい。 

 

(事故発生時の対応) 

第百四条の三 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発

生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、第九十五条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供により

事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 

(10) 事故発生時の対応 

   居宅基準第百四条の三は、利用者が安心して指定通所介護の提供を受けられるよう、事故発

生時の速やかな対応を規定したものである。指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所

介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅

介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の

状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。 

   また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

   なお、居宅基準第百四条の四第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録は、二年間保存しなければならない。 

   このほか、以下の点に留意するものとする。 

  ① 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あら

かじめ指定通所介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

  ② 指定通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

  ③ 指定通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策

を講じること。 

   なお、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、以上

を踏まえた同様の対応を行うこととする。 

 

(記録の整備) 

第百四条の四 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる

記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 通所介護計画 

二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

三 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
 

(12) 記録の整備 

居宅基準第百四条の四第二項は、指定通所介護事業者が同項各号に規定する記録を整備

し、２年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設へ

の入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとす

る。 
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（４）共生型地域密着型通所介護 

① 基本方針 

○ 共生型地域密着型通所介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられていま

す。 

地域密着型通所介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜地域密着型基準＞ 

(基本方針) 

第十九条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着

型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の

維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図るものでなければならない。 

② 介護報酬 

○ 以下に掲げる指定障害福祉サービス事業者が共生型地域密着型通所介護を行った場

合は、介護保険の地域密着型通所介護における基本報酬（※１）に以下の割合を乗

じた単位数にて、介護報酬を請求することができます。 

 ・指定生活介護事業者（※２）が実施する場合：100 分の 93 

 ・指定自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業者が実施する場合：100 分の 95 

 ・指定児童発達支援事業者（※３）が実施する場合：100 分の 90 

 ・指定放課後等デイサービス事業者（※３）が実施する場合：100 分の 90 

※１ 人員欠如・定員超過による減算等が適用される場合は、減算後の単位数 

※２ 主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く 

※３ 主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く 
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○ また、生活相談員を１名以上配置し、地域に貢献する活動を行った場合には、共生型

地域密着型通所介護固有の加算である、生活相談員配置等加算（13 単位）を算定

することができます。 

 

○ この他、介護保険の地域密着型通所介護に設けられている加算についても、要件を満

たした場合に算定することができます。 

 

関連規定 

＜地域密着型報酬告示（基本報酬）＞ 

２の２注７ イについて、共生型地域密着型サービス(指定地域密着型サービス基準第 2 条第

6 号に規定する共生型地域密着型サービスをいう。以下この注において同じ。)の事業を行う指

定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省

令第 171 号。以下この注において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第 78 条第 1 項に

規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型

通所介護(指定地域密着型サービス基準第 37 条の 2 に規定する共生型地域密着型通所介

護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数の 100 分の 93 に相当する

単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者

(指定障害福祉サービス等基準第 156 条第 1 項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業

者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第 166条第

1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)が当該事業を行う事業所において共

生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数を

算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指

定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 15

号。以下この注において「指定通所支援基準」という。)第 5 条第 1 項に規定する指定児童発

達支援事業所をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第

7 条第 2 項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所に

おいて指定児童発達支援(指定通所支援基準第 4 条に規定する指定児童発達支援をいう。)

を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を

行った場合は、所定単位数の 100 分の 90 に相当する単位数を算定し、共生型地域密着型

サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第 66 条第 1 項

に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業

所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第 65 条に規定する指定放課後等

デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型地域

密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の 100 分の 90 に相当する単位数を算定する。 
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＜地域密着型報酬告示（加算）＞ 

２の２注８ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に

届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、注７を算定している場合は、生活相談

員配置等加算として、1 日につき 13 単位を所定単位数に加算する。 

 

＜地域密着型報酬留意事項（加算）＞ 

３の２(6) 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型地域密着型通所介護の提

供日ごとに、当該共生型地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて一名以上配置する必要

があるが、共生型地域密着型通所介護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護

事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定

児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この(6)において「指定生

活介護事業所等」という。）に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者

がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。 

  なお、例えば、一週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日の

み加算の算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の

提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、

「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設

けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域

や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型地域密着型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等

においてのみ算定することができるものであること。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLの資料１に掲載されています。 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010 

 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定生活介護事業者、指定自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業者、指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者が共

生型通所介護を実施する場合、指定生活介護事業所等の利用者の数と共生型地域密着型通所介護事業所の利用者の数を合計し、その数に

応じて、指定生活介護事業所等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜地域密着型基準＞ 

(共生型地域密着型通所介護の基準) 

第三十七条の二 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条

において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条において

「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をい

う。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に

規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障

害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をい

う。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下この条において「指定通所支援

基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害

児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児

をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基

準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)

及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放

課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後

等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提

供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生

活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百

五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓

練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活

＜地域密着型基準解釈通知＞ 

第 3 の２の２ 地域密着型通所介護 

４ 共生型地域密着型通所介護に関する基準 

  共生型地域密着型通所介護は、指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定す

る指定生活介護事業者、指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自

立訓練（機能訓練）事業者、指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指

定自立訓練（生活訓練）事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」とい

う。）第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者又は指定通所支援基準第六十六条

第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者が、要介護者に対して提供する指定地域密

着型通所介護をいうものであり、共生型地域密着型通所介護事業所が満たすべき基準は、次のと

おりであること。 

(1) 従業者の員数及び管理者（基準第三十七条の二第一号、第三十七条の三） 

  ① 従業者 

    指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓

練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この

４において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型地域密着型通所

介護を受ける利用者（要介護者）の数を含めて当該指定生活介護事業所等の利用者の数

とした場合に、当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

    この場合において、指定生活介護事業所の従業者については、前年度の利用者の平均障害

支援区分に基づき、必要数を配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型地域

密着型通所介護を受ける利用者（要介護者）は障害支援区分五とみなして計算すること。 

② 管理者 

指定地域密着型通所介護の場合と同趣旨であるため、第三の二の二の１の(4)を参照され
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基準 解釈通知 

訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する

指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第

六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定

生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生

活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立

訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓

練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する

指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この

号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地

域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等

として必要とされる数以上であること。 

二 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密

着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

たい。なお、共生型地域密着型通所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理

者を兼務することは差し支えないこと。 

(2) 設備に関する基準 

   指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。ただ

し、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備等

について要介護者が使用するものに適したものとするよう配慮すること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同

時に提供することを想定していることから、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設

備を区切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

(3) 指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から、指定生活介護事業所等が要介

護者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。（基準第三十七条の二第二号） 

 

 

(準用) 

第三十七条の三 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三

条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の

三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第

二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事

業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営

規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二第一項にお

いて同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条

の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項

に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場

合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事

業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場

合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三

条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」と

あるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とある

のは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とある

のは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。 
 

(4) 運営等に関する基準（基準第三十七条の三） 

   基準第三十七条の三の規定により、基準第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三

から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、

第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二第三条の三十九、第十二条

及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに第二章の二第四節（第三十七条を

除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用されるものであるため、第三

の一の４の(2)から(10)まで、(12)、(14)、(18)、(25)から(28)まで及び(32)、第三の二の４

の(3)並びに第三の二の二の２の(5)及び３の(1)から(13)までを参照されたいこと。 

この場合において、準用される基準第二十九条第四号及び第三十一条の規定について、共

生型地域密着型通所介護の利用定員は、共生型地域密着型通所介護の指定を受ける指定

生活介護事業所等において同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限をいうもの

であること。つまり、介護給付の対象となる利用者（要介護者）の数と障害給付の対象となる利

用者（障害者及び障害児）の数との合計数により、利用定員を定めること。例えば、利用定員

が一〇人という場合、要介護者と障害者及び障害児とを合わせて一〇人という意味であり、利用

日によって、要介護者が五人、障害者及び障害児が五人であっても、要介護者が二人、障害者

及び障害児が八人であっても、差し支えないこと。 
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 (5) その他の共生型サービスについて 

   高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 

   ・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度

の両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

   ・ 法令上、「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートス

テイ以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険の認知症対応型

共同生活介護）について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの 

   ・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを活

用しているもの 

についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが

望ましいこと。 

なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・障害児

のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるかどうか判断することとなる。 

 

(6) その他の留意事項 

   多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、多様な利用者が共に活動するこ

とで、リハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型サービス

は、要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定している。 

このため、同じ場所において、サービスを時間によって要介護者、障害者及び障害児に分けて提

供する場合（例えば、午前中に要介護者に対して地域密着型通所介護、午後の放課後の時

間に障害児に対して放課後等デイサービスを提供する場合）は、共生型サービスとしては認められ

ないものである。 

 

＜準用条文＞ 

 (内容及び手続の説明及び同意) 

第三条の七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第三条の二十

九に規定する運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的

方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

＜準用条文＞ 

第３の１の４ 

(2) 内容及び手続の説明及び同意 

① 基準第三条の七は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し

適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するため、その提供の開始に際し、あ

らかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故

発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有

無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申

込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等

（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、他の介護保険に関する事業を

併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成することは差し支えないも

のとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定定期巡回・随時
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一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲

覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重

要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場

合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルにその旨を記録する方法) 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する

重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

一 第二項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用

するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用

申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が

あった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾を

した場合は、この限りでない。 

 

対応型訪問介護看護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。

なお、当該同意については、書面によって確認することが適当である。 

 ② 特に、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における指定訪問看護事

業所との連携の内容や、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に

事業の一部委託を行う場合の当該委託業務の内容、他の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所と一体的に随時対応サービスを行う場合の事業所間の連携の内容等について十

分な説明を行わなければならないこと。 

(提供拒否の禁止) 

第三条の八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。 

(3) 提供拒否の禁止 

   基準第三条の八は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、利用

申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を

理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由が

ある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住
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地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難な場合である。 

 

(サービス提供困難時の対応) 

第三条の九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提

供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅

介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同

じ。)への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

(4) サービス提供困難時の対応 

   指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由により、利用申込者に対し

自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合

には、基準第三条の九の規定により、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、

適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を

速やかに講じなければならないものである。 

(受給資格等の確認) 

第三条の十 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十八条

の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮し

て、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。 

(5) 受給資格等の確認 

  ① 基準第三条の十第一項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に係る費用

につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるもので

あることを踏まえ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保

険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないことを規

定したものである。 

② 基準第三条の十第二項は、利用者の被保険者証に、指定地域密着型サービスの適切かつ

有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されてい

るときは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、これに配慮して指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めるべきことを規定したものである。 

 

(要介護認定の申請に係る援助) 

第三条の十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護

認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利

用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の三十日前までに行われるよう、必要な援

助を行わなければならない。 

(6) 要介護認定の申請に係る援助 

  ① 基準第三条の十一第一項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が

申請時に遡ることにより、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に係る費用が保

険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が既に

行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏ま

えて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないことを規定したもので

ある。 

② 基準第三条の十一第二項は、要介護認定の有効期間が原則として六か月ごとに終了し、継

続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申

請の日から三〇日以内に行われることとされていることを踏まえ、指定定期巡回・随時対応型
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訪問介護看護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも

当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三〇日前にはなされるよう、必要

な援助を行わなければならないことを規定したものである。 

 

(指定居宅介護支援事業者等との連携) 

第三条の十三 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用

者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

(7) 指定居宅介護支援事業者等との連携 

   基準第三条の十三第一項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者の在宅

生活の継続のための総合的な支援を、日々の定期巡回サービス等の実施により継続的に把握さ

れる利用者の心身の状況に応じて柔軟に行うサービスであることから、その他の介護保険サービスの

利用を含めた利用者の地域での生活全般のマネジメントを行う指定居宅介護支援事業者との連

携を密にしておかなければならないこととしたものである。 

また、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、医療が必要とされる場合があることから、

医療が円滑に提供できるよう、常に保健医療サービス等を提供する者との連携の確保に努めなけ

ればならないことを規定したものである。 

 

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 

第三条の十四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第六十五条の四各号のいずれに

も該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四

項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町

村に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受

領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提

供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

(8) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

   基準第三条の十四は、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下

「施行規則」という。）第六十五条の四第一項第一号イ又はロに該当する利用者は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを

踏まえ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、同項第一号イ又はロにも該当し

ない利用申込者又はその家族に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定

代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その

他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならないことを規定したもので

ある。 

 

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 

第三条の十五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第八

条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第六十五条の四第一号ハに規定す

る計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。 

(9) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

   基準第三条の十五は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居宅サービス計画

（法第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）に沿って提供されなけ

ればならないことを規定したものである。指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回

サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスを利用者の心身の状況に

応じて、柔軟に提供するものであり、随時の訪問を行う場合や、定期巡回サービスの訪問時間帯

又は内容等の変更を行った場合は、当該利用者を担当する介護支援専門員に対し適宜報告を

行う等、基準第三条の十三の趣旨を踏まえて適切な連携を図るものとする。 
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(居宅サービス計画等の変更の援助) 

第三条の十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計

画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要

な援助を行わなければならない。 

(10) 居宅サービス計画等の変更の援助 

   基準第三条の十六は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を法定代理受領サービスと

して提供するためには当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が居宅サービス計画に位

置付けられている必要があることを踏まえ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追加的な

サービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計

画の変更が必要となった場合で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者からの当該

変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る指定居宅

介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとし

て利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明そ

の他の必要な援助を行わなければならないことを規定したものである。 

 

(サービスの提供の記録) 

第三条の十八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及

び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第四十二条の二第六項の規

定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用

者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出

があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければ

ならない。 

(12) サービスの提供の記録 

  ① 基準第三条の十八第一項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度

基準額との関係やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際に

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日、サービス内容（例えば定期巡

回サービス及び随時訪問サービスの別）、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅

サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないことを規定したものである。 

② 同条第二項は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日、提供した具体

的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事

業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他

適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。ま

た、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法であ

る。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、基準第三条の四十第二項の規定に

基づき、二年間保存しなければならない。 

 

(保険給付の請求のための証明書の交付) 

第三条の二十 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供

した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

(14) 保険給付の請求のための証明書の交付 

   基準第三条の二十は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスでない指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないことを規定した

ものである。 
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(利用者に関する市町村への通知) 

第三条の二十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見

を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わない

ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

(18) 利用者に関する市町村への通知 

   基準第三条の二十六は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意

の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなどし

た者については、市町村が、法第二十二条第一項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法

第六十四条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しな

ければならない事由を列記したものである。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三条の三十の二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の

発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

第３の２の２の３ 

(7) 業務継続計画の策定等 

① 基準第三十七条により指定地域密着型通所介護の事業について準用される基準第三

条の三十の二は、指定地域密着型通所介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあ

っても、利用者が継続して指定地域密着型通所介護の提供を受けられるよう、業務継続計

画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、地域密着型通所介護従業者に対して、

必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。な

お、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第三条の三十の二に基

づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも

差し支えない。 

また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることか

ら、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第三条にお いて、３年

間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。ま

た、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて

設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもの

ではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等） 

ｂ 初動対応 

Ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情

報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合
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の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有す

るとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催すると

ともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容について

も記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動

できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生し

た場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

と一体的に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、

非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

(掲示) 

第三条の三十二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 

(25) 掲示 

① 基準第三条の三十二第一項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、運

営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時の

対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施し

た直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要があ

る。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者

又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・

非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第二項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はそ

の家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

内に備え付けることで同条第一項の掲示に代えることができることを規定したものである。 
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(秘密保持等) 

第三条の三十三 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家

族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

 

(26) 秘密保持等 

  ① 基準第三条の三十三第一項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

  ② 同条第二項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対して、過去に当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

すことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者その他の従業者が、従業者でなくなった後にお

いてもこれらの秘密を保持すべき旨を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者その他の

従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこと

とするものである。 

  ③ 同条第三項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者がサービス担当者会議等に

おいて、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、

介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要がある

ことを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括

的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

(広告) 

第三条の三十四 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとし

てはならない。 

 

 

(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 

第三条の三十五 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事

業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

(27) 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

   基準第三条の三十五は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者

に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならないこととしたものである。 

 

(苦情処理) 

第三条の三十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

(28) 苦情処理 

  ① 基準第三条の三十六第一項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理

の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明ら

かにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内



75 

 

基準 解釈通知 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは

提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭

和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をい

う。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団

体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求め

があった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

容についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 

② 同条第二項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、そ

の内容等を記録することを義務づけたものである。また、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦

情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行うことが必要である。なお、基準第三

条の四十第二項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、二年間保存しなければならない。 

③ 同条第三項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国

民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市

町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康

保険団体連合会と同様に、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対する苦情

に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

（虐待の防止） 

第三条の三十八の二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底

を図ること。 

二 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を

整備すること。 

三 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

第３の２の２の３ 

(12) 虐待の防止 

基準第三十七条の規定により指定地域密着型通所介護の事業について準用される基準第

三条の三十八の二の規定については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、

第３の一の４の(31)を参照されたい。 

(会計の区分) 

第三条の三十九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

(32)会計の区分 

   基準第三条の三十九は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたもの
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であるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものであること。 

 

(緊急時等の対応) 

第十二条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。 

第３の２の４ 

(3) 緊急時等の対応 

   基準第十二条は、訪問介護員等が現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応

方法に基づき速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたも

のである。 

 

(管理者) 

第二十一条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３の２の２の１ 

(4) 管理者（基準第二十一条） 

   指定地域密着型通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所

の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障

がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、地域密着型通所介護

従事者である必要はないものである。 

  ① 当該指定地域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従事者としての職務に従

事する場合 

  ② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がな

いと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理

者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容

は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設さ

れる入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合など

は、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている

職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。） 

 

(設備及び備品等) 

第二十二条  

４ 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービ

スの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行

った市町村長に届け出るものとする。 

 

 

第３の２の２の２ 

(5) 指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合 

   指定地域密着型通所介護の提供以外の目的で、指定地域密着型通所介護事業所の設備

を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービス（以下「宿泊サービス」とい

う。）を提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供開始前に当該指定地域

密着型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長（以下「指定権者」という。）に届け出る

必要があり、当該サービスの届出内容については、別紙様式によるものとする。また、指定地域密

着型通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告

し、都道府県は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとする。 
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   指定地域密着型通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更

の事由が生じてから一〇日以内に指定権者に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービスを

休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の一月前までに指定権者に届け出るよう努め

ることとする。 

 

(心身の状況等の把握) 

第二十三条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

 

 

(利用料等の受領) 

第二十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域

密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通

所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に

支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型

通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に

係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなら

ない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に

要する費用 

二 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利

用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通

所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められる費用 

４ 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

第３の２の２の３ 

(1) 利用料等の受領 

  ① 基準第二十四条第一項、第二項及び第五項の規定は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護に係る第三条の十九第一項、第二項及び第四項の規定と同趣旨であるため、第三

の一の４の(13)の①、②及び④を参照されたい。 

  ② 同条第三項は、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供

に関して、 

   イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送

迎に要する費用 

   ロ 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって

利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域

密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

   ハ 食事の提供に要する費用 

   ニ おむつ代 

   ホ 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの 

  については、前二項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の

対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認

めないこととしたものである。なお、ハの費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に

係る利用料等に関する指針（平成十七年厚生労働省告示第四百十九号。以下「指針」とい

う。）の定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによ

るものとする。 
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の同意を得なければならない。 

 

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 

第二十五条 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 

第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行

うものとする。 

二 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を

持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する地域密着型通所介

護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営

むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

五 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術

をもってサービスの提供を行うものとする。 

六 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援

助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、

認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、

必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。 

 

(2) 指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

   指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、基準第二十五

条及び第二十六条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 

① 指定地域密着型通所介護は、個々の利用者に応じて作成された地域密着型通所介護

計画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるもの

ではないこと。 

② 基準第二十六条第四号で定める「サービスの提供方法等」とは、地域密着型通所介護計

画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 

③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定地域密着型通

所介護を提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 

④ 指定地域密着型通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲

げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものである

こと。 

    イ あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること。 

    ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

⑤ 利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信を

回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとって自らの日常生活の場であると実感で

きるよう必要な援助を行わなければならないこと。 

 

(地域密着型通所介護計画の作成) 

第二十七条 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たって

(3) 地域密着型通所介護計画の作成 

① 基準第二十七条で定める地域密着型通所介護計画については、介護の提供に係る計画

等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にその

とりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合

は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

② 地域密着型通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ご

とに作成するものである。 
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は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際に

は、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従

ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

③ 地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととし

たものである。なお、地域密着型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場

合は、当該地域密着型通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要

に応じて変更するものとする。 

④ 地域密着型通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を

保障するため、指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の

作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該

地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

     なお、交付した地域密着型通所介護計画は、地域密着型基準第三十六条第二項の規定

に基づき、二年間保存しなければならない。 

⑤ 地域密着型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとと

もに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定地域密着型通所介護事業者につい

ては、第三の一の４の(17)⑫を準用する。この場合において、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画」とあるのは「地域密着型通所介護計画」と読み替える。 

 

(管理者の責務) 

第二十八条 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事

業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従

業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

(4) 管理者の責務 

   基準第二十八条は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務を、指定地域密着

型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定地域密着型通所介

護事業所の従業者に基準の第二章の二第四節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

こととしたものである。 

 

(運営規程) 

第二十九条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を

定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定地域密着型通所介護の利用定員 

五 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

(5) 運営規程 

   基準第二十九条は、指定地域密着型通所介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適

切な指定地域密着型通所介護の提供を確保するため、同条第一号から第十一号までに掲げる

事項を内容とする規程を定めることを指定地域密着型通所介護事業所ごとに義務づけたものであ

るが、特に次の点に留意するものとする。 

① 営業日及び営業時間（第三号） 

    指定地域密着型通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 

    なお、八時間以上九時間未満の指定地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービス

を行う指定地域密着型通所介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サー

ビスを行う時間を運営規程に明記すること。例えば、提供時間帯（九時間）の前に連続して

一時間、後に連続して二時間、合計三時間の延長サービスを行う指定地域密着型通所介護
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八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待防止のための措置に関する事項 

十一 その他運営に関する重要事項 

事業所にあっては、当該指定地域密着型通所介護事業所の営業時間は一二時間であるが、

運営規程には、提供時間帯九時間、延長サービスを行う時間三時間とそれぞれ記載するものと

すること。 

  ② 指定地域密着型通所介護の利用定員（第四号） 

利用定員とは、当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること。 

  ③ 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額（第五号） 

「指定地域密着型通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指

すものであること。 

④ サービス利用に当たっての留意事項（第七号） 

利用者が指定地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項（機

能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すものであること。 

⑤ 非常災害対策（第九号） 

   (8)の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（基準第五十四条第九号、第百二

十五条第八号及び第百四十八条第七号についても同趣旨）。 

 

(勤務体制の確保等) 

第三十条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介

護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかな

ければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地

域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならな

い。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全

ての地域密着型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八

条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

(6) 勤務体制の確保等 

  基準第三十条は、利用者に対する適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保するため、

職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

  ① 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、地域密着型

通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、

介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

  ② 同条第二項は、原則として、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者たる地域密

着型通所介護従業者によって指定地域密着型通所介護を提供するべきであるが、調理、洗

濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを

認めるものであること。 

③ 同条第三項前段は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の質の向上を図るた

め、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保するこ

ととしたものであること。 

また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係

の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じるこ

とを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上さ

せ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現し

ていく観点から実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する
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基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第三項において規

定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介

護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程

又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医

師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄

養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第５条において、３年間

の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。指定地

域密着型通所介護事業者は、令和６年３月 31 日までに医療・福祉関係資格を有さない

全ての地域密着型通所介護従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な

措置を講じなければならない。また、新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した

従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用につい

ては、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護

基礎研修を受講させることとする（この場合についても、令和６年３月 31 日までは努力義

務で差し支えない）。 

④ 同条第四項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第三条の三十第

五項と基本的に同趣旨であるため、第３の一の４(22)⑥を参照されたいこと。 

 

(定員の遵守) 

第三十一条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介

護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではな

い。 

 

 

(非常災害対策) 

第三十二条 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければならない。 

(8) 非常災害対策 

 ① 基準第三十二条は、指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体

的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の

万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、

火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底す

るとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力して

もらえるような体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、

消防法施行規則第三条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地

震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業

務の実施は、消防法第八条の規定により防火管理者を置くこととされている指定地域密着型通

所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいことと

されている指定地域密着型通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その
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者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

 ② 同条第二項は、指定地域密着型通所介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓

練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのた

めには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との

密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要で

ある。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効

性のあるものとすること。 

 

(衛生管理等) 

第三十三条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備

又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染

症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね

六月に一回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹

底を図ること。 

二 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

三 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感

染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

(9) 衛生管理等 

 ① 基準第三十三条は、指定地域密着型通所介護事業所の必要最低限の衛生管理等につい

て規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

  イ 指定地域密着型通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等

について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、

その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに

基づき、適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 ② 同条第二項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、

具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

   なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の

経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

   イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職

種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含

め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、

感染対策担当者を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業

所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時

期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との
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連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策

（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防

止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への

報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡

体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を

参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

地域密着型通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内

容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における

指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以

上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修

の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のた

めの研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に

応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発

生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業

所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

(地域との連携等) 

第三十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する

市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十

五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知

見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。た

だし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

(10) 地域との連携等 

  ① 基準第三十四条第一項に定める運営推進会議は、指定地域密着型通所介護事業所が、

利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかに

することにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすること

で、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべき

ものである。この運営推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な

設置が見込まれることが必要となるものである。また、地域の住民の代表者とは、町内会役員、
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を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一

回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着

型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同

一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に

居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければなら

ない。 

民生委員、老人クラブの代表等が考えられる。 

運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又

はその家族（以下この①において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の

活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

     なお、指定地域密着型通所介護事業所と他の地域密着型サービス事業所を併設している

場合においては、一つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えな

い。 

     また、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲

げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支え

ない。 

     イ 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 

     ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形

成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在す

る事業所であっても差し支えないこと。 

  ② 運営推進会議における報告等の記録は、基準第三十六条第二項の規定に基づき、二年間

保存しなければならない。 

  ③ 基準第三十四条第三項は、指定地域密着型通所介護の事業が地域に開かれた事業とし

て行われるよう、指定地域密着型通所介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連

携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

  ④ 基準第三十四条第四項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第三

条の三十七第三項の規定と同趣旨であるため、第三の一の４の(29)の④を参照されたい。 

  ⑤ 基準第三十四条第五項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第三

条の三十七第四項の規定と同趣旨であるため、第三の一の４の(29)の⑤を参照されたい。 

 

(事故発生時の対応) 

第三十五条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護

の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅

介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

(11) 事故発生時の対応 

  基準第三十五条は、利用者が安心して指定地域密着型通所介護の提供を受けられるよう、事

故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に

対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の

家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべ

きこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない

こととしたものである。 

  また、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合
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基準 解釈通知 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、第二十二条第四項の指定地域密着型通所介護以外

のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講

じなければならない。 

 

は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

  なお、基準第三十六条第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録は、二年間保存しなければならない。 

   このほか、以下の点に留意するものとする。 

 ① 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法に

ついては、あらかじめ指定地域密着型通所介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

 ② 指定地域密着型通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損

害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

 ③ 指定地域密着型通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防

ぐための対策を講じること。 

   なお、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生し

た場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととする。 

 

(記録の整備) 

第三十六条 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 地域密着型通所介護計画 

二 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

三 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

六 第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 

(13) 記録の整備 

基準第三十六条第二項は、指定地域密着型通所介護事業者が同項各号に規定する記録

を整備し、２年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、同項第１号から第５号までの記録については、個々の利用者につ

き、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を含

む。）により一連のサービス提供が終了した日、同項第６号の記録については、基準第三十四条

第一項の運営推進会議を開催し、同条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録を

公表した日とする。 
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（５）共生型短期入所生活介護  

① 基本方針 

○ 共生型短期入所生活介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

短期入所生活介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利

用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るも

のでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜居宅基準＞ 

（基本方針) 

第百二十条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介

護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維

持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

② 介護報酬 

○ 以下に掲げる指定障害福祉サービス事業者が共生型短期入所生活介護を行った場合

は、介護保険の短期入所生活介護における基本報酬（※１）に以下の割合を乗じた

単位数にて、介護報酬を請求することができます。 

  ・指定短期入所事業者（※２）が実施する場合：100 分の 92 

※１ 人員欠如・定員超過による減算等が適用される場合は、減算後の単位数 

※２ 指定障害者支援施設と一体的に運営を行うもの（併設事業所）又は指定障

害者支援施設の利用されていない居室を利用して行うもの（空床利用型事業所）

に限る。 

○ また、生活相談員を１名以上配置し、地域に貢献する活動を行った場合には、共生型

短期入所生活介護固有の加算である、生活相談員配置等加算（13 単位）を算定す

ることができます。 

○ この他、介護保険の短期入所生活介護に設けられている加算についても、要件を満たし
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た場合に算定することができます。 

 

関連規定 

＜居宅報酬告示（基本報酬）＞ 

８注 3 イ(2)について、共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者(指定障害

福祉サービス等基準第 118 条第 1 項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支

援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 29 条第 1 項に

規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害

福祉サービス等基準第 114 条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の

事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がそ

の施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行

う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が

当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第 140 条

の 14 に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の 100 分の

92 に相当する単位数を算定する。 

 

＜居宅報酬告示（加算）＞ 

８注４ イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、注 3 を算定している場合は、生活相

談員配置等加算として、1 日につき 13 単位を所定単位数に加算する。 

 

＜居宅（短期入所）報酬留意事項（加算）＞ 

２(6) 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、常勤換算方法で一名以上配置す

る必要があるが、共生型短期入所生活介護の指定を受ける障害福祉制度における指定短期

入所事業所（本体施設が障害者支援施設である併設事業所及び空床利用型事業所に限る。

以下この号において同じ。）に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者

がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。 

  なお、例えば、一週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日の

み加算の算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の

提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、

「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設

けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域

や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型短期入所生活介護の指定を受ける指定短期入所事業所にお

いてのみ算定することができるものであること。 
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※ 算定構造表は、以下の URLの資料１に掲載されています。 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定短期入所事業者が共生型短期入所生活介護を実施する場合、指定短期入所事業所等の利用者の数と共生型短期入所生活介護事業

所の利用者の数を合計し、その数に応じて、指定短期入所事業所等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜居宅基準＞ 

(共生型短期入所生活介護の基準) 

第百四十条の十四 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において

「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス

等基準第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害

者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同

じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第百十四条に規定する指定短期入所をい

う。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又

は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して

指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期

入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活

介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。 

二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入

所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。 

三 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所

生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

 

 

 

＜居宅（予防）基準解釈通知＞ 

第 3 の８ 短期入所生活介護 

５ 共生型短期入所生活介護の基準 

  共生型短期入所生活介護は、指定短期入所事業者（指定障害福祉サービス等基準第百十

八条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、障害者支援施設（障害者総合支援法第

二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。）の併設事業所及び空床利用型事業

所において事業を行う者に限る。）が、要介護者に対して提供する指定短期入所生活介護をいうも

のであり、共生型短期入所生活介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

(1) 従業者の員数及び管理者（居宅基準第百四十条の十四第二号、第百四十条の十五） 

  ① 従業者 

   指定短期入所事業所の従業者の員数が、共生型短期入所生活介護を受ける利用者（要

介護者）の数を含めて当該指定短期入所事業所の利用者の数とした場合に、当該指定短期

入所事業所として必要とされる数以上であること。 

   この場合において、昼間に生活介護を実施している障害者支援施設の空床利用型又は併設

型の指定短期入所事業所の従業者については、前年度の利用者の平均障害支援区分に基づ

き、必要数を配置することになっているが、その算出に当たっては、共生型短期入所生活介護を受

ける利用者（要介護者）は障害支援区分五とみなして計算すること。 

  ② 管理者 

   指定短期入所生活介護の場合と同趣旨であるため、第三の八の１の(6)を参照されたい。な

お、共生型短期入所生活介護事業所の管理者と指定短期入所事業所の管理者を兼務するこ

とは差し支えないこと。 

(2) 設備に関する基準（居宅基準第百四十条の十四第一号） 

   指定短期入所事業所の居室の面積が、当該指定短期入所事業所の利用者（障害者及び

障害児）の数と共生型短期入所生活介護の利用者（要介護者）の数の合計数で除して得た

面積が九・九平方メートル以上であること。 

   その他の設備については、指定短期入所事業所として満たすべき設備基準を満たしていれば足
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基準 解釈通知 

りるものであること。 

   なお、当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同

時に提供することを想定していることから、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備

を区切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

(3) 指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から、指定短期入所事業所が要介護者

の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。（居宅基準第百四十条の十四第

三号） 

 

(準用) 

第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、

第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで

（第三十六条の二第二項を除く。）、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十

条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護

の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは

「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」と

いう。）」と、第三十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運

営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、同項並びに第三十七条の二第一号及び

第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下

「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条

第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」

と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同

項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従

業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の二第二項第二号中「次

条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条にお

いて準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三

十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十

七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。 

 

(4) 運営等に関する基準（居宅基準第百四十条の十五） 

   居宅基準第百四十条の十五の規定により、第九条から第十三条まで、第十五条、第十六

条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、

第三十五条から第三十八条（第三十六条の二第二項を除く。）まで、第五十二条、第百一

条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第九章第四節（第百四十

条を除く。）の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用されるものであるため、第

三の一の３の(3)から(7)まで、(10)、(12)、(15)、(24)、(25)、(27)から(30)まで（29）の

②を除く。）及び(32)、第三の二の３の(4)及び第三の六の３の(5)及び(7)並びに第三の八の

３の(1)から(19)までを参照されたいこと。 

   この場合において、準用される居宅基準第百三十七条第三号及び第百三十八条の規定につ

いて、指定共生型短期入所生活介護の利用定員は、指定短期入所の事業の専用の居室のベッ

ド数と同数とすること。つまり、指定短期入所事業所が、併設事業所の場合は指定短期入所の

専用の用に供される居室のベッド数、空床利用型事業所の場合は指定障害者支援施設の居室

のベッド数となること。例えば、併設事業所で利用定員二〇人という場合、要介護者と障害者及

び障害児とを合わせて二〇人という意味であり、利用日によって、要介護者が一〇人、障害者及

び障害児が一〇人であっても、要介護者が五人、障害者及び障害児が一五人であっても、差し

支えないこと。 

 

 (5) その他の共生型サービスについて 

   訪問介護と同様であるので、第三の一の４の(5)を参照されたいこと。 

 

＜準用条文＞ 

(提供拒否の禁止) 

第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 

＜準用条文＞ 

第３の１の３ 

(3) 提供拒否の禁止 

   居宅基準第九条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければ
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ならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否

することを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪問介護サービスの利

用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止するものである（ただし、「指定訪問

介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成十二年十一月十六日老振第七六号）の１

を除く。）。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用

申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外

である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合で

ある。 

 

(サービス提供困難時の対応) 

第十条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事

業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し

自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居

宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同

じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じな

ければならない。 

 

(4) サービス提供困難時の対応 

   指定訪問介護事業者は、居宅基準第九条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切

な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合には、居宅基準第十条の規定により、

当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等

の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

(受給資格等の確認) 

第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめ

るものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査

会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように

努めなければならない。 

(5) 受給資格等の確認 

① 居宅基準第十一条第一項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受ける

ことができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定

訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければな

らないこととしたものである。 

   ② 同条第二項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に

関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定

訪問介護事業者は、これに配慮して指定訪問介護を提供するように努めるべきことを規定した

ものである。 

 

(要介護認定の申請に係る援助) 

第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けてい

ない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行わ

れていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利

(6) 要介護認定の申請に係る援助 

  ① 居宅基準第十二条第一項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が

申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏

まえ、指定訪問介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合

には、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、

当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならないこととしたものである。 
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用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

 

 

  ② 同条第二項は、要介護認定を継続し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認

定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から三〇日以内に行われることとされている

ことを踏まえ、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が

利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申

請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三〇日前にはなさ

れるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

 

(心身の状況等の把握) 

第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護

支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条

第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければな

らない。 

 

 

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 

第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保

険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号の

いずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居

宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を

法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情

報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

 

(7) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

   居宅基準第十五条は、施行規則第六十四条第一号イ又はロに該当する利用者は、指定訪

問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定訪問介護事業

者は、施行規則第六十四条第一号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指

定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業

者に関する情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければなら

ないこととしたものである。 

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 

第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに

規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提

供しなければならない。 

 

 

(サービスの提供の記録) 

第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提

供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した

書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、

(10) サービスの提供の記録 

  ① 居宅基準第十九条第一項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の

残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、指定訪問

介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日、内容（例えば、身体介護、生活援

助、通院等のための乗車又は降車の介助の別）、保険給付の額その他必要な事項を、利用

者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないこととしたもので

ある。 
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その情報を利用者に対して提供しなければならない。   ② 同条第二項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者

の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図る

ため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を

利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。 

    また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法で

ある。 

    なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第三十九条第二項の規定に

基づき、二年間保存しなければならない。 

 

(保険給付の請求のための証明書の交付) 

第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る

利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

(12) 保険給付の請求のための証明書の交付 

   居宅基準第二十一条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指

定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料の支払を受

けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する

上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければな

らないこととしたものである。 

 

(利用者に関する市町村への通知) 

第二十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程

度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 

(15) 利用者に関する市町村への通知 

   居宅基準第二十六条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故

意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせるなど

した者については、市町村が、法第二十二条第一項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は

法第六十四条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定訪問介護事業者が、

その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記

したものである。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する

指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

 

第３の８の３ 

(14) 業務継続計画の策定等 

居宅基準第百四十条の規定により指定短期入所生活介護の事業について準用される居宅

基準第三十条の二の規定については、通所介護と同様であるので、第３の六の３の⑹を参照さ

れたい。 
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(掲示) 

第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

(24) 掲示 

① 居宅基準第三十二条第一項は、指定訪問介護事業者は、運営規程の概要、訪問介護

員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の

実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の

開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定訪問介

護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必

要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者

又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 訪問介護員等の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する

趣旨であり、訪問介護員等の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第二項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又は

その家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定訪問介護事業所内に備え付けることで同条

第一項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

 

(秘密保持等) 

第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書に

より得ておかなければならない。 

 

(25) 秘密保持等 

  ① 居宅基準第三十三条第一項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者

に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

  ② 同条第二項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定訪問介護事業所の訪問

介護員等その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定訪問介護

事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の従業者が、従業者でなくなっ

た後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約

金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。 

  ③ 同条第三項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じ

て利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービ

スの担当者と共有するためには、指定訪問介護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又は

その家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始

時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

(広告) 

第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合において

は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 
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(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 

第三十五条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に

対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供

与してはならない。 

(27) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

   居宅基準第三十五条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定訪問介護事

業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたもの

である。 

 

(苦情処理) 

第三十六条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照

会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

４ 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規

定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調

査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

(28) 苦情処理 

① 居宅基準第三十六条第一項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理

の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明ら

かにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 

② 同条第二項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定訪問介護事業者が組織として

迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定訪問介護事業者が提供したサービスとは関

係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものである。 

    また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると

の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

    なお、居宅基準第三十九条第二項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、二年間保存

しなければならない。 

  ③ 同条第三項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国

民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市

町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保

険団体連合会と同様に、指定訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行

えることを運営基準上、明確にしたものである。 

(地域との連携) 

第三十六条の二 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介

護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

(29) 地域との連携 

  ① 居宅基準第三十六条の二第一項は、居宅基準第三条第二項の趣旨に基づき、介護サー

ビス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規

定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老

人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

 

(事故発生時の対応) 

第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生し

(30) 事故発生時の対応 

    居宅基準第三十七条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、事故発
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た場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

生時の速やかな対応を規定したものである。指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪

問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係

る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、

当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたもので

ある。 

    また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

    なお、居宅基準第三十九条第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録は、二年間保存しなければならない。 

    このほか、以下の点に留意するものとする。 

   ① 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、

あらかじめ指定訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

   ② 指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保

険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

   ③ 指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対

策を講じること。 

 

第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

第３の８の３ 

(18) 虐待の防止 

居宅基準第百四十条の規定により指定短期入所生活介護の事業について準用される居宅

基準第三十七条の二の規定については、訪問介護と同様であるので、第３の一の３の(31)を参

照されたい。 

(会計の区分) 

第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

 

(32) 会計の区分 

   居宅基準第三十八条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分

するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととし

たものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものであるこ

と。 

 

 第３の１の４ 

(5) その他の共生型サービスについて 
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   高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 

  ・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の

両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

  ・ 法令上、共生型サービスの対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ

以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対応型

共同生活介護）について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの 

  ・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、介護保険制度の基準該当サービスを活

用しているもの 

  についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが

望ましいこと。 

   なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一つであり、地域の高齢者や、障害者・障害児

のニーズを踏まえて、各事業所は指定を受けるかどうか判断することとなる。 

 

(管理者の責務) 

第五十二条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管

理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

第３の２の３ 

(4) 管理者の責務 

   居宅基準第五十二条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、指定訪問入浴介

護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居

宅基準の第三章第四節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

(勤務体制の確保等) 

第百一条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定

通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者

によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者（看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を

有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 
 

第３の６の３ 

(5) 勤務体制の確保等 

   居宅基準第百一条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、職員の

勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

   ① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機

能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

   ② 同条第二項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従業者たる通所介護従業者に

よって指定通所介護を提供するべきであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を

及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

   ③ 同条第三項の規定は、指定訪問入浴介護に係る居宅基準第五十三条の二第三項と基

本的に同趣旨であるため、第３の二の３の(6)③を参照されたいこと。 

   ④ 同条第四項の規定は、指定訪問介護に係る居宅基準第三十条第四項の規定と基本的

に同趣旨であるため、第３の一の３の(21)④を参照されたいこと。 
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(非常災害対策) 

第百三条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

(7) 非常災害対策 

  ① 居宅基準第百三条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の

策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を

期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災

等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとと

もに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもら

えるような体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消

防法施行規則第三条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務

の実施は、消防法第八条の規定により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事業

所にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指

定通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる

計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

  ② 同条第二項は、指定通所介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施

に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、

日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づ

くりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な

指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。  

 

(衛生管理等) 

第百四条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供す

る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延し

ないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回

以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

ること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

第３の８の３ 

(16) 衛生管理等 

   居宅基準第百四十条の規定により指定短期入所生活介護の事業について準用される居宅基

準第百四条の規定については、通所介護と同様であるので、第３の六の３の(8)を参照された

い。 

 

(管理者) 

第百二十二条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所

第３の８の１ 

(6) 管理者 

   指定短期入所生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の
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の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障が

ないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

  ① 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護従業者としての職務に従事する

場合 

  ② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がな

いと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理

者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容

は問わないが、例えば、併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者との兼

務は一般的には管理業務に支障があると考えられるが、訪問系サービス事業所における勤務時

間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる。） 

 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第百二十五条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百三十七条に規定する運営規程の概要、短

期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込

者の同意を得なければならない。 

２ 第八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 

第３の８の３ 

(1) 内容及び手続の説明及び同意 

   居宅基準第百二十五条は、指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切な指定

短期入所生活介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家

族に対し、当該指定短期入所生活介護事業所の運営規程の概要、短期入所生活介護従業

者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施

状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状

況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書

やパンフレット等（当該指定短期入所生活介護事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて

実施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成することは差し支えないものとす

る。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定短期入所生活介護の提

供を受けること（サービスの内容及び利用期間等を含む）につき同意を得なければならないことと

したものである。なお、当該同意については、利用者及び指定短期入所生活介護事業者双方の

保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 

 

(指定短期入所生活介護の開始及び終了) 

第百二十六条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族

の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減

等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入

所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期

入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福

祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

 

(2) 指定短期入所生活介護の開始及び終了 

   居宅基準第百二十六条第二項は、利用者が指定短期入所生活介護の利用後においても、

利用前と同様のサービスを受けられるよう、指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入

所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福

祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならないこととしたものである。 
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(利用料等の受領) 

第百二十七条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期

入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介

護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居

宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居

宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業

者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。) 

二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用

者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定

により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支

払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。) 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。) 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる

もの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る

同意については、文書によるものとする。 

 

(3) 利用料等の受領 

  ① 居宅基準第百二十七条第一項及び第二項の規定は、指定訪問介護に係る第二十条第

一項及び第二項の規定と同趣旨であるため、第三の一の３の(11)の①及び②を参照された

い。 

  ② 同条第三項は、指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に関

して、 

   イ 食事の提供に要する費用（法第五十一条の二第一項又は法第六十一条の二第一項の

規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、法第五十一条の二

第二項第一号に規定する食費の基準費用額（法第五十一条の二第四項の規定により当

該特定入所者介護サービス費等が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に

支払われた場合は、法第五十一条の二第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を

限度とする。） 

   ロ 滞在に要する費用（法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費

等が利用者に支給された場合は、法第五十一条の二第二項第二号に規定する居住費の

基準費用額（法第五十一条の二第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費等

が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、法第五十一

条の二第二項第二号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

   ハ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

   ニ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

   ホ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

   ヘ 理美容代 

   ト 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当

と認められるものについては、前二項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができるこ

ととし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用

の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、イからニまでの費用については、指針

及び厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平

成十二年厚生省告示第百二十三号。以下「特別な居室等の基準等」という。）の定めると

ころによるものとし、トの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものとす

る。 

  ③ 同条第五項は、指定短期入所生活介護事業者は、同条第三項の費用の支払を受けるに

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、

説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものである。また、同項第一号から第

四号までの利用料に係る同意については、文書によって得なければならないこととしたものである。 
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(指定短期入所生活介護の取扱方針) 

第百二十八条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当

適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条

第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して

行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

 

(4) 指定短期入所生活介護の取扱方針 

① 居宅基準第百二十八条第二項で定める「相当期間以上」とは、概ね四日以上連続して

利用する場合を指すこととするが、四日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護

支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期入所

生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行うものと

する。 

 ② 同条第三項で定めるサービス提供方法等とは、短期入所生活介護計画の目標及び内容

や利用期間内の行事及び日課等も含むものである。 

   ③ 同条第四項及び第五項は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に

身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

     なお、居宅基準第百三十九条の二第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存しな

ければならない。 

(短期入所生活介護計画の作成) 

第百二十九条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入

所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を

踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサー

ビスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければ

ならない。 

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当

該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

(5) 短期入所生活介護計画の作成 

  ① 居宅基準第百二十九条で定める短期入所生活介護計画については、介護の提供に係る

計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に

そのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合

は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいものである。 

  ② 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならない。 

    なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該短

期入所生活介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更する

ものとする。 

  ③ 短期入所生活介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

て作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

証するため、指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に

当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該短期入

所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

    なお、交付した短期入所生活介護計画は、居宅基準第百三十九条の二第二項の規定に

基づき、二年間保存しなければならない。 

  ④ 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、居宅サービス計画を考慮しつつ、利用者の希

望を十分勘案し、利用者の日々の介護状況に合わせて作成するものとする。 
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  ⑤ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所介護事業者については、第三の

一の３の(14)の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とあるのは「短期入所生

活介護計画」と読み替える。 

 

(介護) 

第百三十条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴さ

せ、又は清しきしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの

自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容

その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければなら

ない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短

期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

(6) 介護 

  ① 居宅基準第百三十条で定める介護サービスの提供に当たっては、利用者の人格に十分配

慮し、在宅生活へ復帰することを念頭において行うことが基本であり、そのためには、利用者の家

庭環境等を十分踏まえて、自立している機能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維

持向上が図られるよう、適切な技術をもって介護サービスを提供し、又は必要な支援を行うもの

とすること。 

  ② 入浴は、利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、適切な方法により実施するものとす

る。なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清

しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 

  ③ 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ状況などを基に、自立支援を踏まえて、トイ

レ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとする。 

  ④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には、その心身及び活動の状況に適したおむつを

提供するとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいということではなく、利用者の排せつ状況を踏

まえて実施するものとする。 

  ⑤ 同条第五項は、短期間の入所ではあるが、生活にメリハリをつけ、生活面での積極性を向上

させる観点から、一日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容など利用者の心身の状況に

応じた日常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたものである。 

  ⑥ 同条第六項の「常時一人以上の介護職員を介護に従事させ」るとは、夜間を含めて適切な

介護を提供できるように介護職員の勤務体制を定めておかなければならないことを規定したもの

である。 

    なお、介護サービスの提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に組むものとす

る。 

 

(食事) 

第百三十一条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を

考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支

援しなければならない。 

(7) 食事 

  ① 食事の提供について 

    利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を

行うように努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の利用者の身体の状況や、食形態、嗜好等

にも配慮した適切な栄養量及び内容とすること。 

    また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければな

らないこと。 

  ② 調理について 
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    調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。 

  ③ 適時の食事の提供について 

    食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後六時以降とすることが望ましいが、早くても午後

五時以降とすること。 

  ④ 食事の提供に関する業務の委託について 

    食事の提供に関する業務は指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましいが、栄

養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について

事業者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体

制と契約内容により、食事サービスの質が確保される場合には、当該事業者の最終的責任の

下で第三者に委託することができること。 

  ⑤ 居室関係部門と食事関係部門との連携について 

    食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を当該利用者

の食事に的確に反映させるために、居室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられている

ことが必要であること。 

  ⑥ 栄養食事相談 

    利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。 

  ⑦ 食事内容の検討について 

    食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議において検討が加えられな

ければならないこと。 

 

(機能訓練) 

第百三十二条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じ

て日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならな

い。 

(8) 機能訓練 

   居宅基準第百三十二条に定める機能訓練は、利用者の家庭環境等を十分に踏まえて、日常

生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなければならない。なお、日常生活及びレクリエーシ

ョン、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮するものとする。 

 

(健康管理) 

第百三十三条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状

況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

(9) 健康管理 

   居宅基準第百三十三条第一項は、健康管理が、医師及び看護職員の業務であることを明確

にしたものである。 

 

 

(相談及び援助) 

第百三十四条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている

環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要

な助言その他の援助を行わなければならない。 

 

(10) 相談及び援助 

   居宅基準第百三十四条に定める相談及び援助は、常時必要な相談及び援助を行い得る体

制をとることにより、積極的に利用者の在宅生活の向上を図ることを趣旨とするものである。 
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(その他のサービスの提供) 

第百三十五条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者

のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならな

い。 

 

(11) その他のサービスの提供 

   居宅基準第百三十五条に定めるレクリエーション行事は、⑻の趣旨を踏まえて行うものとする。 

(緊急時等の対応) 

第百三十六条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ

指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

(12) 緊急時等の対応 

   居宅基準第百三十六条は、短期入所生活介護従業者が現に指定短期入所生活介護の提

供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定めら

れた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定短期入所生活介護事

業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたもの

であるが、協力医療機関については、次の点に留意するものとする。 

  ① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所か

ら近距離にあることが望ましいものであること。 

  ② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項

を取り決めておくこと。 

 

(運営規程) 

第百三十七条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 利用定員(第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。) 

四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の送迎の実施地域 

六 サービス利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 虐待防止のための措置に関する事項 

十 その他運営に関する重要事項 

(13) 運営規程 

   居宅基準第百三十七条は、指定短期入所生活介護の事業の適正な運営及び利用者に対

する適切な指定短期入所生活介護の提供を確保するため、同条第一号から第十号までに掲げ

る事項を内容とする規程を定めることを指定短期入所生活介護事業所ごとに義務づけたものであ

るが、特に次の点に留意するものとする。 

  ① 利用定員（第三号） 

    利用定員は、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室のベッド数と同数とすること。 

  ② 指定短期入所生活介護の内容（第四号） 

    「指定短期入所生活介護の内容」については、送迎の有無も含めたサービスの内容を指すも

のであること（居宅基準第百五十三条第三号についても同趣旨）。 

  ③ 通常の送迎の実施地域（第五号） 

    通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の送迎

の実施地域は、送迎に係る費用の徴収等の目安であり、当該地域以外の地域に居住する被

保険者に対して送迎が行われることを妨げるものではないものであること（居宅基準第百五十

三条第四号についても同趣旨）。 

  ④ サービス利用に当たっての留意事項（第六号） 

    利用者が指定短期入所生活介護の提供を受ける際の、利用者側が留意すべき事項（入

所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等）を指すものであること（居宅基準第百五
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十三条第五号及び第百八十九条第六号についても同趣旨）。 

  ⑤ その他運営に関する重要事項（第十号） 

    当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身

体的拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。 

 

(定員の遵守) 

第百三十八条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して

同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。 

一 第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事

業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超

えることとなる利用者数 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画にお

いて位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の

利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数

を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。 

 

(15) 定員の遵守 

   指定短期入所生活介護事業者は、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、

指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて指定短期入所生活介護を行うことができる

こととしているが、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅

サービス計画に位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利

用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合においても、利用者数を超えて指定

短期入所生活介護を行うことが認められるものである。 

この場合、居室以外の静養室において指定短期入所生活介護を行うとしているが、あくまでも、

緊急の必要がある場合にのみ認められるものであり、当該利用者に対する指定短期入所生活介

護の提供は七日（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある

場合は一四日）を限度に行うものとする。 

   なお、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて受け入れることができる利用者数

は、利用定員が四〇人未満である場合は一人、利用定員が四〇人以上である場合は二人まで

認められるものであり、定員超過利用による減算の対象とはならない。 

 

(地域等との連携) 

第百三十九条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

(17) 地域等との連携 

  居宅基準第百三十九条は、指定短期入所生活介護の事業が地域に開かれた事業として行

われるよう、指定短期入所生活介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び

協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

 

(記録の整備) 

第百三十九条の二 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 短期入所生活介護計画 

二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第百二十八条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(19) 記録の整備 

   居宅基準第百三十九条の二第二項は、指定短期入所生活介護事業者が同項各号に規定

する記録を整備し、２年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への

入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとす

る。 
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四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 
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（６）共生型介護予防短期入所生活介護 

① 基本方針 

○ 共生型介護予防短期入所生活介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられ

ています。 

介護予防短期入所生活介護事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自

立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜予防基準＞ 

第百二十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定

介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、

自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 

② 介護報酬 

○ 以下に掲げる指定障害福祉サービス事業者が共生型介護予防短期入所生活介護を

行った場合は、介護保険の介護予防短期入所生活介護（※１）における基本報酬に

以下の割合を乗じた単位数にて、介護報酬を請求することができます。 

・指定短期入所事業者（※２）が実施する場合：100 分の 92 

※１ 人員欠如・定員超過による減算等が適用される場合は、減算後の単位数 

※２ 指定障害者支援施設と一体的に運営を行うもの（併設事業所）又は指定障

害者支援施設の利用されていない居室を利用して行うもの（空床利用型事業

所）に限る。 

○ また、生活相談員を１名以上配置し、地域に貢献する活動を行った場合には、共生型

介護予防短期入所生活介護固有の加算である、生活相談員配置等加算（13 単

位）を算定することができます。 

○ この他、介護保険の介護予防短期入所生活介護に設けられている加算についても、要

件を満たした場合に算定することができます。 
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関連規定 

＜予防報酬告示（基本報酬）＞ 

６注 3 イ(2)について、共生型介護予防サービス(指定介護予防サービス基準第 2 条第 7

号に規定する共生型介護予防サービスをいう。)の事業を行う指定短期入所事業者(障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号。以下この注に

おいて「指定障害福祉サービス等基準」という。)第 118 条第 1 項に規定する指定短期入所事

業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律(平成 17 年法律第 123 号)第 29 条第 1 項に規定する指定障害者支援施設をい

う。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第 114 条に規

定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と

一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に

利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事

業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生

型介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準第 165 条に規定する共生型介

護予防短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の 100 分の 92 に相当する

単位数を算定する。 

 

＜予防報酬告示（加算）＞ 

６注４ イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所において、注 3 を算定している場合

は、生活相談員配置等加算として、1 日につき 13 単位を所定単位数に加算する。 

 

＜予防報酬留意事項（加算）＞ 

７(5) 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、常勤換算方法で一名以上配置す

る必要があるが、共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受ける障害福祉制度における

指定短期入所事業所（本体施設が障害者支援施設である併設事業所及び空床利用型事

業所に限る。以下この号において同じ。）に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要

件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。 

 なお、例えば、一週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日のみ

加算の算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の

提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、

「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設

けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域

や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受ける指定短期入所事
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業所においてのみ算定することができるものであること。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLの資料１に掲載されています。 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010 

 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定短期入所事業者が共生型介護予防短期入所生活介護を実施する場合、指定短期入所事業所等の利用者の数と共生型介護予防短期

入所生活介護事業所の利用者の数を合計し、その数に応じて、指定短期入所事業所等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜予防基準＞ 

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準) 

第百六十五条 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次

条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条

において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第百十八条第一項に規定する指定短期入所事

業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をい

う。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第百十四条に規定

する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的

に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されて

いない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この

条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が

当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期

入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。 

二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入

所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の

数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であるこ

と。 

三 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定

介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

(準用) 

第百六十六条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、

＜居宅（予防）基準解釈通知＞ 

第４の１ 介護予防サービスに関する基準について 

介護予防サービスに関する基準については、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」

において定められているところであるが、このうち、三に記載する「介護予防のための効果的な支援のた

めの基準」については、指定介護予防サービスの提供に当たっての基本的な指針となるべき基準であ

る（基準の性格等については、第一及び第二を参照されたい。）。介護予防サービスの事業の運営

に当たっては、当該基準に従った適正な運営を図られたい。 

 なお、①人員、②設備及び③運営に関する基準については、二に記載する事項を除き、その取扱

いについては、基本的には、第三に記載した介護サービスに係る取扱いと同様であるので、第三の該

当部分を参照されたい。 

 

第 4 の２ 介護サービスとの相違点 

３ 指定介護予防短期入所生活介護 

  身体的拘束等の禁止（予防基準第百三十六条） 

   予防基準第百三十六条については、内容としては、居宅基準第百二十八条（指定短期入所

生活介護の取扱方針）第四項及び第五項と同様であるので、第三の八の３の⑷の③を参照さ

れたい。（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護、共生型介護予防短期入所生活介護

及び基準該当介護予防短期入所生活介護においても同趣旨。） 
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基準 解釈通知 

第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五

十三条の四から第五十三条の十一まで（第五十三条の九第二項を除く。）、第百二十条の二及

び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び

第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第五十三条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予

防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業

者」という。）」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、同項並

びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共

生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活

介護従業者」という。)」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション

従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項、第百

三十七条並びに第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護

従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二

号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」

と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五

号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同

項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」

と読み替えるものとする。 

 

＜準用条文＞ 

(提供拒否の禁止) 

第四十九条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入

浴介護の提供を拒んではならない。 

 

 (サービス提供困難時の対応) 

第四十九条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事

業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下

同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが

困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の

指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

 

 (受給資格等の確認) 

第四十九条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無

及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 
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基準 解釈通知 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項の

規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護

予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。 

 

 (要支援認定の申請に係る援助) 

第四十九条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利

用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、

遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必

要な援助を行わなければならない。 

 

(心身の状況等の把握) 

第四十九条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基

準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用

者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

 

(介護予防サービス費の支給を受けるための援助) 

第四十九条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下

「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はそ

の家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対し

て届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予

防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要

な援助を行わなければならない。 

 

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供) 

第四十九条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第

八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該

計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 
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基準 解釈通知 

 

(サービスの提供の記録) 

第四十九条の十三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提

供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入

浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービ

ス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる

書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の

交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

(保険給付の請求のための証明書の交付) 

第五十条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴

介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならない。 

 

(利用者に関する市町村への通知) 

第五十条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けてい

る利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知

しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要

支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

(管理者の責務) 

第五十二条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事

業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所

の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第五十三条の二の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時にお

いて、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業
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務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従 

業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

(掲示) 

第五十三条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介

護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介

護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 

(秘密保持等) 

第五十三条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者

であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報

を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

(広告) 

第五十三条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

 

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止) 

第五十三条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

 

(苦情処理) 
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第五十三条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介

護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第

二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す

るとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者

からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十

二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百

七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又

は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

(地域との連携) 

第五十三条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供し

た指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談

及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

(事故発生時の対応) 

第五十三条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問

入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る

介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提

供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

(虐待の防止） 

第五十三条の十の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止
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するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行 

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介

護従業者に周知徹底を図ること。 

二当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐

待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

(会計の区分) 

第五十三条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業

所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならない。 

 

(勤務体制の確保等) 

第百二十条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護

予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業

者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごと

に、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテ

ーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所リハビ

リテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置

を講じなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの

提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動

であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

(非常災害対策) 

第百二十条の四 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画
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を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知

するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

(管理者) 

第百三十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防

短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護

事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第百三十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百三十八条に規定する重要

事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第四十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用

する。 

 

(指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了) 

第百三十四条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しく

はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な

負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指

定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の

開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助に努めなければならない。 

 

(利用料等の受領) 

第百三十五条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する

指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指

定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期

入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの
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とする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護

予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予

防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第

四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期

入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を

限度とする。) 

二 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が

利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の

規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所

生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限

度とする。) 

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い

必要となる費用 

五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。) 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付

して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる

費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 

(身体的拘束等の禁止) 

第百三十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護

の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得



119 

 

基準 解釈通知 

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)

を行ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

(緊急時等の対応) 

第百三十七条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護

の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

(運営規程) 

第百三十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 利用定員(第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。) 

四 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の送迎の実施地域 

六 サービス利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他運営に関する重要事項 

 

(定員の遵守) 

第百三十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用

者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

一 第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生

活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる

利用者数 

二 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の

定員を超えることとなる利用者数 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準第二条に規定する

担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護



120 

 

基準 解釈通知 

予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合

であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわら

ず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行

うことができるものとする。 

 

 (衛生管理等) 

第百三十九条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器

その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所

において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を公示しなければならな

い。 

一 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

おおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護

従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

三 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従

業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

 

(地域等との連携) 

第百四十条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

 (記録の整備) 

第百四十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなら

ない。 

一 介護予防短期入所生活介護計画 

二 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

三 第百三十六条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の



121 

 

基準 解釈通知 

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通知に係る記録 

五 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

 

(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針) 

第百四十三条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標

を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活

介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図ら

なければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援する

ことを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事

業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

第４の３ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

６ 介護予防短期入所生活介護 

(1) 指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針 

   予防基準第百四十三条にいう指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針について、

特に留意すべきところは、次のとおりである。 

① 介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、一人ひとりの高齢者ができる限り要介

護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行われ

るものであることに留意しつつ行うこと。 

   ② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であること

から、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじ

め、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

   ③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえって

利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用

者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

 

(指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針) 

第百四十四条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第百二十八条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報

伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

二 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所

することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望

を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成するも

のとする。 

三 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

(2) 指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針 

① 予防基準第百四十四条第二号に定める「相当期間以上」とは、概ね四日以上連続して

利用する場合を指すこととするが、四日未満の利用者にあっても、担当する介護予防支援事

業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の介護予防短期入

所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の支援を行うも

のとする。 

なお、介護予防短期入所生活介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に

関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを

行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に

当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいものである。 

   ② 同条第三号は、介護予防短期入所生活介護計画が作成される場合には、介護予防サー

ビス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。 

なお、介護予防短期入所生活介護計画の作成後に介護予防サービス計画が作成された
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四 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の

作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけ

ればならない。 

五 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を

作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

六 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が

作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うもの

とする。 

七 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

場合は、当該介護予防短期入所生活介護計画が介護予防サービス計画に沿ったものである

か確認し、必要に応じて変更するものとする。 

③ 同条第四号から第七号は、サービス提供に当たっての利用者又はその家族に対する説明に

ついて定めたものである。即ち、介護予防短期入所生活介護計画は、利用者の日常生活全

般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について説明を行

った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の

反映の機会を保障しようとするものである。管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の目

標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その

実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

また、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなけ

ればならず、当該介護予防短期入所生活介護計画は、予防基準第百四十一条第二項の

規定に基づき、二年間保存しなければならないこととしている。 

④ 介護予防サービス計画に基づきサービスを提供している指定介護予防短期入所生活介護

事業者については、第四の三の２の⑵の⑥を準用する。この場合において、「介護予防訪問看

護計画」とあるのは「介護予防短期入所生活介護計画」と読み替える。 

 

(介護) 

第百四十五条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者

を入浴させ、又は清しきしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適

切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着

替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させな

ければならない。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当

該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならな

い。 

(3) 介護 

① 予防基準第百四十五条で定める介護サービスの提供に当たっては、在宅生活へ復帰する

ことを念頭において行うことが基本であり、そのためには、利用者の家庭環境等を十分踏まえ

て、自立している機能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維持、向上が図られるよ

う、適切な技術をもって介護サービスを提供し、又は必要な支援を行うものとすること。なお、介

護サービス等の実施に当たっては、利用者の人格に十分に配慮して実施するものとする。 

② 同条第二項で定める入浴の実施に当たっては利用者の心身の状況や自立支援を踏まえ、

適切な方法により実施するものとする。なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行

い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとす

る。 

③ 同条第三項で定める排せつの介護に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況など

を基に自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するも

のとする。 

④ 同条第四項で定める「おむつを使用せざるを得ない」場合には、利用者の心身及び活動状

況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換に当たっては頻繁に行えばよいということではな

く、利用者の排せつ状況を踏まえて実施するものとする。 

⑤ 同条第五項は、短期間の入所ではあるが、生活にメリハリをつけ、生活面での積極性を向

上させる観点から、一日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容など利用者の心身の状

況に応じた日常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたものである。 
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⑥ 同条第六項で定める「常時一人以上の介護職員を介護に従事させ」るとは、夜間を含めて

適切な介護を提供できるように介護職員の勤務体制を定めておくものである。なお、介護サー

ビスの提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に行うものとする。 

 

(食事) 

第百四十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況

及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂

ることを支援しなければならない。 

(4) 食事 

① 食事の提供について 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を

行うように努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の利用者の身体の状況や、食形態、嗜好等

にも配慮した適切な栄養量及び内容とすること。 

    また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければな

らないこと。 

② 調理について 

    調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。 

③ 適時の食事の提供について 

    食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後六時以降とすることが望ましいが、早くても午後

五時以降とすること。 

④ 食事の提供に関する業務の委託について 

    食事の提供に関する業務は指定介護予防短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ま

しいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管

理について事業者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得

るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される場合には、当該事業者の最終

的責任の下で第三者に委託することができること。 

⑤ 居室関係部門と食事関係部門との連携について 

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を当該利用者

の食事に的確に反映させるために、居室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられてい

ることが必要であること。 

 ⑥ 栄養食事相談 

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。 

⑦ 食事内容の検討について 

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議において検討が加えられな

ければならないこと。 

 

(機能訓練) 

第百四十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、

必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなけ

(5) 機能訓練 

   予防基準第百四十七条に定める機能訓練の提供に当たっては、利用者の家庭環境等を十分

に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなければならない。なお、日常生
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基準 解釈通知 

ればならない。 活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮するものとする。 

 

(健康管理) 

第百四十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者

の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

(6) 健康管理 

   予防基準第百四十八条第一項は、健康管理が、医師及び看護職員の業務であることを明確

にしたものである。 

 

(相談及び援助) 

第百四十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の支援を行わなければならない。 

 

(その他のサービスの提供) 

第百五十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜

利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなけ

ればならない。 

 

(7) 相談及び援助 

   予防基準第百四十九条に定める相談及び援助については、常時必要な相談及び援助を行い

得る体制をとることにより、積極的に利用者の在宅生活の向上を図ることを趣旨とするものである。 
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（７）関連規定略称 

本資料集において紹介している告示等の正式名称は以下のとおりです。  

○居宅基準：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年

３月 31 日厚生省令第 37 号） 

○居宅（予防）基準解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する

基準について（平成 11 年９月 17 日老企 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

○居宅報酬告示：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年２月

19 日厚生省告示第 19 号) 

○居宅（訪問通所）報酬留意事項通知：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居

宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成 12 年３月１日老企 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

○居宅（短期入所）報酬留意事項通知：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービ

ス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12

年３月８日老企 40 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

○予防基準：指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年３圧 14 日

厚生労働省令第 35 号） 

○予防報酬告示：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年

３月 14 日厚生労働省告示第 127 号) 

○予防報酬留意事項通知：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護

支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一

部改正について（平成 18 年３月 17 日老計発 0317001 号・老振発 0317001 号・老老  

発 0317001 号厚生労働省老健局計画･振興･老人保健課長連名通知）別紙１ 

○地域密着型基準：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 18 年３月 14 日厚生労働省令第 34 号） 

○地域密着型基準解釈通知：指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サー

ビスに関する基準について（平成18年３月31日老計画発0331004号、老振発0331004

号、老老発 0031017 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知） 

○地域密着型報酬告示：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成 18 年３月 14 日厚生労働省告示第 126 号） 

○地域密着型報酬留意事項通知：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関す
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る基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について（平成 18 年３月 31 日老計発 0331005 号、老振発

0331005 号、老老発 0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通

知） 
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Ⅱ 共生型障害福祉サービス 

（１）サービス共通事項 

＜指定申請に関して＞ 

○ 共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けて

いる事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、「居宅サー

ビスの指定の特例」です。このため、指定申請にあたっては、従前どおり「居宅介護」、「重

度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練（機能訓練）」、「自立訓練

（生活訓練）」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として申請することとなりま

す。 

○ 指定申請の際に必要な書類の一部は、介護保険サービスの指定を受けた際に提出した

ものをもって省略することができます。 

○ 各都道府県・指定都市・中核市の共生型担当部署は巻末の一覧のとおりですので、参

考にしてください。 

＜障害福祉サービス等報酬・人員配置基準・運営基準に関して＞ 

○ 介護保険サービス事業者が共生型障害福祉サービスを行う場合、以下のとおりとなりま

す。 

 詳細はサービスごとに（２）以降で記載しています。 

 ・共生型障害福祉サービスに係る費用は障害福祉サービス等報酬として請求します。 

 ・共生型障害福祉サービス提供に係る人員配置は、介護保険サービスと一体のものとして

行います。 

 ・共生型障害福祉サービス提供に係る運営基準は、障害福祉サービス並びで設定されて

います。 
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共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化（平成 30年 10月１日～） 

 

○  障害福祉と介護保険で相互に共通又は類似する項目については、指定の更新の際に申請書の記載又は書類の提出の省略が可能な事項を基本としつつ、以下

のとおり省略又は簡素化できることとする。 

 

（１）ホームヘルプ 

総合支援法施行規則 介護保険法施行規則 

省略可否 （34条の７） 

居宅介護・重度訪問介護 

（114条） 

訪問介護 

一 事業所（･･･）の名称及び所在地 一 事業所（･･･）の名称及び所在地 × 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所及び職名 
× 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 × 

四 申請者の登記事項証明書又は条例等 四 申請者の登記事項証明書又は条例等 ○（⑤Ⅰ） 

五 事業所の平面図 五 事業所の平面図 ○（⑤Ⅱ） 

- 五の二 利用者の推定数 - 

六 事業所の管理者及びサービス提供責任者（･･･）の氏名、生年月

日、住所及び経歴 

六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提

供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 × 

七 運営規程 七 運営規程 × 

八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置

の概要 

八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
○（⑤Ⅲ） 

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 × 

十 法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面

（･･･） 

十 法第七十条第二項各号（･･･）に該当しないことを誓約する書面

（･･･） 
× 

十一 その他指定に関し必要と認める事項 十一 その他指定に関し必要と認める事項 × 
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（２）デイサービス（生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス） 

総合支援法施行規則 児童福祉法施行規則 介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の９） 

生活介護 

（18条の 27・18条の 29） 

児童発達支援・放課後等

デイサービス※ 

※ 児童発達支援の規定を準用 

（119条・131条の３の２） 

通所介護・地域密着型通

所介護 

（131条の５・140条の

25） 

小規模多機能型居宅介

護・介護予防小規模多機

能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護

（複合型サービス） 

 

一 事業所の名称及び所

在地 

一 事業所（･･･）の名称

及び所在地 

一 事業所（･･･）の名称

及び所在地 

一 事業所（･･･）の名称

及び所在地 

一 事業所（･･･）の名称

及び所在地 
× 

二 申請者の名称及び主

たる事務所の所在地

並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主

たる事務所の所在地

並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主

たる事務所の所在地

並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主

たる事務所の所在地

並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主

たる事務所の所在地

並びにその代表者の

氏名、生年月日、住所

及び職名 

× 

三 当該申請に係る事業

の開始の予定年月日 

三 当該申請に係る事業

の開始の予定年月日 

三 当該申請に係る事業

の開始の予定年月日 

三 当該申請に係る事業

の開始の予定年月日 

三 当該申請に係る事業

の開始の予定年月日 
× 

四 申請者の登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の登記事項証

明書又は条例等 

四 申請者の登記事項証

明書又は条例等 

○ 

（④Ⅰ・⑤Ⅰ） 

－ － － － 五 事業所が病院若しく

は診療所又はその他

の事業所のいずれか

の別 

- 

五 事業所の平面図（各

室の用途を明示するも

のとする。）及び設備の

概要 

五 事業所の平面図（各

室の用途を明示するも

のとする。）及び設備の

概要 

五 事業所（･･･）の平面

図（各室の用途を明示

するものとする。）及び

設備の概要 

五 建物の構造概要及び

平面図(各室の用途を

明示するものとする。)

並びに設備の概要 

六 建物の構造概要及び

平面図(各室の用途を

明示するものとする。)

並びに設備の概要 

 

 

 

 

○ 

（④Ⅱ・⑤Ⅱ） 
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総合支援法施行規則 児童福祉法施行規則 介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の９） 

生活介護 

（18条の 27・18条の 29） 

児童発達支援・放課後等

デイサービス※ 

※ 児童発達支援の規定を準用 

（119条・131条の３の２） 

通所介護・地域密着型通

所介護 

（131条の５・140条の

25） 

小規模多機能型居宅介

護・介護予防小規模多機

能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護

（複合型サービス） 

 

六 利用者の推定数 六 利用者の推定数 － 六 利用者の推定数 六 利用者の推定数 × 

七 事業所の管理者及び

サービス管理責任者

の氏名、生年月日、住

所及び経歴 

七 事業所の管理者及び

児童発達支援管理責

任者（･･･）の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

六 事業所の管理者の氏

名、生年月日及び住所 

七 事業所の管理者の氏

名、生年月日、住所及

び経歴 

八 事業所の管理者の氏

名、生年月日、住所及

び経歴 

○※ 

（④Ⅲ・⑤Ⅲ） 
※通所介護・地域密着

型通所介護は省略不可 

八 運営規程 八 運営規程 七 運営規程 八 運営規程 九 運営規程 × 

九 利用者又はその家族

からの苦情を解決する

ために講ずる措置の概

要 

九 障害児又はその家族

からの苦情を解決する

ために講ずる措置の概

要 

八 利用者からの苦情を

処理するために講ずる

措置の概要 

九 利用者からの苦情を

処理するために講ずる

措置の概要 

 

十 利用者からの苦情を

処理するために講ずる

措置の概要 

 

○ 

（④Ⅳ・⑤Ⅳ） 

十 当該申請に係る事業

に係る従業者の勤務

の体制及び勤務形態 

十 当該申請に係る事業

に係る従業者の勤務

の体制及び勤務形態 

九 当該申請に係る事業

に係る従業者の勤務

の体制及び勤務形態 

十 当該申請に係る事業

に係る従業者の勤務

の体制及び勤務形態 

十一 当該申請に係る事

業に係る従業者の勤

務の体制及び勤務形

態 

× 

十一 指定障害福祉サー

ビス基準第九十一条

の協力医療機関の名

称及び診療科名並び

に当該協力医療機関と

の契約の内容 

- - 十一 指定地域密着型サ

ービス基準第八十三

条第一項に規定する

協力医療機関の名称

及び診療科名並びに

当該協力医療機関と

の契約の内容（･･･) 

十二 指定地域密着型サ

ービス基準第百八十二

条において準用する第

八十三条第一項に規

定する協力医療機関

の名称及び診療科名

並びに当該協力医療

機関との契約の内容

(･･･) 

 

○ 

（⑤Ⅴ） 
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総合支援法施行規則 児童福祉法施行規則 介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の９） 

生活介護 

（18条の 27・18条の 29） 

児童発達支援・放課後等

デイサービス※ 

※ 児童発達支援の規定を準用 

（119条・131条の３の２） 

通所介護・地域密着型通

所介護 

（131条の５・140条の

25） 

小規模多機能型居宅介

護・介護予防小規模多機

能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護

（複合型サービス） 

 

- - - 十二 指定地域密着型サ

ービス基準第八十三

条第三項に規定する

介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護

医療院、病院等との連

携体制及び支援の体

制の概要 

十三 指定地域密着型サ

ービス基準第百八十二

に規定する介護老人

福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、

病院等との連携体制

及び支援の体制の概

要 

- 

十二 誓約書 十一 法第二十一条の五

の十五第二項各号に

該当しないことを誓約

する書面（･･･） 

十 誓約書 十三 誓約書 

 

十四 誓約書 

 
× 

十三 その他指定に関し

必要と認める事項 

十二 その他指定に関し

必要と認める事項 

十一 その他指定に関し

必要と認める事項 

十四 その他指定に関し

必要と認める事項 

十五 その他指定に関し

必要と認める事項 
× 

 

（２）デイサービス（自立訓練） 

総合支援法施行規則 介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の 14・34条の 15） 

自立訓練（機能訓練）※ 

※生活介護の規定を準用 

（119条・131条の３の２） 

通所介護・地域密着型通所介護 

（131条の５・140条の 25） 

小規模多機能型居宅介護・介護

予防小規模多機能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護（複合型

サービス） 

 

一 事業所の名称及び所在地 

 

一 事業所（･･･）の名称及び所

在地 

一 事業所（･･･）の名称及び所

在地 

一 事業所（･･･）の名称及び所

在地 

 

× 
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総合支援法施行規則 介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の 14・34条の 15） 

自立訓練（機能訓練）※ 

※生活介護の規定を準用 

（119条・131条の３の２） 

通所介護・地域密着型通所介護 

（131条の５・140条の 25） 

小規模多機能型居宅介護・介護

予防小規模多機能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護（複合型

サービス） 

 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

× 

 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 
× 

四 申請者の登記事項証明書又

は条例等 

四 申請者の登記事項証明書

又は条例等 

四 申請者の登記事項証明書

又は条例等 

四 申請者の登記事項証明書

又は条例等 

○ 

（④Ⅰ・⑤Ⅰ） 

－ － － 五 事業所が病院若しくは診療

所又はその他の事業所のい

ずれかの別 

- 

五 事業所の平面図（各室の用

途を明示するものとする。）及

び設備の概要 

五 事業所（･･･）の平面図（各室

の用途を明示するものとす

る。）及び設備の概要 

五 建物の構造概要及び平面図

(各室の用途を明示するものと

する。)並びに設備の概要 

六 建物の構造概要及び平面図

(各室の用途を明示するものと

する。)並びに設備の概要 

○ 

（④Ⅱ・⑤Ⅱ） 

六 利用者の推定数 － 六 利用者の推定数 六 利用者の推定数 × 

七 事業所の管理者及びサービ

ス管理責任者の氏名、生年月

日、住所及び経歴 

六 事業所の管理者の氏名、生

年月日及び住所 

七 事業所の管理者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

八 事業所の管理者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

 

 

○※ 

（④Ⅲ・⑤Ⅲ） 
※通所介護・地域密着

型通所介護は省略不可 

八 運営規程 七 運営規程 八 運営規程 九 運営規程 × 

九 利用者又はその家族からの

苦情を解決するために講ずる

措置の概要 

八 利用者からの苦情を処理す

るために講ずる措置の概要 

九 利用者からの苦情を処理す

るために講ずる措置の概要 

十 利用者からの苦情を処理す

るために講ずる措置の概要 

○ 

（④Ⅳ・⑤Ⅳ） 
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総合支援法施行規則 介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の 14・34条の 15） 

自立訓練（機能訓練）※ 

※生活介護の規定を準用 

（119条・131条の３の２） 

通所介護・地域密着型通所介護 

（131条の５・140条の 25） 

小規模多機能型居宅介護・介護

予防小規模多機能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護（複合型

サービス） 

 

十 当該申請に係る事業に係る

従業者の勤務の体制及び勤

務形態 

九 当該申請に係る事業に係る

従業者の勤務の体制及び勤

務形態 

十 当該申請に係る事業に係る

従業者の勤務の体制及び勤

務形態 

十一 当該申請に係る事業に係

る従業者の勤務の体制及び

勤務形態 

× 

十一 指定障害福祉サービス基

準第九十一条の協力医療機

関の名称及び診療科名並び

に当該協力医療機関との契

約の内容 

- 十一 指定地域密着型サービス

基準第八十三条第一項に規

定する協力医療機関の名称

及び診療科名並びに当該協

力医療機関との契約の内容

（･･･) 

十二 指定地域密着型サービス

基準第百八十二条において

準用する第八十三条第一項

に規定する協力医療機関の

名称及び診療科名並びに当

該協力医療機関との契約の

内容(･･･) 

○ 

（⑤Ⅴ） 

 

- - 十二 指定地域密着型サービス

基準第八十三条第三項に規

定する介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療

院、病院等との連携体制及び

支援の体制の概要 

十三 指定地域密着型サービス

基準第百八十二に規定する

介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病

院等との連携体制及び支援

の体制の概要 

- 

十一 誓約書 十 誓約書 十三 誓約書 十四 誓約書 × 

十三 その他指定に関し必要と

認める事項 

十一 その他指定に関し必要と

認める事項 

十四 その他指定に関し必要と

認める事項 

十五 その他指定に関し必要と

認める事項 
× 
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（３）ショートステイ 

 障害者総合支援法施行規則  介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の 11） 

短期入所 

（121条・140条の 10） 

短期入所生活介護・介護予防短

期入所生活介護 

（131条の５・140条の 25） 

小規模多機能型居宅介護・介護

予防小規模多機能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護（複合型

サービス） 

 

一 事業所の名称及び所在地 一 事業所の名称及び所在地 一 事業所（･･･）の名称及び所

在地 

一 事業所（･･･）の名称及び所

在地 
× 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

二 申請者の名称及び主たる事

務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

× 

 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 

三 当該申請に係る事業の開始

の予定年月日 
× 

四 申請者の登記事項証明書

又は条例等 

四 申請者の登記事項証明書又

は条例等 

四 申請者の登記事項証明書

又は条例等 

四 申請者の登記事項証明書又

は条例等 

○ 

（④Ⅰ・⑤Ⅰ） 

五 事業所の種別（指定障害福

祉サービス基準第百十五条

第一項に規定する併設事業

所（･･･）又は同条第二項の規

定の適用を受ける施設の別を

いう。） 

五 当該申請に係る事業を指定

居宅サービス等基準第百二

十一条第二項の規定の適用

を受ける特別養護老人ホーム

において行う場合又は同条第

四項に規定する併設事業所

（･･･）において行う場合にあっ

ては、その旨 

－ 五 事業所が病院若しくは診療

所又はその他の事業所のい

ずれかの別 

× 

六 建物の構造概要及び平面図

（･･･）（各室の用途を明示する

ものとする。）並びに設備の概

要 

六 建物の構造概要及び平面図

（･･･）（各室の用途を明示する

ものとする。）並びに設備の概

要 

五 建物の構造概要及び平面図

(各室の用途を明示するものと

する。)並びに設備の概要 

六 建物の構造概要及び平面図

(各室の用途を明示するものと

する。)並びに設備の概要 

○ 

（④Ⅱ・⑤Ⅱ） 

七 当該申請に係る事業を併設

事業所において行うときは利

用者の推定数、指定障害福

七 当該申請に係る事業を指定

居宅サービス等基準第百二

十一条第二項の規定の適用

六 利用者の推定数 

 

 

六 利用者の推定数 

 

 

× 
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 障害者総合支援法施行規則  介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の 11） 

短期入所 

（121条・140条の 10） 

短期入所生活介護・介護予防短

期入所生活介護 

（131条の５・140条の 25） 

小規模多機能型居宅介護・介護

予防小規模多機能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護（複合型

サービス） 

 

祉サービス基準第百十五条

第二項の規定の適用を受け

る施設において行うときは当

該施設の入所定員 

を受ける特別養護老人ホーム

において行うときは当該特別

養護老人ホームの入所者の

定員、当該特別養護老人ホー

ム以外の事業所において行う

ときは当該申請に係る事業の

開始時の利用者の推定数 

八 事業所の管理者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

八 事業所の管理者の氏名、生

年月日及び住所 

七 事業所の管理者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

 

八 事業所の管理者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

○※ 

（⑤Ⅲ） 

※短期入所生活介護・

介護予防短期入所生活

介護は省略不可 

九 運営規程 九 運営規程 八 運営規程 九 運営規程 × 

十 利用者又はその家族からの

苦情を解決するために講ずる

措置の概要 

十 利用者からの苦情を処理す

るために講ずる措置の概要 

九 利用者からの苦情を処理す

るために講ずる措置の概要 

十 利用者からの苦情を処理す

るために講ずる措置の概要 
○ 

（④Ⅲ・⑤Ⅳ） 

十一 当該申請に係る事業に係

る従業者の勤務の体制及び

勤務形態 

十一 当該申請に係る事業に係

る従業者の勤務の体制及び

勤務形態 

十 当該申請に係る事業に係る

従業者の勤務の体制及び勤

務形態 

十一 当該申請に係る事業に係

る従業者の勤務の体制及び

勤務形態 

× 

十二 指定障害福祉サービス基

準第百二十五条において準

用する指定障害福祉サービス

基準第九十一条の協力医療

機関の名称及び診療科名並

びに当該協力医療機関との

契約の内容 

十二 指定居宅サービス等基準

第百三十六条（指定居宅サー

ビス等基準第百四十条の十

三において準用する場合を含

む。）の協力医療機関の名称

及び診療科名並びに当該協

力医療機関との契約の内容 

十一 指定地域密着型サービス

基準第八十三条第一項に規

定する協力医療機関の名称

及び診療科名並びに当該協

力医療機関との契約の内容

（･･･) 

十二 指定地域密着型サービス

基準第百八十二条において

準用する第八十三条第一項

に規定する協力医療機関の

名称及び診療科名並びに当

該協力医療機関との契約の

内容(･･･) 

○ 

（④Ⅴ・⑤Ⅴ） 

- - 十二 指定地域密着型サービス 十三 指定地域密着型サービス - 
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 障害者総合支援法施行規則  介護保険法施行規則 省略可否 

（34条の 11） 

短期入所 

（121条・140条の 10） 

短期入所生活介護・介護予防短

期入所生活介護 

（131条の５・140条の 25） 

小規模多機能型居宅介護・介護

予防小規模多機能型居宅介護 

（131条の８の２） 

看護多機能型居宅介護（複合型

サービス） 

 

基準第八十三条第三項に規

定する介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療

院、病院等との連携体制及び

支援の体制の概要 

基準第百八十二に規定する

介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護医療院、病院

等との連携体制及び支援の

体制の概要 

十三 誓約書 十三 誓約書 十三 誓約書 十四 誓約書  

十四 その他指定に関し必要と

認める事項 

十四 その他指定に関し必要と

認める事項 

十四 その他指定に関し必要と

認める事項 

十五 その他指定に関し必要と

認める事項 
× 
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平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１ 

（平成 30 年３月 30 日）より 

 

※問２中の別添とは、「共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化」に示されている届出に必要な

書類の一覧を指します。 
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（２）共生型居宅介護 

① 基本方針 

○ 共生型居宅介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

居宅介護事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排

せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助

言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 第一節 基本方針 

第四条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)

の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の

介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般

にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定訪問介護事業所において共生型居宅介護を行った場合は、障害福祉サービス等

報酬における以下の居宅介護サービス費を請求することができます。 

・居宅介護サービス費 

イ 居宅における身体介護が中心である場合 

(1) 所要時間 30 分未満の場合 249 単位 

(2) 所要時間 30 分以上 1 時間未満の場合 393 単位 

(3) 所要時間 1 時間以上 1 時間 30 分未満の場合 571 単位 

(4) 所要時間 1 時間 30 分以上 2 時間未満の場合 652 単位 

(5) 所要時間 2 時間以上 2 時間 30 分未満の場合 734 単位 

(6) 所要時間 2 時間 30 分以上 3 時間未満の場合 815 単位 

(7) 所要時間 3 時間以上の場合 896 単位に所要時間 3 時間から計算して所要時

間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数 

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合 

(1) 所要時間 30 分未満の場合 249 単位 
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(2) 所要時間 30 分以上 1 時間未満の場合 393 単位 

(3) 所要時間 1 時間以上 1 時間 30 分未満の場合 571 単位 

(4) 所要時間 1 時間 30 分以上 2 時間未満の場合 652 単位 

(5) 所要時間 2 時間以上 2 時間 30 分未満の場合 734 単位 

(6) 所要時間 2 時間 30 分以上 3 時間未満の場合 815 単位 

(7) 所要時間 3 時間以上の場合 896 単位に所要時間 3 時間から計算して所要時

間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数 

ハ 家事援助が中心である場合 

(1) 所要時間 30 分未満の場合 102 単位 

(2) 所要時間 30 分以上 45 分未満の場合 148 単位 

(3) 所要時間 45 分以上 1 時間未満の場合 191 単位 

(4) 所要時間 1 時間以上 1 時間 15 分未満の場合 232 単位 

(5) 所要時間 1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満の場合 268 単位 

(6) 所要時間 1 時間 30 分以上の場合 302 単位に所要時間 1 時間 30 分から計

算して所要時間 15 分を増すごとに 34 単位を加算した単位数 

ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合 

(1) 所要時間 30 分未満の場合 102 単位 

(2) 所要時間 30 分以上 1 時間未満の場合 191 単位 

(3) 所要時間 1 時間以上 1 時間 30 分未満の場合 268 単位 

(4) 所要時間 1 時間 30 分以上の場合 336 単位に所要時間 1 時間 30 分から計

算して所要時間 30 分を増すごとに 68 単位を加算した単位数 

ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 98 単位 

 

※ 居宅介護サービス費にかかる減算が適用される場合は、減算後の単位数 

 

○ この他、障害福祉サービス等報酬の居宅介護に設けられている加算についても、要件を

満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス報酬告示（基本報酬）＞ 

1 イ、ニ及びホについては、区分 1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の

基準等に関する省令(平成 26 年厚生労働省令第 5 号。以下「区分省令」という。)第 1 条第

2 号に掲げる区分 1 をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合と

する。注 3 において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成 18 年厚生労働省令第 171 号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第 2 条第
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1 号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第 5 条第 1 項

に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規

定する従業者をいう。)、指定障害福祉サービス基準第 43 条の 2 に規定する共生型居宅介護

(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う事業所(以下「共生型居宅介護事業所」とい

う。)の従業者(同条第 1 号の規定により置くべき従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基

準第 44 条第 1 項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」

という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注 4、注 10、注 13 及び注 14 において

「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第 4 条第 1 項に規定する指定居

宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、共生型居宅介護又は指定障害福祉サービス基準第

44 条第 1 項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)(以下「指定

居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。 

2 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに

相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県

及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をい

う。)並びに指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生

労働省令第 27 号。以下「指定相談基準」という。)第 3 条に規定する指定地域移行支援事

業所をいう。)、指定地域定着支援事業所(指定相談基準第40条において準用する指定相談

基準第 3 条に規定する指定地域定着支援事業所をいう。)、指定特定相談支援事業所(障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事

業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第 3 条第 1 項に規定

する指定特定相談支援事業所をいう。)及び指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基

づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第

29 号)第 3 条第 1 項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。))への移動(公的手続

又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」とい

う。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を

いう。注 6 及び注 8 において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行

った場合に、所定単位数を算定する。 

(1) 区分 2(区分省令第 1 条第 3 号に掲げる区分 2 をいう。以下同じ。)以上に該当している

こと。 

(2) 区分省令別表第一における次の(一)から(五)までに掲げる項目のいずれかについて、それ

ぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。 

(一) 歩行 「全面的な支援が必要」 

(二) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(三) 移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(四) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(五) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

3 ハについては、区分 1 以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族
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若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病

等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事

援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支

障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注 7 において同じ。)が中心である指定居宅介

護等を行った場合に、所定単位数を算定する。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000498154.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000498154.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定訪問介護事業者が共生型居宅介護を実施する場合、指定訪問介護事業所の利用者の数と共生型居宅介護事業所の利用者の数を合

計し、その数に応じて、指定訪問介護事業所として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害福祉サービス基準＞ 

（共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第四十三条の二 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型居宅介護」という。）

の事業を行う指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第五条第

一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準

は、次のとおりとする。 

一 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事

業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介

護（指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）の利用者の

数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合に

おける当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。 

二 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

＜障害福祉サービス基準解釈通知＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

４ 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（１）共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準（基準第 43 条の２） 

共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者（以下「共生型居宅介護事業者」とい

う。）の従業者の員数の取扱いは、指定居宅介護と同様であることから１の（１）から（３）を参

照されたい。 

・ 介護保険制度の基準を満たして指定を受け、かつ、障害福祉介護保険の基準該当サービスを

活用して一体的にサービス提供しているもの 

についても「共生型サービス」と称することができること。 

 

（準用） 

第四十三条の四 第四条（第三項及び第四項を除く。）、第五条第二項及び第三項、第六条

並びに前節（第四十三条を除く。）の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事

業について準用する。 

 

（３）準用（基準第 43 条の４） 

指定居宅介護の人員、設備及び運営に関する基準のうち、基準第４条（第３項及び第４項を

除く。）、第５条第２項及び第６条から第 42 条までについては、共生型居宅介護及び共生型重

度訪問介護に準用されるものであることから、１の（１）から（32）（共生型重度訪問介護につ

いては（３）の④を除く。）までを参照されたい。 

 

 （４）共生型居宅介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、同一の事業所において他の

サービスを行う場合の人員の特例要件について 

共生型居宅介護事業者が、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定訪問介
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基準 解釈通知 

護の事業、第一号訪問事業又は移動支援事業を同一の事業所において行う場合及び共生型重

度訪問介護事業者が、指定居宅介護、指定同行援護、指定行動援護、指定訪問介護の事業、

第一号訪問事業又は移動支援事業を同一の事業所において行う場合の人員の特例の取扱いは、

指定居宅介護又は指定重度訪問介護と同様であることから１の（８）を参照されたい。 

 

 （５）共生型サービスと称することについて 

地域共生社会の実現に向けた取組を推進するため、 

・ 法令上「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ

以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険の認知症対応型共同

生活介護）の両方の指定を受け一体的にサービス提供しているもの 

・ 障害福祉制度と介護保険の両方の基準を満たして両方の指定を受け一体的にサービス提供

しているもの 

 

＜準用条文＞ 

 

（従業者の員数） 

第五条第 2 項 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専

ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模（当該指定居宅介護事業者が重度訪

問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの

事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的

に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉

サービスの事業の規模）に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場

合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法による

ことができる。 

3 前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事

業の規模は推定数とする。 

 

＜準用条文＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

１ 人員に関する基準 

（２）サービス提供責任者（基準第５条第２項） 

① 配置の基準 

ア 事業の規模に応じて１人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととしているが、

管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。なお、これについては、最小限

必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとす

る。 

また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。 

ａ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間を除

く。）が 450 時間又はその端数を増すごとに１人以上 

ｂ 当該事業所の従業者の数が 10 人又はその端数を増すごとに１人以上 

ｃ 当該事業所の利用者の数が 40 人又はその端数を増すごとに１人以上 

したがって、例えば、月間の延べサービス提供時間が 450 時間を超えていても、従業者の数

が 10 人以下であれば、ｂの基準、利用者の数が 40 人以下であればｃの基準によりサービ

ス提供責任者は１人で足りることとなる。 

（例）延べサービス提供時間 640 時間、従業者数 12 人（常勤職員５人及び非常勤職

員７人）及び利用者数 20 人である場合、ｃの基準により、配置すべきサービス提供責任

者は１人で足りることとなる。 

ｄ c の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供

責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している当該事業所において、サービス

提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべきサー
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基準 解釈通知 

ビス提供責任者の員数は、利用者の数が 50 人又はその端数を増すごとに１人以上とするこ

とができる。 

この場合次の点に留意する必要がある。 

・ 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者

が当該事業所の居宅介護従業者として行ったサービス提供時間（事業所における待

機時間や移動時間を除く。）が、１月あたり 30 時間以内であること。 

・ 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、基準においてサー

ビス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られ

ていることが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。 

・ 居宅介護従業者の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソフトなどの活用によ

り、迅速な調整を可能としていること 

・ 利用者情報（居宅介護計画やサービス提供記録等）について、タブレット端末やネット

ワークシステム等の IT 機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可

能としていること 

・ 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（主担当や副担

当を定めている等）を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に

対しチームとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供

責任者が補完することを可能としていること 

この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者につ

いては、イの規定に関わらず、別表５に示すサービス提供責任者数を配置するものとする。 

イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱いは次のと

おりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該

事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき

時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）の２分の１以上に達している者で

なければならない。 

ａ ①のアのａ、ｂ又はｃに基づき、１人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならな

い事業所については、常勤換算方法によることができる。この場合において、配置すべきサービ

ス提供責任者の員数は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を

450 で除して得られた数（小数点第一位に切り上げた数）、従業者の数を 10 で除して得

られた数又は利用者の数を 40 で除して得られた数（小数点第一位に切り上げた数）以上

とする。 

ｂ ａに基づき、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのａ、ｂ又はｃに基づ

き算出されるサービス提供責任者数から１を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責

任者を配置するものとする。 

ｃ ①のアのａ、ｂ又はｃに基づき、６人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない

事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのａ、ｂ又はｃに
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基準 解釈通知 

基づき算出されるサービス提供責任者の数に２を乗じて３で除して得られた数（一の位に切

り上げた数）以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

従って、具体例を示すと別表１から３までに示す常勤換算方法を採用する事業所で必要と

なる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

ウ 事業の規模については、前３月の平均値を用いる。この場合、前３月の平均値は、歴月ごとの

数を合算し、３で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所におい

ては、適切な方法により推定するものとする。 

エ 当該指定居宅介護事業所が提供する指定居宅介護のうち、通院等乗降介助に該当するもの

のみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 人として計算すること。 

② 資格要件 

サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤の従業者から選任すること。 

ア 介護福祉士 

イ 社会福祉士及び介護福祉士法（和 62 年法律第 30 号）第 40 条第２項第２号の指定

を受けた学校又は養成施設において１月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得

するための研修（以下「実務者研修」という。）を修了した者 

ウ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 25 号）による

改正前の介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 22 条の 23 第１項に

規定する介護職員基礎研修を修了した者 

エ 居宅介護従業者養成研修（指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定め

るものの一部を改正する件（平成 25 年厚生労働省告示第 104 号）による改正前の指定

居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 18 年厚生労働省告

示第 538 号。）第２号に規定する１級課程（以下「１級課程」という。）を修了した者 

オ 居宅介護職員初任者研修（指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定め

るもの（平成 18 年厚生労働省告示第 538 号。）第３号に規定する居宅介護の提供に当

たる従業者に係る研修をいう。以下同じ。）の課程を修了した者であって３年以上介護等の業

務に従事した者（ウ、エに掲げる者を除く。） 

なお、看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除することが可能とされてい

たことから、１級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、

３年以上の実務経験は要件としないこと。 

また、介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当する

ものについても、アからオまでと同様に取り扱って差し支えないものとする。 

③ 留意点 

②のオに掲げる「居宅介護職員初任者研修課程を修了した者であって３年以上介護等の業務に

従事した者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）第 40 条第２項

第５号に規定する「３年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについ

ては、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の
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業務の範囲等について」（昭和 63 年２月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長、児童家庭局長

連名通知）の別添２「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」（以

下「業務の範囲通知」という。）を参考とされたい。 

この場合、３年間の実務経験の要件が達成された時点と居宅介護職員初任者研修課程の研修

修了時点との時間的な前後関係は問わないものであること。 

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含ま

れないものであるが、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）に基づき設立された特定

非営利活動法人が法第 36 条第１項の規定に基づき居宅介護に係る指定を受けている又は受け

ることが確実に見込まれる場合であって、当該特定非営利活動法人が指定を受けて行うことを予定

している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、

当該特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人格を付与される前の当該団体が行う事

業に従事した経験を有する者の従事期間を、当該者の３年の実務経験に算入して差し支えないも

のとする。 

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格としての実務経験に当該従事期間を算

入することはできないものであること。 

④ 暫定的な取扱いに係る留意点 

居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事し

たものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、指定居宅介護事業者は、

できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に実務者研修の研修を受講させ、又は介護

福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないものであること。 

 

（管理者） 

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事させることができるものとする。 

 

（３）管理者（基準第６条） 

指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従

事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の

職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、指定居宅介護の従業者である必要はないも

のである。 

① 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと

認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管

理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所又は施設等の事業の内

容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設さ

れる指定障害者支援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務す

る場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、指定障害者支援施設等における勤

務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっ

ても差し支えない。） 
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（内容及び手続の説明及び同意） 

第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行った

ときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対

し、第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の

提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならな

い。 

 

３ 運営に関する基準 

(１) 内容及び手続の説明及び同意（基準第９条） 

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤

務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用

申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に

配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事

業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこ

ととしたものである。 

なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望まし

いものである。 

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特

性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条第１項の規

定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 

⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

（契約支給量の報告等） 

第十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、

支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章において「契約支給

量」という。）その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を支給決

定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項そ

の他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅滞なく報告しなければならな

い。 

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

 

(２) 契約支給量の報告等（基準第 10 条） 

① 契約支給量等の受給者証への記載 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立した時は、利用者の受給者証

に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定居宅介護の内容、当該事業者が当該利用者に

提供する月当たりの指定居宅介護の提供量（契約支給量）、契約日等の必要な事項を記載す

ること。 

なお、当該契約に係る指定居宅介護の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了した

場合には当該月で既に提供した指定居宅介護の量を記載することとしたものである。 

② 契約支給量 

基準第 10 条第２項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を

超えてはならないこととしたものである。 

③ 市町村への報告 
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同条第３項は、指定居宅介護事業者は、①の規定による記載をした場合に、遅滞なく市町村に

対して、当該記載事項を報告することとしたものである。 

 

（提供拒否の禁止） 

第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。 

 

(３) 提供拒否の禁止（基準第 11 条） 

指定居宅介護事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したも

のであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するもの

である。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに

該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介

護を提供することが困難な場合 

④ 入院治療が必要な場合 

である。 

 

（連絡調整に対する協力） 

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

(４) 連絡調整に対する協力（基準第 12 条） 

指定居宅介護事業者は、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行

う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障

害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事

業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

(５) サービス提供困難時の対応（基準第 13 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 11 条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第 13 条の規定により、適当な他の

指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

 

（受給資格の確認） 

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

(６) 受給資格の確認（基準第 14 条） 

指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られる

ものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければ

ならないこととしたものである。 

 

 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

(７) 介護給付費の支給の申請に係る援助（基準第 15 条） 

① 支給決定を受けていない利用者 
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みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

基準第 15 条第１項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者

の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該

事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余

裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定め

たものである。 

 

（心身の状況等の把握） 

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

 

 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

 

 

（身分を証する書類の携行） 

第十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

(８) 身分を証する書類の携行（基準第 18 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居

宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、この証書等には、当該指定居宅介護事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものと

し、当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 

 

（サービスの提供の記録） 

第十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅

介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

(９) サービスの提供の記録（基準第 19 条） 

① 記録の時期 

基準第 19 条第１項は、利用者及び指定居宅介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利

用状況等を把握できるようにするため、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、

当該指定居宅介護の提供日、提供したサービスの具体的内容（例えば、身体介護と家事援助の

別等）、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録
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するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。 

② 利用者の確認 

同条第２項は、同条第１項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続

を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。 

 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭

の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説

明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払につい

ては、この限りでない。 

 

(10) 支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等（基準第 20 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 21 条第１項から第３項に規定する額の他曖昧な名目による

不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるも

のについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないもので

ある。 

① 指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用で

あること。 

② 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用

者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第二十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から

当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定

障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通

常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の

額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証

を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決

定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意

を得なければならない。 

 

(11) 利用者負担額等の受領（基準第 21 条） 

① 利用者負担額の受領 

基準第 21 条第１項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定

居宅介護についての利用者負担額として、法第 29 条第３項第２号に規定する政令で定める額

（政令で定める額よりも、サービス提供に要した費用の１割相当額の方が低い場合は、１割相当

額）の支払を受けなければならないことを規定したものである。 

なお、法第 31 条の規定により、介護給付費等の額の特例の適用を受ける場合は、市町村が定め

る額を利用者負担額とする。 

② 法定代理受領を行わない場合 

同条第２項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際に

は、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第 29 条第３項第１号に規

定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該居宅介護に要した

費用（法第 29 条第１項に規定する特定費用を除く。）の額を超えるときは、当該居宅介護に要

した費用の額）の支払を受けるものとしたものである。 

③ 交通費の受領 

同条第３項は、指定居宅介護の提供に関して、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定

により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合の交通費（移

動に要する実費）の支払を利用者から受けることができることとしたものである。 

④ 領収証の交付 

同条第４項は、前３項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交
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付することとしたものである。 

⑤ 利用者の事前の同意 

同条第５項は、同条第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたもので

ある。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第二十二条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害

者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉

サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害

福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第

二十九条第三項（法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により

算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合

計額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用

者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福

祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

 

(12) 利用者負担額に係る管理（基準第 22 条） 

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、利用者負担額等に係る管理を行

うこととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。 

 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第二十三条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介

護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介

護給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係

る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 

 

(13) 介護給付費の額に係る通知等（基準第 23 条） 

① 利用者への通知 

基準第 23 条第１項は、指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介

護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の

額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の利用者への交付 

同条第２項は、基準第 21 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定居

宅介護の内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。 

 

（指定居宅介護の基本取扱方針） 

第二十四条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されな

ければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

 

 

(14) 指定居宅介護の基本取扱方針（基準第 24 条） 

指定居宅介護は、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の身体その他の状

況及びその置かれている環境に応じて適切に提供されなければならないこととしたものである。 

提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価

を行うとともに、居宅介護計画の見直しを行うなど、その改善を図らなければならないものであること。 
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（指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第二十五条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲

げるところによるものとする。 

一 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が

日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ

スの提供を行うこと。 

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 

 

(15) 指定居宅介護の具体的取扱方針（基準第 25 条） 

指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、

常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであること。 

 

（居宅介護計画の作成） 

第二十六条 サービス提供責任者（第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下こ

の節において同じ。）は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏ま

えて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。 

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にそ

の内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。 

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把

握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 

 

(16) 居宅介護計画の作成等（基準第 26 条） 

サービス提供責任者の中心的な業務である居宅介護計画の作成について規定したものであり、サ

ービス提供責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を踏まえて、当

該指定居宅介護事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含め、居

宅介護計画の原案を作成し、居宅介護計画に基づく支援を実施するものである。 

なお、居宅介護計画は次の点に留意して作成されるものである。 

① サービス提供責任者は、居宅介護計画の目標や内容等については、利用者及びその家族に、

理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

② 居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、居宅介護の提供によって解

決すべき課題を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担

当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らか

にするものとする。なお、居宅介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支え

ない。 

③ 居宅介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならない。 

④ サービス提供責任者は、他の従業者の行うサービスが居宅介護計画に沿って実施されているかに

ついて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 

 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第二十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介

護の提供をさせてはならない。 

 

 

（緊急時等の対応） 

第二十八条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

(17) 緊急時の対応（基準第 28 条） 

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他
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た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 

 

（支給決定障害者等に関する市町村への通知）） 

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその

他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなければならない。 

 

(18) 支給決定障害者等に関する市町村への通知（基準第 29 条） 

法第８条第１項の規定により、市町村は、偽りその他不正な手段によって自立支援給付費の支

給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収

することができることにかんがみ、指定居宅介護事業者は、その利用者が偽りその他不正な手段によ

って自立支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、自立支援給付費の適正化の観点か

ら、遅滞なく、意見を付して市町村に通知しなければならないこととしたものである。 

 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の

管理を一元的に行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

3 サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指

定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等

を行うものとする。 

 

（19）管理者及びサービス提供責任者の責務（基準第 30 条） 

指定居宅介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管

理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に基準第二章第四節（運営に関する基

準）を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定居宅介護の利用の申込みに係

る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものである。 

 

（運営規程） 

第三十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程（第三十五条第一項において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

九 その他運営に関する重要事項 

 

(20) 運営規程（基準第 31 条） 

指定居宅介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定居宅介護の提供を確保する

ため、基準第 31 条第１号から第９号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定居宅

介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に以下の点に留意するものとする。なお、同一事業者

が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事

業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない（この点につい

ては他のサービス種類についても同様とする）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに

当たっては、基準第５条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記

載することも差し支えない（基準第９条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合について

も、同様とする。）（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

② 指定居宅介護の内容（第４号） 

「指定居宅介護の内容」とは、身体介護、通院等介助、家事援助、通院等のための乗車又は降

車の介助（以下「通院等乗降介助」という。）のサービスの内容を指すものであること。 

③ 支給決定障害者等から受領する費用の額（第４号） 
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指定居宅介護に係る利用者負担額のほかに、基準第 21 条第３項に規定する額を指すものであ

ること（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

④ 通常の事業の実施地域（第５号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。 

なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を

越えてサービスが行われることを妨げるものではないこと（以下、他のサービス種類についても同趣

旨）。 

⑤ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合の当該障害の種類（第７号） 

指定居宅介護事業者は、障害種別等にかかわらず利用者を受け入れることを基本とするが、指定

居宅介護の提供に当たっては、利用者の障害特性に応じた専門性に十分配慮する必要があること

から、提供するサービスの専門性を確保するため、特に必要がある場合において、あらかじめ、障害種

別により「主たる対象者」を定めることができることとしたものである。この場合、当該対象者から指定

居宅介護の利用に係る申込みがあった場合には、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んでは

ならないものであること。（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項（第８号） 

「虐待の防止のための措置」については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」（平成 23 年法律第 79 号）において、障害者虐待を未然に防止するための対策及

び虐待が発生した場合の対応について規定しているところであるが、より実効性を担保する観点から、

指定居宅介護事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られる

ための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。具体的には、 

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 

イ 成年後見制度の利用支援 

ウ 苦情解決体制の整備 

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施（研修方法や研修計画な

ど） 

オ 基準第 40 条の２第１項の「虐待の防止のための対策を検討する委員会（以下「虐待防止

委員会」という。）」の設置等に関すること 

等を指すものであること（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

⑦ その他運営に関する重要事項（第９号） 

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、

その旨を規定し、「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障障

発第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の２の

（１）で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記すること。 
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（介護等の総合的な提供） 

第三十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事

等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ること

があってはならない。 

 

(21) 介護等の総合的な提供（基準第 32 条） 

① 基本方針 

基準第４条の基本方針等を踏まえ、指定居宅介護の事業運営に当たっては、多種多様な居宅

介護の提供を行うべき旨を明確化したものである。指定居宅介護は、生活全般にわたる援助を行う

ものであることから、指定居宅介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等

の家事を総合的に提供しなければならず（通院等介助又は通院等乗降介助を行う指定居宅介護

事業者についても、身体介護又は家事援助を総合的に提供しなければならない｡）、また、指定居

宅介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、

家事援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等介助又は通院等乗降介助に限定されたりし

てはならないこととしたものである。 

② 特定のサービスに偏ることの禁止 

サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の

方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判

断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。この「偏ること」と

は、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間

が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに該当するものである。 

③ 指定の際の市町村への意見照会 

通院等乗降介助を行う指定居宅介護事業者について、都道府県知事が指定を行うに当たって

は、事業所の所在地の市町村に対して意見を求めることとする（確認すべき事項等については、別に

定める）。 

なお、基準第 32 条は、基準該当居宅介護事業者には適用されない。 

 

（勤務体制の確保等） 

第三十三条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、

指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者に

よって指定居宅介護を提供しなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

(22) 勤務体制の確保等（基準第 33 条） 

利用者に対する適切な指定居宅介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定

したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

① 基準第 33 条第１項は、指定居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従

業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サ

ービス提供責任者である旨等を明確にすることを定めたものであること。 

② 同条第２項は、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供するべきこと

を規定したものであるが、指定居宅介護事業所の従業者とは、雇用契約その他の契約により、当

該事業所の管理者の指揮命令下にある従業者を指すものであること。 

③ 同条第３項は、当該指定居宅介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施

する研修や当該指定居宅介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとした

ものであること。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇
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用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の２

第１項の規定に基づき、指定居宅介護事業者には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワ

ーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を

講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。指定居宅介護事業者が講ず

べき措置の具体的内容及び指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組については、次の

とおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族

等から受けるものも含まれることに留意すること。 

ア 指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容 

指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に

起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示

第 615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して

雇用管理上構ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハ

ラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい 

内容は以下のとおりである。 

ａ 指定居宅介護事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、従業者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための指定居宅介護事業者の方針の明確化等の措置義務について

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律

第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業（資

本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の企業）は、令和４年４月１

日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点か

ら、必要な措置を講じるよう努められたい。 

イ 指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止

のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への

相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作

成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されているので参考にされたい。 
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（業務継続計画の策定等） 

第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

（23）業務継続計画の策定等（基準第 33 条の２） 

① 基準第 33 条の２は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利

用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、

研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の２に基づき指定居宅介護事業者に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染

症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓

練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。なお、業務継続計

画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以下「令和３年改正省令」

という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間

は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障

害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及

び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。従業者

教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新

規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録するこ

と。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のた
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めの研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できる

よう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が

発生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、

感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないも

のの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（衛生管理等） 

第三十四条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管

理を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延し

ないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

三 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

（24）衛生管理等（基準第 34 条） 

① 基準第 34 条第１項及び第２項は、指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健

康状態の管理並びに指定居宅介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきこ

とを規定したものである。特に、指定居宅介護事業者は、従業者が感染源となることを予防し、ま

た従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予

防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具

体的には次のアからウまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき指定居宅介護事

業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。なお、感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る義務付けの適用に当たっては、令

和３年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日

までの間は、努力義務とされている。 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅

広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の

者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にする

とともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくこと

が必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など指定居宅介護事業所の状況に応じ、

おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して

必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、障害のある者が

参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。この際、厚生労働省「福

祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、指定居宅介護事業所に実施が求められるものであるが、他のサ
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ービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該指定居宅介護事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平

常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、指定居宅介護事業所内の衛生管理（環境の整備等）、支援にか

かる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、

感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連

携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における指定居宅介護事業所内の連絡

体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のた

めの感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。 

ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指

針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定居宅介護事業所が定期的な教育

（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望まし

い。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マ

ニュアル」等を活用するなど、指定居宅介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定

居宅介護事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミ

ュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発

生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指

定居宅介護事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施す

るものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（掲示） 

第三十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

(25) 掲示（基準第 35 条） 

① 基準第 35 条第１項は、指定居宅介護事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事

故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有

無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定居宅介護事業所の見やすい場所に

掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。 
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ることができる。 

 

ア 指定居宅介護事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族等に

対して見やすい場所のことであること。 

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、

従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な

形で当該指定居宅介護事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができるこ

とを規定したものである。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図るこ

と。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

(26) 身体拘束等の禁止（基準第 35 条の２） 

① 基準第 35 条の２第１項及び第２項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体

拘束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員

の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者

を決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用する

ことが望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。

また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた

対応を検討すること。 

なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束

等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘

束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とした

ものではないことに留意することが必要である。 

身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、

身体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 



165 

 

基準 解釈通知 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」に

は、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身

体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護

事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時には必

ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において

身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施して

いるものとみなして差し支えない。 

 

（秘密保持等） 

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。 

 

（27）秘密保持等（基準第 36 条） 

① 基準第 36 条第１項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者

及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該

指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらかじめ、文書

により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 
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（情報の提供等） 

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利

用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その

内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

（利益供与等の禁止） 

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対

して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の

障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（28）利益供与等の禁止（基準第 38 条） 

① 基準第 38 条第１項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害

福祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指

定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福

祉サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障

害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相

談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該

事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 

 

（苦情解決） 

第三十九条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市

町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は

その家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により

都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都

道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

（29）苦情解決（基準第 39 条） 

① 基準第 39 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示するこ

とが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

内容等を記録することを義務付けたものである。 

また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第３項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する

必要が生じることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助

言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 
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5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定に

より都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う

調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第

三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならな

い。 

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八

十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

 

（事故発生時の対応） 

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（30）事故発生時の対応（基準第 40 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、利用者に対

する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家

族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置することや救命講習等を受講すること

が望ましいこと。なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域

においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針」

（平成 14 年３月28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されているので、

参考にされたい。 

 

（虐待の防止） 

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従

(31) 虐待の防止（基準第 40 条の２） 

① 同条第第１項の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実

施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 
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業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、

再発防止策を検討、実行） 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任

の虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利

用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者

（必置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹

底することが必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等

適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐

待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防

止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるた

めのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式

を整備すること。 

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された

内容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望

ましい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 
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カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会

が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規

採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合

でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置するこ

と。 

 

（会計の区分） 

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（32）会計の区分（基準第 41 条） 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の

事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。 

 

（記録の整備） 

第四十二条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当

該指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 

 

（33）記録の整備（基準第 42 条） 

指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備して

おく必要があること。なお、基準第 42 条第２項により、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の

提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該居宅介護を提供した日か

ら、少なくとも５年以上保存しておかなければならないこととしたものである。 

① 指定居宅介護に関する記録 

ア 基準第 19 条に規定する指定居宅介護の提供に係る記録 

イ 基準第 26 条に規定する居宅介護計画 

ウ 基準第 35 条の２第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 39 条に規定する苦情の内容等に係る記録 

オ 基準第 40 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

② 基準第 29 条に規定する市町村への通知に係る記録 
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（３）共生型重度訪問介護 

① 基本方針 

○ 共生型重度訪問介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

重度訪問介護事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害に

より行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及び

その置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活

全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 第一節 基本方針 

第四条  

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の

知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要す

るものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身

体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、

洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言

その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定訪問介護事業所において共生型重度訪問介護を行った場合は、障害福祉サービ

ス等報酬における以下の重度訪問介護サービス費を請求することができます。 

・ 重度訪問介護サービス費 

イ 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営

業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当で

ない外出を除く。)時における移動中の介護を行った場合 

(1) 所要時間 1 時間未満の場合 184 単位 

(2) 所要時間 1 時間以上 1 時間 30 分未満の場合 274 単位 

(3) 所要時間 1 時間 30 分以上 2 時間未満の場合 366 単位 
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(4) 所要時間 2 時間以上 2 時間 30 分未満の場合 457 単位 

(5) 所要時間 2 時間 30 分以上 3 時間未満の場合 549 単位 

(6) 所要時間 3 時間以上 3 時間 30 分未満の場合 639 単位 

(7) 所要時間 3 時間 30 分以上 4 時間未満の場合 731 単位 

(8) 所要時間 4 時間以上 8 時間未満の場合 816 単位に所要時間 4 時間から計

算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 

(9) 所要時間 8 時間以上 12 時間未満の場合 1,496 単位に所要時間 8 時間か

ら計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 

(10) 所要時間 12 時間以上 16 時間未満の場合 2,171 単位に所要時間 12 時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 

(11) 所要時間 16 時間以上 20 時間未満の場合 2,817 単位に所要時間 16 時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数 

(12) 所要時間 20 時間以上 24 時間未満の場合 3,499 単位に所要時間 20 時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 

ロ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院、同条第 2

項に規定する診療所若しくは同法第 2 条第 1 項に規定する助産所又は介護保険法

(平成 9 年法律第 123 号)第 8 条第 28 項に規定する介護老人保健施設若しくは

同条第 29 項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)に入院又は入所をして

いる障害者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援その他の

必要な支援を行った場合 

(1) 所要時間 1 時間未満の場合 184 単位 

(2) 所要時間 1 時間以上 1 時間 30 分未満の場合 274 単位 

(3) 所要時間 1 時間 30 分以上 2 時間未満の場合 366 単位 

(4) 所要時間 2 時間以上 2 時間 30 分未満の場合 457 単位 

(5) 所要時間 2 時間 30 分以上 3 時間未満の場合 549 単位 

(6) 所要時間 3 時間以上 3 時間 30 分未満の場合 639 単位 

(7) 所要時間 3 時間 30 分以上 4 時間未満の場合 731 単位 

(8) 所要時間 4 時間以上 8 時間未満の場合 816 単位に所要時間 4 時間から計

算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 

(9) 所要時間 8 時間以上 12 時間未満の場合 1,496 単位に所要時間 8 時間か

ら計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 

(10) 所要時間 12 時間以上 16 時間未満の場合 2,171 単位に所要時間 12 時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 

(11) 所要時間 16 時間以上 20 時間未満の場合 2,817 単位に所要時間 16 時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数 
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(12) 所要時間 20 時間以上 24 時間未満の場合 3,499 単位に所要時間 20 時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 

 

※ 重度訪問介護サービス費にかかる減算が適用される場合は、減算後の単位数 

 

○ この他、障害福祉サービス等報酬の重度訪問介護に設けられている加算についても、要

件を満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス報酬告示（基本報酬）＞ 

1 イについては、区分 4(区分省令第 1 条第 5 号に掲げる区分 4 をいう。以下同じ。)以上に

該当し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護に係る指定障

害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第 2 条第 9 号に規定する指定障害福祉サービス

をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を

行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者、共生型重度訪問

介護(指定障害福祉サービス基準第 43 条の 3 に規定する共生型重度訪問介護をいう。以下

同じ。)の事業を行う者(以下「共生型重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業

所(以下「共生型重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る

基準該当障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第 2 条第 14 号に規定する基準該当

障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「基準該当重度訪問介護事業者」

という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる

従業者(以下「重度訪問介護従業者」という。)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に

係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)、共生型重度訪問介護又は

重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行っ

た場合に、所定単位数を算定する。 

(1) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること。 

(一) 二肢以上に麻痺等があること。 

(二) 区分省令別表第一における次の(a)から(d)までに掲げる項目について、それぞれ(a)から

(d)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。 

(a) 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(b) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(c) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(d) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。 

2 イについては、平成 18 年 9 月 30 日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費

用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 169 号)別表介護給付費等単位
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数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の 1 の注 5 に規定する日常生活支援

をいう。以下同じ。)の支給決定(法第 19 条第 1 項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を

受けている利用者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介

護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定

する。 

(1) 区分 3(区分省令第 1 条第 4 号に掲げる区分 3 をいう。以下同じ。)以上に該当している

こと。 

(2) 日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の 5 の注 1 に規定する指定外出介護等

の支給量(法第 22 条第 4 項に規定する支給量をいう。)の合計が 125 時間を超えていること。 

2 の 2 ロについては、注 1 の(1)又は(2)に掲げる者であって、区分 6(区分省令第 1 条第 7 号

に掲げる区分 6 をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度

訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問

介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、

入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90 日以内の期間に限り、

所定単位数を算定する。ただし、90 日を超えた期間に行われた場合であっても、入院又は入所

をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位

数に代えて、所定単位数の 100 分の 80 に相当する単位数を算定できるものとする。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000498154.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000498154.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定訪問介護事業者が共生型重度訪問介護を実施する場合、指定訪問介護事業所の利用者の数と共生型重度訪問事業所の利用者の数

を合計し、その数に応じて、指定訪問介護事業所として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害福祉サービス基準＞ 

（共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第四十三条の三 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型重度訪問介護」

という。）の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとす

る。 

一 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介

護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。 

二 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

＜障害福祉サービス基準解釈通知＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

４ 共生型障害福祉サービスに関する基準 

(２) 共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準（基準第 43 条の３） 

共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者（以下「共生型重度訪問介護事業

者」という。）の従業者の員数の取扱いは、指定重度訪問介護と同様であることから１の（１）から

（５）を参照されたい。 

 

（準用） 

第四十三条の四 第四条（第三項及び第四項を除く。）、第五条第二項及び第三項、第六条

並びに前節（第四十三条を除く。）の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事

業について準用する。 

 

(３) 準用（基準第 43 条の４） 

指定居宅介護の人員、設備及び運営に関する基準のうち、基準第４条（第３項及び第４項を

除く。）、第５条第２項及び第６条から第 42 条までについては、共生型居宅介護及び共生型重

度訪問介護に準用されるものであることから、１の（１）から（32）（共生型重度訪問介護につ

いては（３）の④を除く。）までを参照されたい。 

 

 (４）共生型居宅介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、同一の事業所において他の

サービスを行う場合の人員の特例要件について 

共生型居宅介護事業者が、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定訪問介

護の事業、第一号訪問事業又は移動支援事業を同一の事業所において行う場合及び共生型重

度訪問介護事業者が、指定居宅介護、指定同行援護、指定行動援護、指定訪問介護の事業、

第一号訪問事業又は移動支援事業を同一の事業所において行う場合の人員の特例の取扱いは、
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基準 解釈通知 

指定居宅介護又は指定重度訪問介護と同様であることから１の（８）を参照されたい。 

 

 (５) 共生型サービスと称することについて 

地域共生社会の実現に向けた取組を推進するため、 

・ 法令上「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ

以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険の認知症対応型共

同生活介護）の両方の指定を受け一体的にサービス提供しているもの 

・ 障害福祉制度と介護保険の両方の基準を満たして両方の指定を受け一体的にサービス提供

しているもの 

・ 介護保険制度の基準を満たして指定を受け、かつ、障害福祉介護保険の基準該当サービス

を活用して一体的にサービス提供しているもの 

についても「共生型サービス」と称することができること。 

 

＜準用条文＞ 

 

（従業者の員数） 

第五条第 2 項 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専

ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模（当該指定居宅介護事業者が重度訪

問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの

事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的

に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉

サービスの事業の規模）に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場

合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法による

ことができる。 

3 前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事

業の規模は推定数とする。 

 

＜準用条文＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

１ 人員に関する基準 

(２) サービス提供責任者（基準第５条第２項） 

① 配置の基準 

ア 事業の規模に応じて１人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととしているが、

管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。なお、これについては、最小限

必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。 

また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。 

ａ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間を除

く。）が 450 時間又はその端数を増すごとに１人以上 

ｂ 当該事業所の従業者の数が 10 人又はその端数を増すごとに１人以上 

ｃ 当該事業所の利用者の数が 40 人又はその端数を増すごとに１人以上 

したがって、例えば、月間の延べサービス提供時間が 450 時間を超えていても、従業者の

数が 10 人以下であれば、ｂの基準、利用者の数が 40 人以下であればｃの基準により

サービス提供責任者は１人で足りることとなる。 

（例）延べサービス提供時間 640 時間、従業者数 12 人（常勤職員５人及び非常勤

職員７人）及び利用者数 20 人である場合、ｃの基準により、配置すべきサービス提供

責任者は１人で足りることとなる。 

ｄ c の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供

責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している当該事業所において、サービ

ス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべき
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基準 解釈通知 

サービス提供責任者の員数は、利用者の数が 50 人又はその端数を増すごとに１人以上

とすることができる。 

この場合次の点に留意する必要がある。 

・ 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者が当

該事業所の居宅介護従業者として行ったサービス提供時間（事業所における待機時間や

移動時間を除く。）が、１月あたり 30 時間以内であること。 

・ 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、基準においてサービス

提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られているこ

とが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。 

・ 居宅介護従業者の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソフトなどの活用により、迅

速な調整を可能としていること 

・ 利用者情報（居宅介護計画やサービス提供記録等）について、タブレット端末やネットワー

クシステム等の IT 機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能としてい

ること 

・ 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（主担当や副担当を

定めている等）を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチー

ムとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補

完することを可能としていること 

この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者について

は、イの規定に関わらず、別表５に示すサービス提供責任者数を配置するものとする。 

イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱いは次のと

おりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事

業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間

数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）の２分の１以上に達している者でなけ

ればならない。 

ａ ①のアのａ、ｂ又はｃに基づき、１人を超えるサービス提供責任者を配置しなければなら

ない事業所については、常勤換算方法によることができる。この場合において、配置すべきサ

ービス提供責任者の員数は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供

時間を 450 で除して得られた数（小数点第一位に切り上げた数）、従業者の数を 10 で

除して得られた数又は利用者の数を 40 で除して得られた数（小数点第一位に切り上げ

た数）以上とする。 

ｂ ａに基づき、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのａ、ｂ又はｃに基

づき算出されるサービス提供責任者数から１を減じて得られた数以上の常勤のサービス提

供責任者を配置するものとする。 

ｃ ①のアのａ、ｂ又はｃに基づき、６人以上のサービス提供責任者を配置しなければならな

い事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのａ、ｂ又は
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ｃに基づき算出されるサービス提供責任者の数に２を乗じて３で除して得られた数（一の

位に切り上げた数）以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

従って、具体例を示すと別表１から３までに示す常勤換算方法を採用する事業所で必要とな

る常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

ウ 事業の規模については、前３月の平均値を用いる。この場合、前３月の平均値は、歴月ごとの

数を合算し、３で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所において

は、適切な方法により推定するものとする。 

エ 当該指定居宅介護事業所が提供する指定居宅介護のうち、通院等乗降介助に該当するもの

のみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 人として計算すること。 

② 資格要件 

サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤の従業者から選任すること。 

ア 介護福祉士 

イ 社会福祉士及び介護福祉士法（和 62 年法律第 30 号）第 40 条第２項第２号の指定

を受けた学校又は養成施設において１月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得す

るための研修（以下「実務者研修」という。）を修了した者 

ウ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 25 号）による

改正前の介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 22 条の 23 第１項に

規定する介護職員基礎研修を修了した者 

エ 居宅介護従業者養成研修（指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定め

るものの一部を改正する件（平成 25 年厚生労働省告示第 104 号）による改正前の指定居

宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 18 年厚生労働省告示第

538 号。）第２号に規定する１級課程（以下「１級課程」という。）を修了した者 

オ 居宅介護職員初任者研修（指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定め

るもの（平成 18 年厚生労働省告示第 538 号。）第３号に規定する居宅介護の提供に当た

る従業者に係る研修をいう。以下同じ。）の課程を修了した者であって３年以上介護等の業務

に従事した者（ウ、エに掲げる者を除く。） 

なお、看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除することが可能とされてい

たことから、１級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、

３年以上の実務経験は要件としないこと。 

また、介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当する

ものについても、アからオまでと同様に取り扱って差し支えないものとする。 

③ 留意点 

②のオに掲げる「居宅介護職員初任者研修課程を修了した者であって３年以上介護等の業務に

従事した者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）第 40 条第２項

第５号に規定する「３年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについ

ては、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の
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業務の範囲等について」（昭和 63 年２月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長、児童家庭局長

連名通知）の別添２「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」（以

下「業務の範囲通知」という。）を参考とされたい。 

この場合、３年間の実務経験の要件が達成された時点と居宅介護職員初任者研修課程の研修

修了時点との時間的な前後関係は問わないものであること。 

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含

まれないものであるが、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）に基づき設立された特

定非営利活動法人が法第 36 条第１項の規定に基づき居宅介護に係る指定を受けている又は受

けることが確実に見込まれる場合であって、当該特定非営利活動法人が指定を受けて行うことを予

定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的

に、当該特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人格を付与される前の当該団体が行

う事業に従事した経験を有する者の従事期間を、当該者の３年の実務経験に算入して差し支えな

いものとする。 

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格としての実務経験に当該従事期間を算

入することはできないものであること。 

④ 暫定的な取扱いに係る留意点居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、

３年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであ

ることから、指定居宅介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に

実務者研修の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならない

ものであること。 

 

（管理者） 

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事させることができるものとする。 

 

（３）管理者（基準第６条） 

指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従

事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の

職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、指定居宅介護の従業者である必要はないも

のである。 

① 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと

認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管

理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所又は施設等の事業の内

容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設さ

れる指定障害者支援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務す

る場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、指定障害者支援施設等における勤

務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっ

ても差し支えない。） 
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（内容及び手続の説明及び同意） 

第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行った

ときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対

し、第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の

提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならな

い。 

 

３ 運営に関する基準 

（１）内容及び手続の説明及び同意（基準第９条） 

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤

務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用

申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に

配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事

業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこ

ととしたものである。 

なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望まし

いものである。 

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特

性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条第１項の規

定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 

⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

（契約支給量の報告等） 

第十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、

支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章において「契約支給

量」という。）その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を支給決

定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項そ

の他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅滞なく報告しなければならな

い。 

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

 

（２）契約支給量の報告等（基準第 10 条） 

① 契約支給量等の受給者証への記載 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立した時は、利用者の受給者証

に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定居宅介護の内容、当該事業者が当該利用者に

提供する月当たりの指定居宅介護の提供量（契約支給量）、契約日等の必要な事項を記載す

ること。 

なお、当該契約に係る指定居宅介護の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了した

場合には当該月で既に提供した指定居宅介護の量を記載することとしたものである。 

② 契約支給量 

基準第 10 条第２項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を

超えてはならないこととしたものである。 

③ 市町村への報告 
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同条第３項は、指定居宅介護事業者は、①の規定による記載をした場合に、遅滞なく市町村に

対して、当該記載事項を報告することとしたものである。 

 

（提供拒否の禁止） 

第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。 

 

（３）提供拒否の禁止（基準第 11 条） 

指定居宅介護事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したも

のであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するもの

である。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これ

に該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅

介護を提供することが困難な場合 

④ 入院治療が必要な場合 

である。 

 

（連絡調整に対する協力） 

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

（４）連絡調整に対する協力（基準第 12 条） 

指定居宅介護事業者は、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行

う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障

害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事

業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（５）サービス提供困難時の対応（基準第 13 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 11 条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第 13 条の規定により、適当な他の

指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

 

（受給資格の確認） 

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

（６）受給資格の確認（基準第 14 条） 

指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られる

ものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければ

ならないこととしたものである。 

 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要

（７）介護給付費の支給の申請に係る援助（基準第 15 条） 

① 支給決定を受けていない利用者 

基準第 15 条第１項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者
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な援助を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該

事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余

裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定め

たものである。 

 

（心身の状況等の把握） 

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

 

 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

 

 

（身分を証する書類の携行） 

第十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

（８）身分を証する書類の携行（基準第 18 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居

宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、この証書等には、当該指定居宅介護事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものと

し、当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 

 

（サービスの提供の記録） 

第十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅

介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

（９）サービスの提供の記録（基準第 19 条） 

① 記録の時期 

基準第 19 条第１項は、利用者及び指定居宅介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利

用状況等を把握できるようにするため、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、

当該指定居宅介護の提供日、提供したサービスの具体的内容（例えば、身体介護と家事援助の

別等）、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録

するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。 
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② 利用者の確認 

同条第２項は、同条第１項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続

を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。 

 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭

の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説

明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払につい

ては、この限りでない。 

 

（10）支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等（基準第 20 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 21 条第１項から第３項に規定する額の他曖昧な名目による

不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるも

のについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないもので

ある。 

① 指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用で

あること。 

② 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用

者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第二十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から

当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定

障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通

常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の

額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証

を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決

定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意

を得なければならない。 

 

（11）利用者負担額等の受領（基準第 21 条） 

① 利用者負担額の受領 

基準第 21 条第１項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定

居宅介護についての利用者負担額として、法第 29 条第３項第２号に規定する政令で定める額

（政令で定める額よりも、サービス提供に要した費用の１割相当額の方が低い場合は、１割相当

額）の支払を受けなければならないことを規定したものである。 

なお、法第 31 条の規定により、介護給付費等の額の特例の適用を受ける場合は、市町村が定める

額を利用者負担額とする。 

② 法定代理受領を行わない場合 

同条第２項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際に

は、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第 29 条第３項第１号に規

定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該居宅介護に要した

費用（法第 29 条第１項に規定する特定費用を除く。）の額を超えるときは、当該居宅介護に要

した費用の額）の支払を受けるものとしたものである。 

③ 交通費の受領 

同条第３項は、指定居宅介護の提供に関して、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定

により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合の交通費（移

動に要する実費）の支払を利用者から受けることができることとしたものである。 

④ 領収証の交付 

同条第４項は、前３項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交

付することとしたものである。 
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⑤ 利用者の事前の同意 

同条第５項は、同条第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたもので

ある。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第二十二条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害

者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉

サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害

福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第

二十九条第三項（法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により

算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合

計額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用

者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福

祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

 

（12）利用者負担額に係る管理（基準第 22 条） 

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、利用者負担額等に係る管理を行

うこととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。 

 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第二十三条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介

護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介

護給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係

る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 

 

（13）介護給付費の額に係る通知等（基準第 23 条） 

① 利用者への通知 

基準第 23 条第１項は、指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介

護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の

額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の利用者への交付 

同条第２項は、基準第 21 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定居

宅介護の内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。 

 

（指定居宅介護の基本取扱方針） 

第二十四条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されな

ければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

 

（14）指定居宅介護の基本取扱方針（基準第 24 条） 

指定居宅介護は、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の身体その他の状

況及びその置かれている環境に応じて適切に提供されなければならないこととしたものである。 

提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価

を行うとともに、居宅介護計画の見直しを行うなど、その改善を図らなければならないものであること。 

 

（指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第二十五条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲

（15）指定居宅介護の具体的取扱方針（基準第 25 条） 

指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、
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げるところによるものとする。 

一 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が

日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ

スの提供を行うこと。 

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 

 

常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであること。 

 

（居宅介護計画の作成） 

第二十六条 サービス提供責任者（第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下こ

の節において同じ。）は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏ま

えて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。 

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にそ

の内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。 

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把

握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 

 

（16）居宅介護計画の作成等（基準第 26 条） 

サービス提供責任者の中心的な業務である居宅介護計画の作成について規定したものであり、サ

ービス提供責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を踏まえて、当

該指定居宅介護事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含め、居

宅介護計画の原案を作成し、居宅介護計画に基づく支援を実施するものである。 

なお、居宅介護計画は次の点に留意して作成されるものである。 

① サービス提供責任者は、居宅介護計画の目標や内容等については、利用者及びその家族に、

理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

② 居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、居宅介護の提供によって解

決すべき課題を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担

当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかに

するものとする。なお、居宅介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えな

い。 

③ 居宅介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならない。 

④ サービス提供責任者は、他の従業者の行うサービスが居宅介護計画に沿って実施されているかに

ついて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 

 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第二十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介

護の提供をさせてはならない。 

 

 

（緊急時等の対応） 

第二十八条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 
 

（17）緊急時の対応（基準第 28 条） 

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 
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（支給決定障害者等に関する市町村への通知） 

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその

他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなければならない。 

 

（18）支給決定障害者等に関する市町村への通知（基準第 29 条） 

法第８条第１項の規定により、市町村は、偽りその他不正な手段によって自立支援給付費の支

給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収

することができることにかんがみ、指定居宅介護事業者は、その利用者が偽りその他不正な手段によ

って自立支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、自立支援給付費の適正化の観点か

ら、遅滞なく、意見を付して市町村に通知しなければならないこととしたものである。 

 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の

管理を一元的に行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

3 サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指

定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等

を行うものとする。 

 

（19）管理者及びサービス提供責任者の責務（基準第 30 条） 

指定居宅介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管

理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に基準第二章第四節（運営に関する基

準）を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定居宅介護の利用の申込みに係

る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものである。 

 

（運営規程） 

第三十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程（第三十五条第一項において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

九 その他運営に関する重要事項 

 

（20）運営規程（基準第 31 条） 

指定居宅介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定居宅介護の提供を確保する

ため、基準第 31 条第１号から第９号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定居宅

介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に以下の点に留意するものとする。なお、同一事業者

が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事

業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない（この点につい

ては他のサービス種類についても同様とする）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに

当たっては、基準第５条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記

載することも差し支えない（基準第９条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合について

も、同様とする。）（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

② 指定居宅介護の内容（第４号） 

「指定居宅介護の内容」とは、身体介護、通院等介助、家事援助、通院等のための乗車又は降

車の介助（以下「通院等乗降介助」という。）のサービスの内容を指すものであること。 

③ 支給決定障害者等から受領する費用の額（第４号） 

指定居宅介護に係る利用者負担額のほかに、基準第 21 条第３項に規定する額を指すものであ

ること（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

④ 通常の事業の実施地域（第５号） 
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通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。 

なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を

越えてサービスが行われることを妨げるものではないこと（以下、他のサービス種類についても同趣

旨）。 

⑤ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合の当該障害の種類（第７号） 

指定居宅介護事業者は、障害種別等にかかわらず利用者を受け入れることを基本とするが、指定

居宅介護の提供に当たっては、利用者の障害特性に応じた専門性に十分配慮する必要があること

から、提供するサービスの専門性を確保するため、特に必要がある場合において、あらかじめ、障害種

別により「主たる対象者」を定めることができることとしたものである。この場合、当該対象者から指定

居宅介護の利用に係る申込みがあった場合には、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んでは

ならないものであること。（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項（第８号） 

「虐待の防止のための措置」については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」（平成 23 年法律第 79 号）において、障害者虐待を未然に防止するための対策及

び虐待が発生した場合の対応について規定しているところであるが、より実効性を担保する観点から、

指定居宅介護事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られる

ための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。具体的には、 

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 

イ 成年後見制度の利用支援 

ウ 苦情解決体制の整備 

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施（研修方法や研修計画な

ど） 

オ 基準第 40 条の２第１項の「虐待の防止のための対策を検討する委員会（以下「虐待防止

委員会」という。）」の設置等に関すること 

等を指すものであること（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

⑦ その他運営に関する重要事項（第９号） 

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、

その旨を規定し、「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障障

発第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の２の

（１）で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記すること。 

 

（介護等の総合的な提供） 

第三十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事

等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ること

（21）介護等の総合的な提供（基準第 32 条） 

① 基本方針 

基準第４条の基本方針等を踏まえ、指定居宅介護の事業運営に当たっては、多種多様な居宅
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があってはならない。 

 

介護の提供を行うべき旨を明確化したものである。指定居宅介護は、生活全般にわたる援助を行う

ものであることから、指定居宅介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等

の家事を総合的に提供しなければならず（通院等介助又は通院等乗降介助を行う指定居宅介護

事業者についても、身体介護又は家事援助を総合的に提供しなければならない｡）、また、指定居

宅介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、

家事援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等介助又は通院等乗降介助に限定されたりし

てはならないこととしたものである。 

② 特定のサービスに偏ることの禁止 

サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の

方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判

断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。この「偏ること」と

は、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間

が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに該当するものである。 

③ 指定の際の市町村への意見照会 

通院等乗降介助を行う指定居宅介護事業者について、都道府県知事が指定を行うに当たって

は、事業所の所在地の市町村に対して意見を求めることとする（確認すべき事項等については、別に

定める）。 

なお、基準第 32 条は、基準該当居宅介護事業者には適用されない。 

 

（勤務体制の確保等） 

第三十三条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、

指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者に

よって指定居宅介護を提供しなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

（22）勤務体制の確保等（基準第 33 条） 

利用者に対する適切な指定居宅介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定

したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

① 基準第 33 条第１項は、指定居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従

業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サ

ービス提供責任者である旨等を明確にすることを定めたものであること。 

② 同条第２項は、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供するべきこと

を規定したものであるが、指定居宅介護事業所の従業者とは、雇用契約その他の契約により、当

該事業所の管理者の指揮命令下にある従業者を指すものであること。 

③ 同条第３項は、当該指定居宅介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施

する研修や当該指定居宅介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとした

ものであること。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の２

第１項の規定に基づき、指定居宅介護事業者には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワ
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ーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を

講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。指定居宅介護事業者が講ず

べき措置の具体的内容及び指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組については、次の

とおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族

等から受けるものも含まれることに留意すること。 

ア 指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容 

指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に

起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示

第 615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して

雇用管理上構ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハ

ラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとお

りである。 

ａ 指定居宅介護事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を

明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、従業者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための指定居宅介護事業者の方針の明確化等の措置義務につい

ては、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法

律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業

（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の企業）は、令和４年４

月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観

点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

イ 指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止

のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への

相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作

成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されているので参考にされたい。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

（23）業務継続計画の策定等（基準第 33 条の２） 

① 基準第 33 条の２は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利

用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施
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ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、

研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の２に基づき指定居宅介護事業者に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染

症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓

練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以下

「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６

年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障

害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及

び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとと

もに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できる

よう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が
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発生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、

感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないも

のの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（衛生管理等） 

第三十四条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管

理を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延し

ないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

三 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

（24）衛生管理等（基準第 34 条） 

① 基準第 34 条第１項及び第２項は、指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健

康状態の管理並びに指定居宅介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきこ

とを規定したものである。特に、指定居宅介護事業者は、従業者が感染源となることを予防し、ま

た従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予

防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具

体的には次のアからウまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき指定居宅介護事

業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。 

なお、感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る義務付けの適用に当たっては、令和

３年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日ま

での間は、努力義務とされている。 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種

により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極

的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感

染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。感染対策

委員会は、利用者の状況など指定居宅介護事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定

期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要があ

る。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な

機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、障害のある者が参加する場

合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。この際、厚生労働省「福祉分野における個

人情報保護に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することと

して差し支えない。また、指定居宅介護事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 
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当該指定居宅介護事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時

の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、指定居宅介護事業所内の衛生管理（環境の整備等）、支援にかかる

感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大

の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への

報告等が想定される。また、発生時における指定居宅介護事業所内の連絡体制や上記の関係機

関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための

感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。 

ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的

内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づい

た衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定居宅介護事業所が定期的な教育（年１

回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修

の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュ

アル」等を活用するなど、指定居宅介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定居宅介護

事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレ

ーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時にお

いて迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指定居宅介護事

業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（掲示） 

第三十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

 

（25）掲示（基準第 35 条） 

① 基準第 35 条第１項は、指定居宅介護事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事

故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有

無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定居宅介護事業所の見やすい場所に

掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。 

ア 指定居宅介護事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族等に

対して見やすい場所のことであること。 

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、
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従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な

形で当該指定居宅介護事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができるこ

とを規定したものである。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図るこ

と。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

（26）身体拘束等の禁止（基準第 35 条の２） 

① 基準第 35 条の２第１項及び第２項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体

拘束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員

の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者

を決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用する

ことが望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。

また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた

対応を検討すること。 

なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束

等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘

束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とした

ものではないことに留意することが必要である。 

身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、

身体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」に
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は、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身

体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護

事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時には必

ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において

身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施して

いるものとみなして差し支えない。 

 

（秘密保持等） 

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。 

 

（27）秘密保持等（基準第 36 条） 

① 基準第 36 条第１項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者

及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該

指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらかじめ、文書

により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

（情報の提供等） 

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利
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用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その

内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

（利益供与等の禁止） 

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対

して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の

障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（28）利益供与等の禁止（基準第 38 条） 

① 基準第 38 条第１項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害

福祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指

定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福

祉サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障

害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相

談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該

事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 

 

（苦情解決） 

第三十九条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市

町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は

その家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により

都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都

道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定に

より都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

（29）苦情解決（基準第 39 条） 

① 基準第 39 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示するこ

とが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

内容等を記録することを義務付けたものである。 

また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第３項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する

必要が生じることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助

言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 
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命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う

調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第

三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならな

い。 

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八

十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（30）事故発生時の対応（基準第 40 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、利用者に対

する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家

族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置することや救命講習等を受講すること

が望ましいこと。なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域

においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針」

（平成 14 年３月28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されているので、

参考にされたい。 

 

（虐待の防止） 

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

（31） 虐待の防止（基準第 40 条の２） 

① 同条第第１項の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実

施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、

再発防止策を検討、実行） 
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施すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専

任の虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、

利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた

対応を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者

（必置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹

底することが必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等

適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐

待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防

止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるた

めのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式

を整備すること。 

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された

内容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望

ましい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 
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③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員

会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新

規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行

う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場

合でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置するこ

と。 

 

（会計の区分） 

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（32）会計の区分（基準第 41 条） 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の

事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。 

 

（記録の整備） 

第四十二条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当

該指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 

 

（33）記録の整備（基準第 42 条） 

指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備して

おく必要があること。なお、基準第 42 条第２項により、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の

提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該居宅介護を提供した日か

ら、少なくとも５年以上保存しておかなければならないこととしたものである。 

① 指定居宅介護に関する記録 

ア 基準第 19 条に規定する指定居宅介護の提供に係る記録 

イ 基準第 26 条に規定する居宅介護計画 

ウ 基準第 35 条の２第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 39 条に規定する苦情の内容等に係る記録 

オ 基準第 40 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

② 基準第 29 条に規定する市町村への通知に係る記録 
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（４）共生型生活介護 

① 基本方針 

○ 共生型生活介護の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

生活介護事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利

用者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供そ

の他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

第一節 基本方針 

第七十七条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の四に規定する

者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の

便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定児童発達支援事業所等、指定通所介護事業所等、又は指定小規模多機能型

居宅介護事業所等において共生型生活介護を行った場合は、障害福祉サービス等報酬

における以下の共生型生活介護サービス費を請求することができます。 

・共生型生活介護サービス費 

(1)  指定児童発達支援事業所等又は指定通所介護事業所等が実施する場合 

共生型生活介護サービス費(Ⅰ) 698 単位 

(2)  指定小規模多機能型居宅介護事業所等が実施する場合 

共生型生活介護サービス費(Ⅱ) 859 単位 

 

※１ 指定児童発達支援事業所等：指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイ

サービス事業所 

※２ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護

事業所 

※３ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機
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能型居宅介護事業所 

※４ 人員欠如・定員超過等による減算が適用される場合は、減算後の単位数 

 

○ また、サービス管理責任者を１名以上配置し、地域に貢献する活動を行った場合には、

共生型生活介護固有の加算である、サービス管理責任者配置等加算を算定することが

できます。 

○ この他、障害福祉サービス等報酬の生活介護に設けられている加算についても、要件を

満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス報酬告示（基本報酬）＞ 

1 の 2 ロの(1)については、指定児童発達支援事業所等(指定障害福祉サービス基準第 93

条の 2 第 1 号に規定する指定児童発達支援事業所等をいう。以下同じ。)又は指定通所介護

事業所等(指定障害福祉サービス基準第 93 条の 3 第 1 号に規定する指定通所介護事業所

等をいう。以下同じ。)において、共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準第 93 条の 2 に

規定する共生型生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定す

る。ただし、地方公共団体が設置する指定通所介護事業所等の場合は、所定単位数の 1000

分の 965 に相当する単位数を算定する。 

1 の 3 ロの(2)については、指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定障害福祉サービス

基準第 93 条の 4 第 1 号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。以下

同じ。)において、共生型生活介護を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。ただし、

地方公共団体が設置する指定小規模多機能型居宅介護事業所等の場合は、所定単位数の

1000 分の 965 に相当する単位数を算定する。 

 

 

＜障害福祉サービス報酬告示（加算）＞ 

8 の 3 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共

生型生活介護事業所について、1 日につき 58 単位を加算する。 

(1) サービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第 50 条第 1 項第 4 号に規定するサー

ビス管理責任者をいう。以下同じ。)を 1 名以上配置していること。 

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。 

 

 

＜障害福祉サービス留意事項通知（加算）＞ 

２（６）②（八） 共生型生活介護事業所にサービス管理責任者が配置されている等の場

合の所定単位数の算定について 
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サービス管理責任者を１名以上配置しており、地域に貢献する活動を行っているものとして都道

府県知事に届け出た場合に算定できることとする。 

なお、地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、「認

知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボラ

ンティアの受入れや活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域

住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代

との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000498154.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000498154.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定児童発達支援事業者等、指定通所介護事業者等、指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型生活介護を実施する場合、指定

児童発達支援事業所等、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用者の数と共生型生活介護事業所の利

用者の数を合計し、その数に応じて、指定児童発達支援事業所等、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等とし

て必要とされる数以上を配置する必要があります。 

 

※１ 指定児童発達支援事業者等：指定児童発達支援事業者又は指定放課後等デイサービス事業者 

※２ 指定通所介護事業者等：指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者 

※３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者等：指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 

※４ 指定児童発達支援事業所等：指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所 

※５ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所 

※６ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害福祉サービス基準＞ 

（共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準） 

第九十三条の二 生活介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型生活介護」という。）

の事業を行う指定児童発達支援事業者（指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児

童発達支援事業者をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第六

十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。）が当該事業に関して満たす

＜障害福祉サービス基準解釈通知＞ 

第五 生活介護 

４ 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（１）共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等、指定通所介護事業者等、

指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準（基準 93 条の２、第 93 条の３及び第 93 条

の４） 



202 

 

基準 解釈通知 

べき基準は、次のとおりとする。 

一 指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支

援事業所をいう。第二百十五条において同じ。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通

所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第二百十五

条において同じ。）（以下「指定児童発達支援事業所等」という。）の従業者の員数が当該指定

児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援（指定通所支援基準第四条に規定する

指定児童発達支援をいう。）又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第六十五条に

規定する指定放課後等デイサービスをいう。）（以下「指定児童発達支援等」という。）を受ける障

害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。 

二 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

（共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第九十三条の三 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス等基

準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着型通所介護

事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚

生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第二十条第一項に規定

する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（以下「指定通所介護事業者等」という。）が当

該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介

護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第二

十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業

所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又

は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をい

う。以下同じ。）の面積を、指定通所介護（指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指

定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス基準第十九条

に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」という。）の利用者の

数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。 

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

三 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

 

生活介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型生活介護」という。）の事業を行う児童

福祉法による指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者、介護保険法による

指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業

者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

① 従業者の員数 

指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所、指定通所介護事業所、指

定地域密着型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下この

号において「指定児童発達支援事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型生活介護を受

ける利用者（障害者）の数を含めて当該指定児童発達支援事業所等の利用者の数とした場

合に、当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。 

なお、共生型生活介護の管理者と指定児童発達支援等の管理者を兼務することは差し支え

ないこと。 

② 設備 

指定児童発達支援事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。

ただし、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設

備等について障害者が使用するものに適したものとするよう配慮すること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは障害者、障害児及び要介護者に同じ場所で同

時に提供することを想定していることから、障害者、障害児又は要介護者がそれぞれ利用する設

備を区切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

③ 指定生活介護事業所その他の関係施設から、指定児童発達支援事業所等が障害者の支援

を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。 
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基準 解釈通知 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第九十三条の四 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定

地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準第百七十

一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基

準」という。）第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）が当該事業に関し

て満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい

う。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型

サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サ

ービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介護、共

生型自立訓練（機能訓練）（第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練（機能訓練）を

いう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（第百七十一条の二に規定する共生型自立訓

練（生活訓練）をいう。）又は共生型児童発達支援（指定通所支援基準第五十四条の二に規

定する共生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放課後等デイサービス（指定通所支援基準

第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。）（以下「共生型通いサービス」と

いう。）を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及

び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第百六十二条の三及び第百七十一条の三に

おいて同じ。）を二十九人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス

基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を

いう。）又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介

護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。第九十四条の二において同じ。）（以下「サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所等」という。）にあっては、十八人）以下とすること。 

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指定
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基準 解釈通知 

地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）のうち通いサービス

（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域

密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）の

利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第

百六十二条の三及び第百七十一条の三において同じ。）を登録定員の二分の一から十五人（登

録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じ

て、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、

十二人）までの範囲内とすること。 

 

登録定員 利用定員 

二十六人又は二十七人 十六人 

二十八人 十七人 

二十九人 十八人 

 

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス基準

第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防

サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。）は、機能を

十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービ

ス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四

条に規定する基準を満たしていること。 

五 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

（準用） 

第九十三条の五 第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、

第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七

（２）準用（基準第 93 条の５） 

① 基準第 93 条の５の規定により、基準第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条、第 22

条、第 23 条、第 28 条、第 33 条の 2、第 35 条の２から第 41 条まで、第 51 条、第 57 条
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条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、

第七十七条、第七十九条及び前節（第九十三条を除く。）の規定は、共生型生活介護の事業

について準用する。 

 

から第 60 条まで、第 66 条、第 68 条から第 70 条まで、第 74 条、第 75 条、第 77 条、第

79 条及び前節（第 93 条を除く。）の規定は、共生型生活介護の事業について準用されるも

のであるため、第３の３の（１）から（７）まで、（９）、（10）、（12）、（13）、

（17）、（22）の２及び （25）から（31）まで、第４の２、第４の３の（６）から

（９）まで、（15）、（17）から（19）まで、（21）から（23）まで、第５の３（（11）

を除く）を参照されたい。 

② ①により準用される第 10 条については、第五の３の（11）の②のとおり取り扱うものとする。 

③ ①により準用される基準 58 条で定める生活介護計画について、指定児童発達支援事業所等

にサービス管理責任者が配置されていない場合については、生活介護計画に相当する計画を作

成するように努めること。その際、障害児支援や高齢者介護の提供に係る計画等の作成に関し

経験のある者や、障害児支援や高齢者介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に

そのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に児童発達支援管理責任者又は介護支援専門

員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画の取りまとめを行わせることが望ましい。 

④ ①により準用される基準第 67 条第３号及び第 69 条については、第五の３の（11）の③のと

おり取り扱うものとする。 

この場合において、共生型生活介護の利用定員は、共生型生活介護の指定を受ける指定児

童発達支援事業所等において同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限とす

る。なお、当該利用定員の範囲内であれば、サービスごとの利用者の数に変動があっても差し支え

ないこと。 

（例） 定員 20 人の場合、利用日によって、共生型生活介護の利用者が 10 人、指定通

所介護等の利用者が 10 人であっても、共生型生活介護の利用者が５人、指定通所介護等の

利用者が 15 人であっても、差し支えない。 

 

 （３）その他の共生型サービスについて 

高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、 

・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の

両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

・ 法令上「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ

以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対応型

共同生活介護）について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの 

・ 介護保険制度の基準を満たして指定を受け、かつ、障害福祉制度の基準該当サービスを活

用して一体的にサービス提供しているもの 

についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが望

ましいこと。 
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 （４）その他の留意事項 

多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、共に活動することで、リハビリや自立・

自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型サービスは、要介護者、障害者及

び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定している。 

このため、同じ場所において、サービスを時間によって障害者、障害児に分けて提供する場合（例え

ば、午前中に障害者に対して生活介護、午後に要介護者に対して通所介護を提供する場合）は、

各サービスの提供時間において、各制度の共生型の特例による基準によらず、各サービスの基準を満

たしてサービス提供すること。 

 

＜準用条文＞ 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったと

きは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提

供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならな

い。 

 

＜準用条文＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

３ 運営に関する基準 

（１）内容及び手続の説明及び同意（基準第９条） 

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤

務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用

申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に

配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事

業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこ

ととしたものである。 

なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望まし

いものである。 

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特

性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条第１項の規

定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 

⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口を記載した書面を交付すること。 

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 
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（契約支給量の報告等） 

第十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、

支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章において「契約支給

量」という。）その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を支給決

定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項そ

の他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅滞なく報告しなければならな

い。 

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

 

（２）契約支給量の報告等（基準第 10 条） 

① 契約支給量等の受給者証への記載 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立した時は、利用者の受給者証

に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定居宅介護の内容、当該事業者が当該利用者に

提供する月当たりの指定居宅介護の提供量（契約支給量）、契約日等の必要な事項を記載す

ること。 

なお、当該契約に係る指定居宅介護の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了し

た場合には当該月で既に提供した指定居宅介護の量を記載することとしたものである。 

② 契約支給量 

基準第 10 条第２項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を

超えてはならないこととしたものである。 

③ 市町村への報告 

同条第３項は、指定居宅介護事業者は、①の規定による記載をした場合に、遅滞なく市町村に

対して、当該記載事項を報告することとしたものである。 

 

（提供拒否の禁止） 

第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。 

 

（３）提供拒否の禁止（基準第 11 条） 

指定居宅介護事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したも

のであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するもの

である。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに

該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介

護を提供することが困難な場合 

④ 入院治療が必要な場合 

である。 

 

（連絡調整に対する協力） 

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

（４）連絡調整に対する協力（基準第 12 条） 

指定居宅介護事業者は、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行

う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障

害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事

業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

（５）サービス提供困難時の対応（基準第 13 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 11 条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第 13 条の規定により、適当な他の指
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適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

 

（受給資格の確認） 

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

（６）受給資格の確認（基準第 14 条） 

指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られる

ものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければ

ならないこととしたものである。 

 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

（７）介護給付費の支給の申請に係る援助（基準第 15 条） 

① 支給決定を受けていない利用者 

基準第 15 条第１項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者

の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該

事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余

裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定め

たものである。 

 

（心身の状況等の把握） 

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

 

 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結

び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

 

 

（サービスの提供の記録） 

第十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

（９）サービスの提供の記録（基準第 19 条） 

① 記録の時期 

基準第 19 条第１項は、利用者及び指定居宅介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利
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2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅

介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

用状況等を把握できるようにするため、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、

当該指定居宅介護の提供日、提供したサービスの具体的内容（例えば、身体介護と家事援助の

別等）、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録

するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。 

② 利用者の確認 

同条第２項は、同条第１項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続

を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。 

 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭

の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説

明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払につい

ては、この限りでない。 

 

（10）支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等（基準第 20 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 21 条第１項から第３項に規定する額の他曖昧な名目による

不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるも

のについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないもので

ある。 

① 指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用で

あること。 

② 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用

者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第二十二条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害

者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ

ービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二

十九条第三項（法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算

定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計

額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者

負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉

サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

 

（12）利用者負担額に係る管理（基準第 22 条） 

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、利用者負担額等に係る管理を行

うこととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。 

 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第二十三条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介

護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介

護給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係

る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認めら

（13）介護給付費の額に係る通知等（基準第 23 条） 

① 利用者への通知 

基準第 23 条第１項は、指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介

護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の

額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の利用者への交付 
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れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 

 

同条第２項は、基準第 21 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定居

宅介護の内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。 

 

（緊急時等の対応） 

第二十八条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

（17）緊急時の対応（基準第 28 条） 

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

（23）業務継続計画の策定等（基準第 33 条の２） 

① 基準第 33 条の２は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利

用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、

研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の２に基づき指定居宅介護事業者に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染

症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓

練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以下

「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６

年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害

福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等） 
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イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとと

もに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発

生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一

体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないもの

の、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

 （25）掲示（基準第 35 条） 

① 基準第 35 条第１項は、指定居宅介護事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事

故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有

無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定居宅介護事業所の見やすい場所に

掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。 

ア 指定居宅介護事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族等に対

して見やすい場所のことであること。 

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従

業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な

形で当該指定居宅介護事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができるこ

とを規定したものである。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

（26）身体拘束等の禁止（基準第 35 条の２） 

① 基準第 35 条の２第１項及び第２項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体
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行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体拘

束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の

責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を

決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用すること

が望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。ま

た、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束

等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘

束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とした

ものではないことに留意することが必要である。 

身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身

体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」に

は、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身
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体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護

事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時には必

ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において

身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施してい

るものとみなして差し支えない。 

 

（秘密保持等） 

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。 

 

（27）秘密保持等（基準第 36 条） 

① 基準第 36 条第１項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者

及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該

指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらかじめ、文書

により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

（情報の提供等） 

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利

用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その

内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

（利益供与等の禁止） 

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対

して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

（28）利益供与等の禁止（基準第 38 条） 

① 基準第38条第１項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福

祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指定

居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉
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はならない。 

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の

障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障

害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相

談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該

事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 

 

（苦情解決） 

第三十九条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市

町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は

その家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により

都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都

道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定に

より都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う

調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第

三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならな

い。 

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八

十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

（29）苦情解決（基準第 39 条） 

① 基準第 39 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示するこ

とが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

内容等を記録することを義務付けたものである。 

また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第３項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必

要が生じることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言

を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 
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（事故発生時の対応） 

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（30）事故発生時の対応（基準第 40 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、利用者に対

する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家

族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤ） を設置することや救命講習等を受講するこ

とが望ましいこと。なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地

域においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講

じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針」

（平成 14 年３月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されているので、

参考にされたい。 

 

（虐待の防止） 

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（31） 虐待の防止（基準第 40 条の２） 

① 同条第第１項の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための

実施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の

上、再発防止策を検討、実行） 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任

の虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利

用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者

（必置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底

することが必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等

適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐
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待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防

止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるた

めのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式

を整備すること。 

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された

内容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ま

しい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会

が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規採

用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合

でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置するこ

と。 
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（会計の区分） 

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（32）会計の区分（基準第 41 条） 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の

事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。 

 

（管理者） 

第五十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理

者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等

の職務に従事させることができるものとする。 

 

第四 療養介護 

１ 人員に関する基準 

（７）管理者（基準第 51 条） 

① 管理者の専従 

指定療養介護事業所の管理者は、原則として、専ら当該指定療養介護事業所の管理業務に従

事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がな

いときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

ア 当該指定療養介護事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合 

イ 当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援

施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であって、

特に当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないと認められる場合 

② 管理者の資格要件 

指定療養介護事業所は病院であることから、指定療養介護事業所の管理者は医師でなければな

らない。 

 

（指定療養介護の取扱方針） 

第五十七条 指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者

の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画

一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

2 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利

用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければなら

ない。 

3 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

 

３ 運営に関する基準 

（６）指定療養介護の取扱方針（基準第 57 条） 

① 基準第 57 条第２項に規定する支援上必要な事項とは、指定療養介護計画の目標及び内容

のほか、行事及び日課等も含むものである。 

② 同条第３項は、指定療養介護事業者は、自らその提供する指定療養介護の質の評価を行うこ

とはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供する事業者として

の質の改善を図らなければならないこととしたものである。 

 

（療養介護計画の作成等） 

第五十八条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個

別支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務を担当させるもの

とする。 

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の

（７）療養介護計画の作成等（基準第 58 条） 

① 療養介護計画 

基準第 58 条においては、サービス管理責任者が作成すべき療養介護計画について規定している。 

療養介護計画は、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般

の質を向上させるための課題、指定障害福祉サービスの目標及びその達成時期、指定療養介護を

提供する上での留意事項等を記載した書面である。 
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希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管

理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介

護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計

画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指

定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画

の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介護の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとす

る。 

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付

しなければならない。 

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも六月に

一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行

うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

一 定期的に利用者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。 

 

また、療養介護計画は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利

用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支

援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。 

② サービス管理責任者の役割 

サービス管理責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を踏まえて、

当該指定療養介護事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含め

て、療養介護計画の原案を作成し、以下の手順により療養介護計画に基づく支援を実施するもので

ある。 

ア 利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を開催し、療養介

護計画の原案について意見を求めること 

イ 当該療養介護計画の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により

当該利用者の同意を得ること 

ウ 利用者へ当該療養介護計画を交付すること 

エ 当該療養介護計画の実施状況の把握及び療養介護計画の見直すべきかどうかについての検

討（当該検討は少なくとも６月に１回以上行われ、必要に応じて療養介護計画の変更を行う

必要があること。）を行うこと 

 

（サービス管理責任者の責務） 

第五十九条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとす

る。 

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用

状況等を把握すること。 

二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むこ

（８）サービス管理責任者の責務（基準第 59 条） 

サービス管理責任者は、療養介護計画の作成のほか、次の業務を担うものである。 

① 利用申込みに際し、当該利用者に係る他の障害福祉サービス等の提供状況の把握を行うこと 

② 指定療養介護事業所を退院し、自立した日常生活を営むことが可能かどうか、定期的に点検す

るとともに、自立した日常生活を営むことが可能と認められる利用者に対し、地域生活への移行へ

向けた支援を行うこと 

③ 他の従業者に対して、指定療養介護の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと 
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とができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に

対し、必要な支援を行うこと。 

三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

 

 

（相談及び援助） 

第六十条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の

援助を行わなければならない。 

 

（９）相談及び援助（基準第 60 条） 

基準第 60 条は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、常時

必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的にサービスを利用する利用者の生活の

質の向上を図ることを趣旨とするものである。 

 

（管理者の責務） 

第六十六条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務

の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守

させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（15）管理者の責務（基準第 66 条） 

指定療養介護事業所の管理者の責務として、指定療養介護事業所の従業者の管理及び指定

療養介護事業所の業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定療養

介護事業所の従業者に基準第三章第四節（運営に関する基準）の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うこととしたものである。 

 

（勤務体制の確保等） 

第六十八条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、

指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者に

よって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 

（17）勤務体制の確保等（基準第 68 条） 

利用者に対する適切な指定療養介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定

したものであるが、次の点に留意するものとする。 

① 基準第 68 条第１項は、指定療養介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表（生活支援

員の勤務体制を指定療養介護の単位等により２以上で行っている場合は、その勤務体制ごとの

勤務表）を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を

明確にすることを定めたものであること。 

② 同条第２項は、指定療養介護事業所は原則として、当該指定療養介護事業所の従業者によ

って指定療養介護を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の利用者に対するサービス提供に

直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第３項は、指定療養介護事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施す

る研修や当該指定療養介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めた

ものであること。 

④ 同条第４項の規定は、基準第 33 条第４項の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の 1 の

（22）を参照されたいこと。 

 

（定員の遵守） 

第六十九条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（18）定員の遵守（基準第 69 条） 

利用者に対する指定療養介護の提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定療養介護

事業所が定める利用定員（指定療養介護の事業の専用の病室のベッド数）を超えた利用者の受

入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービ
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スの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定療

養介護事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能と

することとしたものである。 

① １日当たりの利用者の数 

ア 利用定員 50 人以下の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数（複数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当

該指定療養介護の単位ごとの利用者の数。イ及び②において同じ。）が、利用定員（複数の

指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定療養介護の単位ごとの利用

定員。イ及び②において同じ。）に 110％を乗じて得た数以下となっていること。 

イ 利用定員 51 人以上の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数が、利用定員から 50 を差し引いた数に 105％を乗じて得た数に、55

を加えて得た数以下となっていること。 

② 過去３月間の利用者の数 

過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に 105％を乗じて得た数

以下となっていること。 

 

（非常災害対策） 

第七十条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとと

もに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整

備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

 

（19）非常災害対策（基準第 70 条） 

① 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体

制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期さなければならないこととしたものであ

る。 

② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）その他法令等に規定された設備を指しており、それらの設備を確実に設置しなければならな

い。 

③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第

３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第

８条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。 

④ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携

を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものであ

る。 

⑤ 基準第 70 条第３項は、指定療養介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の

実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのために

は、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制

づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な
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指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

（地域との連携等） 

第七十四条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

（22）地域との連携等（基準第 74 条） 

指定療養介護事業所が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体

等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

 

（記録の整備） 

第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 

一 第五十八条第一項に規定する療養介護計画 

二 第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録 

三 第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

 

（23）記録の整備（基準第 75 条） 

指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備して

おく必要があること。なお、基準第 75 条第２項により、指定療養介護事業者は、指定療養介護の

提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該療養介護を提供した日か

ら、少なくとも５年以上保存しておかなければならないとしたものである。 

① 指定療養介護に関する記録 

ア 基準第 58 条第１項に規定する療養介護計画 

イ 基準第 53 条の２第１項に規定するサービスの提供の記録 

ウ 基準第 76 条において準用する基準第 35 条の２第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 76 条において準用する基準第 39 条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

オ 基準第 76 条において準用する基準第 40 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

② 基準第 65 条に規定する市町村への通知に係る記録 

 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第七十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所（以下この

条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従た

る事業所」という。）を設置することができる。 

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サービス

管理責任者を除く。）のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業

所の職務に従事する者でなければならない。 

 

 

（利用者負担額等の受領） 

第八十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当

該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定

障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものと

する。 

3 指定生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される

第五 生活介護 

３ 運営に関する基準 

（１）利用者負担額等の受領（基準第 82 条） 

① 利用者負担額の受領等 

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の３の（11）の①、②、④及び⑤を参照された

い。 

② その他受領が可能な費用の範囲 
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便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用 

二 創作的活動に係る材料費 

三 日用品費 

四 前三号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と

認められるもの 

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

5 指定生活介護事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用

に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

6 指定生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決

定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得

なければならない。 

 

基準第 82 条第３項は、指定生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定生活

介護において提供される便宜に要する費用のうち、 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 創作活動に係る材料費 

ウ 日用品費 

エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させるこ

とが適当と認められるもの の支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となってい

るサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととした

ものである。 

なお、エの具体的な範囲については、「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱

いについて（平成 18 年 12 月６日障発第 1206002 号当職通知）によるものとする。 

 

（介護） 

第八十三条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立につい

て必要な援助を行わなければならない。 

3 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。 

4 指定生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他

日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

5 指定生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。 

6 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業

所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 

（２）介護（基準第 83 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（11）を参照されたい。 

なお、基準第 83 条第５項に規定する「常時１人以上の従業者を介護に従事させる」とは、適切

な介護を提供できるように介護に従事する生活支援員等の勤務体制を定めておくとともに、２以上の

生活支援員等の勤務体制を組む場合（複数の指定生活介護の単位を設置し、指定生活介護を

提供する場合を含む。）は、それぞれの勤務体制において常時１人以上の常勤の生活支援員等の

配置を行わなければならないものである。 

また、指定生活介護の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に組むものとする。 

 

（生産活動） 

第八十四条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに

製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業

時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

3 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図ら

れるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

4 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵（じん）設備又は消火設

（３）生産活動（基準第 84 条） 

生産活動を実施するに当たっては、次の事項について留意すること。 

① 生産活動の内容（基準第 84 条第１項） 

生産活動の内容については、地域の実情、製品及びサービスの需給状況及び業界の動向を常時

把握するよう努めるほか、利用者の心身の状況、利用者本人の意向、適性、障害の特性、能力など

を考慮し、多種多様な生産活動の場を提供できるように努めなければならないものとしたものである。 

② 生産活動による利用者の疲労軽減等への配慮（基準第 84 条第２項） 

指定生活介護事業者は、生産活動の機会を提供するに当たっては、利用者の障害の特性、能力
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備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 

などに配慮し、生産活動への参加が利用者の過重な負担とならないよう、生産活動への従事時間の

工夫、休憩時間の付与、効率的に作業を行うための設備や備品の活用等により、利用者の負担が

できる限り軽減されるよう、配慮しなければならないものである。 

③ 障害特性を踏まえた工夫（基準第 84 条第３項） 

指定生活介護事業者は、生産活動の機会を提供するに当たり、実施する生産活動の能率の向上

が図られるよう常に作業設備、作業工具、作業の工程などの改善に努めなければならないものであ

る。 

④ 生産活動の安全管理（基準第 84 条第４項） 

指定生活介護事業者は、生産活動の機会を提供するに当たっては、利用者が行う生産活動の安

全性を確保するため、必要な措置を講ずる義務があるものである。 

 

（工賃の支払） 

第八十五条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収

入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなけれ

ばならない。 

 

（４）工賃の支払（基準第 85 条） 

指定生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動に係る事業の収入から当

該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないこととしたも

のである。 

なお、この場合の指定生活介護事業所における会計処理については、社会福祉法人が設置する

指定生活介護事業所の場合は、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 23 年７月 27

日雇児発 0727 第１号、社援発 0727 第１号、老発 0727 第１号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を、社会福祉法人以外の法人が設置する

指定生活介護事業所の場合は、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」（平

成 18 年 10 月２日社援発第 1002001 号社会・援護局長通知）を参照されたい。 

 

（職場への定着のための支援の実施） 

第八十五条の二 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生

活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につい

て、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月

以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常

の事業所に新たに雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を

希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けら

れるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなけ

ればならない。 

 

（４）の２ 職場への定着のための支援等の実施（基準第 85 条の２） 

指定生活介護事業者は、 当該指定生活介護を受けて、企業等に新たに雇用された障害者が円

滑に職場に定着できるよう、障害者が就職してから、少なくとも６月以上の間、障害者就業・生活支

援センターや職場適応援助者等と連携を図りながら、事業主に対する助言、就職後に生じた職場不

適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援等を行うこと。 

また、当該障害者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該指定生活

介護事業者において一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、当該指定生活介

護事業者は就職後６月経過後に円滑な就労定着支援の利用が開始できるよう、当該指定就労

定着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当

該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。当該生活

介護事業者において指定就労定着支援事業を実施していない場合には、指定特定計画相談支援

事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当該指定生活介護事業者以外が実施する指

定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。 
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なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な職場への定

着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業者等と必要な調整

に努めること。 

 

（食事） 

第八十六条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提

供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜（し）好を考

慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄

養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置

かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努

めなければならない。 

 

（５）食事の提供（基準第 86 条） 

① 栄養管理等 

食事の提供は、利用者の支援に極めて重要なものであることから、指定生活介護事業所が食事の

提供を行う場合については、提供する手段によらず、年齢や障害の特性に応じて、適切な栄養量及

び内容の食事を確保するため、栄養士等による栄養管理が行われる必要があるほか、次の点に留意

して行うものとする。 

ア 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養のバランス

に配慮したものであること。 

イ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。 

ウ 適切な衛生管理がなされていること。 

② 外部委託との関係 

食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えないが、指定生活介護事業者は、受託事

業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう、定期的に調整を行わ

なければならないものである。 

 

（健康管理） 

第八十七条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

 

（６）健康管理（基準第 87 条） 

利用者の健康管理は、保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理

の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものであ

る。 

 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第八十八条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪

化させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたと

き。 

 

（７）支給決定障害者に関する市町村への通知（基準第 88 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（14）を参照されたい。 

 

（運営規程） 

第八十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程（第九十二条第一項において「運営規程」という。）を定

（８）運営規程（基準第 89 条） 

指定生活介護事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指定生活介護の提供を確保す

るため、基準第 89 条第１号から第 12 号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定生
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めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 利用定員 

五 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービスの利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十一 虐待の防止のための措置に関する事項 

十二 その他運営に関する重要事項 

 

活介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

① 利用定員（第４号） 

利用定員は、指定生活介護事業所において同時に指定生活介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいうものであること。なお、複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあ

っては、当該指定生活介護の単位ごとに利用定員を定める必要があること。 

② 通常の事業の実施地域（第６号） 

通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われる

ことを妨げるものではないこと。 

また、指定生活介護事業所へは利用者が自ら通うことを基本としているが、障害の程度等により自ら

通所することが困難な利用者に対しては、円滑な指定生活介護の利用が図られるよう、指定生活介

護事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要があること。 

③ その他運営に関する重要事項（第 12 号） 

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、

その旨を規定し、「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障障発

第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の２の（１）

で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記すること。 

 

（衛生管理） 

第九十条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等

の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

三 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

 

（９）衛生管理等（基準第 90 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（20）を参照されたい。 

 

（協力医療機関） 

第九十一条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医

（10）協力医療機関等（基準第 91 条） 

協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。 
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基準 解釈通知 

療機関を定めておかなければならない。 

 

 

（掲示） 

第九十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

 

（11）掲示（基準第 92 条） 

基準第 92 条の規定は、基準第 35 条と基本的に同趣旨であるため、第四の３の（21）を参照

されたい。 
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（５）共生型短期入所 

① 基本方針 

○ 共生型短期入所の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

短期入所事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入

浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければな

らない。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 第一節 基本方針 

第百十四条 短期入所に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定短期入所」と

いう。）の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ

及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定短期入所生活介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等にお

いて共生型短期入所を行った場合は、障害福祉サービス等報酬における以下の共生型

短期入所サービス費を請求することができます。 

・ 共生型短期入所サービス費 

（1）共生型短期入所（福祉型）サービス費（Ⅰ） 767 単位 

（2）共生型短期入所（福祉型）サービス費（Ⅱ） 235 単位（利用者が日中活

動系サービスを併せて利用する場合） 

（3）共生型短期入所（福祉型強化）サービス費（Ⅰ） 965 単位（看護職員を

配置し、厚生労働大臣が定める医療行為を必要とする状態である利用者に対

し、支援を行う場合） 

（4）共生型短期入所（福祉型強化）サービス費（Ⅱ） 436 単位（看護職員を

配置し、厚生労働大臣が定める医療行為を必要とする状態である利用者に対

し、支援を行う場合であり、利用者が日中活動系サービスを併せて利用する場

合） 

 

※１ 指定短期入所生活介護事業所等：指定短期入所生活介護事業所又は指定介
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護予防短期入所生活介護事業所 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所 

※３ 人員欠如・定員超過等による減算が適用される場合は、減算後の単位数 

 

○ また、社会福祉士等である従業者を一定の割合以上配置し、地域に貢献する活動を

行った場合には、共生型短期入所固有の加算である、福祉専門職員配置等加算を算

定することができます。 

○ この他、障害福祉サービス等報酬の短期入所に設けられている加算についても、要件を

満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス報酬告示（基本報酬）＞ 

第７ 短期入所 

１ 短期入所サービス費 

注 13 の２ ニの（1）については、区分 1 又は障害児支援区分 1 以上に該当する利用者に

対して、共生型短期入所（指定障害福祉サービス基準第 125 条の 2 に規定する共生型短期

入所をいう。以下同じ。）の事業を行う事業所（以下「共生型短期入所事業所」という。）に

おいて共生型短期入所を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。 

13 の 3 ニの（2）については、区分 1 又は障害児支援区分 1 以上に該当する利用者が、生

活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、共生型短期入所事業所において共生

型短期入所を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。 

13 の 4 ニの（3）については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で 1

人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生

型短期入所を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。 

13 の 5 ニの（4）については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、生活介護等又は指定

通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で 1 人以上配置しているものとして都道府

県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1 日につ

き所定単位数を算定する。 

 

※ 13 の４及び 13 の５の別に厚生労働大臣が定める者（厚労告 556） 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する

基準（平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号）別表障害児通所給付費等単位数

表第１の１の表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者 

（表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為） 
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① 人工呼吸器（鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰

補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。）の管理 

② 気管切開の管理 

③ 鼻咽頭エアウェイの管理 

④ 酸素療法 

⑤ 吸引（口鼻腔又は気管内吸引に限る。） 

⑥ ネブライザーの管理 

⑦ 経管栄養（経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻、持続経管

注入ポンプ使用） 

⑧ 中心静脈カテーテルの管理（中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等） 

⑨ 皮下注射（皮下注射（インスリン、麻薬等の注射を含む。）、持続皮下注射ポンプ使

用） 

⑩ 血糖測定（持続血糖測定器による血糖測定を含む。） 

⑪ 継続的な透析（血液透析、腹膜透析等） 

⑫ 導尿（間欠的導尿、持続的導尿（尿道留置カテ－テル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路スト

ーマ）） 

⑬ 排便管理（消化管ストーマの使用、摘便又は洗腸、浣腸） 

⑭ 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置 

 

＜障害福祉サービス報酬告示（加算）＞ 

注 15 の 4 ニについては、共生型短期入所事業所が、地域に貢献する活動を行い、かつ、指定

障害福祉サービス基準第 125 条の 2 第 2 号又は第 125 条の 3 第 2 号の規定により置くべき

従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神健福祉士又は公認心理師である従業者の割

合が次の（1）又は（2 に掲げる割合以上であるものとして都道府県知事に届け出た共生型短

期入所事業所において、共生型短期入所を行った場合に、当該割合に応じ、それぞれ（1）又

は（2）に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

（1） 100 分の 35 15 単位 

（2） 100 分の 25 10 単位 

 

＜障害福祉サービス報酬留意事項通知（加算）＞ 

第２の２（７）短期入所サービス費 

⑧ 共生型短期入所事業所に社会福祉士等が配置されている場合の所定単位数の算定につ

いて 

指定基準の規定により配置することとされている従業者として常勤で配置されている従業者の総

数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者が一定

の割合以上であり、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た場合に、

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の割合に応じて算定できることと

する。 
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なお、地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、「認

知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボラ

ンティアの受入れや活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域

住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代

との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定短期入所生活介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型短期入所を実施する場合、指定短期入所生活介

護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用者の数と共生型短期入所事業所の利用者の数を合計し、その数に応じて、指

定短期入所生活介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

 

※１ 指定短期入所生活介護事業者等：指定短期入所生活介護事業者又は指定介護予防短期入者生活介護事業者 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者等：指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 

※３ 指定短期入所生活介護事業所等：指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所 

※４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害福祉サービス基準＞ 

（共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準） 

第百二十五条の二 短期入所に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型短期入所」とい

う。）の事業を行う指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百二十一条第

一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。）又は指定介護予防短期入所生活介護

事業者（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十

五号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準」という。）第百二十九条第一項に規定する指定

介護予防短期入所生活介護事業者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと

する。 

＜障害福祉サービス基準解釈通知＞ 

第六 短期入所 

５ 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（１）共生型短期入所を行う指定短期入所生活介護事業者等及び指定小規模多機能型居宅

介護事業者等の基準（基準第 125 条の２、第 125 条の３） 

共生型短期入所にかかる共生型障害福祉サービス（以下「共生型短期入所」という。）の事業を

行う介護保険法による指定短期入所生活介護事業者、指定介護予防短期入所生活介護事業

者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が満たすべき基準は、次のとおりであること。 

① 従業者の員数 
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基準 解釈通知 

一 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する

指定短期入所生活介護事業所をいう。）又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（指定

介護予防居宅サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介

護事業所をいう。）（以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）の居室の面積を、指定

短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護を

いう。）又は指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防居宅サービス等基準第百二十八

条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。）（以下「指定短期入所生活介護等」と

いう。）の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が一〇・六五平

方メートル以上であること。 

二 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所

等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の

数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活

介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

三 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

（共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第百二十五条の三 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が

当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域密着型サービス基準第六十七

条第二項第二号ハ若しくは第百七十五条第二項第二号ハ又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準第四十八条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。）以外の宿

泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス（指定地域密着型サービス

基準第六十三条第五項若しくは第百七十一条第六項又は指定地域密着型介護予防サービス基

準第四十四条第五項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。）の利用定員から個室の

定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。 

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型

短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等として必要とされる数以上であること。 

三 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定小規模多機

能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所（以下この号において「指定短期入所生活介護事業所等」という。）の

従業者の員数が、共生型短期入所を受ける利用者（障害児者）の数を含めて当該指定短期入

所生活介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定短期入所生活介護事業所等として

必要とされる数以上であること。 

なお、共生型短期入所の管理者と指定短期入所生活介護事業所等の管理者を兼務することは差

し支えないこと。 

② 設備に関する基準 

指定短期入所生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであるこ

と。 

なお、当該設備については、共生型サービスは障害者、障害児及び要介護者に同じ場所で同時に

提供することを想定していることから、障害者、障害児又は要介護者がそれぞれ利用する設備を区切

る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

③ 指定短期入所事業所その他の関係施設から、指定短期入所生活介護事業所等が障害児者

の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。 

 

（準用） 

第百二十五条の四 第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、

（２）準用（基準第 125 条の４） 

基準第 125 条の４の規定により、基準第９条、第 11 条から第 17 条まで、第 19 条、第 20
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第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条ま

で、第五十一条、第六十条、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十

七条、第九十条から第九十二条まで、第百十四条及び前節（第百二十四条及び第百二十五条

を除く。）の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。 

 

条、第 22 条、第 23 条、第 28 条、第 29 条、第 33 条の２、第 35 条の２から第 42 条まで、第

51 条、第 60 条、第 66 条、第 68 条から第 70 条まで、第 74 条、第 87 条、第 90 条から第 92

条まで、第 114 条及び前節（第 124 条及び第 125 条を除く。）の規定は、共生型短期入所の

事業について準用されるものであるため、第三の３の（１）、（３）から（７）まで、（９）、

（10）、（12）、（13）、（17）、（18）、（22）の２、（25）から（32）まで、第四の１

の（7）、第四の３の（９）まで、（15）、（17）から（19）まで、 （21）、（22）、第五の

３の（６）、（９）、（10）、第六の４（（７）、（８）を除く）を参照されたい。 

なお、基準第 123 条第３号の規定について、共生型短期入所の利用定員は、共生型短期入所

の指定を受ける指定短期入所生活介護事業所等において同時にサービス提供を受けることができる

利用者数の上限とする。なお、当該利用定員の範囲内であれば、サービスごとの利用者の数に変動

があっても差し支えないこと。 

（例）定員５人の場合、利用日によって、共生型短期入所の利用者が４人、指定短期入所生

活介護等の利用者が１人であっても、共生型短期入所の利用者が２人、指定短期入所生活介

護等の利用者が３人であっても、差し支えない。 

（３）その他の共生型サービスについて 

生活介護と同様であるので、第五の４の（３）を参照されたい。 

 

＜準用条文＞ 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったと

きは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提

供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならな

い。 

 

＜準用条文＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

３ 運営に関する基準 

（１）内容及び手続の説明及び同意（基準第９条） 

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤

務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用

申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に

配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事

業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこ

ととしたものである。 

なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望まし

いものである。 

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特

性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条第１項の規

定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 
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② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 

⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

（提供拒否の禁止） 

第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。 

 

（３）提供拒否の禁止（基準第 11 条） 

指定居宅介護事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したも

のであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するもの

である。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに

該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介

護を提供することが困難な場合 

④ 入院治療が必要な場合 

である。 

 

（連絡調整に対する協力） 

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

（４）連絡調整に対する協力（基準第 12 条） 

指定居宅介護事業者は、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行

う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障

害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事

業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（５）サービス提供困難時の対応（基準第 13 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 11 条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第 13 条の規定により、適当な他の指

定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

 

（受給資格の確認） 

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

（６）受給資格の確認（基準第 14 条） 

指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られる

ものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければ
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ならないこととしたものである。 

 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

（７）介護給付費の支給の申請に係る援助（基準第 15 条） 

① 支給決定を受けていない利用者 

基準第 15 条第１項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者

の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該

事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余

裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定め

たものである。 

 

（心身の状況等の把握） 

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

 

 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結

び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

 

 

（サービスの提供の記録） 

第十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅

介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

（９）サービスの提供の記録（基準第 19 条） 

① 記録の時期 

基準第 19 条第１項は、利用者及び指定居宅介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利

用状況等を把握できるようにするため、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、

当該指定居宅介護の提供日、提供したサービスの具体的内容（例えば、身体介護と家事援助の

別等）、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録

するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。 

② 利用者の確認 

同条第２項は、同条第１項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続

を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。 
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（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭

の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説

明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払につい

ては、この限りでない。 

 

（10）支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等（基準第 20 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 21 条第１項から第３項に規定する額の他曖昧な名目による

不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるも

のについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないもので

ある。 

① 指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用で

あること。 

② 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用

者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第二十二条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害

者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サ

ービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二

十九条第三項（法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算

定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計

額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者

負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉

サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

 

（12）利用者負担額に係る管理（基準第 22 条） 

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、利用者負担額等に係る管理を行

うこととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。 

 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第二十三条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介

護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介

護給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係

る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 

 

（13）介護給付費の額に係る通知等（基準第 23 条） 

① 利用者への通知 

基準第 23 条第１項は、指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介

護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の

額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の利用者への交付 

同条第２項は、基準第 21 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定居

宅介護の内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。 

 

（緊急時等の対応） 

第二十八条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

（17）緊急時の対応（基準第 28 条） 

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 
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（支給決定障害者等に関する市町村への通知） 

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその

他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなければならない。 

 

（18）支給決定障害者等に関する市町村への通知（基準第 29 条） 

法第８条第１項の規定により、市町村は、偽りその他不正な手段によって自立支援給付費の支

給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収

することができることにかんがみ、指定居宅介護事業者は、その利用者が偽りその他不正な手段によっ

て自立支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、自立支援給付費の適正化の観点か

ら、遅滞なく、意見を付して市町村に通知しなければならないこととしたものである。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

（23）業務継続計画の策定等（基準第 33 条の２） 

① 基準第 33 条の２は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利

用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、

研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の２に基づき指定居宅介護事業者に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症

や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練

の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以下

「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６

年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害

福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 
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ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録

すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発

生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一

体的に実施することも差し支えない。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

（26）身体拘束等の禁止（基準第 35 条の２） 

① 基準第 35 条の２第１項及び第２項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体拘

束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の

責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を

決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用すること

が望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。ま

た、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

 なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

 指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束

等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘

束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とした
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ものではないことに留意することが必要である。 

 身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身

体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、

結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」に

は、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身

体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護

事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時には必

ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において

身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施してい

るものとみなして差し支えない。 

 

（秘密保持等） 

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

（27）秘密保持等（基準第 36 条） 

① 基準第 36 条第１項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者
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得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。 

 

及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該

指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらかじめ、文書

により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

（情報の提供等） 

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利

用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その

内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

（利益供与等の禁止） 

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対

して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の

障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（28）利益供与等の禁止（基準第 38 条） 

① 基準第38条第１項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福

祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指定

居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉

サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障

害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相

談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該

事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 

 

（苦情解決） 

第三十九条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市

（29）苦情解決（基準第 39 条） 

① 基準第 39 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示するこ

とが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、
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町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は

その家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により

都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都

道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定に

より都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う

調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第

三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならな

い。 

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八

十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

内容等を記録することを義務付けたものである。 

 また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第３項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必

要が生じることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言

を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 

 

（事故発生時の対応） 

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（30）事故発生時の対応（基準第 40 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、利用者に対

する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家

族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

 また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置することや救命講習等を受講すること

が望ましいこと。なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域

においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講
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じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針」

（平成 14 年３月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されているので、

参考にされたい。 

 

（虐待の防止） 

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（31） 虐待の防止（基準第 40 条の２） 

① 同条第第１項の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実

施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再

発防止策を検討、実行） 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任

の虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利

用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

 なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者（必

置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する

ことが必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等

適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐

待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防止

のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるための

ものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式

を整備すること。 

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内
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容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ま

しい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会

が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規採

用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合

でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置するこ

と。 

 

（会計の区分） 

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（32）会計の区分（基準第 41 条） 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の

事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。 

 

（記録の整備） 

第四十二条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当

該指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 

 

（33）記録の整備（基準第 42 条） 

指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備して

おく必要があること。なお、基準第 42 条第２項により、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の

提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該居宅介護を提供し 

た日から、少なくとも５年以上保存しておかなければならないこととしたものである。 

① 指定居宅介護に関する記録 

ア 基準第 19 条に規定する指定居宅介護の提供に係る記録 
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イ 基準第 26 条に規定する居宅介護計画 

ウ 基準第 35 条の２第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 39 条に規定する苦情の内容等に係る記録 

オ 基準第 40 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

② 基準第 29 条に規定する市町村への通知に係る記録 

 

（管理者） 

第五十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理

者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等

の職務に従事させることができるものとする。 

 

第四 療養介護 

１ 人員に関する基準 

（７）管理者（基準第 51 条） 

① 管理者の専従 

指定療養介護事業所の管理者は、原則として、専ら当該指定療養介護事業所の管理業務に従

事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がな

いときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

ア 当該指定療養介護事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合 

イ 当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施

設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であって、

特に当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないと認められる場合 

② 管理者の資格要件 

指定療養介護事業所は病院であることから、指定療養介護事業所の管理者は医師でなければな

らない。 

 

（相談及び援助） 

第六十条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の

援助を行わなければならない。 

 

３ 運営に関する基準 

（９）相談及び援助（準第 60 条） 

基準第 60 条は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、常時

必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的にサービスを利用する利用者の生活の

質の向上を図ることを趣旨とするものである。 

 

（管理者の責務） 

第六十六条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務

の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守

させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（15）管理者の責務（基準第 66 条） 

指定療養介護事業所の管理者の責務として、指定療養介護事業所の従業者の管理及び指定

療養介護事業所の業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定療養

介護事業所の従業者に基準第三章第四節（運営に関する基準）の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うこととしたものである。 

 

（勤務体制の確保等） 

第六十八条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、

（17）勤務体制の確保等（基準第 68 条） 

利用者に対する適切な指定療養介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定
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指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者に

よって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

したものであるが、次の点に留意するものとする。 

① 基準第 68 条第１項は、指定療養介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表（生活支援

員の勤務体制を指定療養介護の単位等により２以上で行っている場合は、その勤務体制ごとの

勤務表）を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を

明確にすることを定めたものであること。 

② 同条第２項は、指定療養介護事業所は原則として、当該指定療養介護事業所の従業者によ

って指定療養介護を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の利用者に対するサービス提供に

直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第３項は、指定療養介護事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施す

る研修や当該指定療養介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めた

ものであること。 

④ 同条第４項の規定は、基準第 33 条第４項の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の 1 の

（22）を参照されたいこと。 

 

（定員の遵守） 

第六十九条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（18）定員の遵守（基準第 69 条） 

利用者に対する指定療養介護の提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定療養介護

事業所が定める利用定員（指定療養介護の事業の専用の病室のベッド数）を超えた利用者の受

入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービ

スの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定療

養介護事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能と

することとしたものである。 

① １日当たりの利用者の数 

ア 利用定員 50 人以下の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数（複数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当

該指定療養介護の単位ごとの利用者の数。イ及び②において同じ。）が、利用定員（複数の

指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定療養介護の単位ごとの利用

定員。イ及び②において同じ。）に 110％を乗じて得た数以下となっていること。 

イ 利用定員 51 人以上の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数が、利用定員から 50 を差し引いた数に 105％を乗じて得た数に、55

を加えて得た数以下となっていること。 

② 過去３月間の利用者の数 

過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に 105％を乗じて得た数

以下となっていること。 
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（非常災害対策） 

第七十条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとと

もに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整

備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

 

（19）非常災害対策（基準第 70 条） 

① 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体

制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期さなければならないこととしたものであ

る。 

② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）その他法令等に規定された設備を指しており、それらの設備を確実に設置しなければならな

い。 

③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第

３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第

８条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。 

④ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携

を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものであ

る。 

⑤ 基準第 70 条第３項は、指定療養介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の

実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのために

は、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制

づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な

指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

（地域との連携等） 

第七十四条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

（22）地域との連携等（基準第 74 条） 

指定療養介護事業所が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体

等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

 

（健康管理） 

第八十七条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

 

第五 生活介護 

３ 運営に関する基準 

（６）健康管理（基準第 87 条） 

利用者の健康管理は、保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理

の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものであ

る。 

 

（衛生管理等） 

第九十条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等

（９）衛生管理等（基準第 90 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（20）を参照されたい。 
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の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。よう努めなければならない。 

一 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

三 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

 

（協力医療機関） 

第九十一条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医

療機関を定めておかなければならない。 

 

（10）協力医療機関等（基準第 91 条） 

協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。 

 

（掲示） 

第九十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

 

（11）掲示（基準第 92 条） 

基準第 92 条の規定は、基準第 35 条と基本的に同趣旨であるため、第四の３の（21）を参照

されたい。 

 

（指定短期入所の開始及び終了） 

第百十八条 指定短期入所の事業を行う者（以下この章において「指定短期入所事業者」とい

う。）は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難と

なった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。 

2 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利

用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければな

らない。 

 

第六 短期入所 

４ 運営に関する基準 

（１）指定短期入所の開始及び終了（基準第 118 条） 

① 利用期間 

指定短期入所事業者は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により施設への短期

間の入所を必要とする者を対象に、指定短期入所を提供するものとしたものであるが、これは、指定

短期入所は、いたずらに長期間利用することがないよう、客観的な利用者の生活状況等を踏まえ、よ

り適切な入所期間とすること。 

② 保健医療機関等との連携 

基準第 118 条第２項は、利用者が指定短期入所の利用後においても、利用前と同様のサービス

を受けられるよう、指定短期入所事業者は、指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供の終了後においても利
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用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう、必要な援助に努めなければ

ならないこととしたものである。 

 

（入退所の記録の記載等） 

第百十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、

入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」とい

う。）を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受

けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者

証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。 

 

（２）入退所の記録の記載（基準第 119 条） 

① 受給者証への必要事項の記載 

指定短期入所事業者は、支給量管理の観点から、利用者の入退所の都度、受給者証に入退所

年月日等の必要な事項を当該利用者の受給者証に記載することとしたものである。 

② 受給者証の確認 

指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に係る支給

量に達した場合は、当該利用者に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町

村に提出しなければならないこととされたが、これは利用者の支給量管理のために定められたものであ

り、介護給付費等の請求の際に提出することで差し支えない。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第百二十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から

当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定

障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるもの

とする。 

3 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される

便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができ

る。 

一 食事の提供に要する費用 

二 光熱水費 

三 日用品費 

四 前三号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当

と認められるもの 

4 前項第一号及び第二号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものと

する。 

5 指定短期入所事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用

に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

6 指定短期入所事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決

定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意

を得なければならない。 

 

（３）利用者負担額等の受領（基準第 120 条） 

① 利用者負担額の受領等 

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の３の（11）の①、②、④及び⑤を参照された

い。 

② その他受領が可能な費用の範囲 

基準第 120 条第３項は、指定短期入所事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定短期

入所において提供される便宜に要する費用のうち、 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 光熱水費 

ウ 日用品費 

エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させる

ことが適当と認められるもの 

の支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されな

い曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

なお、エの費用の具体的な範囲については、「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用

の取扱いについて（平成 18 年 12 月６日障発第 1206002 号当職通知）によるものとする。 

 



249 

 

基準 解釈通知 

（指定短期入所の取扱方針） 

第百二十一条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ

適切に提供されなければならない。 

2 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利

用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わ

なければならない。 

3 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

 

（４）指定短期入所の取扱方針（基準第 121 条） 

基準第 121 条第２項に規定するサービスの提供方法等とは、指定短期入所の内容や利用期間

内の行事及び日課等も含むものである。 

 

（サービスの提供） 

第百二十二条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立

の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならな

い。 

3 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短

期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。 

4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事

の提供を行わなければならない。 

5 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜（し）好を考慮したものとするととも

に、適切な時間に提供しなければならない。 

 

（５）サービスの提供（基準第 122 条） 

① サービス提供の基本方針 

指定短期入所の提供に当たっては、利用者の家庭環境等を十分踏まえ、自立している機能の低

下が起きないようにするとともに、残存機能の維持又は向上が図られるよう、適切な技術をもって支援

すること。 

また、同一法人内の複数の指定短期入所事業所において、同一利用者へ短期入所が提供される

場合、その利用者の状態や意向等を踏まえることなく、当該事業所間で短期入所が繰り返されること

は望ましくない。 

なお、サービスの実施に当たっては、利用者の人格に十分に配慮して実施するものとする。 

② 入浴の実施 

基準第 122 条第２項で定める入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況を踏まえて適切な

方法により実施するものとする。 

なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを

実施するなど利用者の清潔保持に努めるものとする。 

③ 食事の提供 

ア 栄養管理等 

同条第４項及び第５項に定める食事の提供は、利用者の支援に極めて重要なものであること

から、指定短期入所事業所が食事の提供を行う場合については、提供する手段によらず、年齢

や障害の特性に応じて、適切な栄養量及び内容の食事を確保するため、栄養士等による栄養

管理が行われる必要があるほか、次の点に留意して行うものとする。 

（Ⅰ）利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養の

バランスに配慮したものであること 

（Ⅱ）調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。 

（Ⅲ）適切な衛生管理がなされていること。 

イ 外部委託との関係 

食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えないが、指定短期入所事業者は、受託
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基準 解釈通知 

事業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう、定期的に調整

を行わなければならないものである。 

 

（運営規程） 

第百二十三条 指定短期入所事業者は、次の各号（第百十五条第二項の規定の適用を受ける

施設にあっては、第三号を除く。）に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定

めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 利用定員 

四 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

五 サービス利用に当たっての留意事項 

六 緊急時等における対応方法 

七 非常災害対策 

八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他運営に関する重要事項 

 

（６）運営規程（基準第 123 条） 

指定短期入所の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定短期入所の提供を確保する

ため、基準第 123 条第１号から第 10 号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定短

期入所事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

① 利用定員（第３号） 

空床利用型事業所を除く短期入所事業所にあっては、利用定員は指定短期入所の事業の専用

の居室のベッド数と同数とすること。 

② その他運営に関する重要事項（第 10 号） 

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、

その旨を規定し、「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障障発

第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の２の（１）

で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記すること。 
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（６）共生型自立訓練(機能訓練) 

① 基本方針 

○ 共生型自立訓練（機能訓練）の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられてい

ます。 

 共生型自立訓練（機能訓練）事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、１年６月間（又は３年間）、身体機能又は生活能力の維持、向

上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 第一節 基本方針 

第百五十五条 自立訓練（機能訓練）（規則第六条の六第一号に規定する自立訓練

（機能訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（機

能訓練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、規則第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等

のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等において共生

型自立訓練（機能訓練）を行った場合は、障害福祉サービス等報酬における以下の共

生型機能訓練サービス費を請求することができます。 

・ 共生型機能訓練サービス費 717 単位 

※１ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護

事業所 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所 

※３ 人員欠如・定員超過等による減算が適用される場合は、減算後の単位数 

 

○ また、サービス管理責任者を１名以上配置し、地域に貢献する活動を行った場合には、

共生型自立訓練（機能訓練）固有の加算である、サービス管理責任者配置等加算を
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算定することができます。 

 

○ この他、障害福祉サービス等報酬の自立訓練（機能訓練）に設けられている加算につ

いても、要件を満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス報酬告示（基本報酬）＞ 

第 10 自立訓練（機能訓練） 

１ 機能訓練サービス費 

注2の3 ハについては、共生型自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス基準第162

条の 2 に規定する共生型自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業を行う事業所

（以下「共生型自立訓練（機能訓練）事業所」という。）において、共生型自立訓練（機能

訓練）を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する

共生型自立訓練（機能訓練）事業所の場合は、所定単位数の 1000 分の 965 に相当する

単位数を算定する。 

 

＜障害福祉サービス報酬告示（加算）＞ 

注 4 の 4 ハについては、次の（1）及び（2）のいずれにも適合するものとして都道府県知事に

届け出た共生型自立訓練（機能訓練）事業所について、1 日につき 58 単位を加算する。 

（1） サービス管理責任者を 1 名以上配置していること。 

（2） 地域に貢献する活動を行っていること。 

 

＜障害福祉サービス留意事項通知（加算）＞ 

第２の３（１）機能訓練サービス費 

（五） 共生型自立訓練（機能訓練）事業所にサービス管理責任者を１名以上配置してお

り、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た場合については、所定

単位数を加算する。 

なお、地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、「認

知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボラ

ンティアの受入れや活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域

住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代

との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型自立訓練（機能訓練）を実施する場合、指定通所介護事

業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用者の数と共生型自立訓練（機能訓練）事業所の利用者の数を合計し、その数に

応じて、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

 

※１ 指定通所介護事業者等：指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者等：指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 

※３ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所 

※４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第百六十二条の二 自立訓練（機能訓練に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型自立

訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべ

き基準は、次のとおりとする。 

一 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と

共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上で

あること。 

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練（機能訓練）の

＜障害福祉サービス基準解釈通知＞ 

第八 自立訓練（機能訓練） 

４ 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（１）共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等、指定小規模多機

能型居宅介護事業者等の基準（基準第 162 条の２及び第 162 条の３） 

自立訓練（機能訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型自立訓練（機能訓

練）」という。）の事業を行う介護保険法による指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介

護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が満たすべき基準は、次のとおりであるこ

と。 



254 

 

基準 解釈通知 

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数

以上であること。 

三 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立

訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基

準） 

第百六十二条の三 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介

護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人（サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人）以下とすること。 

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通い

サービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人（登録定員が二十五人を超える指定小規

模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人）までの範囲内とすること。 

 

登録定員 利用定員 

二十六人又は二十七人 十六人 

二十八人 十七人 

二十九人 十八人 

 

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当

な広さを有すること。 

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サ

ービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四

十四条に規定する基準を満たしていること。 

五 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立

訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

① 従業者の員数 

指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事

業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所（以下この号において「指定通所介護事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型

自立訓練（機能訓練）を受ける利用者（障害者）の数を含めて当該指定通所介護事業所等

の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

なお、共生型自立訓練（機能訓練）の管理者と指定通所介護等の管理者を兼務することは差

し支えないこと。 

② 設備 

指定通所介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは障害者及び要介護者に同じ場所で同時に提供する

ことを想定していることから、障害者又は要介護者がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、カー

テンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

③ 指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から、指定通所介護事業所等が障害

者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。 

 

（準用） 

第百六十二条の四 第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十

三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、

（２）準用（第 162 条の４） 

① 基準第 162 条の４の規定により、基準第９条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 28

条、第 33 条の２、第 35 条の２から第 41 条まで、第 51 条、第 57 条から第 60 条まで、第
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基準 解釈通知 

第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十

五条の二から第九十二条まで、第百五十五条及び前節（第百六十二条を除く。）の規定は、共

生型自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

 

66 条、第 68 条から第 70 条まで、第 74 条、第 75 条まで、第 79 条、第 85 条の２から第

92 条まで、第 155 条及び前節（第 162 条を除く。）の規定は、共生型自立訓練（機能訓

練）の事業について準用されるものであるため、第三の３の（１）、（３）から（10）まで

（（３）の②を除く。）、（12）、（13）、（17）及び、（22）の２及び（25）から

（31）まで並びに第四の１の（７）、３の（６）から（９）まで（（７）の②中「６月に１

回以上」とあるのは、「３月に１回以上」とする。）、（15）、（17）から（19）まで及び

（21）から（23）まで並びに第五の３の（４）の２から（10）まで並びに第八の３の

（１）及び（２）を参照されたい。 

② ①により準用される第 10 条については、第五の３の（11）の②のとおり取り扱うものとする。 

③ ①により準用される基準 58 条で定める自立訓練（機能訓練）計画について、指定通所介護

事業所等にサービス管理責任者が配置されていない場合については、自立訓練（機能訓練）

計画に相当する計画を作成するように努めること。その際、高齢者介護の提供に係る計画等の

作成に関し経験のある者や、高齢者介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にその

とりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、そ

の者に当該計画の取りまとめを行わせることが望ましい。 

④ ①により準用される第 69 条については、第五の３の（11）の③のとおり取り扱うものとする。 

この場合において、共生型自立訓練（機能訓練）の利用定員は、共生型自立訓練（機能

訓練）の指定を受ける指定通所介護事業所等において、同時に サービス 提供を受けることが

できる利用者の数の上限とする。 なお、当該利用定員の範囲内であれば、サービスごとの利用者

の数に変動があっても差し支えないこと。 

（例） 定員 20 人の場合、利用日によって、共生型自立訓練（機能訓練）の利用者が 10

人、指定通所介護等の利用者が 10 人であっても、共生型自立訓練（機能訓練）の利用者

が５人、指定通所介護等の利用者が 15 人であっても、差し支えない。 

 

 （３）その他の共生型サービスについて 

共生型生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の４の（３）を参照されたい。 

 

 （４）その他の留意事項 

共生型生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の４の（４）を参照されたい。 

 

＜準用条文＞ 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行った

ときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対

し、第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービス

＜準用条文＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

３ 運営に関する基準 

（１）内容及び手続の説明及び同意（基準第９条） 

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に
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の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の

提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならな

い。 

 

際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤

務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用

申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に

配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事

業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこ

ととしたものである。 

なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望まし

いものである。 

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特

性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条第１項の規

定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 

⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

（契約支給量の報告等） 

第十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、

支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章において「契約支給

量」という。）その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を支給決

定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項そ

の他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅滞なく報告しなければならな

い。 

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

 

 

（提供拒否の禁止） 

第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。 

（３）提供拒否の禁止（基準第 11 条） 

指定居宅介護事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したも

のであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するもの
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 である。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに

該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介

護を提供することが困難な場合 

④ 入院治療が必要な場合 

である。 

 

（連絡調整に対する協力） 

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

（４）連絡調整に対する協力（基準第 12 条） 

指定居宅介護事業者は、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行

う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障

害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事

業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（５）サービス提供困難時の対応（基準第 13 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 11 条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第 13 条の規定により、適当な他の

指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

 

（受給資格の確認） 

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

（６）受給資格の確認（基準第 14 条） 

指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られる

ものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければ

ならないこととしたものである。 

 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

（７）介護給付費の支給の申請に係る援助（基準第 15 条） 

① 支給決定を受けていない利用者 

基準第 15 条第１項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者

の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該

事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余

裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定め

たものである。 
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（心身の状況等の把握） 

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

 

 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

 

 

（身分を証する書類の携行） 

第十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

（８）身分を証する書類の携行（基準第 18 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居

宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、この証書等には、当該指定居宅介護事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものと

し、当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 

 

（サービスの提供の記録） 

第十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅

介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

（９）サービスの提供の記録（基準第 19 条） 

① 記録の時期 

基準第 19 条第１項は、利用者及び指定居宅介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利

用状況等を把握できるようにするため、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、

当該指定居宅介護の提供日、提供したサービスの具体的内容（例えば、身体介護と家事援助の

別等）、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録

するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。 

② 利用者の確認 

同条第２項は、同条第１項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続

を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。 

 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭

の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

（10）支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等（基準第 20 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 21 条第１項から第３項に規定する額の他曖昧な名目による

不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるも
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当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説

明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払につい

ては、この限りでない。 

 

のについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないもので

ある。 

① 指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用で

あること。 

② 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用

者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第二十二条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害

者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉

サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害

福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第

二十九条第三項（法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により

算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合

計額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用

者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福

祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

 

（12）利用者負担額に係る管理（基準第 22 条） 

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、利用者負担額等に係る管理を行

うこととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。 

 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第二十三条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介

護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介

護給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係

る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 

 

（13）介護給付費の額に係る通知等（基準第 23 条） 

① 利用者への通知 

基準第 23 条第１項は、指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介

護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の

額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の利用者への交付 

同条第２項は、基準第 21 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定居

宅介護の内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。 

 

（緊急時等の対応） 

第二十八条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（17）緊急時の対応（基準第 28 条） 

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

（23）業務継続計画の策定等（基準第 33 条の２） 

① 基準第 33 条の２は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利
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る指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、

研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の２に基づき指定居宅介護事業者に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感

染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び

訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以下

「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６

年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障

害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及

び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

 従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとと

もに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ
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う、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発

生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と

一体的に実施することも差し支えない。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

（26）身体拘束等の禁止（基準第 35 条の２） 

① 基準第 35 条の２第１項及び第２項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体拘

束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の

責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を

決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用するこ

とが望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。ま

た、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

 なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

 指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束

等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘

束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とした

ものではないことに留意することが必要である。 

 身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身

体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 
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カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」に

は、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身

体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護

事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時には必

ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において

身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施して

いるものとみなして差し支えない。 

 

（秘密保持等） 

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。 

 

（27）秘密保持等（基準第 36 条） 

① 基準第 36 条第１項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者

及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該

指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらかじめ、文書

により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 
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（情報の提供等） 

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利

用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その

内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

（利益供与等の禁止） 

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対

して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の

障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（28）利益供与等の禁止（基準第 38 条） 

① 基準第 38 条第１項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害

福祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指

定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福

祉サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障

害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相

談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該

事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 

 

（苦情解決） 

第三十九条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市

町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は

その家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により

都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都

道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

（29）苦情解決（基準第 39 条） 

① 基準第 39 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示するこ

とが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

内容等を記録することを義務付けたものである。 

 また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第３項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必

要が生じることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言

を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 
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5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定に

より都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う

調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第

三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならな

い。 

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八

十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

 

（事故発生時の対応） 

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（30）事故発生時の対応（基準第 40 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、利用者に対

する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家

族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

 また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置することや救命講習等を受講すること

が望ましいこと。なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域

においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講

じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針」

（平成 14 年３月28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されているので、

参考にされたい。 

 

（虐待の防止） 

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従

（31） 虐待の防止（基準第 40 条の２） 

① 同条第第１項の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実

施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 
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業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再

発防止策を検討、実行） 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の

虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者

やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対応

を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者（必

置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底すること

が必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等適

正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防止のた

めの対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるためのもので

あり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式

を整備すること。 

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内

容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ま

しい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 
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カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会

が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規

採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合

でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置するこ

と。 

 

（会計の区分） 

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（32）会計の区分（基準第 41 条） 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の

事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。 

 

（管理者） 

第五十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理

者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等

の職務に従事させることができるものとする。 

 

第四 療養介護 

１ 人員に関する基準 

（７）管理者（基準第 51 条） 

① 管理者の専従 

指定療養介護事業所の管理者は、原則として、専ら当該指定療養介護事業所の管理業務に従

事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がな

いときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

ア 当該指定療養介護事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合 

イ 当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援

施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であっ

て、特に当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないと認められる場合 

② 管理者の資格要件 

指定療養介護事業所は病院であることから、指定療養介護事業所の管理者は医師でなければな

らない。 

 

（指定療養介護の取扱方針） 

第五十七条 指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者

３ 運営に関する基準 

（６）指定療養介護の取扱方針（基準第 57 条） 
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の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画

一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

2 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利

用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければなら

ない。 

3 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

 

① 基準第 57 条第２項に規定する支援上必要な事項とは、指定療養介護計画の目標及び内容

のほか、行事及び日課等も含むものである。 

② 同条第３項は、指定療養介護事業者は、自らその提供する指定療養介護の質の評価を行うこ

とはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供する事業者として

の質の改善を図らなければならないこととしたものである。 

 

（療養介護計画の作成等） 

第五十八条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個

別支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務を担当させるも

のとする。 

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の

希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管

理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介

護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計

画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指

定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画

の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介護の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとす

る。 

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付

しなければならない。 

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも六月に

（７）療養介護計画の作成等（基準第 58 条） 

① 療養介護計画 

基準第 58 条においては、サービス管理責任者が作成すべき療養介護計画について規定している。 

療養介護計画は、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般

の質を向上させるための課題、指定障害福祉サービスの目標及びその達成時期、指定療養介護を

提供する上での留意事項等を記載した書面である。 

また、療養介護計画は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて

利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。 

② サービス管理責任者の役割 

サービス管理責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を踏まえ

て、当該指定療養介護事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含

めて、療養介護計画の原案を作成し、以下の手順により療養介護計画に基づく支援を実施するもの

である。 

ア 利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を開催し、療養介

護計画の原案について意見を求めること 

イ 当該療養介護計画の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により

当該利用者の同意を得ること 

ウ 利用者へ当該療養介護計画を交付すること 

エ 当該療養介護計画の実施状況の把握及び療養介護計画の見直すべきかどうかについての検

討（当該検討は少なくとも６月に１回以上行われ、必要に応じて療養介護計画の変更を行う

必要があること。）を行うこと 

 



268 

 

基準 解釈通知 

一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行

うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

一 定期的に利用者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。 

 

（サービス管理責任者の責務） 

第五十九条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとす

る。 

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用

状況等を把握すること。 

二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に

対し、必要な支援を行うこと。 

三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

 

（８）サービス管理責任者の責務（基準第 59 条） 

サービス管理責任者は、療養介護計画の作成のほか、次の業務を担うものである。 

① 利用申込みに際し、当該利用者に係る他の障害福祉サービス等の提供状況の把握を行うこと 

② 指定療養介護事業所を退院し、自立した日常生活を営むことが可能かどうか、定期的に点検す

るとともに、自立した日常生活を営むことが可能と認められる利用者に対し、地域生活への移行へ

向けた支援を行うこと 

③ 他の従業者に対して、指定療養介護の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと 

 

（相談及び援助） 

第六十条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の

援助を行わなければならない。 

 

（９）相談及び援助（基準第 60 条） 

基準第 60 条は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、常時

必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的にサービスを利用する利用者の生活の

質の向上を図ることを趣旨とするものである。 

 

（管理者の責務） 

第六十六条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務

の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（15）管理者の責務（基準第 66 条） 

指定療養介護事業所の管理者の責務として、指定療養介護事業所の従業者の管理及び指定

療養介護事業所の業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定療養

介護事業所の従業者に基準第三章第四節（運営に関する基準）の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

（勤務体制の確保等） 

第六十八条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、

指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者に

よって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

（17）勤務体制の確保等（基準第 68 条） 

利用者に対する適切な指定療養介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定

したものであるが、次の点に留意するものとする。 

① 基準第 68 条第１項は、指定療養介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表（生活支援

員の勤務体制を指定療養介護の単位等により２以上で行っている場合は、その勤務体制ごとの

勤務表）を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を
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3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

明確にすることを定めたものであること。 

② 同条第２項は、指定療養介護事業所は原則として、当該指定療養介護事業所の従業者によ

って指定療養介護を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の利用者に対するサービス提供に

直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第３項は、指定療養介護事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施す

る研修や当該指定療養介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めた

ものであること。 

④ 同条第４項の規定は、基準第 33 条第４項の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の 1 の

（22）を参照されたいこと。 

 

（定員の遵守） 

第六十九条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（18）定員の遵守（基準第 69 条） 

利用者に対する指定療養介護の提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定療養介護

事業所が定める利用定員（指定療養介護の事業の専用の病室のベッド数）を超えた利用者の受

入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービ

スの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定療

養介護事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能と

することとしたものである。 

① １日当たりの利用者の数 

ア 利用定員 50 人以下の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数（複数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当

該指定療養介護の単位ごとの利用者の数。イ及び②において同じ。）が、利用定員（複数の

指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定療養介護の単位ごとの利用

定員。イ及び②において同じ。）に 110％を乗じて得た数以下となっていること。 

イ 利用定員 51 人以上の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数が、利用定員から 50 を差し引いた数に 105％を乗じて得た数に、55

を加えて得た数以下となっていること。 

② 過去３月間の利用者の数 

過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に 105％を乗じて得

た数以下となっていること。 

 

（非常災害対策） 

第七十条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

（19）非常災害対策（基準第 70 条） 

① 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体

制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期さなければならないこととしたものであ

る。 

② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186
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わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

 

号）その他法令等に規定された設備を指しており、それらの設備を確実に設置しなければならな

い。 

③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第

３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第

８条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。 

④ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携

を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものであ

る。 

⑤ 基準第 70 条第３項は、指定療養介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の

実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのために

は、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制

づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な

指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

（地域との連携等） 

第七十四条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

（22）地域との連携等（基準第 74 条） 

指定療養介護事業所が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体

等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

 

（記録の整備） 

第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 

一 第五十八条第一項に規定する療養介護計画 

二 第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録 

三 第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

 

（23）記録の整備（基準第 75 条） 

指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備して

おく必要があること。なお、基準第 75 条第２項により、指定療養介護事業者は、指定療養介護の

提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該療養介護を提供した日か

ら、少なくとも５年以上保存しておかなければならないとしたものである。 

① 指定療養介護に関する記録 

ア 基準第 58 条第１項に規定する療養介護計画 

イ 基準第 53 条の２第１項に規定するサービスの提供の記録 

ウ 基準第 76 条において準用する基準第 35 条の２第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 76 条において準用する基準第 39 条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

オ 基準第 76 条において準用する基準第 40 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

② 基準第 65 条に規定する市町村への通知に係る記録 
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（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第七十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所（以下この

条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従

たる事業所」という。）を設置することができる。 

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サービス

管理責任者を除く。）のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業

所の職務に従事する者でなければならない。 

 

 

（職場への定着のための支援の実施） 

第八十五条の二 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生

活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につい

て、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月

以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常

の事業所に新たに雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を

希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受け

られるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めな

ければならない。 

 

第五 生活介護 

３ 運営に関する基準 

（４）の２ 職場への定着のための支援等の実施（基準第 85 条の２） 

指定生活介護事業者は、 当該指定生活介護を受けて、企業等に新たに雇用された障害者が円

滑に職場に定着できるよう、障害者が就職してから、少なくとも６月以上の間、障害者就業・生活支

援センターや職場適応援助者等と連携を図りながら、事業主に対する助言、就職後に生じた職場

不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援等を行うこと。 

また、当該障害者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該指定生活

介護事業者において一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、当該指定生活介

護事業者は就職後６月経過後に円滑な就労定着支援の利用が開始できるよう、当該指定就労

定着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、

当該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。当該生

活介護事業者において指定就労定着支援事業を実施していない場合には、指定特定計画相談支

援事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当該指定生活介護事業者以外が実施する

指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。 

なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な職場への定

着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業者等と必要な調整

に努めること。 

 

（食事） 

第八十六条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提

供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜（し）好を考

慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄

養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置

（５）食事の提供（基準第 86 条） 

① 栄養管理等 

食事の提供は、利用者の支援に極めて重要なものであることから、指定生活介護事業所が食事の

提供を行う場合については、提供する手段によらず、年齢や障害の特性に応じて、適切な栄養量及

び内容の食事を確保するため、栄養士等による栄養管理が行われる必要があるほか、次の点に留意

して行うものとする。 

ア 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養のバランス

に配慮したものであること。 
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かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努

めなければならない。 

 

イ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。 

ウ 適切な衛生管理がなされていること。 

② 外部委託との関係 

食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えないが、指定生活介護事業者は、受託事

業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう、定期的に調整を行わ

なければならないものである。 

 

（健康管理） 

第八十七条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

 

（６）健康管理（基準第 87 条） 

利用者の健康管理は、保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理

の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものであ

る。 

 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第八十八条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪

化させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたと

き。 

 

（７）支給決定障害者に関する市町村への通知（基準第 88 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（14）を参照されたい。 

 

（運営規程） 

第八十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程（第九十二条第一項において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 利用定員 

五 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービスの利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十一 虐待の防止のための措置に関する事項 

（８）運営規程（基準第 89 条） 

指定生活介護事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指定生活介護の提供を確保す

るため、基準第 89 条第１号から第 12 号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定生

活介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

① 利用定員（第４号） 

利用定員は、指定生活介護事業所において同時に指定生活介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいうものであること。なお、複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあ

っては、当該指定生活介護の単位ごとに利用定員を定める必要があること。 

② 通常の事業の実施地域（第６号） 

通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われる

ことを妨げるものではないこと。 

 また、指定生活介護事業所へは利用者が自ら通うことを基本としているが、障害の程度等により自

ら通所することが困難な利用者に対しては、円滑な指定生活介護の利用が図られるよう、指定生活

介護事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要があること。 
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基準 解釈通知 

十二 その他運営に関する重要事項 

 

③ その他運営に関する重要事項（第 12 号） 

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、

その旨を規定し、「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障障発

第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の２の（１）

で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記すること。 

 

（衛生管理等） 

第九十条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等

の管理を適正に行わなければならない。 

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

三 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

 

（９）衛生管理等（基準第 90 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（20）を参照されたい。 

 

（協力医療機関） 

第九十一条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医

療機関を定めておかなければならない。 

 

（10）協力医療機関等（基準第 91 条） 

協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。 

 

（掲示） 

第九十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

 

（11）掲示（基準第 92 条） 

基準第 92 条の規定は、基準第 35 条と基本的に同趣旨であるため、第四の３の（21）を参照

されたい。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第百五十九条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、指定自立訓練（機能訓練）を提供し

第八 自立訓練（機能訓練） 

３ 運営に関する基準 
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基準 解釈通知 

た際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る利用者負担額の支払を受

けるものとする。 

2 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練（機能訓

練）を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

3 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練（機

能訓練）において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障

害者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用 

二 日用品費 

三 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練（機能訓練）において提供される便宜に要する費

用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

5 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第一項から第三項までに係る費用の額の支払を受け

た場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなけ

ればならない。 

6 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障

害者の同意を得なければならない。 

 

（１）利用者負担額等の受領（基準第 159 条） 

① 利用者負担額の受領等 

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の３の（11）の①、②、④及び⑤を参照された

い。 

② その他受領が可能な費用の範囲 

基準第 159 条第３項は、指定自立訓練（機能訓練）事者は、前２項の支払を受ける額のほ

か、指定自立訓練（機能訓練）において提供される便宜に要する費用のうち、 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 日用品費 

ウ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と

認められるもの の支払を受けることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に

区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである 

なお、ウの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。 

 

（訓練） 

第百六十条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自

立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

2 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練

を行わなければならない。 

3 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければな

らない。 

4 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定

自立訓練（機能訓練）事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

 

（２）訓練（基準第 160 条） 

① 基本方針 

指定自立訓練（機能訓練）の提供に当たっては、利用者の人格に十分配慮し、自立訓練（機

能訓練）計画によるサービスの目標等を念頭において行うことが基本であり、利用者の心身の状況

に応じて、適切な技術をもって訓練又は必要な支援を行うものとする。 

 また、指定自立訓練（機能訓練）は、単に身体機能の維持又は向上のための訓練を行うのみな

らず、利用者が当該指定自立訓練（機能訓練）の訓練期間経過後、地域において自立した日常

生活又は社会生活を営めるよう、当該利用者の生活全般にわたる諸課題を解決するための訓練も

含め、総合的な支援を行うものでなければならないこと。 

② 職員体制 

基準第 160 条第３項に規定する「常時１人以上の従業者を訓練に従事させる」とは、適切な訓

練を行うことができるように訓練に従事する生活支援員等の勤務体制を定めておくとともに、２以上の

生活支援員の勤務体制を組む場合は、それぞれの勤務体制において常時１人以上の常勤の生活

支援員の配置を行わなければならないものである。 
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基準 解釈通知 

なお、指定自立訓練（機能訓練）の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に

組むものとする。 

 

（地域生活への移行のための支援） 

第百六十一条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事

業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。 

2 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的

な連絡、相談等を行わなければならない。 

 

（３）地域生活への移行のための支援（基準第 161 条） 

指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域生活へ移行できるよう、日中活動サービス

事業者等と連携し、利用調整等を行うとともに、利用者が真に地域生活に定着し、将来にわたり自

立した日常生活が営めるよう、利用者が地域生活へ移行した後、少なくとも６月以上の間は、当該

利用者の生活状況の把握及びこれに関する相談援助又は他の障害福祉サービスの利用支援等を

行わなければならないこととしたものである。 
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（７）共生型自立訓練(生活訓練) 

① 基本方針 

○ 共生型自立訓練（生活訓練）の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられてい

ます。 

 共生型自立訓練（生活訓練）事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、２年間（又は３年間）にわたり生活能力の維持、向上等のために

必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 第一節 基本方針 

第百六十五条 自立訓練（生活訓練）（規則第六条の六第二号に規定する自立訓練

（生活訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生

活訓練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、規則第六条の六第二号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な

支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等が共生型自

立訓練（生活訓練）を行った場合は、障害福祉サービス等報酬における以下の共生型

生活訓練サービス費を請求することができます。 

・ 共生型生活訓練サービス費 665 単位 

※１ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護

事業所 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所 

※３ 人員欠如・定員超過等による減算が適用される場合は、減算後の単位数 

 

○ また、サービス管理責任者を１名以上配置し、地域に貢献する活動を行った場合には、

共生型自立訓練（生活訓練）固有の加算である、サービス管理責任者配置等加算を
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算定することができます。 

 

○ この他、障害福祉サービス等報酬の自立訓練（生活訓練）に設けられている加算につ

いても、要件を満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス報酬告示（基本報酬）＞ 

第 11 自立訓練（生活訓練） 

注4の2 ホについては、共生型自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス基準第171

条の 2 に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。）の事業を行う事業所

（以下「共生型自立訓練（生活訓練）事業所」という。）において、共生型自立訓練（生活

訓練）を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する

共生型自立訓練（生活訓練）事業所の場合は、所定単位数の 1000 分の 965 に相当する

単位数を算定する。 

 

＜障害福祉サービス報酬告示（加算）＞ 

注 6 の 4 ホについては、次の（1）及び（2）のいずれにも適合するものとして都道府県知事に

届け出た共生型自立訓練（生活訓練）事業所について、1 日につき 58 単位を加算する。 

（1） サービス管理責任者を 1 名以上配置していること。 

（2） 地域に貢献する活動を行っていること。 

 

＜障害福祉サービス留意事項通知（加算）＞ 

第２の３（２）生活訓練サービス費 

①（六） 共生型自立訓練（生活訓練）事業所にサービス管理責任者を１名以上配置して

おり、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た場合については、所

定単位数を加算する。 

なお、地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、「認

知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボラ

ンティアの受入れや活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域

住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代

との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型自立訓練（生活訓練）を実施する場合、指定通所介護事

業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用者の数と共生型自立訓練（生活訓練）事業所の利用者の数を合計し、その数に

応じて、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

 

※１ 指定通所介護事業者等：指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者等：指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 

※３ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所 

※４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 （共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第百七十一条の二 自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型自

立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たす

べき基準は、次のとおりとする。 

一 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と

共生型自立訓練（生活訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上で

あること。 

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

＜障害福祉サービス基準解釈通知＞ 

４ 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（１）共生型自立訓練（生活訓練）を行う指定通所介護事業者等及び指定小規模多機能型

居宅介護事業者等 の基準（基準第 171 条の２及び第 171 条の３） 

自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型自立訓練（生活訓

練）」という。））の事業を行う介護保険法による指定通所介護事業者、指定地域密着型通所

介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が満たすべき基準は、次のとおりである

こと。 
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所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練（生活訓練）の

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数

以上であること。 

三 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立

訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基

準） 

第百七十一条の三 共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介

護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人（サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人）以下とすること。 

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通い

サービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人（登録定員が二十五人を超える指定小規

模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人）までの範囲内とすること。 

 

登録定員 利用定員 

二十六人又は二十七人 十六人 

二十八人 十七人 

二十九人 十八人 

 

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当

な広さを有すること。 

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サ

ービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四

十四条に規定する基準を満たしていること。 

五 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立

訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

① 従業者の員数 

指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事

業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所（以下この号において「指定通所介護事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型

自立訓練（生活訓練）を受ける利用者（障害者）の数を含めて当該指定通所介護事業所等

の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

 なお、共生型自立訓練（生活訓練）の管理者と指定通所介護等の管理者を兼務することは差

し支えないこと。 

② 設備 

指定通所介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは障害者及び要介護者に同じ場所で同時に提供する

ことを想定していることから、障害者又は要介護者がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、カー

テンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

③ 指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から、指定通所介護事業所等が障害

者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。 

 

（準用） 

第百七十一条の四 第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第三十三条の二、第三

（２）準用（第 171 条の４） 

① 基準第 171 条の４の規定により、基準第９条から第 18 条まで、第 20 条、第 23 条、第 28
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十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第

六十八条から第七十条まで、第七十三条、第七十四条、第七十九条、第八十五条の二から第九

十二条まで、第百六十条、第百六十一条、第百六十五条及び前節（第百六十九条及び第百七

十一条を除く。）の規定は、共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。 

 

条、第 33 条の２、第 35 条の２から第 41 条まで、第 51 条、第 57 条から第 60 条まで、第

66 条、第 68 条から第 70 条まで、第 73 条、第 74 条、第 79 条、第 85 条の２から第 92

条まで、第 160 条、第 161 条、第 165 条及び前節（第 169 条及び 171 条を除く。）の規

定は、共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用されるものであるため、第三の３の

（１）、（３）から（８）まで（（３）の②を除く。）、（10）、（13）、（17）、

（22）の２及び（25）から（31）まで並びに第四の１の（７）、３の（６）から（９）ま

で（（７）の②中「６月に１回以上」とあるのは、「３月に１回以上」とする。）、（15）、

（17）から（19）まで及び（21）、（22）並びに第五の３の（４）の２から（10）まで

並びに第八の３の（２）及び（３）並びに第九の３の（１）から（３）まで（（２）の③

を除く。）を参照されたい。 

② ①により準用される第 10 条については、第五の３の（12）の②のとおり取り扱うものとする。 

③ ①により準用される基準 58 条で定める自立訓練（生活訓練）計画について、指定通所介護

事業所等にサービス管理責任者が配置されていない場合については、自立訓練（生活訓練）

計画に相当する計画を作成するように努めること。その際、高齢者介護の提供に係る計画等の作

成に関し経験のある者や、高齢者介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのと

りまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、そ

の者に当該計画の取りまとめを行わせることが望ましい。 

④ ①により準用される第 69 条については、第五の３の（12）の③のとおり取り扱うものとする。 

この場合において、共生型自立訓練（生活訓練）の利用定員は、共生型自立訓練（生活

訓練）の指定を受ける指定通所介護事業所等において、同時にサービス提供を受けることがで

きる利用者の数の 上限とする。なお、当該利用定員の範囲内であれば、サービスごとの利用者の

数に変動があっても差し支えないこと。 

（例） 定員 20 人の場合、利用日によって、共生型自立訓練（生活訓練）の利用者が 10

人、指定通所介護等の利用者が 10 人であっても、共生型自立訓練（生活訓練）の利用者

が５人、指定通所介護等の利用者が 15 人であっても、差し支えない。 

 

 （３）その他の共生型サービスについて 

共生型生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の４の（３）を参照されたい。 

 

 （４）その他の留意事項 

共生型生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の４の（４）を参照されたい。 

 

＜準用条文＞ 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行った

＜準用条文＞ 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

３ 運営に関する基準 
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ときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提

供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならな

い。 

 

（１）内容及び手続の説明及び同意（基準第９条） 

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始

に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の

勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況

（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の

利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適

切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該

事業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならない

こととしたものである。 

なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま

しいものである。 

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の

特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条第１項の

規定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 

⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

（契約支給量の報告等） 

第十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、

支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章において「契約支給

量」という。）その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を支給決

定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項そ

の他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅滞なく報告しなければならな

い。 

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 
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（提供拒否の禁止） 

第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。 

 

（３）提供拒否の禁止（基準第 11 条） 

指定居宅介護事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したも

のであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するもの

である。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに

該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介

護を提供することが困難な場合 

④ 入院治療が必要な場合 

である。 

 

（連絡調整に対する協力） 

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

（４）連絡調整に対する協力（基準第 12 条） 

指定居宅介護事業者は、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行

う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障

害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事

業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（５）サービス提供困難時の対応（基準第 13 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 11 条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第 13 条の規定により、適当な他の

指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

 

（受給資格の確認） 

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示す

る受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

（６）受給資格の確認（基準第 14 条） 

指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られる

ものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の

提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければ

ならないこととしたものである。 

 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければ

（７）介護給付費の支給の申請に係る援助（基準第 15 条） 

① 支給決定を受けていない利用者 

基準第 15 条第１項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者

の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該
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ならない。 

 

事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余

裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定め

たものである。 

 

（心身の状況等の把握） 

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

 

 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

 

 

（身分を証する書類の携行） 

第十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

（８）身分を証する書類の携行（基準第 18 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居

宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものであ

る。 

 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭

の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、

当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説

明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払につい

ては、この限りでない。 

 

（10）支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等（基準第 20 条） 

指定居宅介護事業者は、基準第 21 条第１項から第３項に規定する額の他曖昧な名目による

不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるも

のについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないもので

ある。 

① 指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用で

あること。 

② 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用

者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。 

 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第二十三条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介

（13）介護給付費の額に係る通知等（基準第 23 条） 

① 利用者への通知 
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護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介

護給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係

る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。 

 

基準第 23 条第１項は、指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介

護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の

額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の利用者への交付 

同条第２項は、基準第 21 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定居

宅介護の内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。 

 

（緊急時等の対応） 

第二十八条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（17）緊急時の対応（基準第 28 条） 

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

（23）業務継続計画の策定等（基準第 33 条の２） 

① 基準第 33 条の２は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利

用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、

研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の２に基づき指定居宅介護事業者に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症

や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練

の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以

下「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和

６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障

害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及

び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 
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ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

 従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとと

もに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発

生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と

一体的に実施することも差し支えない。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の

利用者の生命又は身体を保護するため制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはな

らない。 

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底 

を図ること。 

（26）身体拘束等の禁止（基準第 35 条の２） 

① 基準第 35 条の２第１項及び第２項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体拘

束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の

責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を

決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用するこ

とが望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。ま

た、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 
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二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

 なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

 指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束

等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘

束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とした

ものではないことに留意することが必要である。 

 身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身

体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」に

は、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身

体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護

事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時には必

ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において

身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施してい
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るものとみなして差し支えない。 

 

（秘密保持等） 

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。 

 

（27）秘密保持等（基準第 36 条） 

① 基準第 36 条第１項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。 

② 同条第２項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者

及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該

指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらかじめ、文書

により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

（情報の提供等） 

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利

用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その

内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

（利益供与等の禁止） 

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対

して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の

障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（28）利益供与等の禁止（基準第 38 条） 

① 基準第 38 条第１項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害

福祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指

定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福

祉サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障

害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相

談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該

事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 
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（苦情解決） 

第三十九条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市

町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又は

その家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により

都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都

道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定に

より都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う

調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第

三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならな

い。 

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八

十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

（29）苦情解決（基準第 39 条） 

① 基準第 39 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示するこ

とが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

内容等を記録することを義務付けたものである。 

 また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第３項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必

要が生じることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言

を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 

 

（事故発生時の対応） 

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなけ

ればならない。 

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（30）事故発生時の対応（基準第 40 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、利用者に

対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の

家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対する指定居宅介護の提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 
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  また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置することや救命講習等を受講すること

が望ましいこと。なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域

においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講

じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針」

（平成 14 年３月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されているので、

参考にされたい。 

 

（虐待の防止） 

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（31） 虐待の防止（基準第 40 条の２） 

① 同条第第１項の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実

施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再

発防止策を検討、実行） 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の虐

待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者や

その家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対応

を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者（必

置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底すること

が必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等適

正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

 指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防止の

ための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるためのもの

であり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

 具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式

を整備すること。 
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イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内

容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ま

しい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会

が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規採

用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合

でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置するこ

と。 

 

（会計の区分） 

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（32）会計の区分（基準第 41 条） 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の

事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。 
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（管理者） 

第五十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理

者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等

の職務に従事させることができるものとする。 

 

第四 療養介護 

１ 人員に関する基準 

（７）管理者（基準第 51 条） 

① 管理者の専従 

指定療養介護事業所の管理者は、原則として、専ら当該指定療養介護事業所の管理業務に従

事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がな

いときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

ア 当該指定療養介護事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合 

イ 当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援

施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であっ

て、特に当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないと認められる場合 

② 管理者の資格要件 

指定療養介護事業所は病院であることから、指定療養介護事業所の管理者は医師でなければな

らない。 

 

（指定療養介護の取扱方針） 

第五十七条 指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者

の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画

一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

2 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利

用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければなら

ない。 

3 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

 

３ 運営に関する基準 

（６）指定療養介護の取扱方針（基準第 57 条） 

① 基準第 57 条第２項に規定する支援上必要な事項とは、指定療養介護計画の目標及び内容

のほか、行事及び日課等も含むものである。 

② 同条第３項は、指定療養介護事業者は、自らその提供する指定療養介護の質の評価を行うこ

とはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供する事業者として

の質の改善を図らなければならないこととしたものである。 

 

（療養介護計画の作成等） 

第五十八条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個

別支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務を担当させるも

のとする。 

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の

希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管

（７）療養介護計画の作成等（基準第 58 条） 

① 療養介護計画 

基準第 58 条においては、サービス管理責任者が作成すべき療養介護計画について規定している。 

療養介護計画は、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般

の質を向上させるための課題、指定障害福祉サービスの目標及びその達成時期、指定療養介護を

提供する上での留意事項等を記載した書面である。 

また、療養介護計画は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて

利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。 

② サービス管理責任者の役割 
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理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介

護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計

画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指

定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画

の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介護の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとす

る。 

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付

しなければならない。 

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも六月に

一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行

うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

一 定期的に利用者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。 

 

サービス管理責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を踏まえて、

当該指定療養介護事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含め

て、療養介護計画の原案を作成し、以下の手順により療養介護計画に基づく支援を実施するもので

ある。 

ア 利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を開催し、療養介

護計画の原案について意見を求めること 

イ 当該療養介護計画の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により

当該利用者の同意を得ること 

ウ 利用者へ当該療養介護計画を交付すること 

エ 当該療養介護計画の実施状況の把握及び療養介護計画の見直すべきかどうかについての検

討（当該検討は少なくとも６月に１回以上行われ、必要に応じて療養介護計画の変更を行う

必要があること。）を行うこと 

 

（サービス管理責任者の責務） 

第五十九条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとす

る。 

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用

状況等を把握すること。 

二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に

対し、必要な支援を行うこと。 

三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

 

（８）サービス管理責任者の責務（基準第 59 条） 

サービス管理責任者は、療養介護計画の作成のほか、次の業務を担うものである。 

① 利用申込みに際し、当該利用者に係る他の障害福祉サービス等の提供状況の把握を行うこと 

② 指定療養介護事業所を退院し、自立した日常生活を営むことが可能かどうか、定期的に点検す

るとともに、自立した日常生活を営むことが可能と認められる利用者に対し、地域生活への移行へ

向けた支援を行うこと 

③ 他の従業者に対して、指定療養介護の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと 
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（相談及び援助） 

第六十条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の

援助を行わなければならない。 

 

（９）相談及び援助（基準第 60 条） 

基準第 60 条は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、常時

必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的にサービスを利用する利用者の生活の

質の向上を図ることを趣旨とするものである。 

 

（管理者の責務） 

第六十六条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務

の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（15）管理者の責務（基準第 66 条） 

指定療養介護事業所の管理者の責務として、指定療養介護事業所の従業者の管理及び指定

療養介護事業所の業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定療養

介護事業所の従業者に基準第三章第四節（運営に関する基準）の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

（勤務体制の確保等） 

第六十八条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、

指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者に

よって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

（17）勤務体制の確保等（基準第 68 条） 

利用者に対する適切な指定療養介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定

したものであるが、次の点に留意するものとする。 

① 基準第 68 条第１項は、指定療養介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表（生活支援

員の勤務体制を指定療養介護の単位等により２以上で行っている場合は、その勤務体制ごとの

勤務表）を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を

明確にすることを定めたものであること。 

② 同条第２項は、指定療養介護事業所は原則として、当該指定療養介護事業所の従業者によ

って指定療養介護を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の利用者に対するサービス提供に

直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第３項は、指定療養介護事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施す

る研修や当該指定療養介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めた

ものであること。 

④ 同条第４項の規定は、基準第 33 条第４項の規定と基本的に同趣旨であるため、第三の 1 

の（22）を参照されたいこと。 

 

（定員の遵守） 

第六十九条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（18）定員の遵守（基準第 69 条） 

利用者に対する指定療養介護の提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定療養介護

事業所が定める利用定員（指定療養介護の事業の専用の病室のベッド数）を超えた利用者の受

入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービ

スの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定療

養介護事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能と

することとしたものである。 

① １日当たりの利用者の数 
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ア 利用定員 50 人以下の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数（複数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、

当該指定療養介護の単位ごとの利用者の数。イ及び②において同じ。）が、利用定員（複

数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定療養介護の単位ごと

の利用定員。イ及び②において同じ。）に 110％を乗じて得た数以下となっていること。 

イ 利用定員 51 人以上の指定療養介護事業所の場合 

１日当たりの利用者の数が、利用定員から 50 を差し引いた数に 105％を乗じて得た数に、

55 を加えて得た数以下となっていること。 

② 過去３月間の利用者の数 

過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に 105％を乗じて得た数

以下となっていること。 

 

（非常災害対策） 

第七十条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

 

（19）非常災害対策（基準第 70 条） 

① 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体

制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期さなければならないこととしたものであ

る。 

② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）その他法令等に規定された設備を指しており、それらの設備を確実に設置しなければならな

い。 

③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第

３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第

８条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。 

④ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携

を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものであ

る。 

⑤ 基準第 70 条第３項は、指定療養介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の

実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのために

は、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制

づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な

指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

（地域との連携等） 

第七十四条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的

（22）地域との連携等（基準第 74 条） 

指定療養介護事業所が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体
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な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第七十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所（以下この

条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において「従

たる事業所」という。）を設置することができる。 

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（サービス

管理責任者を除く。）のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業

所の職務に従事する者でなければならない。 

 

 

（職場への定着のための支援の実施） 

第八十五条の二 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生

活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につい

て、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月

以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常

の事業所に新たに雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を

希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受け

られるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めな

ければならない。 

 

第五 生活介護 

３ 運営に関する基準 

（４）の２ 職場への定着のための支援等の実施（基準第 85 条の２） 

指定生活介護事業者は、 当該指定生活介護を受けて、企業等に新たに雇用された障害者が円

滑に職場に定着できるよう、障害者が就職してから、少なくとも６月以上の間、障害者就業・生活支

援センターや職場適応援助者等と連携を図りながら、事業主に対する助言、就職後に生じた職場

不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援等を行うこと。 

また、当該障害者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該指定生活介

護事業者において一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、当該指定生活介護

事業者は就職後６月経過後に円滑な就労定着支援の利用が開始できるよう、当該指定就労定

着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当

該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。当該生活

介護事業者において指定就労定着支援事業を実施していない場合には、指定特定計画相談支援

事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当該指定生活介護事業者以外が実施する指

定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。 

なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な職場への定

着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業者等と必要な調整

に努めること。 

 

（食事） 

第八十六条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提

供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜（し）好を考

慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄

養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。 

（５）食事の提供（基準第 86 条） 

① 栄養管理等 

食事の提供は、利用者の支援に極めて重要なものであることから、指定生活介護事業所が食事の

提供を行う場合については、提供する手段によらず、年齢や障害の特性に応じて、適切な栄養量及

び内容の食事を確保するため、栄養士等による栄養管理が行われる必要があるほか、次の点に留意

して行うものとする。 
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3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置

かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努

めなければならない。 

 

ア 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養のバランス

に配慮したものであること。 

イ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。 

ウ 適切な衛生管理がなされていること。 

② 外部委託との関係 

食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えないが、指定生活介護事業者は、受託事

業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう、定期的に調整を行わ

なければならないものである。 

 

（健康管理） 

第八十七条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

 

（６）健康管理（基準第 87 条） 

利用者の健康管理は、保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理

の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものであ

る。 

 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第八十八条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪

化させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたと

き。 

 

（７）支給決定障害者に関する市町村への通知（基準第 88 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（14）を参照されたい。 

 

（運営規程） 

第八十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程（第九十二条第一項において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 利用定員 

五 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービスの利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

（８）運営規程（基準第 89 条） 

指定生活介護事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指定生活介護の提供を確保す

るため、基準第 89 条第１号から第 12 号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定生

活介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

① 利用定員（第４号） 

利用定員は、指定生活介護事業所において同時に指定生活介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいうものであること。なお、複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあ

っては、当該指定生活介護の単位ごとに利用定員を定める必要があること。 

② 通常の事業の実施地域（第６号） 

通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われる

ことを妨げるものではないこと。 

また、指定生活介護事業所へは利用者が自ら通うことを基本としているが、障害の程度等により自ら
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十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十一 虐待の防止のための措置に関する事項 

十二 その他運営に関する重要事項 

 

通所することが困難な利用者に対しては、円滑な指定生活介護の利用が図られるよう、指定生活介

護事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要があること。 

③ その他運営に関する重要事項（第 12 号） 

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、

その旨を規定し、「地域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障障発

第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の２の（１）

で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記すること。 

 

（衛生管理等） 

第九十条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等

の管理を適正に行わなければならない。 

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

三 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

 

（９）衛生管理等（基準第 90 条） 

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の（20）を参照されたい。 

 

（協力医療機関） 

第九十一条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医

療機関を定めておかなければならない。 

 

（10）協力医療機関等（基準第 91 条） 

協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。 

 

（掲示） 

第九十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

 

（11）掲示（基準第 92 条） 

基準第 92 条の規定は、基準第 35 条と基本的に同趣旨であるため、第四の３の（21）を参照

されたい。 
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（訓練） 

第百六十条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自

立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

2 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練

を行わなければならない。 

3 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければな

らない。 

4 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定

自立訓練（機能訓練）事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

 

第八 自立訓練（機能訓練） 

３ 運営に関する基準 

（２）訓練（基準第 160 条） 

① 基本方針 

指定自立訓練（機能訓練）の提供に当たっては、利用者の人格に十分配慮し、自立訓練（機

能訓練）計画によるサービスの目標等を念頭において行うことが基本であり、利用者の心身の状況に

応じて、適切な技術をもって訓練又は必要な支援を行うものとする。 

また、指定自立訓練（機能訓練）は、単に身体機能の維持又は向上のための訓練を行うのみなら

ず、利用者が当該指定自立訓練（機能訓練）の訓練期間経過後、地域において自立した日常

生活又は社会生活を営めるよう、当該利用者の生活全般にわたる諸課題を解決するための訓練も

含め、総合的な支援を行うものでなければならないこと。 

② 職員体制 

基準第 160 条第３項に規定する「常時１人以上の従業者を訓練に従事させる」とは、適切な訓

練を行うことができるように訓練に従事する生活支援員等の勤務体制を定めておくとともに、２以上の

生活支援員の勤務体制を組む場合は、それぞれの勤務体制において常時１人以上の常勤の生活

支援員の配置を行わなければならないものである。 

なお、指定自立訓練（機能訓練）の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に組

むものとする。 

 

（地域生活への移行のための支援） 

第百六十一条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事

業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。 

2 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的

な連絡、相談等を行わなければならない。 

 

（３）地域生活への移行のための支援（基準第 161 条） 

指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域生活へ移行できるよう、日中活動サービス

事業者等と連携し、利用調整等を行うとともに、利用者が真に地域生活に定着し、将来にわたり自

立した日常生活が営めるよう、利用者が地域生活へ移行した後、少なくとも６月以上の間は、当該

利用者の生活状況の把握及びこれに関する相談援助又は他の障害福祉サービスの利用支援等を

行わなければならないこととしたものである。 

 

（サービスの提供の記録） 

第百六十九条の二 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）（指

定宿泊型自立訓練を除く。）を提供した際は、当該指定自立訓練（生活訓練）の提供日、内容

その他必要な事項を、指定自立訓練（生活訓練）の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿

泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前二項の規定による記録に際しては、支給決定障害

者等から指定自立訓練（生活訓練）を提供したことについて確認を受けなければならない。 

第九 自立訓練（生活訓練） 

３ 運営に関する基準 

（１）サービスの提供の記録（基準第 169 条の２） 

① 基準第 169 条の２第１項については、指定居宅介護の場合と同趣旨であるため、第三の３の

（９）の①を参照されたい。 

② 基準第 169 条の２第２項については、指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の

（２）の①を参照されたい。 

③ 基準第 169 条の２第３項については、指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の３の
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 （２）の②を参照されたい。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第百七十条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）を提供した

際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る利用者負担額の支払を受け

るものとする。 

2 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練（生活訓

練）を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

3 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練（生

活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）において提供される便宜に要する費用のうち、次の各

号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用 

二 日用品費 

三 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練（生活訓練）において提供される便宜に要する費

用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

4 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第一項及び

第二項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のう

ち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用 

二 光熱水費 

三 居室（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築さ

れ、買収され、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 日用品費 

五 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させること

が適当と認められるもの 

5 第三項第一号及び前項第一号から第三号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が

定めるところによるものとする。 

6 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第一項から第四項までに係る費用の額の支払を受け

た場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなけ

ればならない。 

7 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第三項及び第四項の費用に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、

（２）利用者負担額等の受領（基準第 170 条） 

① 利用者負担額の受領等 

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の３の（11）の①、②、④及び⑤を参照された

い。 

② 指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練（生活訓練）におけるその他受領が可能な費用

の範囲 

基準第 170 条第３項の規定は、指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前２項の支払を受け

る額のほか、指定自立訓練（生活訓練）において提供される便宜に要する費用のうち、 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 日用品費 

ウ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と

認められるもの 

の支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分され

ない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

なお、ウの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。 
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基準 解釈通知 

支給決定障害者の同意を得なければならない。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第百七十条の二 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活

訓練）事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたとき

は、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を

算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者

負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サ

ービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

2 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び厚生労働大臣が定める者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当

該指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型

自立訓練を除く。）及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練（生活

訓練）及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。

この場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者負担額合計額を市町村

に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定

障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

 

（３）利用者負担額に係る管理（基準第 170 条の 2） 

指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者が同一の月に、指定自立訓練（生活

訓練）以外の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該月における利用者負担額合計額を算定

しなければならない（ただし、指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者以外

の者である場合は、支給決定障害者の依頼を受けて算定する。）こととされたが、その具体的な取

扱いについては、別に通知するところによるものとする。 

 

（記録の整備） 

第百七十条の三 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

2 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者に対する指定自立訓練（生活訓練）の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練（生活訓練）を提供した日から五

年間保存しなければならない。 

一 次条において準用する第五十八条第一項の規定により作成する自立訓練（生活訓練）計画 

二 第百六十九条の二第一項及び第二項に規定するサービスの提供の記録 

三 次条において準用する第八十八条に規定する市町村への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録 

五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

 

（４）記録の整備（基準第 170 条の３） 

指定自立訓練（生活訓練）事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文

書により整備しておく必要があること。なお、基準第 170 条の３第２項により、指定自立訓練（生

活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）の提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲

げる記録については、当該自立訓練（生活訓練）を提供した日から、少なくとも５年以上保存して

おかなければならないとしたものである。 

① 指定自立訓練（生活訓練）に関する記録 

ア 基準第 171 条において準用する基準第 58 条第１項の規定により作成する自立訓練（生活

訓練）計画 

イ 基準第 169 条の２第１項及び第２項に規定するサービスの提供の記録 

ウ 基準第 171 条において準用する基準第 35 条の２第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 171 条において準用する基準第 39 条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

オ 基準第 76 条において準用する基準第 40 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

② 基準第 171 条において準用する基準第 88 条に規定する市町村への通知に係る記録 
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（８）共生型児童発達支援 

① 基本方針 

○ 共生型児童発達支援の提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられています。 

児童発達支援事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得

し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並

びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければ

ならない。 

 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 第一節 基本方針 

第四条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という。）の事業は、

障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応するこ

とができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切か

つ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定生活介護事業所、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介

護事業所等が共生型児童発達支援を行った場合は、障害福祉サービス等報酬における

以下の共生型児童発達支援給付費を請求することができます。 

・ 共生型児童発達支援給付費 591 単位 

 

※１ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護

事業所 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所 

※３ 人員欠如・定員超過等による減算が適用される場合は、減算後の単位数 

○ また、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を１名以上配置し、地域

に貢献する活動を行った場合には、共生型児童発達支援固有の加算である、共生型サ

ービス体制強化加算を算定することができます。 
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○ この他、障害福祉サービス等報酬の児童発達支援に設けられている加算についても、要

件を満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害児通所支援報酬告示（基本報酬）＞ 

１ 児童発達支援 

１ 児童発達支援給付費 

注 2 の２ ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県

知事に届け出た共生型児童発達支援（指定通所基準第 54 条の 2 に規定する共生型児童

発達支援をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下「共生型児童発達支援事業所」という。）

において、共生型児童発達支援を行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。 

 

＜障害児通所支援報酬告示（加算）＞ 

注 11 ヘの共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者（児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第 49 条第 1 項に規

定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。）、保育士又は児童指導員を 1 以上配

置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支

援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、1 日につき次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその

他の加算は算定しない。 

イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ 1 以上配置した場合 

181 単位 

ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103 単位 

ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78 単位 

 

＜障害児通所支援留意事項通知（加算）＞ 

第二の２（１）児童発達支援給付費 

④の４ 共生型サービス体制強化加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注 11 の共生型サービス体制強化加算については、次のとおり取り扱

うこととする。 

（一） 通所報酬告示第１の１の注 11 のイを算定する場合 

児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ１名以上配置（いずれも

兼務可）し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所につ

いて加算するものであること。 

（二） 通所報酬告示第１の１の注 11 のロを算定する場合 

児童発達支援管理責任者を１名以上配置（兼務可）し、地域に貢献する活動を行っている

ものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 
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（三） 通所報酬告示第１の１の注 11 のハを算定する場合 

保育士又は児童指導員を１名以上配置（いずれも兼務可）し、地域に貢献する活動を行っ

ているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 

（四） 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、

「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域の

ボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地

域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世

代との関わりを持つためのものとするよう努めること。  

（五） （一）から（三）については、いずれか１つを算定するものであること。  

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定生活介護事業者、指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型児童発達支援を実施する場合、指定

生活介護事業所、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用者の数と共生型児童発達支援事業所の利用

者の数を合計し、その数に応じて、指定生活介護事業所、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とさ

れる数以上を配置する必要があります。 

 

※１ 指定通所介護事業者等：指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者等：指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 

※３ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所 

※４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害児通所支援基準＞ 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準） 

第五十四条の二 児童発達支援に係る共生型通所支援（以下「共生型児童発達支援」とい

う。）の事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に

規定する指定生活介護事業者をいう。第五十四条の十において同じ。）が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生

活介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指

定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。以下

＜障害児通所支援基準解釈通知＞ 

第三 児童発達支援 

４ 共生型障害児通所支援に関する基準 

（１）共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準（基準第 54 条の２） 

児童発達支援に係る共生型通所支援（以下「共生型児童発達支援」という。）の事業を行う指

定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介

護事業者をいう。第五十四条の十において同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のと

おりであること。 

① 指定生活介護事業所の従業者の員数が、共生型児童発達支援を受ける利用者の数を含めて
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基準 解釈通知 

同じ。）の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児

の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上である

こと。 

二 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

当該指定生活介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所として必要

とされる数以上であること。 

なお、指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所に配置するサービス管理責任者に「サー

ビス管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される児童発達支援管理責任者研修

（１ 児童発達支援管理責任者に関する講義を除く。）の受講を促し、研修終了者が指定生

活介護事業所を利用する障害児の児童発達支援計画を作成することが望ましい。 

② 障害児入所施設その他関係施設から、指定生活介護事業所が障害児の支援を行う上で、必

要な技術的支援を受けていること。 

 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第五十四条の三 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定

居宅サービス等基準」という。）第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。））

又は指定地域密着型通所介護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」と

いう。）第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（第五十四条の

十一において「指定通所介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

一 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介

護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第二

十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業

所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又

は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をい

う。第五十四条の十一第一号において同じ。）の面積を、指定通所介護（指定居宅サービス等基

準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密

着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介

護等」という。）の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た

面積が三平方メートル以上であること。 

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害

児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上で

あること。 

三 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

 

（２）共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準（基準第54条の３） 

共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基

準」という。）第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着

型通所介護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第二十条

第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（第五十四条の十一において「指

定通所介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりであること。 

① 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準第 93 条第１項

又は指定地域密着型サービス基準第 20 条第１項に規定する食堂及び機能訓練室をいう。）

の面積が当該指定通所介護事業所等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける利用者

の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。 

② 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、共生型児童発達支援を受ける利用者の数を含め

て当該指定通所介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所等とし

て必要とされる数以上であること。 

 なお、指定通所介護事業所等は、児童発達支援管理責任者の配置が義務づけられていない

が、指定通所介護事業者等は指定通所介護事業所等の従業者のうち、「障害児通所支援又

は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」に掲げる実務経

験者に相当すると認められる管理者等に「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づ

き実施される「児童発達支援管理責任者研修」及び「相談支援従事者研修事業の実施につい

て」に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修（講義部分）」の受講を促すこととし、研

修修了者が指定通所介護事業所等を利用する障害児の児童発達支援計画を作成することが

望ましい。 

③ 障害児入所施設その他関係施設から、指定通所介護事業所等が障害児の支援を行う上で、

必要な技術的支援を受けていること。 
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（共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第五十四条の四 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準

第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）（第五十

四条の十二において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）又は指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基

準」という。）第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。）（以下「指定小規模多機能型居

宅介護事業所等」という。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録

者（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地

域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。）の数と共生型生

活介護（指定障害福祉サービス等基準第九十三条の二に規定する共生型生活介護をいう。）、

共生型自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第百六十二条の二に規定する共

生型自立訓練（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉

サービス等基準第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）又は共生

型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス（第七十一条の二に規定する共生型放課

後等デイサービスをいう。）（以下「共生型通いサービス」という。）を利用するために当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以

下この条において同じ。）を二十九人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指

定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。）、サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。）又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準

第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、十八

人）以下とすること。 

（３）共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準（基

準第 54 条の４） 

共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型

サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）、指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）（第五十四条の十二において

「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八

年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第四十

四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が当該事業に

関して満たすべき基準は、次のとおりであること。 

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第 63 条第１項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型サービス基準第 171 条第１項に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準第 44 条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）の

登録定員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 171 号。以下「指定障害福

祉サービス等基準」という。）第 93 条の２に規定する共生型生活介護、指定障害福祉サービ

ス等基準第 162 条の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）若しくは指定障害福祉サ

ービス等基準第 171 条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）又は共生型児童発達

支援若しくは基準第 71 条の２に規定する共生型放課後等デイサービス（以下「共生型通いサ

ービス」という。）を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受け

た障害者及び障害児の数の合計数の上限とし、29 人（サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第 63 条第７項に規定する「サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所」をいう。以下同じ。）サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第 171 条第８項に規定する「サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」をいう。以下同じ）又はサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準第 44 条第

７項に規定する「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」をいう。）

（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、18 人）

以下とすること。 

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指定
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二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指定

地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。）（第五十四条の十二において「指定小規模多機能型居

宅介護等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防

サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち通

いサービス（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は

指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同

じ。）の利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と

共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。）を登

録定員の二分の一から十五人（登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所等にあっては、十二人）までの範囲内とすること。 

 

登録定員 利用定員 

二十六人又は二十七人 十六人 

二十八人 十七人 

二十九人 十八人 

 

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス基準

第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防

サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。）は、機能を十分に発揮

しうる適当な広さを有すること。 

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービ

ス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四

条に規定する基準を満たしていること。 

五 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

地域密着型サービス基準第 62 条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第 170 条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）

又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第

43 条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち、指定地域密着型

サービス基準第 63 条第１項若しくは第 171 条第１項又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準第 44 条第１項に規定する通いサービス（以下「通いサービス」という。）の利用定員と

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を 1 日当たりの上限とし、登録定員の２分の

１から 15 人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12 人）までの

範囲内とすること。ただし、登録定員が 25 人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所

等における通いサービスの利用定員の上限は次のとおりであること。 

ア 登録定員が 26 人又は 27 人の場合、16 人 

イ 登録定員が 28 人の場合、17 人 

ウ 登録定員が 29 人の場合、18 人 

③ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適用な

広さを有すること。 

④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて指定小規模多機能型居宅介護事業所

等の利用者の数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされ

る数以上であること。 

 なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所等は、サービス管理責任者の配置が義務づけら

れていないが、指定小規模多機能型居宅介護事業者等は指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の従業者のうち、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として

厚生労働大臣が定めるもの」に掲げる実務経験者に相当すると認められる管理者等に「サービス

管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される「児童発達支援管理責任者研修」

及び「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施される「相談支援従事者初任

者研修（講義部分）」の受講を促すこととし、研修修了者が指定小規模多機能型居宅介護

事業所等を利用する障害児の児童発達支援計画を作成することが望ましい。 

⑤ 障害児入所施設その他関係施設から、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が障害児の

支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。 

 

 （４）設備について 

指定生活介護事業所、指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等
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（以下「指定生活介護事業所等」という。）として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるもの

であること。ただし、必要な設備等について障害児が使用するものに適したものとするよう配慮するこ

と。 

なお、当該設備については、共生型サービスは障害児、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく介護給付の対象となる障害者（以下「障害者」という。）及び介護

保険法に基づく介護給付の対象となる要介護者（以下「要介護者」という。）に同じ場所で同時に

提供することを想定していることから、障害児、障害者及び要介護者がそれぞれ利用する設備を区切

る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

 

（準用） 

第五十四条の五 第四条、第七条、第八条及び前節（第十一条を除く。）の規定は、共生型児

童発達支援の事業について準用する。 

 

（５）準用 

① 基準第 54 条の５より、第４条、第７条、第８条及び前節（第 11 条を除く。）の規定は、共

生型児童発達支援の事業について準用されるものであることから、第三の１の（３）、３の

（２）から（43）までを参照されたい。 

② ①で準用される基準 27 条で定める児童発達支援計画について、指定生活介護事業所等に児

童発達支援管理責任者が配置されていない場合については、児童発達支援計画に相当する計

画を作成するように努めること。その際、障害福祉サービスや高齢者介護の提供に係る計画等の

作成に関し経験のある者や、障害福祉サービスや高齢者介護の提供について豊富な知識及び

経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所にサービス管理責任者又は介護

支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画の取りまとめを行わせることが望

ましい。 

③ ①で準用される基準第 37 条第４号及び第 39 条については、第三の３の（29）のとおり取り

扱うものとする。 

 この場合において、共生型児童発達支援の利用定員は、共生型児童発達支援の指定を受け

る指定生活介護事業所等において同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限

とする。なお、当該利用定員の範囲内であれば、サービスごとの利用者の数に変動があっても差し

支えないこと。 

 （例）定員 20 人の場合、利用日によって､障害児が 10 人、要介護者が 10 人であっても、

障害児が 15 人、要介護者が５人であっても、差し支えない。 

 

 （６）その他の共生型サービスについて  

高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、  

・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の

両方の基準を満たして両方の指定を受けているもの  

・ 法令上「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ

以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険制度の認知症対応型
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共同生活介護）について、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの  

・ 介護保険制度の基準を満たして指定を受け、かつ、障害福祉制度の基準該当サービスを活

用しているもの  

についても「共生型サービス」であり、地域共生社会の実現に向け、これらの推進も図られることが望

ましいこと。  

 

 （７）その他の留意事項 

多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供する取組は、共に活動することで、リハビリや自立・

自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、共生型サービスは、障害児、障害者及び

要介護者に同じ場所で同時に提供することを想定している。 

このため、同じ場所において、サービスを時間によって障害児、障害者及び要介護者に分けて提供す

る場合（例えば、午前中に要介護者に対して通所介護、午後の放課後の時間に障害児に対して

放課後等デイサービスを提供する場合）は、各サービスの提供時間において、各制度の共生型の特

例によらず、各サービスの指定基準を満たしてサービス提供すること。 

 

＜準用条文＞ 

 （管理者） 

第七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する

管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障

がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 

 

＜準用条文＞ 

第三 児童発達支援 

１ 人員に関する基準 

（３）管理者（基準第７条） 

指定児童発達支援事業所の管理者は、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものと

する。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねる

ことができるものとする。 

① 当該指定児童発達支援事業所の従業者としての職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと

認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管

理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所又は施設等の事業の内

容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設さ

れる指定障害者支援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務す

る場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、指定障害者支援施設等における勤

務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっ

ても差し支えない。） 

 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであ

るものを除く。）における主たる事業所（次項において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運
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営を行う事業所（次項において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（児童発

達支援管理責任者を除く。）のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従

たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第十二条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の

申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者（以下「利用申込者」とい

う。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十

七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の

開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条

の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な

配慮をしなければならない。 

 

３ 運営に関する基準 

（２）内容及び手続の説明及び同意（基準第 12 条） 

基準第 12 条は、指定児童発達支援事業所は、障害児に対し適切な指定児童発達支援を提供

するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定児童発達支援事業所

の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制、提供するサービ

スの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、

評価結果の開示状況）等の利用申込者が施設を選択するために必要な重要事項について、障害

児の障害の特性に応じた適切な配慮を心がけ、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付し

て懇切丁寧に説明を行い、当該指定児童発達支援事業所から指定児童発達支援の提供を受け

ることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。 

なお、利用申込者及び指定児童発達支援事業所双方の保護の立場から書面によって確認するこ

とが望ましい。 

また、利用申込者との間で当該指定児童発達支援の提供に係る契約が成立したときは、障害児

の心身の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条第

１項の規定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定児童発達支援の内容 

③ 当該指定児童発達支援の提供につき通所給付決定保護者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定児童発達支援の提供開始年月日 

⑤ 指定児童発達支援に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

なお、利用申込者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使

用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

（契約支給量の報告等） 

第十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童

発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量（次項

において「契約支給量」という。）その他の必要な事項（第三項及び第四項において「通所受給者

証記載事項」という。）を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。 

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。 

（３）契約支給量の報告等（基準第 13 条） 

① 契約支給量等の受給者証への記載 

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に係る契約が成立した時は、通所給付

決定保護者の受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定児童発達支援の内容、

当該事業者が当該通所給付決定保護者に提供する月当たりの指定児童発達支援の提供量（契

約支給量）、契約日等の必要な事項を記載すること。 



311 

 

基準 解釈通知 

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者

証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

4 前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

 

なお、当該契約に係る指定児童発達支援の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終

了した場合には当該月で既に提供した指定児童発達支援の量を記載することとしたものである。 

② 契約支給量 

基準第 13 条第２項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護

者の支給量を超えてはならないこととしたものである。 

③ 市町村への報告 

同条第３項は、指定児童発達支援事業者は、①の規定による記載をした場合に、遅滞なく市町

村に対して、当該記載事項を報告することとしたものである。 

 

（提供拒否の禁止） 

第十四条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んで

はならない。 

 

（４）提供拒否の禁止（基準第 14 条） 

指定児童発達支援事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定し

たものであり、特に、障害の程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するもの

である。提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業の利用定員を超える利用申込みがあった場合 

② 入院治療の必要がある場合 

③ 当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援の主たる対象とする障害の種類

が異なる場合、その他障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難な場

合 

等である。 

なお、支援の不十分さを伝え利用申込者から断らせる等、実質的に障害の程度等により提供を拒

否する場合は、正当な理由には当たらないものである。 

 

（連絡調整に対する協力） 

第十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児

相談支援事業を行う者（第四十九条第一項において「障害児相談支援事業者」という。）が行う

連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

（５）連絡調整に対する協力（基準第 15 条） 

指定児童発達支援事業者は、市町村又は障害児相談支援事業者が行う障害児の紹介、地域

におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定通所支援の円滑な利用

の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十六条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域

（当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第三十

七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。）等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対

し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児

童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 

（６）サービス提供困難時の対応（基準第 16 条） 

指定児童発達支援事業者は、基準第 14 条の正当な理由により、利用申込者に係る障害児に

対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合には、同条の規定によ

り、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければな

らないものである。 
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（受給資格の確認） 

第十七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所

給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされ

た指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

（７）受給資格の確認（基準第 17 条） 

指定児童発達支援の利用に係る障害児通所給付費を受けることができるのは、通所給付決定保

護者に限られることを踏まえ、指定児童発達支援の開始に際し、通所給付決定保護者の提示する

通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定された指定通所支援の種類、通所

給付決定の有効期間、支給量等を確かめなければならないこととしたものである。 

 

（障害児通所給付費の支給の申請に係る援助） 

第十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていな

い者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給

の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準

的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請につい

て、必要な援助を行わなければならない。 

 

（８）障害児通所給付費の支給の申請に係る援助（基準第 18 条） 

① 通所給付決定を受けていない者 

基準第 18 条第１項は、通所給付決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、そ

の者の意向を踏まえて、速やかに障害児通所給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするもの

である。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用障害児に係る通所給付決定の有効期間の終了に伴い、保護者が引き続き

指定児童発達支援を受ける意向がある場合には、市町村が通所給付決定に通常要すべき標準処

理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって当該保護者が支給申請を行うことができるよう、申請勧奨

等の必要な援助を行うことを定めたものである。 

 

（心身の状況等の把握） 

第十九条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身

の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努

めなければならない。 

 

（９）心身の状況等の把握（基準第 19 条） 

基準第 19 条は、指定児童発達支援事業者は、障害児に対して適切な指定児童発達支援が提

供されるようにするため、当該障害児の心身の状況等の把握に努めなければならないことを規定した

ものである。また、質の高い指定児童発達支援の提供に資することや当該障害児の生活の継続性を

重視する観点から、他の福祉サービス等の利用状況等の把握に努めなければならないこととしたもの

である。 

 

（指定障害児通所支援事業者等との連携等） 

第二十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市

町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその

家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福

祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

 

 

（サービスの提供の記録） 

第二十一条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童

（10）サービスの提供の記録（基準第 21 条） 

① 基準第 21 条第１項は、通所給付決定保護者及び指定児童発達支援事業者が、その時点で
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発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなけ

ればならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指

定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

の指定児童発達支援の利用状況等を把握できるようにするため、指定児童発達支援事業者

は、指定児童発達支援を提供した際には、当該指定児童発達支援の提供日、提供したサービ

スの具体的内容、利用者負担額等に係る必要な事項を記録しなければならないこととしたもので

ある。 

② 同条第２項は、前項の指定児童発達支援の提供の記録について、指定児童発達支援の提供

に係る適切な手続を確保する観点から、通所給付決定保護者からの確認を得なければならない

こととしたものである。 

 

（指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十二条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護

者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障

害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当である

ものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護

者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対

して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払に

ついては、この限りでない。 

 

（11）指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範

囲等（基準第 22 条） 

基準第 22 条は、指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に金銭の支払いを求めるこ

とができるのは、当該金銭の使途が直接障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決

定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとし、金銭支払いを求める際には、当該金

銭の使途及び額並びに当該通所給付決定保護者に金銭の支払いを求める理由について、書面に

よって明らかにするとともに同意を得なければならないこととしたものである。これは障害児やその家族等

に対して寄付金を強要することや、曖昧な名目による不適切な金銭の支払いを求めることを禁じる趣

旨であるが、障害児の便益を向上させるものについては、一定のルールをもとに通所給付決定保護者

に金銭の支払を求めることは差し支えないものである。 

 

（通所利用者負担額の受領） 

第二十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定

保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、

通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受

けるものとする。 

3 指定児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提

供される便宜に要する費用のうち、次の各号（第一号にあっては、児童発達支援センターである指

定児童発達支援事業所に係るものに限る。）に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者か

ら受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用 

二 日用品費 

三 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させるこ

とが適当と認められるもの 

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

（12）通所利用者負担額の受領（基準第 23 条） 

① 通所利用者負担額の受領 

基準第 23 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、法定代理受領サービスとして提供される

指定児童発達支援についての利用者負担額として、通所給付決定保護者の家計の負担能力等を

しん酌して児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号）において定める額の支払いを受けなけ

ればならないことを規定したものである。 

② 法定代理受領を行わない場合 

同条第２項は、指定児童発達支援事業者は法第 24 条の３第８項に規定する法定代理受領

を行わない指定児童発達支援を提供した際には、通所給付決定保護者から通所利用者負担額の

ほか、障害児通所給付費の支払いを受けるものとすることとしたものである。 

③ その他受領が可能な費用の範囲 

同条第３項は、指定児童発達支援事業者は、前２項の支払いを受ける額のほか、指定児童発

達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を受けることができる。 

（Ⅰ）食事の提供に要する費用（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係

るものに限る。） 

（Ⅱ）日用品費 
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5 指定児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならな

い。 

6 指定児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通

所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護

者の同意を得なければならない。 

 

（Ⅲ）日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

なお、（Ⅲ）の具体的な範囲については、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常

生活に要する費用の取扱いについて」（平成 24 年３月 30 日付け障発 0330 第 31 号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）によるものとする。 

④ 領収証の交付 

同条第５項は、同条第１項から第３項までの規定による費用の支払を受けた場合には当該費用

を支払った通所給付決定保護者に対して領収証を交付することとしたものである。 

⑤ 通所給付決定保護者の同意 

同条第６項は、同条第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付

決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同

意を得なければならないこととしたものである。 

 

（通所利用者負担額に係る管理） 

第二十四条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定

児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が

提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があ

ったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計

額（以下この条において「通所利用者負担額合計額」という））を算定しなければならない。この場

合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所

支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付

決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなけ

ればならない。 

 

（13）通所利用者負担額に係る管理（基準第 24 条） 

基準第 24 条は、指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該

指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定通所支援を受けたときは、

他の指定通所支援に係る通所利用者負担額との合計額を算定しなければならない。 

この場合において、当該指定児童発達支援事業者は市町村に報告するとともに、通所給付決定

保護者及び他の指定障害児通所支援事業者等が必要とする部分について通知しなければならない

こととしたものである。 

 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第二十五条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害

児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者

に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、第二十三条第二項の法定代理受領を行わない指定児童発達

支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付し

なければならない。 

 

（14）障害児通所給付費等の額に係る通知等（基準第 25 条） 

① 通所給付決定保護者への通知 

基準第 25 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定児

童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合には、通所給付決定保護者に対し、障

害児通所給付費の額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の交付 

同条第２項は、基準第 23 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定児

童発達支援の内容、費用の額その他通所給付決定保護者が市町村に対し障害児通所給付費を

請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を、通所給付決定保護者に交

付しなければならないこととしたものである。 
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（指定児童発達支援の取扱方針） 

第二十六条 指定児童発達支援事業者は、次条第一項に規定する児童発達支援計画に基づ

き、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提

供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を

旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価

及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発

達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。 

一 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 

二 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

三 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

五 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提

供、助言その他の援助の実施状況 

六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

七 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 

5 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価及び改善の内容をインタ

ーネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

 

（15）指定児童発達支援の取扱方針（基準第 26 条） 

① 基準第 26 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援が漫然かつ画一

的に提供されることがないよう、個々の障害児の身体その他の状況及びその環境に応じた適切な

支援を提供しなければならないこととしたものである。なお、適切な支援の提供に当たっては、厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める児童発達支援ガイドライン（平成29年７月

24 日障発 0724 第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下同じ。）を

参考にすることが望ましい。また、都道府県等が別途、児童発達支援における支援の質を担保す

るためのガイドライン等を定めている場合には、当該ガイドライン等を参考にすることは差し支えない

こととする。 

② 同条第２項に規定する支援上必要な事項とは、通所支援計画の目標及び内容のほか、行事

及び日課等も含むものである。 

③ 同条第３項は、指定児童発達支援事業者は、自らその提供する指定児童発達支援の質の評

価を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供する施

設としての質の改善を図らなければならないこととしたものである。 

④ 同条第４項は、指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うため、同項第１号から第７号

までに掲げる事項について、指定児童発達支援事業所が自ら評価を行うとともに、当該指定児

童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければな

らないこととしたものである。なお、当該評価及び改善を図るに当たっては、児童発達支援ガイドラ

インを参考にすることが望ましい。また、都道府県等が別途、児童発達支援における支援の質を

担保するためのガイドライン等を定めている場合には、当該ガイドライン等を参考にすることは差し

支えないこととする。 

 

（児童発達支援計画の作成等） 

第二十七条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発

達支援に係る通所支援計画（以下この条及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支

援計画」という。）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障

害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて

通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握（以下この条において「ア

セスメント」という。）を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければ

ならない。 

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に

面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給

付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

（16）児童発達支援計画の作成等（基準第 27 条） 

① 基準第 27 条においては、児童発達支援管理責任者が作成すべき児童発達支援計画について

規定している。 

児童発達支援計画には、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達

の具体的内容（行事や日課等も含む）、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等記載

すること。なお、児童発達支援計画の様式については、各指定事業所毎に定めるもので差し支えな

い。 

 また、児童発達支援計画は、障害児の能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等

の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行うととも

に、指定障害児相談支援事業者等が作成した障害児支援利用計画を踏まえて、障害児の発達を

支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。 
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4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定

保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、

生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を

提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなけれ

ばならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が

提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達

支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定

児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し、児童

発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。 

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者

及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければなら

ない。 

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計

画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。 

8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況

の把握（障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行う

とともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計

画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。 

9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する児童発達支援計画の変更について準用

する。 

 

② 児童発達支援管理責任者の役割 

児童発達支援管理責任者は、当該児童発達支援事業所以外の保健医療サービス又はその他の

福祉サービス等との連携も含め、児童発達支援計画の原案を作成し、以下の手順により児童発達

支援計画に基づく支援を実施するものである。 

ア 障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児

童発達支援計画の原案について意見を求めること 

イ 児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し説明し、文

書によりその同意を得ること 

ウ 通所給付決定保護者へ当該通所支援計画を交付すること 

エ 当該児童発達支援計画の実施状況を確認しながら、障害児について解決すべき課題を把握

し、児童発達支援計画を見直すべきかどうかについての検討（当該検討は少なくとも６月に１

回以上、必要に応じて児童発達支援計画の変更を行う必要があること。）を行うこと。なお、当

該計画の見直しに当たっては担当者の間で会議を開催するとともに、見直しの内容について通

所給付決定保護者等の同意を得ること 

 

（児童発達支援管理責任者の責務） 

第二十八条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 
 

（17）児童発達支援管理責任者の責務（基準第 28 条） 

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成のほか、次の業務を担うものである。 

① 基準第 29 条に規定する業務を行うこと 

② 他の従業者に対して、指定児童発達支援の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと 

 

（相談及び援助） 

第二十九条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言そ

（18）相談及び援助（基準第 29 条） 

基準第 29 条における相談及び援助については、常に障害児の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制を取ることにより、積極的に
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の他の援助を行わなければならない。 

 

障害児の生活の質の向上を図ることを趣旨とするものである。 

 

（指導、訓練等） 

第三十条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日

常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社

会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営

むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。 

4 指定児童発達支援事業者は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければなら

ない。 

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負

担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならな

い。 

 

（19）指導、訓練等（基準第 30 条） 

① 基準第 27 条の規定により、指定児童発達支援の提供に当たっては、児童発達支援計画に基

づき、日常生活における基本的な習慣の確立や社会生活での適応性を目指し、さらに地域での

生活を念頭において行うことが基本であり、障害児の心身の状況に応じて、適切な技術をもって

指導、訓練を行うこと。なお、指導、訓練等の実施に当たっては、障害児の人格に十分配慮して

実施するものとする。 

② 同条第４項に規定する「常時１人以上の従業者を指導、訓練に従事させる」とは、適切な訓練

を行うことができるように従事する従業者の勤務体制を定めておくとともに、少なくとも常時１人以

上の従業者を従事させることを規定したものである。 

 

（食事） 

第三十一条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。第四項におい

て同じ。）において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児

の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体

的状況及び嗜（し）好を考慮したものでなければならない。 

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

4 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成

に努めなければならない。 

 

（20）食事（基準第 31 条） 

基準第 31 条は、児童発達支援センターにおける、食事の提供及び栄養管理は、障害児の健全

な発育上極めて重要な影響を与えるものであることから、食事の内容はできるだけ変化に富み、年

齢、障害の特性及び嗜好等に配慮しつつ、栄養的にバランスのとれたものとするよう努めることを規定

したものである。 

 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第三十二条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のための

レクリエーション行事を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

 

（21）社会生活上の便宜の供与等（基準第 32 条） 

① 基準第 32 条第１項は、指定児童発達支援事業者は画一的な支援を行うのではなく、障害児

の年齢や発達段階に応じた教養娯楽設備を備えるほか、スポーツ、文化的活動等のレクリエーシ

ョン行事を行うこととしたものである。 

② 同条第２項は、指定児童発達支援事業者は障害児の家族に対し、当該事業所の会報の送

付、当該事業所が実施する行事への参加の呼びかけ等によって障害児とその家族が交流できる

機会等を確保するよう努めなければならないこととする。 
 

（健康管理） 

第三十三条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業

（22）健康管理（基準第 33 条） 

① 基準第 33 条は、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所は、障害児の健康
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所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。）は、常に障害児の健康の状況に注意す

るとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診

断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）に規定する健

康診断に準じて行わなければならない。 

2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診

断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一

部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。こ

の場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把

握しなければならない。 

 

児童相談所等における障害児の通

所開始前の健康診断 

通所する障害児に対する障害児の

通所開始時の健康診断 

障害児が通学する学校における健康

診断 

定期の健康診断又は臨時の健康診

断 

 

3 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）の従業者の健康診断

に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。 

 

管理の把握に努め、医師、又は看護師等その他適切な者を健康管理の責任者とし、障害児の

健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものである。 

② 同条第３項は、指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）は、

従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるべきことを規定し、特に障害児の食事の準

備等にあたり注意を払うこととしたものである。 

 

（緊急時等の対応） 

第三十四条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行ってい

るときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

 

（23）緊急時等の対応（基準第 34 条） 

基準第 34 条は、指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っ

ているときに、障害児の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急

時の対応方法に基づき、医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならないこととし

たものである。 

 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第三十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所

給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給

付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。 

 

（24）通所給付決定保護者に関する市町村への通知（基準第 35 条） 

法第 57 条の２の規定により、市町村は偽りその他不正な手段により障害児通所給付費等の支

給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収

することができることにかんがみ、指定児童発達支援事業者は、障害児通所給付費等の適正支給の

観点から、遅滞なく指定児童発達支援事業者から市町村に意見を付して通知しなければならないこ

ととしたものである。 

 

（管理者の責務） 

第三十六条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者

及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。 

（25）管理者の責務（基準第 36 条） 

基準第 36 条は、指定児童発達支援事業所の管理者の責務について規定したものであり、管理

者は、当該児童発達支援事業所の従業者の管理及び当該事業の実施状況の把握その他の管理
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2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の

規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

 

を一元的に行うとともに、当該指定児童発達支援事業所の従業者に基準第２章第４節（運営に

関する基準）を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

（運営規程） 

第三十七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第四十三条第一項において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 利用定員 

五 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービスの利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十一 虐待の防止のための措置に関する事項 

十二 その他運営に関する重要事項 

 

（26）運営規程（基準第 37 条） 

基準第 37 条は、指定児童発達支援の事業の適正な運営及び障害児に対する適切な指定児童

発達支援の提供を確保するため、同条第１号から第 12 号までに掲げる事項を内容とする規程を定

めることを指定児童発達支援事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとす

る。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに

当たっては、基準第５条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記

載することも差し支えない（基準第 12 条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合につい

ても、同様とする。）（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

② 利用定員（第４号） 

利用定員は、指定児童発達支援事業所において、同時に指定児童発達支援の提供を受けること

ができる障害児の数の上限をいうものであること。なお、複数の指定児童発達の単位が設置されてい

る場合にあっては、当該指定児童発達支援の単位ごとに利用定員を定める必要があること。また、基

準第 11 条に規定する「利用定員」とは、異なる概念であることに留意すること。（以下、他のサービ

ス種類についても同趣旨） 

③ 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

（第５号） 

「指定児童発達支援の内容」については、指導、訓練の内容はもとより、行事及び日課等のサービ

スの内容を指すものであること。また、「通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額」と

は、基準第 23 条第３項により支払を受けることが認められている費用の種類及びその額を指すもの

であること。（以下、他のサービス種類についても同趣旨） 

④ 通常の事業の実施地域（第６号） 

通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われる

ことを妨げるものではないこと。（以下、他のサービス種類についても同趣旨） 

また、障害の程度等により自ら通所することが困難な障害児に対しては、円滑な指定児童発達支

援の利用が図られるよう、指定児童発達支援事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要がある

が、障害児の自立能力の獲得を妨げないようにしなければならないこと。 

⑤ サービスの利用に当たっての留意事項（第７号） 

障害児が指定児童発達支援の提供を受ける際に、障害児及び通所給付決定保護者が留意すべ

き事項（設備の利用上の留意事項等）を指すものであること。（以下、他のサービス種類について
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も同趣旨） 

⑥ 非常災害対策（第９号） 

基準第 40 条に規定する非常災害対策に関する具体的計画を指すものであること。（以下、他の

サービス種類についても同趣旨） 

⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合の当該障害の種類（第 10 号） 

指定児童発達支援事業者は、障害種別にかかわらず障害児を受け入れることを基本とするが、指

定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の障害の特性に応じた専門性に十分配慮する必要

があることから、提供する支援の専門性を確保するため、特に必要がある場合において、あらかじめ、

障害種別により「主たる対象者」を定めることができることとしたものである。この場合、当該対象者から

指定児童発達支援の利用に係る申込みがあった場合には、正当な理由なく指定児童発達支援の

提供を拒んではならないものであること。 

⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項（第 11 号） 

「虐待の防止のための措置」については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」（平成 23 年法律第 79 号）において、障害児虐待を未然に防止するための対策及

び虐待が発生した場合の対応について規定しているところであるが、より実効性を担保する観点から、

指定児童発達支援においても、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図ら

れるための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。具体的には、 

ア 虐待防止に関する責任者の設置 

イ 苦情解決体制の整備 

ウ 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施（研修方法や研修計画など） 

エ 基準第 45 条第２項第１号の虐待の防止のための対策を検討する委員会（以下「虐待防

止委員会」という。）の設置等に関すること 

等を指すものであること。 

⑨ その他運営に関する重要事項（第 12 号） 

苦情解決の体制等施設の運営に関する事項を定めておくことが望ましい。 

 

（勤務体制の確保等） 

第三十八条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供す

ることができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事

業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

（27）勤務体制の確保等（基準第 38 条） 

障害児に対する適切な指定児童発達支援の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について

規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

① 基準第 38 条第１項は、指定児童発達支援事業所ごとに、原則として月ごとに勤務表を作成

し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との業務関係等を明確にすることを

定めたものであること。 

② 同条第２項は、指定児童発達支援事業者は、原則として当該事業の従業者によって指定児

童発達支援を提供すべきであるが、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、第

三者への委託等を行うことを認めるものであること。 
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４ 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

 

③ 同条第３項は、指定児童発達支援事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実

施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものである

こと。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の２

第１項の規定に基づき、指定児童発達支援事業者には、職場におけるセクシュアルハラスメント

やパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の

措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。指定児童発達支援事

業者が講ずべき措置の具体的内容及び指定児童発達支援事業者が講じることが望ましい取組

については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、保

護者等から受けるものも含まれることに留意すること。また、障害児による従業者に対する問題行

動については、従業者の就業環境が害されることを防止するため、従業者からの相談（苦情を含

む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じることが望ましい。さ

らに、障害児の問題行動が逓減し、障害児の心身が健やかに成長・発達等するよう支援をしてい

くことが必要であることに留意すること。 

ア 指定児童発達支援事業者が講ずべき措置の具体的内容 

指定児童発達支援事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的

な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚

生労働省告示第 615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起

因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告

示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に

留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 指定児童発達支援事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を

明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらか

じめ定め、従業者に周知すること。 

 なお、パワーハラスメント防止のための指定児童発達支援事業者の方針の明確化等の措置

義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な

推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項

の規定により、中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以

下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされている

が、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 
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イ 指定児童発達支援事業者が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の

防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘ

ルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための

取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されてい

るので参考にされたい。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十八条の二 指定児童発達支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

 

（28） 業務継続計画の策定等（基準第 38 条の２） 

① 基準第 38 条の２は、指定児童発達支援事業者は、感染症や災害が発生した場合にあって

も、利用者が継続して指定児童発達支援の提供を受けられるよう、指定児童発達支援の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必

要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業

務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 38 条の２に基づき指定児童発

達支援事業者に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも

差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求め

られることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望

ましい。 

 なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以下

「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和

６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害

福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

イ 災害に係る業務継続計画 
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ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

 職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録

すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、指定児童発達支援事業所内の役割分担の確認、感染症や災害

が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。な

お、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練と一体的に実施することも差し支えない。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（定員の遵守） 

第三十九条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児

童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。 

 

（29）定員の遵守（基準第 39 条） 

障害児に対する指定児童発達支援の提供に支障が生じることのないよう、原則として、指定児童

発達支援事業所が定める利用定員を超えた障害児の受入を禁止するものであるが、次に該当する

利用定員を超えた障害児の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地

域の社会資源の状況等から新規の障害児を当該指定児童発達支援事業所において受け入れる

必要がある場合等やむを得ない事情が存在する場合に限り、可能とすることとしたものである。 

① １日当たりの障害児の数 

ア 利用定員 50 人以下の場合 

１日の障害児の数（法第 21 条の６の規定により措置している障害児の数を含む。以下同

じ。）が、利用定員に 100 分の 150 を乗じて得た数以下となっていること。 

イ 利用定員 51 人以上の場合 

１日の障害児の数が、利用定員に当該入所定員から 50 を差し引いた数に、100 分の 25

を乗じて得た数に、25 を加えた数を加えて得た数以下となっていること。 

② 過去３月間の障害児の数 

直近の過去３月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に、100分の125

を乗じて得た数以下となっていること。 
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（非常災害対策） 

第四十条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行わなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら

れるよう連携に努めなければならない。 

 

（30）非常災害対策（基準第 40 条） 

① 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連絡体制の整備、避

難、救出訓練の実施等その対策の万全を期さなければならないこととしたものである。 

② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）その他法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならな

い。 

③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第

３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法

第８条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。 

④ 「関係機関への通報及び連絡体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう従業者に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連

携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたもので

あること。 

⑤ 基準第 40 条第３項は、指定児童発達支援事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓

練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのた

めには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる

体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体

的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

（衛生管理等） 

第四十一条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械

器具等の管理を適正に行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

三 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するこ

と。 

 

（31）衛生管理等（基準第 41 条） 

① 基準第 41 条は、指定児童発達支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理

に努めるべきであり、特に従業者が感染源になることを予防し、また従業者を感染の危険から守る

ため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるな

ど対策を講じることを規定したものであり、このほか次の点に留意するものとする。 

ア 指定児童発達支援事業者は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等

について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。 

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その

発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これにも基

づき適切な措置を講じること。 

ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

② 同条第２項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置に

ついては、具体的には次のアからエまでの取扱いとすること。 

ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該指定児童発達支援事業所等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、幅広い職種（例え
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ば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、児童指導員、栄養士又は管理栄養

士）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対

策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。感染対策

委員会は、入所者の状況など指定児童発達支援事業所の状況に応じ、おおむね３月に１回

以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催

する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害の

ある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。この際、個人情

報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、運営委員会など指定児童発達支援事業所の他の委員会と独立

して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと

認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支え

ない。感染対策担当者は看護師であることが望ましい。 

また、指定児童発達支援事業所外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用する

ことが望ましい。 

イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 

指定児童発達支援事業所における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、指定児童発達支援事業所内の衛生管理（環境の整備、排泄物の

処理、血液・体液の処理等）、日常の支援にかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、

血液・体液・分泌液・排泄物（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにす

るかなどの取り決め）、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目）等、発生時の対

応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業

所関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時に

おける指定児童発達支援事業所内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、

明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のた

めの感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。 

ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定児童発達支援事業所におけ

る指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定児童発達支援事業所が指針に基づ

いた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用

時には必ず感染対策研修を実施することが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託す

る場合には、委託を受けて行う者に対しても、指定児童発達支援事業所の指針が周知される
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ようにする必要がある。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュア

ル」等を活用するなど、指定児童発達支援事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定児

童発達支援事業所の実態に応じ行うこと。 

エ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレ

ーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時

において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指定児

童発達支援事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施す

るものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（協力医療機関） 

第四十二条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなければならない。 

 

（32）協力医療機関等（基準第 42 条） 

指定児童発達支援事業者は、基準第 42 条の規定により、協力医療機関を定めることを規定した

ものである。なお、指定児童発達支援事業所から近距離にあることが望ましいものであること。 

 

（掲示） 

第四十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支

援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による

掲示に代えることができる。 

 

（33）掲示（基準第 43 条） 

① 基準第 43 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体

制、協力医療機関、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の

実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開

示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定児童発達支

援事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要

がある。 

ア 指定児童発達支援事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族

等に対して見やすい場所のことであること。 

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従

業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な

形で当該指定児童発達支援事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることがで

きることを規定したものである。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第四十四条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又

（34）身体拘束等の禁止（基準第 44 条） 

① 基準第 44 条第１項及び第２項は、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため
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は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障

害児の行動を制限する行為（以下この条において「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなら

ない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体拘

束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の

責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を

決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用するこ

とが望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。ま

た、事所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対応

を検討すること。 

 なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

 指定児童発達支援事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体

拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身

体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的と

したものではないことに留意することが必要である。 

 身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身

体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、

結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定児童発達支援事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指

針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 障害児又はその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 



328 

 

基準 解釈通知 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身

体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定児童発達

支援事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定児童発達支援事業所が指針に基づい

た研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時に

は必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において

身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施して

いるものとみなして差し支えない。 

 

（虐待等の禁止） 

第四十五条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関す

る法律（平成十二年法律第八十二号）第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措

置を講じなければならない。 

一 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（35）虐待等の禁止（基準第 45 条） 

基準第 45 条は、指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し虐待等の行為を禁止し

たものである。 

① 同条第２項第１号の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための

実施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、

再発防止策を検討、実行） 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任

の虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利

用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者

（必置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底

することが必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等

適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐

待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定児童発達支援事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待

の防止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげ
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るためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要であ

る。 

具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む）が発生した場合、当該事案について報告するための様式を

整備すること。 

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内

容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定児童発達支援事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成すること

が望ましい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、指定児童発達支援事業所の虐待防止委員会

が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規

採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合

でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、児童発達支援管理責任者等を配置

すること。 
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（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第四十六条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）の長たる指

定児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し法第四十七条第一項本文の規定により親権

を行う場合であって懲戒するとき又は同条第三項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のため

に必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

 

（36）懲戒に係る権限の濫用の禁止（基準第 46 条） 

基準第 46 条は、指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る）の長た

る管理者に対し与えられている懲戒に係る権限は、あくまでも障害児の健全育成のために与えられて

いるのであって、この目的の範囲を超える場合には、懲戒に係る権限の濫用にあたり、これを禁止する

ことを規定したものである。なお、「懲戒に係る権限の濫用禁止について」（平成 10 年２月 18 日付

け厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉・児童家庭局企画課長連名通知）を参考にするこ

と。 

 

（秘密保持等） 

第四十七条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならな

い。 

3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等（法第二十四条の二第一項に規定す

る指定障害児入所施設等をいう。）、指定障害福祉サービス事業者等（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事

業者等をいう。）その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情

報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならな

い。 

 

（37）秘密保持等（基準第 47 条） 

① 基準第 47 条第１項は、指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り

得た障害児又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第２項は、指定児童発達支援事業者に対して、過去に当該指定児童発達支援事業所

の従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定児童発達支援事

業者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれ

らの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするもの

である。 

③ 同条第３項は、従業者が障害児の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定児童発達支援事業者は、あらかじめ、文

書により障害児又はその家族の同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、

サービス提供開始時に支給決定保護者等から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

（情報の提供等） 

第四十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、こ

れを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関

する情報の提供を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合におい

て、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

（利益供与等の禁止） 

第四十九条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若

しくは特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」という。）、障害福

祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支

援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（38）利益供与等の禁止（基準第 49 条） 

① 基準第 49 条第１項は、障害児相談支援事業者又は障害福祉サービスの事業者等による指

定児童発達支援事業者の紹介が公正中立に行われるよう、指定児童発達支援事業者は、障

害児相談支援事業者若しくは障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、障害児又は

その家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 
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2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又は

その従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

収受してはならない。 

 

② 同条第２項は、保護者による障害児相談支援事業者又は障害福祉サービスの事業者等の選

択が公正中立に行われるよう、指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは

障害福祉サービス事業者等又はその従業者から、当該事業に係る障害児等を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 

 

（苦情解決） 

第五十条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は

通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第二十一条の五の

二十二第一項の規定により都道府県知事（指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談

所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。）又は市町村長（以下この項及び次項におい

て「都道府県知事等」という。）が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命

令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の

物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情

に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定児童発達支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を都道府県知事等に報告しなければならない。 

5 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法

第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

（39）苦情解決（基準第 50 条） 

① 基準第 50 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該施設等における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、通所給付決定保護者等にサービスの内容を説明する文書に記載し、当該事

業所に掲示することが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定児童発達支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するた

め、当該苦情（指定児童発達支援事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の

受付日、内容等を記録することを義務付けたものである。また、指定児童発達支援事業者は、

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま

え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第５項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 

 

（地域との連携等） 

第五十一条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指

定児童発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、

障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法

（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する幼稚園、小学校（義務教育学校の前期課程を

含む。）若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第六項に規定する認定こども園その

他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければ

ならない。 
 

（40）地域との連携等（基準第 51 条） 

① 基準第 51 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、地域に開かれたものとして運営されるよ

う地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らないこととしたものである。 

② 同条第２項は、児童発達支援センターにおいては、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に

関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通う保育所、幼稚園、学校や認定こども園そ

の他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めな

ければならないこととしたものである。助言その他の必要な援助とは、保育所等訪問支援又は障

害児相談支援に加え、地域生活支援事業における巡回支援専門員整備や障害児等療育支

援事業等を想定している。 
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（事故発生時の対応） 

第五十二条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事

故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録

しなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（41）事故発生時の対応（基準第 52 条） 

障害児が安心して指定児童発達支援の提供を受けられるよう、指定児童発達支援事業者は、障

害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村

及び当該障害児の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、障害児に対する指定児

童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ないこととしたものである。このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生し

た場合の対応方法をあらかじめ定めておくことが望ましいこと。 

 また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置することや救命講習等を受講すること

が望ましいこと。 

 なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域においてその体

制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定児童発達支援事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保

険に加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定児童発達支援事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対

策を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指

針」（平成 14 年３月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されている

ので、参考にされたい。 

 

（会計の区分） 

第五十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとと

もに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（42）会計の区分（基準第 53 条） 

基準第 53 条は、指定児童発達支援事業者は、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分し

なければならないこととしたものである。 

 

（記録の整備） 

第五十四条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 

一 第二十一条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録 

二 児童発達支援計画 

三 第三十五条の規定による市町村への通知に係る記録 

四 第四十四条第二項に規定する身体拘束等の記録 

五 第五十条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

六 第五十二条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

（43）記録の整備（基準第 54 条） 

指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整

備しておく必要があること。なお、基準第 54 条第２項により、指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該指定児童

発達支援を提供した日から、少なくとも５年以上保存しておかなければならないこととしたものである。 

① 児童発達支援に関する記録 

ア 基準第 21 条第 1 項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録 

イ 児童発達支援計画 

ウ 基準第 44 条第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 50 条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

オ 基準第 52 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

② 基準第 35 条の規定による市町村への通知に係る記録 
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（９）共生型放課後等デイサービス 

① 基本方針 

○ 共生型放課後等デイサービスの提供にあたっては、以下の基本方針が掲げられていま

す。 

放課後等デイサービス事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、

及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならな

い。 

○ サービス提供にあたっては、この基本方針をふまえた対応が求められます。 

 

関連規定 

＜障害福祉サービス基準＞ 

 第一節 基本方針 

第六十五条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デイサービス」

という。）の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流

を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ

て適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。 

 

② 障害福祉サービス等報酬 

○ 指定生活介護事業所、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介

護事業所等が共生型放課後等デイサービスを行った場合は、障害福祉サービス等報酬に

おける以下の共生型放課後等デイサービス給付費を請求することができます。 

・ 共生型放課後等デイサービス給付費 

（1） 授業の終了後に行う場合 426 単位 

（2） 休業日に行う場合 549 単位 

 

※１ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護

事業所 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所 

※３ 人員欠如・定員超過等による減算が適用される場合は、減算後の単位数 
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○ また、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を１名以上配置し、地域

に貢献する活動を行った場合には、共生型放課後等デイサービス固有の加算である、共

生型サービス体制強化加算を算定することができます。 

 

○ この他、障害福祉サービス等報酬の放課後等デイサービスに設けられている加算について

も、要件を満たした場合算定することができます。 

 

関連規定 

＜障害児通所支援報酬告示（基本報酬）＞ 

第３ 放課後等デイサービス 

１ 放課後等デイサービス給付費 

注 1 の 2 ニの（1）については、就学児に対し、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス（指定

通所基準第 71 条の 2 に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。）を行う事

業所（以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。）において、共生型放課後等デイサ

ービスを行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。 

2 の 2 ニの（2）については、就学児に対し、休業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、

共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1 日につき所定単位数を算定する。 

 

＜障害児通所支援報酬告示（加算）＞ 

注 10 ニの共生型放課後等デイサービス給付費については、児童発達支援管理責任者、保育

士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事

に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った

場合に、1 日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ 1 以上配置した場合 

181 単位 

ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103 単位 

ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78 単位 

 

＜障害児通所支援留意事項通知（（加算））＞ 

第２の２（３）放課後等デイサービス給付費 

⑤ 共生型サービス体制強化加算の取扱い 

通所報酬告示第３の１の注 10 の共生型サービス体制強化加算については、２の（１）の④
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の４を準用する。 

 

※（準用）第２の２の（１）の④の４ 

２（１）④の４ 共生型サービス体制強化加算の取扱い 

通所報酬告示第１の１の注 11 の共生型サービス体制強化加算については、次のとおり取り扱

うこととする。 

（一） 通所報酬告示第１の１の注 11 のイを算定する場合 

児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ１名以上配置（いずれも

兼務可）し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所につ

いて加算するものであること。 

（二） 通所報酬告示第１の１の注 11 のロを算定する場合 

児童発達支援管理責任者を１名以上配置（兼務可）し、地域に貢献する活動を行っている

ものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 

（三） 通所報酬告示第１の１の注 11 のハを算定する場合 

保育士又は児童指導員を１名以上配置（いずれも兼務可）し、地域に貢献する活動を行っ

ているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 

（四） 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、

「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域の

ボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地

域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世

代との関わりを持つためのものとするよう努めること。  

（五） （一）から（三）については、いずれか１つを算定するものであること。  

 

※ 算定構造表は、以下の URLに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
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③ 人員配置基準・運営基準 

○ 指定生活介護事業者、指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等が共生型放課後等デイサービスを実施する場

合、指定生活介護事業所、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用者の数と共生型放課後等デイサービ

ス事業所の利用者の数を合計し、その数に応じて、指定生活介護事業所、指定通所介護事業所等又は指定小規模多機能型居宅介護事業所

等として必要とされる数以上を配置する必要があります。 

 

※１ 指定通所介護事業者等：指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者 

※２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者等：指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 

※３ 指定通所介護事業所等：指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所 

※４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等：指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

 

○ そのほか、以下のような運営基準を遵守する必要があります。 

 

基準 解釈通知 

＜障害児通所支援基準＞ 

 

＜障害児通所支援基準解釈通知＞ 

第５ 放課後等デイサービス 

４ 共生型障害児通所支援に関する基準 

（１）設備について 

共生型児童発達支援と同趣旨であるので、第三の４の（４）を参照されたい。 

 

※（参照） 第三の４の（４） 
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基準 解釈通知 

（４）設備について 

指定生活介護事業所、指定通所介護事業者等又は指定小規模多機能型居宅介護事業者等

（以下「指定生活介護事業所等」という。）として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるもの

であること。ただし、必要な設備等について障害児が使用するものに適したものとするよう配慮するこ

と。 

なお、当該設備については、共生型サービスは障害児、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく介護給付の対象となる障害者（以下「障害者」という。）及び介護

保険法に基づく介護給付の対象となる要介護者（以下「要介護者」という。）に同じ場所で同時に

提供することを想定していることから、障害児、障害者及び要介護者がそれぞれ利用する設備を区切

る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。 

 

（準用） 

第七十一条の二 第七条、第八条、第十二条から第二十二条まで、第二十四条から第三十条ま

で、第三十二条、第三十四条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条

第一項、第五十二条から第五十四条の四まで、第六十五条及び第七十条の規定は、共生型放

課後等デイサービス（放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。）の事業について準用

する。 

 

（２）準用（基準第 71 条の２） 

① 基準第 71 条の２により、第７条、第８条、第 12 条から第 22 条まで、第 24 条から第 30 条

まで、第 32 条、第 34 条から第 45 条まで、第 47 条から第 50 条まで、第 51 条第１項、第

52 条から第 54 条の４まで、第 65 条及び第 70 条の規定は、共生型放課後等デイサービス

（放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。）の事業について準用されるものである

から、第三の１の（３）、３の（２）から（11）まで、（13）から（19）まで、（21）、

（23）から（35）まで、（37）から（39）まで、（40）の①、（41）から（43）まで、４

の（１）から（３）を参照されたい。 

② ①で準用される基準 27 条で定める放課後等デイサービス計画については、共生型児童発達支

援と同趣旨であるので、第三の４の（５）の②を参照されたい。 

③ ①で準用される基準第 37 条第４号及び第 39 条については、共生型児童発達支援と同趣旨

であるので、第三の４の（５）の③を参照されたい。 

（３）その他の共生型サービスについて 

共生型児童発達支援と同趣旨であるので、第三の４の（６）を参照されたい。 

（４）その他の留意事項 

共生型児童発達支援と同趣旨であるので、第三の４の（７）を参照されたい。 

 

＜準用条文＞ 

 （管理者） 

第七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する

管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障

がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 

 

＜準用条文＞ 

第三 児童発達支援 

２ 人員に関する基準 

（３）管理者（基準第７条） 

指定児童発達支援事業所の管理者は、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものと

する。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねる

ことができるものとする。 
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基準 解釈通知 

① 当該指定児童発達支援事業所の従業者としての職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと

認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管

理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所又は施設等の事業の

内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併

設される指定障害者支援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼

務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、指定障害者支援施設等におけ

る勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合が

あっても差し支えない。） 

 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであ

るものを除く。）における主たる事業所（次項において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運

営を行う事業所（次項において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者（児童発

達支援管理責任者を除く。）のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従

たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第十二条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の

申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者（以下「利用申込者」とい

う。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十

七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の

開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十七条

の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な

配慮をしなければならない。 

 

３ 運営に関する基準 

（２）内容及び手続の説明及び同意（基準第 12 条） 

基準第 12 条は、指定児童発達支援事業所は、障害児に対し適切な指定児童発達支援を提供

するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定児童発達支援事業所

の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制、提供するサービ

スの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、

評価結果の開示状況）等の利用申込者が施設を選択するために必要な重要事項について、障害

児の障害の特性に応じた適切な配慮を心がけ、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付し

て懇切丁寧に説明を行い、当該指定児童発達支援事業所から指定児童発達支援の提供を受け

ることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。 

なお、利用申込者及び指定児童発達支援事業所双方の保護の立場から書面によって確認するこ

とが望ましい。 

また、利用申込者との間で当該指定児童発達支援の提供に係る契約が成立したときは、障害児

の心身の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 77 条

第１項の規定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定児童発達支援の内容 
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③ 当該指定児童発達支援の提供につき通所給付決定保護者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定児童発達支援の提供開始年月日 

⑤ 指定児童発達支援に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

なお、利用申込者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使

用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 

 

（契約支給量の報告等） 

第十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童

発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量（次項

において「契約支給量」という。）その他の必要な事項（第三項及び第四項において「通所受給者

証記載事項」という。）を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。 

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給

者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

4 前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

 

（３）契約支給量の報告等（基準第 13 条） 

① 契約支給量等の受給者証への記載 

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に係る契約が成立した時は、通所給付

決定保護者の受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定児童発達支援の内容、

当該事業者が当該通所給付決定保護者に提供する月当たりの指定児童発達支援の提供量（契

約支給量）、契約日等の必要な事項を記載すること。 

なお、当該契約に係る指定児童発達支援の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終

了した場合には当該月で既に提供した指定児童発達支援の量を記載することとしたものである。 

② 契約支給量 

基準第 13 条第２項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護

者の支給量を超えてはならないこととしたものである。 

③ 市町村への報告 

同条第３項は、指定児童発達支援事業者は、①の規定による記載をした場合に、遅滞なく市町

村に対して、当該記載事項を報告することとしたものである。 

 

（提供拒否の禁止） 

第十四条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んで

はならない。 

 

（４）提供拒否の禁止（基準第 14 条） 

指定児童発達支援事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定し

たものであり、特に、障害の程度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するも

のである。提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業の利用定員を超える利用申込みがあった場合 

② 入院治療の必要がある場合 

③ 当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援の主たる対象とする障害の種

類が異なる場合、その他障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難な

場合 

等である。 

なお、支援の不十分さを伝え利用申込者から断らせる等、実質的に障害の程度等により提供を拒

否する場合は、正当な理由には当たらないものである。 

 



340 

 

基準 解釈通知 

（連絡調整に対する協力） 

第十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児

相談支援事業を行う者（第四十九条第一項において「障害児相談支援事業者」という。）が行う

連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

 

（５）連絡調整に対する協力（基準第 15 条） 

指定児童発達支援事業者は、市町村又は障害児相談支援事業者が行う障害児の紹介、地域

におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定通所支援の円滑な利用

の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第十六条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域

（当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第三十

七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。）等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対

し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児

童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（６）サービス提供困難時の対応（基準第 16 条） 

指定児童発達支援事業者は、基準第 14 条の正当な理由により、利用申込者に係る障害児に

対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合には、同条の規定によ

り、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければな

らないものである。 

 

（受給資格の確認） 

第十七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所

給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされ

た指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 

 

（７）受給資格の確認（基準第 17 条） 

指定児童発達支援の利用に係る障害児通所給付費を受けることができるのは、通所給付決定保

護者に限られることを踏まえ、指定児童発達支援の開始に際し、通所給付決定保護者の提示する

通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定された指定通所支援の種類、通所

給付決定の有効期間、支給量等を確かめなければならないこととしたものである。 

 

（障害児通所給付費の支給の申請に係る援助） 

第十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていな

い者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支

給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準

的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請につい

て、必要な援助を行わなければならない。 

 

（８）障害児通所給付費の支給の申請に係る援助（基準第 18 条） 

① 通所給付決定を受けていない者 

基準第 18 条第１項は、通所給付決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、そ

の者の意向を踏まえて、速やかに障害児通所給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするもの

である。 

② 利用継続のための援助 

同条第２項は、利用障害児に係る通所給付決定の有効期間の終了に伴い、保護者が引き続き

指定児童発達支援を受ける意向がある場合には、市町村が通所給付決定に通常要すべき標準処

理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって当該保護者が支給申請を行うことができるよう、申請勧奨

等の必要な援助を行うことを定めたものである。 

 

（心身の状況等の把握） 

第十九条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

 

（９）心身の状況等の把握（基準第 19 条） 

基準第 19 条は、指定児童発達支援事業者は、障害児に対して適切な指定児童発達支援が提

供されるようにするため、当該障害児の心身の状況等の把握に努めなければならないことを規定した

ものである。また、質の高い指定児童発達支援の提供に資することや当該障害児の生活の継続性を

重視する観点から、他の福祉サービス等の利用状況等の把握に努めなければならないこととしたもの

である。 
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（指定障害児通所支援事業者等との連携等） 

第二十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市

町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその

家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福

祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

 

 

（サービスの提供の記録） 

第二十一条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童

発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなけ

ればならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指

定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

（10）サービスの提供の記録（基準第 21 条） 

① 基準第 21 条第１項は、通所給付決定保護者及び指定児童発達支援事業者が、その時点

での指定児童発達支援の利用状況等を把握できるようにするため、指定児童発達支援事業者

は、指定児童発達支援を提供した際には、当該指定児童発達支援の提供日、提供したサービ

スの具体的内容、利用者負担額等に係る必要な事項を記録しなければならないこととしたもので

ある。 

② 同条第２項は、前項の指定児童発達支援の提供の記録について、指定児童発達支援の提供

に係る適切な手続を確保する観点から、通所給付決定保護者からの確認を得なければならない

こととしたものである。 

 

（指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第二十二条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護

者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障

害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当である

ものに限るものとする。 

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護

者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対

して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払に

ついては、この限りでない。 

 

（11）指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範

囲等（基準第 22 条） 

基準第 22 条は、指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に金銭の支払いを求めるこ

とができるのは、当該金銭の使途が直接障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決

定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとし、金銭支払いを求める際には、当該金

銭の使途及び額並びに当該通所給付決定保護者に金銭の支払いを求める理由について、書面に

よって明らかにするとともに同意を得なければならないこととしたものである。これは障害児やその家族等

に対して寄付金を強要することや、曖昧な名目による不適切な金銭の支払いを求めることを禁じる趣

旨であるが、障害児の便益を向上させるものについては、一定のルールをもとに通所給付決定保護者

に金銭の支払を求めることは差し支えないものである。 

 

（通所利用者負担額に係る管理） 

第二十四条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定

児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が

提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があ

ったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合

（13）通所利用者負担額に係る管理（基準第 24 条） 

基準第 24 条は、指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該

指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定通所支援を受けたとき

は、他の指定通所支援に係る通所利用者負担額との合計額を算定しなければならない。 

 この場合において、当該指定児童発達支援事業者は市町村に報告するとともに、通所給付決定
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計額（以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。）を算定しなければならない。この

場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通

所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給

付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しな

ければならない。 

 

保護者及び他の指定障害児通所支援事業者等が必要とする部分について通知しなければならない

こととしたものである。 

 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第二十五条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害

児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者

に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、第二十三条第二項の法定代理受領を行わない指定児童発達

支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付し

なければならない。 

 

（14）障害児通所給付費等の額に係る通知等（基準第 25 条） 

① 通所給付決定保護者への通知 

基準第 25 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定児

童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合には、通所給付決定保護者に対し、障

害児通所給付費の額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の交付 

同条第２項は、基準第 23 条第２項の規定による額の支払を受けた場合には、提供した指定児

童発達支援の内容、費用の額その他通所給付決定保護者が市町村に対し障害児通所給付費を

請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を、通所給付決定保護者に交

付しなければならないこととしたものである。 

 

（指定児童発達支援の取扱方針） 

第二十六条 指定児童発達支援事業者は、次条第一項に規定する児童発達支援計画に基づ

き、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提

供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を

旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価

及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発

達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。 

一 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 

二 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

三 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

五 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提

（15）指定児童発達支援の取扱方針（基準第 26 条） 

① 基準第 26 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援が漫然かつ画一

的に提供されることがないよう、個々の障害児の身体その他の状況及びその環境に応じた適切な

支援を提供しなければならないこととしたものである。なお、適切な支援の提供に当たっては、厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める児童発達支援ガイドライン（平成 29 年７

月24日障発0724第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下同じ。）

を参考にすることが望ましい。また、都道府県等が別途、児童発達支援における支援の質を担保

するためのガイドライン等を定めている場合には、当該ガイドライン等を参考にすることは差し支えな

いこととする。 

② 同条第２項に規定する支援上必要な事項とは、通所支援計画の目標及び内容のほか、行事

及び日課等も含むものである。 

③ 同条第３項は、指定児童発達支援事業者は、自らその提供する指定児童発達支援の質の評

価を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供する施

設としての質の改善を図らなければならないこととしたものである。 

④ 同条第４項は、指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うため、同項第１号から第７号

までに掲げる事項について、指定児童発達支援事業所が自ら評価を行うとともに、当該指定児

童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければな

らないこととしたものである。なお、当該評価及び改善を図るに当たっては、児童発達支援ガイドラ
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供、助言その他の援助の実施状況 

六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

七 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 

5 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価及び改善の内容をインタ

ーネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

 

インを参考にすることが望ましい。また、都道府県等が別途、児童発達支援における支援の質を

担保するためのガイドライン等を定めている場合には、当該ガイドライン等を参考にすることは差し

支えないこととする。 

 

（児童発達支援計画の作成等） 

第二十七条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発

達支援に係る通所支援計画（以下この条及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支

援計画」という。）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障

害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて

通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握（以下この条において「ア

セスメント」という。）を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければ

ならない。 

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に

面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給

付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定

保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、

生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を

提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなけれ

ばならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が

提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発

達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定

児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し、児童

発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。 

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者

及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければなら

ない。 

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計

画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。 

8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況

（16）児童発達支援計画の作成等（基準第 27 条） 

① 基準第 27 条においては、児童発達支援管理責任者が作成すべき児童発達支援計画について

規定している。 

児童発達支援計画には、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達

の具体的内容（行事や日課等も含む）、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等記載

すること。なお、児童発達支援計画の様式については、各指定事業所毎に定めるもので差し支えな

い。 

また、児童発達支援計画は、障害児の能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等

の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行うととも

に、指定障害児相談支援事業者等が作成した障害児支援利用計画を踏まえて、障害児の発達を

支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。 

② 児童発達支援管理責任者の役割 

児童発達支援管理責任者は、当該児童発達支援事業所以外の保健医療サービス又はその他の

福祉サービス等との連携も含め、児童発達支援計画の原案を作成し、以下の手順により児童発達

支援計画に基づく支援を実施するものである。 

ア 障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、

児童発達支援計画の原案について意見を求めること 

イ 児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し説明し、文

書によりその同意を得ること 

ウ 通所給付決定保護者へ当該通所支援計画を交付すること 

エ 当該児童発達支援計画の実施状況を確認しながら、障害児について解決すべき課題を把握

し、児童発達支援計画を見直すべきかどうかについての検討（当該検討は少なくとも６月に１

回以上、必要に応じて児童発達支援計画の変更を行う必要があること。）を行うこと。なお、当

該計画の見直しに当たっては担当者の間で会議を開催するとともに、見直しの内容について通

所給付決定保護者等の同意を得ること 
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の把握（障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行う

とともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計

画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。 

9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する児童発達支援計画の変更について準用

する。 

 

（児童発達支援管理責任者の責務） 

第二十八条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

 

（17）児童発達支援管理責任者の責務（基準第 28 条） 

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成のほか、次の業務を担うものである。 

① 基準第 29 条に規定する業務を行うこと 

② 他の従業者に対して、指定児童発達支援の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと 

 

（相談及び援助） 

第二十九条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言そ

の他の援助を行わなければならない。 

 

（18）相談及び援助（基準第 29 条） 

基準第 29 条における相談及び援助については、常に障害児の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制を取ることにより、積極的に

障害児の生活の質の向上を図ることを趣旨とするものである。 

 

（指導、訓練等） 

第三十条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日

常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社

会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営

むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。 

4 指定児童発達支援事業者は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければな

らない。 

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負

担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならな

い。 

 

 

（19）指導、訓練等（基準第 30 条） 

① 基準第 27 条の規定により、指定児童発達支援の提供に当たっては、児童発達支援計画に基

づき、日常生活における基本的な習慣の確立や社会生活での適応性を目指し、さらに地域での

生活を念頭において行うことが基本であり、障害児の心身の状況に応じて、適切な技術をもって

指導、訓練を行うこと。なお、指導、訓練等の実施に当たっては、障害児の人格に十分配慮して

実施するものとする。 

② 同条第４項に規定する「常時１人以上の従業者を指導、訓練に従事させる」とは、適切な訓練

を行うことができるように従事する従業者の勤務体制を定めておくとともに、少なくとも常時１人以

上の従業者を従事させることを規定したものである。 
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（社会生活上の便宜の供与等） 

第三十二条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のための

レクリエーション行事を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

 

（21）社会生活上の便宜の供与等（基準第 32 条） 

① 基準第 32 条第１項は、指定児童発達支援事業者は画一的な支援を行うのではなく、障害児

の年齢や発達段階に応じた教養娯楽設備を備えるほか、スポーツ、文化的活動等のレクリエーシ

ョン行事を行うこととしたものである。 

② 同条第２項は、指定児童発達支援事業者は障害児の家族に対し、当該事業所の会報の送

付、当該事業所が実施する行事への参加の呼びかけ等によって障害児とその家族が交流できる

機会等を確保するよう努めなければならないこととする。 

 

（緊急時等の対応） 

第三十四条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行ってい

るときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

 

（23）緊急時等の対応（基準第 34 条） 

基準第 34 条は、指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っ

ているときに、障害児の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急

時の対応方法に基づき、医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならないこととし

たものである。 

 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第三十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所

給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給

付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。 

 

（24）通所給付決定保護者に関する市町村への通知（基準第 35 条） 

法第 57 条の２の規定により、市町村は偽りその他不正な手段により障害児通所給付費等の支

給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収

することができることにかんがみ、指定児童発達支援事業者は、障害児通所給付費等の適正支給

の観点から、遅滞なく指定児童発達支援事業者から市町村に意見を付して通知しなければならない

こととしたものである。 

 

（管理者の責務） 

第三十六条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者

及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の

規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（25）管理者の責務（基準第 36 条） 

基準第 36 条は、指定児童発達支援事業所の管理者の責務について規定したものであり、管理

者は、当該児童発達支援事業所の従業者の管理及び当該事業の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行うとともに、当該指定児童発達支援事業所の従業者に基準第２章第４節（運営に

関する基準）を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

（運営規程） 

第三十七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第四十三条第一項において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 利用定員 

（26）運営規程（基準第 37 条） 

基準第 37 条は、指定児童発達支援の事業の適正な運営及び障害児に対する適切な指定児童

発達支援の提供を確保するため、同条第１号から第 12 号までに掲げる事項を内容とする規程を定

めることを指定児童発達支援事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとす

る。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに

当たっては、基準第５条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記
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五 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービスの利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十一 虐待の防止のための措置に関する事項 

十二 その他運営に関する重要事項 

 

載することも差し支えない（基準第 12 条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合につい

ても、同様とする。）（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

② 利用定員（第４号） 

利用定員は、指定児童発達支援事業所において、同時に指定児童発達支援の提供を受けること

ができる障害児の数の上限をいうものであること。なお、複数の指定児童発達の単位が設置されてい

る場合にあっては、当該指定児童発達支援の単位ごとに利用定員を定める必要があること。また、基

準第 11 条に規定する「利用定員」とは、異なる概念であることに留意すること。（以下、他のサービ

ス種類についても同趣旨） 

③ 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

（第５号） 

「指定児童発達支援の内容」については、指導、訓練の内容はもとより、行事及び日課等のサービ

スの内容を指すものであること。また、「通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額」

とは、基準第 23 条第３項により支払を受けることが認められている費用の種類及びその額を指すも

のであること。（以下、他のサービス種類についても同趣旨） 

④ 通常の事業の実施地域（第６号） 

通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われる

ことを妨げるものではないこと。（以下、他のサービス種類についても同趣旨） 

また、障害の程度等により自ら通所することが困難な障害児に対しては、円滑な指定児童発達支

援の利用が図られるよう、指定児童発達支援事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要があ

るが、障害児の自立能力の獲得を妨げないようにしなければならないこと。 

⑤ サービスの利用に当たっての留意事項（第７号） 

障害児が指定児童発達支援の提供を受ける際に、障害児及び通所給付決定保護者が留意すべ

き事項（設備の利用上の留意事項等）を指すものであること。（以下、他のサービス種類について

も同趣旨） 

⑥ 非常災害対策（第９号） 

基準第 40 条に規定する非常災害対策に関する具体的計画を指すものであること。（以下、他の

サービス種類についても同趣旨） 

⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合の当該障害の種類（第 10 号） 

指定児童発達支援事業者は、障害種別にかかわらず障害児を受け入れることを基本とするが、指

定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の障害の特性に応じた専門性に十分配慮する必要

があることから、提供する支援の専門性を確保するため、特に必要がある場合において、あらかじめ、

障害種別により「主たる対象者」を定めることができることとしたものである。この場合、当該対象者か

ら指定児童発達支援の利用に係る申込みがあった場合には、正当な理由なく指定児童発達支援

の提供を拒んではならないものであること。 

⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項（第 11 号） 
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「虐待の防止のための措置」については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」（平成 23 年法律第 79 号）において、障害児虐待を未然に防止するための対策及

び虐待が発生した場合の対応について規定しているところであるが、より実効性を担保する観点から、

指定児童発達支援においても、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図ら

れるための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。具体的には、 

ア 虐待防止に関する責任者の設置 

イ 苦情解決体制の整備 

ウ 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施（研修方法や研修計画など）

等を指すものであること。 

エ 基準第 45 条第２項第１号の虐待の防止のための対策を検討する委員会（以下「虐待防止

委員会」という。）の設置等に関すること 

⑨ その他運営に関する重要事項（第 12 号） 

苦情解決の体制等施設の運営に関する事項を定めておくことが望ましい。 

 

（勤務体制の確保等） 

第三十八条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供す

ることができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事

業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

 

（27）勤務体制の確保等（基準第 38 条） 

障害児に対する適切な指定児童発達支援の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について

規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

① 基準第 38 条第１項は、指定児童発達支援事業所ごとに、原則として月ごとに勤務表を作成

し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との業務関係等を明確にすることを

定めたものであること。 

② 同条第２項は、指定児童発達支援事業者は、原則として当該事業の従業者によって指定児

童発達支援を提供すべきであるが、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、第

三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第３項は、指定児童発達支援事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実

施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものである

こと。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の２

第１項の規定に基づき、指定児童発達支援事業者には、職場におけるセクシュアルハラスメント

やパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の

措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。指定児童発達支援事

業者が講ずべき措置の具体的内容及び指定児童発達支援事業者が講じることが望ましい取組

については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、保

護者等から受けるものも含まれることに留意すること。また、障害児による従業者に対する問題行



348 

 

基準 解釈通知 

動については、従業者の就業環境が害されることを防止するため、従業者からの相談（苦情を含

む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じることが望ましい。さ

らに、障害児の問題行動が逓減し、障害児の心身が健やかに成長・発達等するよう支援をして

いくことが必要であることに留意すること。 

ア 指定児童発達支援事業者が講ずべき措置の具体的内容 

指定児童発達支援事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的

な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚

生労働省告示第 615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起

因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告

示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に

留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 指定児童発達支援事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方

針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあ

らかじめ定め、従業者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための指定児童発達支援事業者の方針の明確化等の措置

義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の

規定により、中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下

の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、

適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

イ 指定児童発達支援事業者が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の

防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘ

ルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取

組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されているの

で参考にされたい。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第三十八条の二 指定児童発達支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

（28） 業務継続計画の策定等（基準第 38 条の２） 

① 基準第 38 条の２は、指定児童発達支援事業者は、感染症や災害が発生した場合にあって

も、利用者が継続して指定児童発達支援の提供を受けられるよう、指定児童発達支援の提供
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再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

 

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、

必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、

業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 38 条の２に基づき指定児童

発達支援事業者に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うこと

も差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求

められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが

望ましい。 

 なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 10 号。以下

「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和

６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障

害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及

び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもので

はない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

 職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録

すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 
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④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、指定児童発達支援事業所内の役割分担の確認、感染症や災害

が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。な

お、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（定員の遵守） 

第三十九条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児

童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。 

 

（29）定員の遵守（基準第 39 条） 

障害児に対する指定児童発達支援の提供に支障が生じることのないよう、原則として、指定児童

発達支援事業所が定める利用定員を超えた障害児の受入を禁止するものであるが、次に該当する

利用定員を超えた障害児の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地

域の社会資源の状況等から新規の障害児を当該指定児童発達支援事業所において受け入れる

必要がある場合等やむを得ない事情が存在する場合に限り、可能とすることとしたものである。 

① １日当たりの障害児の数 

ア 利用定員 50 人以下の場合 

１日の障害児の数（法第 21 条の６の規定により措置している障害児の数を含む。以下同

じ。）が、利用定員に 100 分の 150 を乗じて得た数以下となっていること。 

イ 利用定員 51 人以上の場合 

１日の障害児の数が、利用定員に当該入所定員から 50 を差し引いた数に、100 分の 25

を乗じて得た数に、25 を加えた数を加えて得た数以下となっていること。 

② 過去３月間の障害児の数 

直近の過去３月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に、100 分の

125 を乗じて得た数以下となっていること。 

 

（非常災害対策） 

第四十条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行わなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら

れるよう連携に努めなければならない。 

 

（30）非常災害対策（基準第 40 条） 

① 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連絡体制の整備、避

難、救出訓練の実施等その対策の万全を期さなければならないこととしたものである。 

② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）その他法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならな

い。 

③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第

３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法

第８条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。 
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④ 「関係機関への通報及び連絡体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう従業者に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連

携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたもので

あること。 

⑤ 基準第 40 条第３項は、指定児童発達支援事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓

練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのた

めには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる

体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体

的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

（衛生管理等） 

第四十一条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械

器具等の管理を適正に行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

三 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するこ

と。 

 

（31）衛生管理等（基準第 41 条） 

① 基準第 41 条は、指定児童発達支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に

努めるべきであり、特に従業者が感染源になることを予防し、また従業者を感染の危険から守るた

め、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど

対策を講じることを規定したものであり、このほか次の点に留意するものとする。 

ア 指定児童発達支援事業者は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等

について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。 

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その

発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これにも基

づき適切な措置を講じること。 

ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

② 同条第２項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置に

ついては、具体的には次のアからエまでの取扱いとすること。 

ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該指定児童発達支援事業所等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、幅広い職種（例え

ば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、児童指導員、栄養士又は管理栄養

士）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対

策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。感染対策

委員会は、入所者の状況など指定児童発達支援事業所の状況に応じ、おおむね３月に１回

以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催

する必要がある。 

 感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害の

ある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。この際、個人情

報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。 



352 

 

基準 解釈通知 

 なお、感染対策委員会は、運営委員会など指定児童発達支援事業所の他の委員会と独立

して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと

認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支え

ない。感染対策担当者は看護師であることが望ましい。 

 また、指定児童発達支援事業所外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用する

ことが望ましい。 

イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 

指定児童発達支援事業所における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

 平常時の対策としては、指定児童発達支援事業所内の衛生管理（環境の整備、排泄物の

処理、血液・体液の処理等）、日常の支援にかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、

血液・体液・分泌液・排泄物（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにす

るかなどの取り決め）、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目）等、発生時の対

応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業

所関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時に

おける指定児童発達支援事業所内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、

明記しておくことも必要である。 

 なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のた

めの感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。 

ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定児童発達支援事業所における

指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。 

 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定児童発達支援事業所が指針に基づ

いた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時

には必ず感染対策研修を実施することが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託する

場合には、委託を受けて行う者に対しても、指定児童発達支援事業所の指針が周知されるよ

うにする必要がある。 

 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

 研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュア

ル」等を活用するなど、指定児童発達支援事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定児

童発達支援事業所の実態に応じ行うこと。 

エ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレー

ション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時に

おいて迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指定児童
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発達支援事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施する

ものとする。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（協力医療機関） 

第四十二条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなければならない。 

 

（32）協力医療機関等（基準第 42 条） 

指定児童発達支援事業者は、基準第 42 条の規定により、協力医療機関を定めることを規定した

ものである。なお、指定児童発達支援事業所から近距離にあることが望ましいものであること。 

 

（掲示） 

第四十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支

援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による

掲示に代えることができる。 

 

（33） 掲示（基準第 43 条） 

① 基準第 43 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体

制、協力医療機関、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の

実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開

示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定児童発達支

援事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要

がある。 

ア 指定児童発達支援事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族

等に対して見やすい場所のことであること。 

イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、

従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な

形で当該指定児童発達支援事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることがで

きることを規定したものである。 

 

（身体拘束等の禁止） 

第四十四条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又

は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障

害児の行動を制限する行為（以下この条において「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなら

ない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底 

（34）身体拘束等の禁止（基準第 44 条） 

① 基準第 44 第１項及び第２項条は、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体拘

束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

② 同条第３項第１号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体拘

束適正化検討委員会」という。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の

責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を

決めておくことが必要である。身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用するこ

とが望ましく、その方策として、医師（精神科専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。ま

た、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対
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を図ること。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

応を検討すること。 

 なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐

待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化に

ついて検討する場合も含む。）も差し支えない。 

 指定児童発達支援事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体

拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身

体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的と

したものではないことに留意することが必要である。 

 身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。 

ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身

体拘束等について報告すること。 

ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 同条同項第２号の指定児童発達支援事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指

針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 障害児又はその家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 同条同項第３号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身

体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定児童発

達支援事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定児童発達支援事業所が指針に基づ

いた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時

には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラ

ムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修におい
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て身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施し

ているものとみなして差し支えない。 

 

（虐待等の禁止） 

第四十五条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関す

る法律（平成十二年法律第八十二号）第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措

置を講じなければならない。 

一 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（35）虐待等の禁止（基準第 45 条） 

基準第 45 条は、指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し虐待等の行為を禁止し

たものである。 

① 同条第２項第１号の虐待防止委員会の役割は、 

・ 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実

施計画づくり、指針の作成） 

・ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等） 

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再

発防止策を検討、実行） 

の３つがある。 

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の

虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用

者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。 

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対

応を検討すること。 

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者（必

置）が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底するこ

とが必要である。 

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等適

正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防

止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定児童発達支援事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の

防止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるた

めのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のような対応を想定している。 

ア 虐待（不適切な対応事例も含む）が発生した場合、当該事案について報告するための様式を

整備すること。 

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待につ

いて報告すること。 

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 
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オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内

容を集計、報告し、分析すること。 

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

② 指定児童発達支援事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成すること

が望ましい。 

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 同条同項第２号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基

礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針

に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、指定児童発達支援事業所の虐待防止委員会

が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規

採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合

でも差し支えない。 

④ 同条同項第３号の虐待防止のための担当者については、児童発達支援管理責任者等を配置

すること。 

 

（秘密保持等） 

第四十七条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならな

い。 

3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等（法第二十四条の二第一項に規定す

る指定障害児入所施設等をいう。）、指定障害福祉サービス事業者等（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事

業者等をいう。）その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情

（37）秘密保持等（基準第 47 条） 

① 基準第 47 条第１項は、指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り

得た障害児又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第２項は、指定児童発達支援事業者に対して、過去に当該指定児童発達支援事業所

の従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定児童発達支援事

業者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこ

れらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするも

のである。 

③ 同条第３項は、従業者が障害児の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指
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報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならな

い。 

 

定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定児童発達支援事業者は、あらかじめ、文

書により障害児又はその家族の同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、

サービス提供開始時に支給決定保護者等から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

（情報の提供等） 

第四十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、こ

れを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関

する情報の提供を行わなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合におい

て、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

（利益供与等の禁止） 

第四十九条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若

しくは特定相談支援事業を行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」という。）、障害福

祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支

援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又は

その従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

収受してはならない。 

 

（38）利益供与等の禁止（基準第 49 条） 

① 基準第 49 条第１項は、障害児相談支援事業者又は障害福祉サービスの事業者等による指

定児童発達支援事業者の紹介が公正中立に行われるよう、指定児童発達支援事業者は、障

害児相談支援事業者若しくは障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、障害児又は

その家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。 

② 同条第２項は、保護者による障害児相談支援事業者又は障害福祉サービスの事業者等の選

択が公正中立に行われるよう、指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは

障害福祉サービス事業者等又はその従業者から、当該事業に係る障害児等を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。 

 

（苦情解決） 

第五十条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は

通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第二十一条の五の

二十二第一項の規定により都道府県知事（指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談

所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。）又は市町村長（以下この項及び次項におい

て「都道府県知事等」という。）が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命

令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の

物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情

に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受

（39）苦情解決（基準第 50 条） 

① 基準第 50 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び

手順等当該施設等における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置

の概要については、通所給付決定保護者等にサービスの内容を説明する文書に記載し、当該事

業所に掲示することが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定児童発達支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するた

め、当該苦情（指定児童発達支援事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の

受付日、内容等を記録することを義務付けたものである。また、指定児童発達支援事業者は、

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま

え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

③ 同条第５項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行

う同法第 85 条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。 
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けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 指定児童発達支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を都道府県知事等に報告しなければならない。 

5 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法

第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

 

 

（地域との連携等） 

第五十一条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

（40）地域との連携等（基準第 51 条） 

① 基準第 51 条第１項は、指定児童発達支援事業者は、地域に開かれたものとして運営されるよ

う地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らないこととしたものである。 

 

（事故発生時の対応） 

第五十二条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事

故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録

しなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（41）事故発生時の対応（基準第 52 条） 

障害児が安心して指定児童発達支援の提供を受けられるよう、指定児童発達支援事業者は、障

害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町

村及び当該障害児の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、障害児に対する指定

児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければ

ならないこととしたものである。このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生し

た場合の対応方法をあらかじめ定めておくことが望ましいこと。 

 また、事業所に自動体外式除細動器（ＡＥＤを設置することや救命講習等を受講することが

望ましいこと。 

 なお、事業所の近隣にＡＥＤが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域においてその体

制や連携を構築することでも差し支えない。 

② 指定児童発達支援事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保

険に加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定児童発達支援事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対

策を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み

指針」（平成 14 年３月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示されてい

るので、参考にされたい。 

 

（会計の区分） 

第五十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとと

もに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

（42）会計の区分（基準第 53 条） 

基準第 53 条は、指定児童発達支援事業者は、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分し

なければならないこととしたものである。 
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（記録の整備） 

第五十四条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 

一 第二十一条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録 

二 児童発達支援計画 

三 第三十五条の規定による市町村への通知に係る記録 

四 第四十四条第二項に規定する身体拘束等の記録 

 

（43）記録の整備（基準第 54 条） 

指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整

備しておく必要があること。なお、基準第 54 条第２項により、指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該指定児童

発達支援を提供した日から、少なくとも５年以上保存しておかなければならないこととしたものである。 

① 児童発達支援に関する記録 

ア 基準第 21 条第 1 項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記

録 

イ 児童発達支援計画 

ウ 基準第 44 条第２項に規定する身体拘束等の記録 

エ 基準第 50 条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

オ 基準第 52 条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

② 基準第 35 条の規定による市町村への通知に係る記録 

 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準） 

第五十四条の二 児童発達支援に係る共生型通所支援（以下「共生型児童発達支援」とい

う。）の事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に

規定する指定生活介護事業者をいう。第五十四条の十において同じ。）が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生

活介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指

定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。以下

同じ。）の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児

の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上である

こと。 

二 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

４ 共生型障害児通所支援に関する基準 

（１）共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準（基準第 54 条の２） 

児童発達支援に係る共生型通所支援（以下「共生型児童発達支援」という。）の事業を行う指

定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介

護事業者をいう。第五十四条の十において同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のと

おりであること。 

① 指定生活介護事業所の従業者の員数が、共生型児童発達支援を受ける利用者の数を含めて

当該指定生活介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所として必要

とされる数以上であること。 

 なお、指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所に配置するサービス管理責任者に「サー

ビス管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される児童発達支援管理責任者研修

（１ 児童発達支援管理責任者に関する講義を除く。）の受講を促し、研修終了者が指定生

活介護事業所を利用する障害児の児童発達支援計画を作成することが望ましい。 

② 障害児入所施設その他関係施設から、指定生活介護事業所が障害児の支援を行う上で、必

要な技術的支援を受けていること。 

 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第五十四条の三 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定

居宅サービス等基準」という。）第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又

は指定地域密着型通所介護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」とい

（２）共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準（基準第 54 条の

３） 

共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基

準」という。）第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着

型通所介護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平
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う。）第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（第五十四条の

十一において「指定通所介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

一 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介

護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第二

十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業

所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又

は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をい

う。第五十四条の十一第一号において同じ。）の面積を、指定通所介護（指定居宅サービス等基

準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密

着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介

護等」という。）の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た

面積が三平方メートル以上であること。 

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害

児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上で

あること。 

三 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第二十条

第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（第五十四条の十一において「指

定通所介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりであること。 

① 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準第 93 条第１項

又は指定地域密着型サービス基準第 20 条第１項に規定する食堂及び機能訓練室をいう。）

の面積が当該指定通所介護事業所等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける利用者

の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。 

② 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、共生型児童発達支援を受ける利用者の数を含

めて当該指定通所介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所等と

して必要とされる数以上であること。 

 なお、指定通所介護事業所等は、児童発達支援管理責任者の配置が義務づけられていない

が、指定通所介護事業者等は指定通所介護事業所等の従業者のうち、「障害児通所支援又

は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」に掲げる実務経

験者に相当すると認められる管理者等に「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づ

き実施される「児童発達支援管理責任者研修」及び「相談支援従事者研修事業の実施につい

て」に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修（講義部分）」の受講を促すこととし、研

修修了者が指定通所介護事業所等を利用する障害児の児童発達支援計画を作成することが

望ましい。 

③ 障害児入所施設その他関係施設から、指定通所介護事業所等が障害児の支援を行う上で、

必要な技術的支援を受けていること。 

 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第五十四条の四 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準

第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）（第五十

四条の十二において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）又は指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基

準」という。）第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

（３）共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準（基

準第 54 条の４） 

共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型

サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）、指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）（第五十四条の十二において

「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八

年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第四十

四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が当該事業に

関して満たすべき基準は、次のとおりであること。 

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第 63 条第１項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型サービス基準第 171 条第１項に規定する指定看護小規模多機
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地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。）（以下「指定小規模多機能型居

宅介護事業所等」という。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録

者（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地

域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。）の数と共生型生

活介護（指定障害福祉サービス等基準第九十三条の二に規定する共生型生活介護をいう。）、

共生型自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第百六十二条の二に規定する

共生型自立訓練（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（指定障害福

祉サービス等基準第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）又は共

生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス（第七十一条の二に規定する共生型放

課後等デイサービスをいう。）（以下「共生型通いサービス」という。）を利用するために当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をい

う。以下この条において同じ。）を二十九人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。）、サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第五十四条の十二において同じ。）又はサ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス

基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、十

八人）以下とすること。 

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指定

地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。）（第五十四条の十二において「指定小規模多機能型居

宅介護等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防

サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち通

いサービス（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は

指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下

同じ。）の利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の

数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。）を

登録定員の二分の一から十五人（登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護

事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所等にあっては、十二人）までの範囲内とすること。 

 

 

能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準第 44 条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）の

登録定員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 171 号。以下「指定障害福

祉サービス等基準」という。）第 93 条の２に規定する共生型生活介護、指定障害福祉サービ

ス等基準第 162 条の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）若しくは指定障害福祉サ

ービス等基準第 171 条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）又は共生型児童発達

支援若しくは基準第 71 条の２に規定する共生型放課後等デイサービス（以下「共生型通いサ

ービス」という。）を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受け

た障害者及び障害児の数の合計数の上限とし、29 人（サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第 63 条第７項に規定する「サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所」をいう。以下同じ。）、サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第 171 条第８項に規定する「サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」をいう。以下同じ）又はサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準第 44 条

第７項に規定する「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」をいう。）

（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、18 人）

以下とすること。 

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指定

地域密着型サービス基準第 62 条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第 170 条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）

又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第

43 条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち、指定地域密着型

サービス基準第 63 条第１項若しくは第 171 条第１項又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準第 44 条第１項に規定する通いサービス（以下「通いサービス」という。）の利用定員と

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を 1 日当たりの上限とし、登録定員の２分の

１から 15 人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12 人）までの

範囲内とすること。ただし、登録定員が 25 人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所

等における通いサービスの利用定員の上限は次のとおりであること。 

ア 登録定員が 26 人又は 27 人の場合、16 人 

イ 登録定員が 28 人の場合、17 人 

ウ 登録定員が 29 人の場合、18 人 
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基準 解釈通知 

登録定員 利用定員 

二十六人又は二十七人 十六人 

二十八人 十七人 

二十九人 十八人 

 

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス基準

第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防

サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。）は、機能を十分に発揮

しうる適当な広さを有すること。 

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービ

ス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四

条に規定する基準を満たしていること。 

五 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 

③ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適用な

広さを有すること。 

④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数を含めて指定小規模多機能型居宅介護事業所

等の利用者の数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされ

る数以上であること。 

 なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所等は、サービス管理責任者の配置が義務づけら

れていないが、指定小規模多機能型居宅介護事業者等は指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の従業者のうち、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として

厚生労働大臣が定めるもの」に掲げる実務経験者に相当すると認められる管理者等に「サービス

管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される「児童発達支援管理責任者研修」

及び「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施される「相談支援従事者初任

者研修（講義部分）」の受講を促すこととし、研修修了者が指定小規模多機能型居宅介護

事業所等を利用する障害児の児童発達支援計画を作成することが望ましい。 

⑤ 障害児入所施設その他関係施設から、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が障害児の

支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。 

 

（通所利用者負担額の受領） 

第七十条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所

給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるも

のとする。 

2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提

供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費

用基準額の支払を受けるものとする。 

3 指定放課後等デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサー

ビスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付

決定保護者から受けることができる。 

4 指定放課後等デイサービス事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に

係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

5 指定放課後等デイサービス事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決

定保護者の同意を得なければならない。 

 

第五 放課後等デイサービス 

３ 運営に関する基準 

（２）通所利用者負担額の受領（基準第70条） 

指定児童発達支援の場合と同趣旨であるため、第三の３の（12）を参照されたい。 
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（10）関連規定略称 

本資料集において紹介している告示等の正式名称は以下のとおりです。  

○障害福祉サービス基準：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年９

月 29 日厚生労働省令第 171 号）  

○障害福祉サービス基準解釈通知：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について

（平成 18 年 12 月６日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

通知） 

○障害福祉サービス報酬告示：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（平成 18 年９月 29 日厚生労働省告示第 523 号）  

○障害福祉サービス報酬留意事項：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額

の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年 10 月 31 日障

発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

○障害児通所支援基準：児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成 24 年２月３日厚生労働省令第 15 号） 

○障害児通所支援基準解釈通知：児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準について（平成 24 年３月 30 日障発 0330 第 12 号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

○障害児通所支援報酬告示：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に

要する費用の額の算定に関する基準（平成 24 年３月 14 日厚生労働省告示第 122 号）  

○障害児通所支援報酬留意事項：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所

支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 

24 年３月 30 日障発 0330 第 16 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 
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Ⅲ 共生型介護保険サービス・共生型障害福祉サービスの担当部署 

都道府県 

・指定都市 

・中核市名 

共生型介護保険サービス 共生型障害福祉サービス 

部署名 電話番号 部署名 電話番号 

1 北海道 
保健福祉部福祉局施設運営指

導課介護事業指定係 
011-204-5935 

保健福祉部福祉局施設運営指

導課障がい事業指定係 
011-204-5935 

2 青森県 
健康福祉部高齢福祉保険課介

護事業者グループ 
017-734-9299 

健康福祉部障害福祉課障害福

祉事業者グループ 
017-734-9308 

3 岩手県 
保健福祉部長寿社会課介護福

祉担当 
019-629-5441 保健福祉部障がい保健福祉課 019-629-5447 

4 宮城県 
保健福祉部長寿社会政策課運

営指導班 
022-211-2556 

保健福祉部障害福祉課運営指

導班 
022-211-2558 

5 秋田県 
健康福祉部長寿社会課介護保

険班 
018-860-1363 

健康福祉部障害福祉課地域生

活支援班 
018-860-1332 

6 山形県 
健康福祉部長寿社会政策課事

業指導担当 
023-630-3359 

健康福祉部障がい福祉課障が

い福祉支援担当 
023-630-2317 

7 福島県 福島県保健福祉部高齢福祉課 024-521-7745 
福島県保健福祉部障がい福祉

課 
024-521-7240 

8 茨城県 
保健福祉部長寿福祉推進課介

護保険指導・監査担当 
029-301-3343 

保健福祉部障害福祉課自立支

援担当 
029-301-3363 

9 栃木県 
保健福祉部高齢対策課介護サ

ービス班介護事業者チーム 
028-623-3149 

保健福祉部障害福祉課福祉サ

ービス事業担当 
028-623-3029 

10 群馬県 
健康福祉部介護高齢課居宅サ

ービス係 
027-226-2575 

健康福祉部障害政策課施設利

用支援係 
027-226-2632 

11 埼玉県 福祉部高齢者福祉課 048-830-3254 

福祉部障害者支援課 

 地域生活支援担当 

 （障害児通所 

 ・訪問系サービス） 

 施設支援担当 

 （障害福祉サービス） 

地域生活支援担

当 

048-830-3317 

施設支援担当 

048-830-3314 

12 千葉県 
健康福祉部高齢者福祉課介護

事業者指導班 
043-223-2395 

健康福祉部障害福祉事業課 

 事業支援班 

（障害福祉サービス担当） 

 地域生活支援班 

（訪問系サービス担当） 

 療育支援班 

（障害児通所サービス担当） 

事業支援班 

043-223-2308、 

地域生活支援班 

043-223-2335、 

療育支援班 

043-223-2336 

13 東京都 
福祉保健局高齢社会対策部介

護保険課介護事業者担当 
03-5320-4593 

障害者施策推進部地域生活支

援課在宅支援担当 
03-5320-4325 

14 神奈川県 

福祉子どもみらい局福祉部高

齢福祉課 

 在宅サービスグループ 

 （共生型訪問介護、 

  共生型通所介護） 

 福祉施設グループ 

 (共生型短期入所生活介護） 

在宅サービスグ

ループ 

045-210-1111 

内線 4824、

4841～4843、 

福祉施設グルー

プ 

045-210-1111  

福祉子どもみらい局福祉部障

害サービス課事業支援グルー

プ 

045-210-4732 



365 

 

都道府県 

・指定都市 

・中核市名 

共生型介護保険サービス 共生型障害福祉サービス 

部署名 電話番号 部署名 電話番号 

内線 4852～

4855 

15 新潟県 
福祉保健部高齢福祉保健課介

護サービス係 
025-280-5193 

福祉保健部障害福祉課在宅支

援係 
025-280-5228 

16 富山県 

厚生部厚生企画課地域共生福

祉係（普及・職員研修） 
076-444-3197 

厚生部障害福祉課自立支援係 076-444-3212 厚生部高齢福祉課施設・居宅

サービス係 

（指定・指導） 

076-444-3414 

17 石川県 
健康福祉部長寿社会課在宅サ

ービスグループ 
076-225-1417 

健康福祉部障害保健福祉課企

画推進グループ 
076-225-1428 

18 福井県 
健康福祉部長寿福祉課介護サ

ービスグループ 
0776-20-0332 

健康福祉部障がい福祉課自立

支援グループ 
0776-20-0339 

19 山梨県 
福祉保健部健康長寿推進課介

護サービス振興担当 
055-223-1455 

福祉保健部障害福祉課施設支

援担当 
055-223-1463 

20 長野県 
健康福祉部介護支援課サービ

ス係 
026-235-7121 

健康福祉部障がい者支援課施

設支援係 
026-235-7149 

21 岐阜県 
健康福祉部高齢福祉課事業者

指導係 
058-272-8298 

健康福祉部障害福祉課事業所

指導係 
058-272-8302 

22 静岡県 
健康福祉部福祉長寿局長寿政

策課計画班 
054-221-2975 

健康福祉部障害者支援局障害

者政策課障害者政策班 
054-221-2352 

23 愛知県 
福祉局高齢福祉課介護保険指

定・指導グループ 
052-954-6289 

福祉局福祉部障害福祉課事業

所指定・指導グループ 
052-954-6317 

24 三重県 

医療保健部 長寿介護課  

 居宅サービス班 

 （共生型訪問介護、 

  共生型通所介護） 

 施設サービス班 

 (共生型短期入所生活介護） 

居宅サービス班 

059-224-2262、 

施設サービス班 

059-224-2235 

子ども・福祉部障がい福祉課

サービス支援班 
059-224-2266 

25 滋賀県 
健康医療福祉部医療福祉推進

課在宅介護指導係 
077-528-3523 

健康医療福祉部障害福祉課企

画・指導係 
077-528-3544 

26 京都府 健康福祉部高齢者支援課 075-414-4575 健康福祉部障害者支援課 075-414-4671 

27 大阪府 
福祉部高齢介護室介護事業者

課居宅グループ 
06-6944-7095 

福祉部障がい福祉室生活基盤

推進課指定・指導グループ 

06-6941-0351 

内線 2449 

28 兵庫県 
健康福祉部少子高齢局高齢政

策課介護基盤整備班 

078-341-7711 

内線 2733 

健康福祉部障害福祉局障害福

祉課 

 障害政策班 

 （共生型居宅介護、 

  共生型重度訪問介護、 

  共生型短期入所） 

 障害福祉基盤整備班 

 （共生型生活介護、 

  共生型自立訓練、 

  共生型児童発達支援、 

  共生型放課後等 

  デイサービス） 

障害政策班 

078-341-7711 

内線 2966、 

障害福祉基盤整

備班 

078-341-7711 

内線 3012 
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29 奈良県 
福祉医療部医療・介護保険局

介護保険課介護事業係 
0742-27-8532 

福祉医療部障害福祉課自立支

援・療育係 

0742-22-1101 

(2833) 

30 和歌山県 

福祉保健部 福祉保健政策局 

長寿社会課 介護サービス指導

室 

073-441-2527 
福祉保健部 福祉保健政策局 

障害福祉課 施設福祉班 
073-441-2537 

31 鳥取県 
福祉保健部ささえあい福祉局

長寿社会課 
0857-26-7175 

福祉保健部ささえあい福祉局

障がい福祉課 
0857-26-7193 

32 島根県 

健康福祉部高齢者福祉課  

 介護サービス推進グループ 

 （共生型訪問介護、 

  共生型通所介護） 

 介護サービス指導グループ 

 (共生型短期入所生活介護） 

介護サービス推

進グループ 

0852-22-5798・ 

0852-22-5928、 

介護サービス指

導グループ 

0852-22-5235 

健康福祉部障がい福祉課 0852-22-5239 

33 岡山県 
保健福祉部保健福祉課指導監

査室 
086-226-7917 

保健福祉部保健福祉課指導監

査室 
086-226-7917 

34 広島県 
健康福祉局地域福祉課介護保

険事業者指導グループ 
082-513-3208 

健康福祉局障害者支援課指導

検査グループ 
082-513-3158 

35 山口県 
健康福祉部長寿社会課介護保

険班 
083 ｰ 933 ｰ 2774 

健康福祉部障害者支援課施設

福祉推進班 
083 ｰ 933 ｰ 2735 

36 徳島県 

保健福祉部長寿いきがい課 

 在宅サービス指導担当 

 （共生型訪問介護、 

  共生型通所介護） 

 施設サービス指導担当 

 (共生型短期入所生活介護） 

在宅サービス指

導担当 

088-621-2192、 

施設サービス指

導担当 

088-621-2182 

保健福祉部障がい福祉課施設

サービス指導担当 
088-621-2235 

37 香川県 
健康福祉部長寿社会対策課在

宅サービスグループ 
087-832-3269 

健康福祉部障害福祉課 

 施設福祉・就労支援グルー

プ 

 （共生型生活介護、 

  共生型自立訓練、 

  共生型短期入所、 

  共生型児童発達支援、 

  共生型放課後等デイサー 

  ビス） 

 地域生活支援グループ 

 （共生型居宅介護、 

  共生型重度訪問介護） 

施設福祉・就労

支援グループ 

087-832-3293 

地域生活支援グ

ループ     

087-832-3292 

38 愛媛県 
保健福祉部生きがい推進局長

寿介護課介護事業者係 
089-912-2432 

保健福祉部生きがい推進局障

がい福祉課障がい支援係 
089-912-2424 

39 高知県 
地域福祉部高齢者福祉課介護

事業者担当 
088-823-9632 

地域福祉部障害福祉課事業者

担当 
088-823-9635 

40 福岡県 
保険医療介護部介護保険課指

定係 
092-643-3322 

福祉労働部障がい福祉課障が

い福祉サービス指導室指定係 
092-643-3312 

41 佐賀県 
健康福祉部長寿社会課サービ

ス指導担当 
0952-25-7266 

健康福祉部障害福祉課施設担

当 
0952-25-7401 
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共生型介護保険サービス 共生型障害福祉サービス 
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42 長崎県 
福祉保健部長寿社会課施設・

介護サービス班 
095-895-2436 

福祉保健部障害福祉課自立就

労支援班 
095-895-2455 

43 熊本県 
長寿社会局高齢者支援課居宅

介護班 
096-333-2219 

子ども・障がい福祉局障がい

者支援課サービス向上班 
096-333-2233 

44 大分県 
福祉保健部高齢者福祉課介護

サービス事業班 
097-506-2685 

福祉保健部障害福祉課施設支

援班 
097-506-2745 

45 宮崎県 
福祉保健部長寿介護課居宅介

護担当 
0985-26-7058 

福祉保健部障がい福祉課障が

い者・就労支援担当 
0985-26-7068 

46 鹿児島県 

鹿児島県くらし保健福祉部高

齢者生き生き推進課介護保険

室事業者指導係 

099-286-2687 
鹿児島県くらし保健福祉部障

害福祉課施設支援係 
099-286-2749 

47 沖縄県 
子ども生活福祉部・高齢者福

祉介護課・介護指導班 
098-866-2214 

子ども生活福祉部・障害福祉

課・事業指導支援班 
098-866-2190 

48 札幌市 
保健福祉局高齢保健福祉部介

護保険課事業指導係 
011-211-2972 

保健福祉局障がい保健福祉部

障がい福祉課事業者指定担当

係 

011-211-2938 

49 仙台市 
健康福祉局保険高齢部介護事

業支援課指定係 
022-214-8169 

健康福祉局障害福祉部障害者

支援課 

 指導係 

 地域生活支援係 

 （共生型居宅介護、 

  共生型重度訪問介護、 

  共生型短期入所） 

 施設支援係 

 （共生型生活介護、 

  共生型自立訓練、 

  共生型児童発達支援、 

  共生型放課後等デイサー

ビス） 

指導係 

022-214-6141、 

地域生活支援係 

022-214-8164、 

施設支援係 

022-214-8188 

50 
さいたま

市 

保健福祉局長寿応援部介護保

険課事業者係 
048-829-1265 

保健福祉局福祉部障害支援課

審査指定係 
048-829-1309 

51 千葉市 
保健福祉局高齢障害部介護保

険事業課施設支援班 
043-245-5256 

保健福祉局高齢障害部障害福

祉サービス課地域支援班 
043-245-5228 

52 横浜市 

健康福祉局介護事業指導課 

（共生型訪問介護、共生型通

所介護） 

045-671-3413、 

045-671-3466 

健康福祉局障害福祉保健部障

害施策推進課 
045-671-3603 

健康福祉局障害福祉保健部障

害自立支援課居宅サービス担

当 

（共生型居宅介護、共生型重

度訪問介護） 

045-671-2402 

健康福祉局障害福祉保健部障

害施設サービス課施設等運営

支援係（共生型生活介護） 

045-671-3607 

健康福祉局高齢施設課（共生

型短期入所生活介護） 
045-671-3923 

健康福祉局障害福祉保健部障

害施設サービス課地域施設支

援係（共生型短期入所） 

045-671-2416 
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こども青少年局こども福祉保

健部障害児福祉保健課（共生

型児童発達支援、共生型放課

後等デイサービス） 

045-671-4274 

53 川崎市 
健康福祉局長寿社会部高齢者

事業推進課事業者指定係 
044-200-2544 

健康福祉局障害保健福祉部障

害計画課事業者指定担当 
044-200-2927 

54 相模原市 
健康福祉局地域包括ケア推進

部福祉基盤課 
042-769-9226 

健康福祉局地域包括ケア推進

部福祉基盤課 
042-769-9226 

55 新潟市 福祉部介護保険課指定係 025-226-1293 福祉部障がい福祉課指定係 025-226-1241 

56 静岡市 

保健福祉長寿局 健康福祉部 

介護保険課  

 事業者指導第１係 

(共生型短期入所生活介護、 

 共生型地域密着型通所介護) 

 事業者指導第２係 

（共生型訪問介護、共生型通

所介護） 

事業者指導第１

係 

054-221-1088、 

事業者指導第２

係 

054-221-1377 

保健福祉長寿局 健康福祉部 

障害者支援推進課 自立支援

係 

054-221-1098 

57 浜松市 
健康福祉部介護保険課指導グ

ループ 

053-457-2875、 

053-457-2787 

健康福祉部障害保健福祉課指

導グループ 
053-457-2860 

58 名古屋市 

健康福祉局高齢福祉部介護保

険課 

 居宅指定係 

 （共生型訪問介護、 

  共生型通所介護） 

 施設指定係 

（共生型短期入所生活介護） 

居宅指定係 

052-972-3487、 

施設指定係 

052-972-2539 

健康福祉局障害福祉部障害者

支援課指定指導係 

（共生型居宅介護、共生型重

度訪問介護、共生型生活介

護、共生型自立訓練、共生型

短期入所） 

052-972-3965 

子ども青少年局子育て支援部

子ども福祉課子ども発達支援

係 

（共生型児童発達支援、共生

型放課後等デイサービス） 

052-972-3187 

59 京都市 

保健福祉局健康長寿のまち・

京都推進室介護ケア推進課事

業者担当、 

介護認定給付事務センター 

事業者担当  

075－213-

5871、 

介護認定給付事

務センター  

075－708-8087 

保健福祉局障害保健福祉推進

室 
075-222-4161 

子ども若者はぐくみ局子ども

家庭支援課 
075-746-7625 

60 大阪市 
福祉局高齢者施策部介護保険

課船場分室 
06-6241-6319 

福祉局高障がい者施策部運営

指導課 
06-6421-6520 

61 堺市 
健康福祉局長寿社会部介護事

業者課調整係 
072-228-7348 

健康福祉局障害福祉部障害施

策推進課事業者係 

（共生型居宅介護、共生型重

度訪問介護、共生型生活介

護、共生型自立訓練、共生型

短期入所） 

072-228-7818 

子ども青少年局子ども青少年

育成部子ども家庭課障害児支
072-228-7331 
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援係 

（共生型児童発達支援、共生

型放課後等デイサービス） 

62 神戸市 福祉局監査指導部 
078-322-6771、 

078-322-6326 
福祉局障害者支援課 

078-322-5230、 

078-322-6332、 

078-322-6352 

63 岡山市 

保健福祉局高齢福祉部事業者

指導課  訪問居宅事業者係

（共生型訪問介護） 通所事

業者係（共生型通所介護） 

施設係（共生型短期入所生活

介護） 

訪問居宅事業者

係 086-212-

1012、通所事業

者係 086-212-

1013、施設係

086-212-1014 

保健福祉局高齢福祉部事業者

指導課障害事業者係 
086-212-1015 

64 広島市 
健康福祉局高齢福祉部介護保

険課事業者指定係 
082-504-2721 

健康福祉局障害福祉部障害自

立支援課 
082-504-2841 

65 北九州市 
保健福祉局地域福祉部介護保

険課居宅サービス係 
093-582-2771 

保健福祉局障害福祉部障害者

支援課指定指導係 
093-582-2424 

66 福岡市 
保健福祉局高齢社会部事業者

指導課在宅指導係 
092-711-4257 

保健福祉局障がい者部障がい

福祉課 

 指定指導第１係 

 （共生型生活介護， 

  共生型自立訓練、 

  共生型短期入所） 

 指定指導第２係 

 （共生型居宅介護， 

  共生型重度訪問介護） 

 

092-711-4249 

こども未来局こども部こども

発達支援課事業所指定・指導

係 

（共生型児童発達支援，共生

型放課後等デイサービス） 

092-711-4178 

67 熊本市 

健康福祉局福祉部介護保険課

介護事業指導室居宅サービス

指導班 

096-328-2793 
健康福祉局障がい者支援部障

がい保健福祉課自立支援班 
096-328-2519 

68 函館市 
保健福祉部指導監査課高齢者

担当 
0138-21-3926 

保健福祉部指導監査課障がい

等担当 
0138-21-3912 

69 旭川市 指導監査課（介護担当） 0166-25-9849 指導監査課（障がい担当） 0166-25-9849 

70 青森市 
福祉部介護保険課事業者チー

ム 
017-734-5257 

福祉部障がい者支援課障がい

福祉チーム 
017-734-5327 

71 八戸市 
市民防災部介護保険課介護事

業者グループ 
0178-43-9292 

福祉部障がい福祉課自立支援

グループ 
0178-43-9343 

72 盛岡市 
保健福祉部介護保険課事業所

指定係 
019-626-7562 

保健福祉部障がい福祉課事業

所係 
019-613-8296 

73 秋田市 
福祉保健部介護保険課施設管

理担当 
018-888-5674 

福祉保健部障がい福祉課障が

い福祉担当 
018-888-5663 

74 山形市 
福祉推進部指導監査課高齢福

祉指導係 
023-641-1212 

福祉推進部指導監査課障がい

福祉指導係 
023-641-1212 
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75 福島市 

健康福祉部長寿福祉課長寿福

祉係 

 ※令和３年度以降は福祉監

査課 

020-525-7656 

健康福祉部障がい福祉課障が

い庶務係 

 ※令和３年度以降は福祉監

査課 

024-525-3748 

76 郡山市 保健福祉部介護保険課管理係 024-924-3021 
保健福祉部障がい福祉課管理

係 
024-924-2381 

77 いわき市 
保健福祉部介護保険課長寿支

援係 
0246-22-7467 

保健福祉部障がい福祉課事業

係 
0246-22-7486 

78 水戸市 福祉部介護保険課管理係 029-297-1018 福祉部障害福祉課認定係 029-350-8084 

79 宇都宮市 
保健福祉部高齢福祉課介護サ

ービスグループ 
028-632-2306 

保健福祉部障がい福祉課相談

支援グループ 
028-632-2364 

80 前橋市 福祉部介護保険課指導係 027-898-6132 福祉部障害福祉課障害政策係 027-220-5713 

81 高崎市 
福祉部長寿社会課福祉施設担

当 
027-321-1248 福祉部障害福祉課管理担当 027-321-1245 

82 川越市 
福祉部介護保険課施設事業者

担当 
049-224-6404 福祉部障害者福祉課計画担当 049-224-5785 

83 川口市 福祉部介護保険課事業者係 048-259-7293 福祉部障害福祉課施設係 048-271-9442 

84 越谷市 福祉部介護保険課計画担当 048-963-9305 

福祉部障害福祉課総務担当 

（障害者） 
048-963-9164 

子ども家庭部子育て支援課少

子政策担当 

（障害児） 

048-963-9165 

85 船橋市 
健康福祉局健康・高齢部介護

保険課総務係 
047-436-3306 

健康福祉局福祉サービス部障

害福祉課計画係 
047-436-2307 

86 柏市 
保健福祉部法人指導課介護事

業者担当 
04-7168-1040 

保健福祉部障害福祉課施設指

導担当 
04-7167-1136 

87 八王子市 
福祉部高齢者いきいき課事業

者指定担当 

042-620-7452、 

042-620-7294 

福祉部障害者福祉課事業者指

定担当 
042-620-7479 

88 横須賀市 

福祉部指導監査課 

 指導監査第１係 

 （共生型短期入所生活介

護） 

 指導監査第２係 

 （共生型訪問介護、共生型

通所介護） 

指導監査第１係 

046-822-8162、 

指導監査第２係 

046-822-8393 

福祉部指導監査課指導監査第

３係 

（障害者） 

046-822-8411 

こども育成部幼保児童施設課

指導監査係 

（障害児） 

046-822-8224 

89 富山市 福祉保健部介護保険課企画係 076-443-2041 福祉保健部障害福祉課企画係 076-443-2254 

90 金沢市 
福祉局介護後保険課事業者管

理係 
076-220-2264 

福祉局障害福祉課事業者管理

係 
076-220-2018 

91 福井市 
福祉保健部地域包括ケア推進

課 
0776-20-5400 福祉保健部障がい福祉課 0776-20-5435 

92 甲府市 介護保険課経営係 055-237-5473 障がい福祉課サービス支援係 055-237-5654 

93 長野市 
保健福祉部高齢者活躍支援課

介護施設担当 
026-224-5094 

保健福祉部障害福祉課指定給

付担当 
026-224-8382 

94 岐阜市 福祉部介護保険課支援係 058-214-2093 福祉部障がい福祉課指導係 058-214-2136 

95 豊橋市 東三河広域連合介護保険課 0532-26-8470 障害福祉課 0532-51-2340 
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都道府県 

・指定都市 

・中核市名 

共生型介護保険サービス 共生型障害福祉サービス 

部署名 電話番号 部署名 電話番号 

96 岡崎市 
福祉部介護保険課事業所指定

係 
0564-23-6646 福祉部障がい福祉課施策係 0564-23-6165 

97 豊田市 福祉部介護保険課施設担当 0565-34-6634 
福祉部障がい福祉課総務・計

画担当 
0565-34-6751 

98 大津市 
健康保険部介護保険課事業所

施設係 
077-528-2738 

福祉子ども部障害福祉課管理

係 
077-528-2745 

99 豊中市 
福祉部長寿社会政策課事業所

指定係 
06-6858-2838 福祉部障害福祉課事業所係 06-6858-2229 

100 吹田市 
福祉部福祉指導監査室介護事

業者担当 
06-6105-8009 

福祉部福祉指導監査室障がい

事業者担当 
06-6105-8007 

101 高槻市 
健康福祉部福祉指導課高齢介

護事業チーム 
072-674-7821 

健康福祉部福祉指導課障がい

福祉事業チーム 
072-674-7821 

102 枚方市 
健康福祉部福祉指導監査課介

護事業者グループ 
072-841-1468 

健康福祉部福祉指導監査課法

人・障害福祉事業者グループ 
072-841-1467 

103 八尾市 
地域福祉部高齢介護課介護保

険係 
072-924-9360 地域福祉部障がい福祉課 072-924-3838 

104 寝屋川市 福祉部指導監査課 072-812-2027 同左 

105 東大阪市 
福祉部指導監査室介護事業者

課 
06-4309-3317 

福祉部指導監査室障害福祉事

業者課 
06-4309-3187 

106 姫路市 

健康福祉局長寿社会支援部介

護保険課 

（市民への周知） 

079-221-2923 

健康福祉局保健福祉部障害福

祉課 

（市民への周知） 

079-221-2454 

健康福祉局長寿社会支援部高

齢者支援課 

（整備補助金関係） 

079-221-2306 

健康福祉局保健福祉部障害福

祉課 

（整備補助金関係） 

079-221-2454 

健康福祉局保健福祉部監査指

導課 

（事業所の指定・指導・監

査） 

079-221-2490 

健康福祉局保健福祉部監査指

導課 

（事業所の指定・指導・監

査） 

079-221-2490 

107 尼崎市 
健康福祉局福祉部法人指導課

介護事業所指定担当 
06-6489-6322 

健康福祉局福祉部法人指導課

障害事業所指定担当 
06-6489-6750 

108 明石市 
福祉局高齢者総合支援室給付

係 
078-918-5091 

福祉局生活支援室障害福祉課

自立支援係 
078-918-1344 

109 西宮市 
健康福祉局福祉総括室法人指

導課事業者指定チーム 
0798-35-3152 

健康福祉局福祉総括室法人指

導課事業者指定チーム 
0798-35-3152 

110 奈良市 福祉部介護福祉課施設整備係 0742-34-5422 福祉部障がい福祉課指定係 0742-34-4593 

111 和歌山市 健康局保険医療部指導監査課 073-435-1319 
福祉局社会福祉部障害者支援

課 
073-435-1060 

112 鳥取市 
福祉部地域福祉課指導監査室

介護関係 
0857-30-8204 

福祉部地域福祉課指導監査室

障がい関係 
0857-30-8205 

113 松江市 健康部介護保険課給付係 0852-55-5934 
福祉部障がい者福祉課給付・

審査係 
0852-55-5946 

114 倉敷市 保健福祉局指導監査課 086-426-3297 
保健福祉局社会福祉部障がい

福祉課事業所指導室 
086-426-3287 

115 呉市 
福祉保健部福祉保健課指導監

査室 
0823-25-3132 同左 
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都道府県 

・指定都市 

・中核市名 

共生型介護保険サービス 共生型障害福祉サービス 

部署名 電話番号 部署名 電話番号 

116 福山市 
保健福祉局長寿社会応援部介

護保険課事業者指定担当 
084-928-1259 

保健福祉局福祉部障がい福祉

課事業者指定・指導担当 
084-928-1261 

117 下関市 福祉部介護保険課事業者係 083-231-1371 
福祉部障害者支援課権利擁護

係 
083-227-4199 

118 高松市 
健康福祉局長寿福祉部介護保

険課相談指導係 
087-839-2326 健康福祉局障がい福祉課 087-839-2333 

119 松山市 
保健福祉部介護保険課事業者

指定・指導担当 
089-948-6968 

社会福祉担当部障がい福祉課

事業者指定担当 
089-948-6079 

120 高知市 健康福祉部介護保険課事業係 088-823-9972 健康福祉部障がい福祉課 088-823-9378 

121 久留米市 健康福祉部介護保険課 0942-30-9247 健康福祉部障害者福祉課 0942-30-9035 

122 長崎市 福祉部福祉総務課企画推進係 095-829-1161 福祉部障害福祉課総務企画係 095-829-1141 

123 佐世保市 保健福祉部指導監査課 0956-24-1111 保健福祉部指導監査課 0956-24-1111 

124 大分市 
福祉保健部長寿福祉課事業推

進担当班 
097-537-5744 

福祉保健部障害福祉課障害福

祉サービス担当班 
097-537-5658 

125 宮崎市 
福祉部介護保険課事業所指導

室 
0985-44-2591 

福祉部障がい福祉課審査指導

係 
0985-21-1772 

126 鹿児島市 
健康福祉局すこやか長寿部長

寿あんしん課長寿施設係 
099-216-1147 

健康福祉局福祉部障害福祉課

ゆうあい係 
099-216-1272 

127 那覇市 
福祉部ちゃーがんじゅう課施

設グループ 
098-862-9010 

福祉部障がい福祉課企画・庶

務グループ 
098-862-3275 
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令和２年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 

共生型サービスの実態把握及び普及啓発に関する調査研究事業 

共生型サービス★はじめの一歩★ 

～関連規定集～ 
 

 

令和３（２０２１）年３月 

 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

 共生・社会政策部 

 〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー 
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